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序　章

1．［本研究の目的］

本研究は、清末から人民共和国建国後にいたる章士別（しよう　ししょう、払ang馳i一如

1881年一1973年）（1）の思想と行動の解明を目的としている。

それは、20世紀中国の政治史において章士別の思想と行動がもつ意義を明らかにする試みであ

り、それによって今世紀前半における中国の政治史を新たな観点から展望する試みである。

近現代中国政治史は長らく、革命史として記述されるのが常態であり、革命史の主流から逸脱

する人物・思想・党派についての研究蓄積は遅延してきた。章士別研究についても同様で、共産

党内部で高い評価を受ける魯迅との対立、1920年代半ばの学生運動に対する弾圧当局側であった

こと、その保守主義的主張など、いくつかの理由から従来きわめて否定的な評価がなされてきた。

「章士別の思想は陳腐で、行為は卑劣である。……でたらめもはなはだしい復古運動を提唱し、

新思想を圧迫して時代の精神を抹殺することによって寵愛と職位を固めようとした（2）」。

このような1925年における作家魯迅の章士別批判は、後世の通史においても踏襲され、章士別

は「封建勢力と結託」した「復古の逆流（3）」であり、「腐りはてた没落階級の代表（4）」である

と酷評されるのが普通であった。

章士別の92年にわたる生涯は、清朝の崩壊から中華民国をへて中華人民共和国にいたる、20世

紀の中国の政治史上の画期となる重大事件を背景とする生涯であった。

章士別の業績と活躍した分野も広範であった。章は『蘇報』をはじめ著名な定期刊行物の編集

者・ジャーナリストであり、また西欧政治思想の紹介に努めた政治思想家でもあり、大学の教壇

で論理学を講じ著作を残す論理学者でもあった。晩年には柳宗元研究を世に問い大部な著作を上

梓するなど、秀でた古典文学研究者としてもよく知られている。そしてまた、長年弁護士事務所

を構え、陳独秀、周仏海など政治犯の弁護も行なう名だたる弁護士でもあった。さらに、華興会、

第二革命、第三革命に参加し政府顛覆に奔走する革命家であり、段祓瑞政権においては閣僚を務

める政治家でもあった。

冷戦の終了をもたらした近年の政治的環境の変化によって、また毛沢東など革命第1世代の死

去によって、従来のイデオロギー的拘束から解放された視点から、中国においても章士別の独特

な政治思想と行動に光を投げかけることが可能となり、これまで否定的に評価されてきた章士別

の思想内容と政治的立場の多くの側面について新たな評価を行うことが求められている。本研究

において、資料に応じて相応の密度を保ちつつ章士別の思想と行動を解明し、客観的な評価を試

みることは、他の人物研究に比してこれまで遅延してきた章士別研究を発展させる大きな契機と

なるはずである（5）。

2．［本研究の基本的視角］

（1）本研究における基本的視角は、章士別の政治思想の中核は「反対の制度化」と「政治的寛

容」を特徴とする自由主義思想であり、その思想的基盤にはエリート主義と保守主義とが横たわ

り、それらが統治機構論の面では「責任内閣制」諭と「政党政治」論を柱とする議会主義政治論
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として発現していると考える点にある。

そこで第1に、長期間の多岐にわたる章士別の思想的営為に対し、政治統合論の一類型として

の議会主義政治論という観点から接近したいと思う。20世紀前半の中国政治史における国家建設

のための政治統合論として議会主義政治論が果たした役割を、章士別という人物を通じて分析す

ることが可能になると考える（6）。

清朝倒壊後の中国の政治的課題は、いかに政治統合を達成し、中国を近代国家たらしめるべく

国家建設を行うかにあった。この政治統合は客観的には次の2つの問題への解答であると考えら

れる。ひとつは、清束以来進展しつつあった統治機構の分裂と社会規範の分裂とによる清朝の統

治能力の弱体化を克服するということ、換言すれば、前近代的伝統社会の社会的モビリティーの

低い、社会的構造分化の未発展な、それゆえ旧い社会関係が維持され、伝統的地方権力の残存す

る中国を、近代的な国民国家へと編成してゆくことである。そしてまたひとつは、帝国主義に対

する従属的・半従属的地位から脱却するために政治的自立を達成することである。相互に内面的

な関連を有するこの2つの問題に対する解答は、中国を新しい国家構造に編成するための政治的

凝集力の創出がそれであった。この課題達成の担い手については、エリート主義的政治観が前提

となっていたが、それは当時の政治思想家が大なり小なり共有するところであったと考える。

辛亥革命直後の1912年、章士別は中華民国の統治機構として議会主義的政治制度の導入を主張

した。そしてそれは、主張の強度や頻度に違いはあったが、第三革命直前の1914年、抗日戦終了

後の1946年という各局面においても繰り返されている。

議会が国権の最高機関として行政府に対し政権を信託する議会主義による政治制度は、軍事力

で成立した政権にとっては、政権の合法性を証明し自らを権威づける正統性の根源であった。中

華民国の各時期における政府の実力は軍事力に依存したけれども、いずれの体制においても、議

会の承認の有無がその正統性に大きくかかわっていた。また、1925年以降1945年まで中国には議

会がなかったが、南京政府の時代は国民大会開催による憲政移行が政権掌握の大前提であった。

そして対抗しあう政府同士が、外圧への抵抗の必要と国内世論からの要求にうながされ、内戦を

停止し、国内諸勢力を結集し、統一政府形成の試みがなされることがしばしばであった（7）。

清朝の滅亡後に登場したほとんどの政権は、その正統性を証明するために議会主義的な装置を

必要とした。そして民初の議会主義政治論が存在したために、その後に誕生した軍事政権は、民

初の議会主義を基準として評価されるようになった。

議会主義とは、討論と合意によって国内の政治上の紛争を解決するための政治制度とそれを擁

護する政治思想である。章士別は、国家体制を討議する場となった1918年の南北和平会議、1938

年の国民参政会、1946年の国民大会、1949年の国共和平会談、同年の中国人民政治協商会議とい

った合議機関に参加している。その背景には、議会主義的政治思想が存続していたか、あるいは

必要とされていた状況があったと考えられる。すなわち、今世紀における中国の政治史の基底に、

議会主義の思想的水脈が存続しており、章士別の思想と行動を手がかりにすることによって、そ

れをたどることができると考える。

以上から換言すれば、本研究は、政治統合の方法としての議会主義政治論の存在証明を行なう

作業である。1980年代末以降、一党独裁体制の動揺とその国際的な再検討が進められ、なおかつ

中国においては持続的経済発展の必要性とそれを支える政治基盤の確立が求められてきている。

こういう条件下で、西欧の政治学説を受容した章士別の議会主義政治論の再評価が、今後いよい

よ重要な課題となってくるであろう。

第2に、本研究では、政治統合の原理として主張された議会主義の基盤には自由主義的政治思

想が存在し、専制政治を批判する原理、革命独裁を批判する原理として現われていると考える。

民国初期に存在していた政治統合論には次の3つの類型があると言える。すなわち、①清朝の

遺産継承者でもある蓑世凱による軍事力と官僚制による伝統的政治体制の回復という政治統合の

方法と、②（将来における民主主義的立憲体制の実現を前提とした）革命政党による軍事的一党

独裁体制の樹立という方法、そして、③競合する政治勢力の協議による共存という、過去の中国

には未経験の方向を目指す、章士別の構想する議会主義政治体制樹立という方法である（8）。
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専制と独裁に反対する章士別にとって、前二者は自らの方法論と対立する思想にはかならなか

った。とくに第二革命失敗後、亡命先の日本において発行した『甲寅』雑誌に発表した章の諸論

文においてそれは明らかである。章士別は蓑世凱政府の専制政治と孫文等中華革命党の革命独裁

とを、「反対の制度化」と「政治的寛容」の伸展を阻害し、異なる意見の存在を認めぬ思想であ

るという観点から批判している。そして章の自由主義思想は南京政権の訓政体制を批判する原理

ともなっている。『甲寅』時代の章士別の思想を自由主義思想諭と評価する試みは、本研究の中

核的な作業となるであろう（9）。

第3に、1920年代に章土釧が議会主義政治論の中国への導入に対し悲観的な見解を表明したこと

は兄のがせない事実である。外来の政治思想である議会主義を中国に輸入したさい、中国という

政治的土壌には議会主義の健全な発展を阻害する要因があると章は考えており、ギルド社会主義

の影響下で新たな政治統合の方法を模索するにいたっている。この新たな方法の形成過程と表現

形態を知ることにより、第一次大戦後、1920年代の中国に生じた政治的環境変化の意味をさくる

ことが可能となると考える。

この時期には章の思想の保守主義的特徴が顕在化してるとみることができる。一般に、保守主

義は、明確な論理構造をもったイデオロギーとしては捉え難い思想態度だが、社会は複雑で有機

的な生命体であるとみなし、歴史的現在とは政治・経済・学問・宗教・倫理などの諸要素が自然

醸成抑こ培われ調和した結果であって経験的な叡智が沈殿したものであると考え、現状維持的で、

既存の制度と伝統的価値を尊重し、未知より既知のものを、急激な変動よりも漸次的変化を好む

という特徴をもつ。新文化運動と新文学運動に対する反対、古文擁護論、儒教教育の重視、農業

立国論などの一連の章士別の言動もまた近代中国における保守主義という観点から考察する必要

がある（10）。

（2）多彩な経歴をもつ章士別をとりまく人間関係は、極めて広範なものであり、主要なところ

では章柄麟・都容・蕪元培・黄輿・呉敬恒・宋教仁・孫文・蓑世凱・黎元洪・早春煙・梁啓超・

察鍔・李大別・陳独秀・梁漱浜・段祓瑞・魯迅・杜月笠・張学良・宋哲元・周仏海・毛沢東とい

った近代中国政治史上顕著な役割を果たした人物と直接かかわるものである。よって本研究では、

章士別の思想と行動との関連から、章士別の人間関係を可能な限り明らかにしたいと考える。本

研究によって、そのような章士別の人間関係を明らかにすることは、フォーマルな領域では不透

明である水面下の人脈が政治の動向に大きな影響力をもつ中国政治史の研究にとって稗益すると

ころ少なくないであろう。

とくに政治的舞台から退場した晩年の章士別は、時の権勢者による庇護を受けることが多く、

張学良・杜月笠・毛沢東の庇護なくしては政治的変動期を生き延びることは困難であった。よっ

て、政治的な庇護者をもち政界を遊泳する知識人という観点から、章士別の行動とパーソナリテ

ィの特色を捉えることで、中国における無党派知識人のひとつの類型を描き出せるのではないか

と考える。

3．［本研究の時期区分］

本研究では章士別を政治史の中へと還元し、章士別の思想と行動とが各時期の政治的環境にお

いてどのような関連をもったかを解明することを基本的な方法とする。対象とする時期は章土釦

の生涯全般とするが、政治的活動と直結しない青年期以前と最晩年は除く。

章士別の活動時期の大部分は中華民国期に相当し、政治史上の重要な局面のいくつかと直接に、

あるいは間接に関わっている。よって章土釦の行跡と民国期の政治史との接点をたどってゆくこ

とにより、章の目を借りて民国政治史に接近することが可能となる。これによって中国政治史を

ある程度客体化し、その適時的な特徴を視野に入れることが可能となる。中華人民共和国建国後
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における章士別については、章士別白身が政治史の展開上枢要な位置になく、史料上の制約もあ

るため、最少限の伝記的記述にとどめざるを得なかった。今後の研究の発展をまちたい。

本研究においては、章士別の生涯を大きく3つに分けて考察する。

【第1部】は、1903年から1921年まで。青年時代と2度目の渡欧まで。

【第2部】は、1921年から1928年まで。湖南への旅から3度目の渡欧まで。

【第3部】は、1930年から1973年まで。東北大学就任からその死まで。

すなわち、序章と終章とを除く14章のうち、【第1部】は第1章から第6章まで、【第譜β】は第

7章から第10章まで、【第3部】は第11章から第14章まで、である。

章士別が言論活動を始める1903年から、革命運動の失敗と日本亡命をへて、英国に留学する

1907年までを章士別の青年期と概括することができ、章の生涯の画期とみなすことができるが、

本研究では、この章士別の青年時代を取り扱う第1章については【第1部】に含める。

1910年代は章士別の言論が最も影響力を発揮した時期であった。この時期の章士別の政治思想

は、議会主義政治論と特徴づけることができる。章が、特にバジョットやダイシーなど19世紀後

半のイギリスの立憲政治に関する理論家の所説を武器に、中華民国の国家建設の問題に関して、

政治思想の面からも注目に値する多くの主張を行なっている。やがて章の主張は、1921年の2度

目の渡欧を境に変容を始め、そして1920年代においては、議会主義政治の中国への導入に対して

否定的な考えを抱くようになり、それに代替する新たな政治機構の確立を模索し、やがて伝統文

化の擁護、農業を基幹産業とした政治組織による政治統合を提唱してゆく。そして章は、むしろ

保守主義的な政治論の主張者として、急進派や青年学生から批判されるようになった。よって本

研究では、1921年をもって章の生涯の画期とし、1921年を境にして【第1部】（第6章まで）と

【第2部】とに分けることにする。

中華民国期は、政府の所在地と軍事的背景によって、大きく北洋軍閥系の北京政府時代の民国

前期と、中国国民党の南京政府時代の民国後期に分けることができる。そしてその正統性のあり

方によっても、「臨時的法」（1912年3月）に基づく「約法体制」期と、「訓政綱領」（1928年

10月）に基づく「訓政体制」期と概括することができる。

章土鋸の生涯における政治活動は、段祓瑞政府の崩壊（1926年）と章の渡欧（1928年）とをも

って濃淡の境界となっている。したがって、第1に、1926鴻年以前は章士別自身が政治史の展開

の中枢部に位置することができたが、それ以後は周辺的な場所に留まることになったということ、

それゆえ第2に、資料面から章の言動についてある程度の密度を保って記述できるのは20年代後

半、すなわち民国前期までであり、それ以降の民国後期にあっては、断片的になるか、希薄にな

るかであること、さらに1928年は、章の生涯のみならず、中国の政治史上においても大きな画期

であったこと、これらの理由から、章の生涯を1928年の渡欧をもって、【第2部】（第7章から第

10章まで）と【第3部】とに区分することが妥当であると考える（11）。

民国後期においては、1931年の満州事変、1937年の日中戦争開始、1945年の抗日戦の終了と国

共内戦の開始などが重要な画期となった。政治統合論としての章の思想と行動を主眼とする本研

究の場合、「約法体制」期における章士別に関する分析が中心となり、章士別が政治の第一線を

退いた後の「訓政体制」期に関しては補完的な扱いに留まらざるを得ない。1949年の中華人民共

和国成立後も同様である。したがって、民国後期と人民共和国期とを一括し【第淵ミ】（第11章

から第14章まで）とした。ただし、抗日戦終了後、議会主義政治論を再主張する時期、国共和平

会談で政治の檜舞台に登場する時期があり、その思想的重要性に鑑み、本研究では紙幅を割いて

いる。

［凡例］

（1）註は各章毎にまとめた。

（2）引用文中の［］は弓「用者の訳註または補助説明であることを示す。

（3）引用文中の……は断わりのない限り引用者による中略箇所であることを示す。

（4）文中では敬称は原則として省略した。
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［註］

（1）章士別は湖南省長抄の出身で、字は行厳。孤桐、秋桐などの筆名をもつ。章柄麟・黄輿らと

革命運動に従事し、『蘇報』事件（1903年）後、日本を経てイギリスに留学。辛亥革命直後に帰

国し、『民立報』主筆として宋教仁の国民党結成を支持した。第二革命後、亡命先の東京で『甲

寅』雑誌を発行し第三革命に参加した。1919年の南北和平会議には広東軍政府代表として出席。

その後段棋瑞政府の司法総長、教育総長となり、女師大事件（1925年）、三一八事件（1926年）

の責任を問われた。抗日戦期には巽察政務委員会法制委員、国民参政会参政員、国民大会代表な

どを歴任した。1949年には南京政府代表として共産党と和平交渉を行ない、その後北京に留まり、

政治協商会議代表、全国人民代表大会代表を歴任した。

（2）周樹人「反対章士別宣言」1925年8月、侃墨炎編著『魯迅署名宣言与函電輯考』書目文献出版

社、1985年4月、24貢。「……」は引用者による省略を表わす。もっとも攫秋白の指摘によれば、

『華蓋集正続編』において魯迅が書いているのは「個人を攻撃する文章」ではなく、「章士別

（孤桐）」などの名が出ていてもそれは「普通名詞として読むべきであり、社会におけるある種

の典型とみなすべきである」。そして「彼ら個人の履歴はあまり深く考える必要はなく」、重要

なのは彼らが「媚態の猫」、「主人よりもっとひどい犬」の類であることだという（何凝（嬰秋

白）「魯迅雑感選集序言」1933年4月8日、『魯迅雑感選集』青光書局、1933年（上海文芸出版社

重印版）、12貢）。

（3）劉景富「章士別与『甲寅』周刊」王維礼主編『中国現代史大事紀事本末』上、黒竜江人民出

版社、1987年、305－6頁。

（4）林茂生・王椎礼・王櫓林主編『中国現代政治思想史（1919－1949）』黒竜江人民出版社、1984

年、218－223貢。

（5）従来、章士別に関する総合的研究は、中国近代史上の他の人物研究と比べ、はるかに立遅れ

ている。章士別と同時代に同規模の活躍をした人物、例えば、章柄麟、鄭容、蕪元培、黄輿、来

教仁などに関しては、伝記、年譜、文集の類が編纂され、多くの研究業績の蓄積を見ている。章

士別は、その経歴から見ても、すでに章柄麟ほどの研究業績が蓄積されてしかるべき人物である

といえる。

章士別研究が遅延するにいたった原因としては次の点を指摘することができる。

第1は、研究を行う政治的環境の問題である。今世紀前半の近代中国政治史に関しては長らく、

革命史として記述されるのが常態であり、革命史の主流、すなわち中国共産党史の主流から逸脱

する人物・思想・党派についての研究は敬遠されてきた。

第2は、章士別の政治思想の内容に関わる問題である。政治思想家としての章士別は、議会主

義政治の主張者として知られているが、冷戦時期においては「ブルジョア」的な政治思想の主張

者を肯定的に評価することは慣られた。そして章士別の政治論のもつエリート主義的噂好、新文

化運動を否定し旧文化を擁護する文化的保守主義は、大衆民主主義の拡大と進歩主義を評価する

視野からは、魅力のないものに映ってしまった。

第3は、章の経歴上の負の側面に関わる問題である。女師大事件においては、その後共産党内

部で高い評価を受ける魯迅と対立したこと、1925、6年には政府閣僚として学生運動を弾圧する

当局側であったことなどから、魯迅の崇拝者、女師大事件や三一八運動の「被害者」が健在なう

え発言力のある地位にある段階では、章士別研究の進展は大いに妨げられていた。

本研究は上記諸点の克服を目指すものである。しかしながら章士別研究には、その他にも多く

の困難があり、これまでの研究を制約してきた。
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第1に、章の生涯は中国の近現代史の大部分の時期を覆うものであり、この時期を統一的に記

述する充分な視点を確立することが容易ではなかったということ。

第2は、すでに指摘したとおり、章士別の業績と活躍した分野が広範で多岐にわたっていたこ

とである。

したがって、章士別に関する先行研究の多くは、時代を限定するか分野を限定するか、あるい

はその両方を行なったうえでなされてきた。回想録、新聞等の紹介記事を除き、従来の章士別研

究における限定の仕方は、さしあたって次のような状況である。

章の伝記的記述として、■－α以唱　乱ih－ChoH，in H．L．駁ヵm訂＝由．彪昭喝血caJ

以C臼α迫ryガ鞄匹班G弧伽皿，N即恥止，1967．白書庵「章士別」（『民国人物伝』第4

巻、中華書局、1984年3月）、白書庵「風雨槍桑九二春一記章士別先生」（『人物』1985年第4期）

がある。いずれも章士別の生涯にわたる時期を含んでいるが、人民共和国以後に関する記述は乏

しい。

近藤邦康『辛亥革命』（紀伊国屋新書、1972年）は『黄帝魂』を、高田淳「蘇報事件の章士別」

（『季刊とうてん』2号、1975年）は『蘇報』を中心に、辛亥革命時期の革命運動に従事する章

士別を描いている。

施光享「章士別」（『中国現代語言学家』第1分冊、河北人民出版社、1981年）は、1907年出

版の『中等国文典』について、簡潔に解説した上で、その国語学上の評価を行なっている。

後藤延子「民立報期の章士別」（信州大学人文学部特定研究報告書『文化受容とその展開』

1985年3月）、同「民立報期の章士別（続）」（『信州大学人文学部人文科学論集』第28号、

1986年3月）、同「民立報期の章士別（完）」（『信州大学人文学部人文科学論集』第23号、

1989年3月）は、『民立報』時期の章士別を対象にし、章士別の政治的主張を分析し、当時の政

治史的問題との関連を丹念に検討している。

王森然「章士別先生評伝」（『近代二十家評伝』否厳書屋、1934年6月）、銭基博「邁輯文

厳復、章士別」1933年8月（『現代中国文学史』下編（1936年増訂本初版影印）沈雲龍主編『近

代中国史資料叢刊続編』第八十三韓、文海出版社）、同「近百年湖南学風」八講嗣同素鍔章

士別（銭基博・李肖聯『近百年湖南学風・湘学略』岳麓書社、1985年）はいずれも1930年代に書

かれ、1920年代までの章士別を対象に、『甲寅』雑誌および『甲寅』周刊の章の諭稿を引用しつ

つ章の政治主張を解説している。

呉相湘「章士別侶『新旧調和論』」（呉相湘『民国百人伝』（三）、伝記文学出版社、1982年

10月）は、近年の執筆になるが、1920年代までを中心とし、章の伝記的側面を均質に記述してい

る。

丸山桧幸「民国初年の調和論」（『関西大学中国文学会紀要』第2号、1969年3月）は『甲寅』

雑誌を対象にして1914年の章士別の調和諭の意味を分析している。

また、例えば、近藤春雄『現代支那の文学』（京都印書館、1945年）、李何林編『近二十年中

国文芸思潮諭』（生活書店、1971年）、劉景富「章士別与『甲寅』周刊」（王維礼主編『中国現

代史大事紀事本末』上、黒竜江人民出版社、1987年）などは、1920年代半ばの『甲寅』周刊に掲

載された章士別の論文、とくに新文化運動、新文学運動への反対論をとりあげ、これを「『甲寅』

派の反対」と概括し、中国の近代文学史上の反動的傾向として位置付けている。

郭湛波「抗戦期間中国邁韓的演変」（郭湛波『近五〇年中国思想史』龍門書店、1965年2月、

香港影印版）、彰椅漣「章士別」（『中国近代邁輯思想史論』上海人民出版社、1991年）は、章

士別の論理学の業績の集大成である『邁輯指要』を分析し、評価したものであり、とくに彰椅漣

の本格的な分析は、章士別研究の新たな分野を開拓している。

金淑琴「李大別与章士別」（中共中央党史研究室料研局編『李大釧研究文集』新華書店、1991

年）は、李大別との関係という切断面を用意して章士別を分析したもので、従来高一滴の回想録

に束縛されてきた『甲寅』日刊時期の章士別評価を打破するのに成功している。

丁偉志「重評“文化調和論”」（中国社会科学院科研局・『中国社会科学』雑誌社編『五四運

動与中国文化建設一五四運動七十周年学術討論会諭文選』上、社会科学文献出版社、所収）は、

章士別に関する専著論文ではないが、192時代の東西文化論争における章士別の保守主義的主張
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を分析し、従来の視野にはない肯定的な評価を導いており、今後の章士別研究が進展するひとつ

の方向を暗示している。

また近年の毛沢東熱の影響で、例えば、夏鷺「対一個人要看他全面的一生－毛沢東和章土釧」

（鐘辰・夏鷺・葉蘭編『領袖交往実録系列　毛沢東』四川人民出版社、1992年）など毛沢東と章

士別との関係についての記述が少なからずあるが、その多くは、章士別の娘の回想録である、章

含之「我与父親章士別」（『文匪月刊』1988年第3期・第4期。のち戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱

浜、章士別与毛沢東』香港達芸出版社、1988年10月、所収）を藍本としている。

限定を行なわず、章士別の生涯にわたる広範な業績を総体的に把握しようとしたのが、高田淳

「章士別について」（『思想』589号、1973年。のち『章柄麟・章士別・魯迅』龍渓書舎、1974

年、所収）、同「章士別の死」（『章柄麟・章士別・魯迅』龍渓書舎、1974年、所収）である。

高田論文の接近方法の特徴は、豊富な古典教養を武器に、文人としての章士別の姿を措こうとし

ている。すなわち中国文化の伝統の中で適時的な存在である政治的知識人の特徴を章士別にも兄

い出し、社会主義建設と文化大革命の時期における文人の存在という違和感を出発点にして、章

士別の文人的側面を歴史と政治の中から切り出してゆくという方法をとっている。今のところ章

士別に包括的なイメージを与える数少ない業績のひとつであり多くを教えられた。

（6）「政治統合」という用語の内容は、近代化しつつある諸国の国家建設を議論する際、対象と

して観察されている国家の特殊性と研究者のそれぞれの動機の相違によって、幅広い意味をもっ

て用いられている。マイロン・ヴァイナーは、「政治統合」を定義することは社会と政治システ

ムをひとつにまとめるものは何か、を定義する試みであるとし、次の5つの次元の問題をさすと

した。すなわち、（1）文化的社会的に異なる集団を単一の領土的統一体にまとめる過程と国民的

アイデンティティの確立（国民統合）、（2）下層する政治体あるいは領域（明確な文化的社会的

集団と一致したりしなかったりする）を覆う国民的中心的権威の確立（領土的統合）、（3）政府

を被治者に結びつける問題、エリートとマスのギャップの克服の問題（エリートとマスの統合）、

（4）社会秩序維持に必要な最少限の価値観の一致（価値の統合）、（5）社会の人々が何らかの共通

の目標を組織する能力（統合的行動）である（Myron鴨ir妃T，l’politicalIntegrationad

Political恥vel叩肥正目，7臨地50ftb血だdG弧血吻′OfゐJ克iαJ感知血ヱ

免je乃Ce　施∬血1965．）。また、コールマンは、垂直的統合としての政治的統合p⊃litical

inte卵土ionと、水平的統合、あるいは、同質の領土的政治共同体の確立としての領土的統合

territorialintegraiionとを区分して分析することを提唱した（JamesColemanard飴rl

Rosterg，R）litical鬼rtiesazd胞tiα迫l血吻timinAA滋，Berkeley：uliversityof

肋1ifomia，1964．）。

政治統合（あるいは政治統一）については、以下の文献を参照。血肥S S．伽1eman，’－Ⅱ把

PrdblemofPoliticalhtegrationinBnergentAfrica”，触胞stemlblitialQLWterb，

Vbl．VIIINo．11955地汀Ch．Cliffordbertz，一一TheIrrtegrative馳Ⅳ01ution：Prinxdial

Serrtim訂止sadCivilPoliticsinthe恥wStatesH，inC．Cbertzed・，Dld良好ietiesatd

胞wShtes：7臨QL貯Stfbr腰血b，inAsiaaLdA翫ca，TheFreePress，1963・FbTrm

鴨iI肥r，”politicalIrrtegrationarxIPoliticalbvelopTX：ntH，刀だAnTRIsoft鮎AD血C皿

励of勉Jitiαjおお助C追放JenCe，睦灯Ch1965．日本政治学会編『年報政治学1978年

国民国家の形成と政治文化』岩波書店、1980年。吉富重夫『政治的統一の理論』有斐閣、1955

勺I。AnitaiEtzimi，EblitcalLhi凸cation：Aα呼mtiveStLXb，OfLeaLおrsamlぬrces，

Ⅰblt，Ri血tazdWinston，Inc．，1965．hrlW．butsch，乃金S嘲胞tiot2S，New
Ybrk：T臨Free Press，1979．またとくに中国を対象としたものとして、James E．鮎ri血n，

α血血朗5血物日00ご7短軸以iG弧励混血α血館必5ね巧′J以2」朗9，Ⅵ鳩Ⅰむee

Press，1975．がある。

エツイオニは、政治的共同体における政治的統合を次の3つの次元で捉えようとしている。す

なわち、（1）暴力手段の使用の実質的な制御。（2）共同体全体にわたる資源と報酬の配置に影響を

与えうる政策決定の中心。（3）政治的に自覚した市民の大多数にとって政治的一体感を与える支
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配的な焦点（血ihiEtzio血，呼．C正．p．4）である。政治統合論として民初議会主義を観察す

るさいの大きな手がかりを与えている。

近現代中国を分析するにあたって国家建設論を採用する議論の多くは、統合（国家統一）に焦

点を置くために、現実的な政治勢力（軍事力）を保有した孫文、衰世凱、蒋介石といった政治指

導者あるいは中国国民党、中国共産党など政党に議論が集中する。議会主義といった自由主義的

な（しかも失敗した）政治論については、かろうじて宋教仁について言及されるが、采の死とと

もに歴史の舞台から消え去る、という扱いになる。自由主義的な政治論は、1920年代後半以後の

第三勢力の登場から1940年代の民主同盟への流れとして記述されることがあるが、民初のそれに

触れられることはまれである。

中国の国家建設の問題を扱うベデスキは、「国民党はどこまで国家建設をなしえたか」の解明

にあたって、ダントレーヴの国家論に依拠しつつ、国家建設を（1）実力としての国家、（2）権力と

しての国家、（3）権威としての国家の3要素について把握しようとしている（鮎由れE．餌eski，

State－jhildizgin地腹血Cu皿：7臨EiKmintazgin鹿加昭r・如d，Imtituteof

EastAsianStdies，thiversityofhlifomia，Berkeley，1981，m坤．1）。また中国におけ

る国家建設（国家統合、国民統合、政治統合）を問題視しようとする論考として以下のものがあ

る。土田哲夫「南京政府期の国家統合－張学良東北政権（1928～31年）との関係の例－」中

国現代史研究会編『中国国民政府史の研究』汲古書院、1986年。西村成雄『中国ナショナリズム

と民主主義－20世紀中国政治史の新たな視界－』研文出版、1991年。田中比呂志「近代中国

における国家建設の模索－天壇憲法草案制定時期を中心として－」『歴史学研究』646号、

1993年6月。横山英・曽田三郎編『中国の近代化と政治的統合』渓水社、1992年（同書には中山

義弘「孫文における国民統合の論理構造」、横山英「国民革命期における中国共産党の政治的統

合構想」、楠瀬正明「中華民国の成立と臨時参議院」、金子肇「1920年代前半、北京政府の『地

方自治』政策と省自治風潮」、水羽信男「1940年代後半期における中国民主派知識人の国家統合

をめくる論調」が含まれる）。塚本元『中国における国家建設の試み－湖南1919－1923年－』

東京大学出版会、1994年。総じて、今のところ国家建設諭は必ずしも分析枠組として「統合」さ

れているようには見えない。

本論では、政治統合とは、近代国民国家の建設のための、公共性を体現する、経常的な政治運

営が可能な統治機構の確立を意味する、と考える。

近年の国民国家の樹立を最終目標とする単線発展論的な国家建設アプローチを批判した上で新

たなる政治統合論を模索した試みとして、石川一雄『ェスノナショナリズムと政治統合』有信堂、

1995年、があるが、この枠組は20世紀後半に顕在化する問題状況への対応から構築されたもので

ある。清朝を継承する中華民国期の近代国家建設といったむしろ19世紀的な問題を主要な対象と

する本研究では、現代において噴出する問題群を念頭に置きながらも、中国においてはやはり国

民国家の樹立が目標であったと考える。

（7）具体的には、1912年の南北会談、1919年の南北和平会議、1925年の善後会議、1931年の国民

会議、1938－47年の国民参政会、1945年の重慶談判、1946年1月の政治協商会議、1946年11月の国

民大会、1949年4月の国共和平交渉、1949年9月の中国人民政治協商会議がそれであり、章士別の

行動はそのいくつかと関わっている。

（8）方法論的に明示されているわけではないが、国家統一の方法を、宋教仁・蓑世凱・孫文とい

った人物に代表させ類型化する観点を採用したものとして、横山宏章『現代アジアの肖像1孫

文と蓑世凱一中華統合の夢－』岩波書店、1996年、を参照。ただし、本書では、議会主義的政治

統合論は、宋教仁の死とともに「挫折」したという取扱いとなっており、章士別を主要な対象と

する本論の評価とは異なる。

（9）近現代中国における自由主義思想に関する研究としては、さしあたって以下のものがある。

殿海光「自由主義的趨向」『中国文化的展望』第8章、中国和平出版社、北京、1988年。部昆抑
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『五四運動与自由主義』先知出版社（台北）、1974年5月。LIN，‰一一S土鳩喝了一触diml

IconoclaLSminthe胞yFtwthPeridardthe Future Of Chinese Libralism，in

B・SCWZed．，飴nectiα3SCm tfx9秒Pburth他1嘲断ちfhrvadthiversityPress，1972．

中国の自由主義研究は、五四運動期を対象にするものが多いが、とくに1940年代までを対象とし

た、胡偉希・高瑞泉・張利民著『十字街頭与塔一中国近代自由主義思潮研究－』上海人民出版社、

1991年10月、は通史的展望を与えてくれている。

（10）章士別の文化的保守主義を高く評価したものに、丁偉志「重評“文化調和論”」（中国社会

科学院科研局・『中国社会科学』雑誌社編『五四運動与中国文化建設一五四運動七十周年学術討

論会諭文選』上、社会科学文献出版社、1989年10月、所収）がある。また中国の保守主義につい

ては、個別的ではあるが以下のものがある。鄭大華「現代中国保守主義思潮的歴史考察」『社会

科学戦線』1992年第2期。清光偉「“五四”文化保守思潮輿盛的原因及地位」『中国人民大学学

報』1993年第1期（『復印報刊資料　中国現代史』1993年第4期所収）。犯刑期汀Z，軸都linI・，

llNotesonCcwBerVatismin（吏neralaIdinChiminParticularH，inCtwlotteFtJmed・，

7陸上血f由dT（池畔：励聯皿αガ遁erVat VeA7em見出昭5血軸以icanα血，肋Ⅶエd

t血iversityPress，1976．　Ftm，CLwlotte，”cultureardPoliticsin仙emChinese

Consen昭止ism日，inChrlotteFtmed．，ibid‥　AlITID，恥，’’mecmservativeas

Sage：Lia喝ShiniI唱■rJinChrlotteFhthed．，ibid‥

（11）後藤延子は、1905年までを第1期、1905年から1919年頃（1921年か？）までを第2期、それ以

後を第3期と時期区分している（後藤延子「民立報期の章士別」信州大学人文学部特定研究報告

書『文化受容とその展開』1985年3月、39－40貞）。革命運動に従事した第1期を教立させること

に異議はないが、本研究の場合は章士別の個性をもった「政治思想」としてはいまだ黎明期であ

ると判断し、1910年代（【第1部】）に繰り入れた。第3期を1921年からとする見解には賛成であ

る。ただし本章では1928年に大きな画期があると見なし、【第2部】と【第3部】の区分とした。
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【第1部】「章士別の議会主義政治論」
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第1章　青年章士別の政治的肖像

はじめに

第1節　新字堂の退学生

（1）長抄から南京へ

（2）学堂の腐敗と愛国学社の設立

（3）南京から上海へ

第2節　愛国学社の章士別

（1）愛国学社と「軍国民主義」

（2）『蘇報』事件

第3節　革命宣伝と章士別

（1）『国民日日報』と華興会

（2）『黄帝魂』の思想

第4節　日本亡命から英国留学へ

小結

はじめに

青年時代の章士別は、章柄麟、鄭容らとともに革命運動に奔走した功績をもって歴史に名を連

ねている。章士別が革命運動に参加するようになった契機は、江南陸師学堂退学生のリーダーと

して南京から上海に赴いたことにある。章はまず愛国学社に所属し、やがて機関紙『蘇報』の主

筆として健筆を揮い、華興会を結成するにいたる。

19世紀が終わりを告げたばかりの当時、わずか数年前の戊成政変、義和団事件と8カ国連合軍

の北京占領、自立軍蜂起の失敗など政治的大事件の余韻が残存していた。日露戦争を目前にひか

えた時期でもあり、フランスとロシアの侵略的行為に対する国内の民族主義的反発、情緒的不満

が沸騰しつつあった。郷里の湖南省を離れ国際都市上海に赴いた章士別を待っていたのは、中国

における近代的ナショナリズムの萌芽というべき愛国的感情の爆発であった。

本章では、学堂退学と愛国学社参加など時代の息吹の渦中にある早熟な青年学生としての章士

別、『蘇報』や『国民日日報』に過激な記事を書きつづける若きジャーナリストとしての章士別、

華興会と愛国協会を結成し要人の暗殺に奔走するテロリストとしての章士別の行動を対象に、民

国初期の議会主義政治論に先立つ、章士別の思想的基盤の解明を目的としている0

第1節　新字堂の退学生

（1）長抄から南京へ

章の幼年期に関してはあまり多くは伝えられていない。章自身の回想といくつかの伝記によっ
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て次のようなことが知られている。

章家は代々農業を営み三千畝余りの田畑を持つにいたり科挙に及第し外省に仕官した祖先もい

たが、章士別の曾祖父の代までには没落していた。章士別の20数人の同輩のうち外省に出て身を

立てたものは他にいなかったようである（1）。

章士別は、1881年3月20日（清光緒7年2月21日）、湖南省善化県（今は長沙）に生まれた。父

の章錦は郷の里正（110戸の長）となりやがて漢方医となった。早くに父を亡くした章士別は母

劉氏の手で育てられ、幼時より兄の教える私塾で勉学をはじめた。13歳のとき長抄に行き『柳宗

元文集』を購入することができ、これ以後「柳文」を研究するようになった。16歳で母が死去し

てより生計逼迫のため親戚の家で「童子師」となった（2）。

20歳の年を迎えた章士別は、当時の意欲ある青年の例にもれず従軍救国を祈願し、1901年武昌

にゆき、妹の婚家に投宿して約半年滞在した（3）。武昌ではやがて友人のってをたどり両湖書院

に寄宿するようになる。両湖書院は1890年に当時の湖広総督張之洞の創立した学校で、西洋の科

学技術の教授を目的としていた。両湖書院における黄輿との選遍は章の生涯において大きな出来

事であった。章自身は当時を次のように回想している。章は、長抄の東郷の和佳沖の老屋で学ん

でいたが、無理がたたり喀血した。心配した姉から遠くへ遊学することを勧められ、湖北に赴き

旧友のいる両湖書院の寄宿舎に潜りこむことに成功した。ここで章は7歳年上の同郷の人物で2年

後にともに華興会を結成することになる黄興と知り合った（4）。

1902年夏、章士鋸は南京の江南陸師学堂に合格し軍事を学ぶことになった。章土削、21歳の年

である。江南陸師学堂は、日清戦争の敗北に対する反省から張之洞が両江総督のときに設立され、

学生には行軍、銃砲、騎馬、測量、兵略など軍事学を中心に教授した。章士別入学当時の3代目

の学堂総弁愈明責は開明的な改革派として知られており、規則や課程の不便不備を改め、学生に

新書新報を読ませるべく、学堂に『新民叢報』百部を買わせたりもした。当時は尚武でなければ

立国できないと考え、軍事を志すものが多く、各地の有志が陸師学堂に集ってきていた（5）。

章の入学に先立つ1902年1月にこの陸師学堂付設の碩務鉄路学堂を卒業し日本へ留学した周樹

人、後の作家魯迅は、愈明責に対して常に敬意を払い、日記でも「愈師」と呼び、食が他の教員

とは異なり、馬車に乗るときは改革派の新聞である『時務報』を読み、また漢文の試験では「ワ

シントン論」を書かせたりしたことなどを回想している（6）。章士別も愈明責は「人望が厚く、

若くて文章のうまい者を大事にしてくれ」、「敵国や外患がなくても国は常に亡ぶの論」という

論題の国文の試験で、向心力と遠心力の物理を引用して数千字の答案を書き上げた章士別を激賞

してくれたと述べている（7）。

（2）学堂の腐敗と愛国学社の設立

当時の新式学堂は、民国期を支える人材を輩出したところであった。例えば、陳独秀は求是書

院に、胡適は梅漢学堂に学ぶなど、五四運動期の啓蒙運動のリーダーたちの多くは、この時期の

新式学堂から外国留学を経た人々であった。

近代化の影響の結果、これまで当然視されてきた封建的な社会慣行が、恐るべき腐敗や不条理

に満ちた制度だと見なされるようになる瞬間があり、近代化の一つの側面として、そのような瞬

間の日常化を指摘することができる。章士別が南京陸師学堂に入学した当時の、新式学堂の建設

ラッシュを迎えた、20世紀初頭の中国の教育界の事情は、そういった「腐敗」発見の過程のひと

つであるといえる（8）。

上海の『蘇報』は過激な革命論の記事を載せ、後に章士別が主筆のときに発行禁止となった新

聞であるが、各地の学堂内の紛争に関する投書が増加し、1903年2月には、新企画である「学界

風潮」欄が設けられた。「学界風潮」とは学校騒動の意味で「学漸」と略称される。この「学界

風潮」欄におけるキーワードは「学堂の腐敗」であり、発禁直前の6月24日までの闇に、学堂に

対する学生の不満に端を発する学堂側と学生側との衝突を報告する多くの記事が掲載された（9）。

近代国家建設の人材育成の場である新式学堂の裏面にある旧態依然たる体質は、章士別など一
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部の学生たちの目には「奴隷製造の大工場」に見えていた（10）。『蘇報』の記事は「学生と奴隷

の二つの名詞は、もともと一つにして二つ、二つにして一つである」とし、些細な理由で「軍棍」

懲罰となった「学堂の野蛮な現象」を数多く伝えている（11）。

学校騒動が頻出するにつれ、学生の集団退学がそれに続いた。南洋公学では、1902年11月、些

細な衝突が原因で、学生200人余りが一斉に退学する事件が起こった。南洋公学は盛宣懐の奏請

で1896年に上海の徐家匪に設立された科学技術を中心とする高等教育機関であったが、学生たち

は抑圧的な一部の教員や管理者に対し強い不満を抱いており、これが一斉退学の背景となった。

当時、南洋公学の総教習をしていた察元培は、すでに教科書の編集作成を名目とした革命結社

である中国教育会を組織していたが、南洋公学の退学生を受け入れるべく、上海の南京路泥城楕

福源里の建物を借りて11月26日に自主学枚を設立し、愛国学社と命名した。蕪元培が総理、呉敬

恒（呉椎嘩）が学監となり、後には章柄麟（章太炎）も教員となった（12）。

「学潮」が生み落とした愛国学社は、いわば退学生の梁山泊であった（13）。そこでは学生はき

わめて自由に処遇されたが、必ずしも無秩序で散漫な組織ではなく、「精神教育と軍事教育を重

んじ、授けるところの各学科はみな精神を鍛練し、土気を激発させる助けとする」ことを規則と

し、中国教育会の一周年記念の集会では、整然たる隊列行進をもって入退場し、参加者を驚かせ

ている（14）。おそらく日本の学校での兵式体操教育が、体育教育のなかった中国の学校に取り入

れられ新鮮な印象を与えたのであろう。菓元培、呉敬恒をはじめ愛国学社内の多くの人は、留学

や視察を通じて日本の学校を経験している（15）。

軍事教育をも重視するというこのユニークな学校では、内部を乙30人の「聯」に分け、学生

が聯長を連出し、多くのことは学聯会議で議決するという自主的な運営がなされた。当時「退学」

が「美挙」とされ、各省の官立学堂で退学の風潮があいついで生じ、愛国学社はその都度祝電を

打ち激励したようである（16）。

南洋公学の退学事件に次いで『蘇報』紙上を賑わせたのが、江南陸師学堂の学生退学事件であ

った。

（3）南京から上海へ

江南陸師学堂では先任の2代の総弁のもと厳しい罰則をもった規則で学生を拘束し、厳重な管

理体制が敷かれ、新式学堂でありながら科挙の代替機能を果すべく運営にあたったようである。

学生もすべて江南の挙責生監（挙人・貞士・生員・監生）で士官を目的とするものが多く、旧来

の権威主義的な運営方式を当然視し、抑圧に耐えたようであるが、青年学生にとっては鬱憤や不

満の温床となっていた（17）。

上海の南洋公学のストライキと大規模な退学事件は南京の江南陸師学堂にも飛火し、1903年4

月、江南陸師学堂の30人余りが一挙に退学するという事件が起きる。その渦中に章士別がいた。

「わが国学生界では、南洋公学の衝突以来、2度目の記念である」と称されるこの騒動の情況は

『蘇報』紙上で実に詳細に報道されている（18）。

事件の発端は些細なことであった。授業中に質問をした学生とドイツ人教習および通訳との間

での小さな紛糾が膨張し、やがて学堂側の学生処分とそれに対する学生側の処分撤回要求・団体

交渉・実力行使といった「学潮」事件となった。大量退学はむろん氷山の一角にすぎず、学生側

には相当の不満が蓄積していた（19）。

進退に苦慮する退学生たちのもとに、上海の中国教育会（愛国学社）の呉敬恒と察元培から協

力要請の電報が届き、章士別と林舐均が代表に推され上海に赴くことになった。学生中、章士別

は最も激烈であったと礪自由が述べているように（20）、彼が自ずからリーダーシップを揮ったよ

うである。彼は退学生を率いて上海へ向い愛国学社に加入した。

学堂を辞めるさいの解放感を、彼らはあたかも大海原に船出する汽船の比喩をもって、いたく

浪漫的に表現している。「この31人は一種特別の精神、無限の自由、無限の独立を持ち、野蛮栓

桔の地を離脱し、共にこの国民の果てのない長途を行くことになった。それはちょうど汽船が初
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めて海岸線を離れ、蒸気確を満開にし、奔涛巨浪の中を疾走し、ある日岸壁に着くまで止ること

のないようなものだ」と（21）。

愛国学社の蒋維喬は、奴隷の束縛が飽和に達する時代は、独立の性質が萌芽を向かえる時代で

あり、陸師学堂の退学生はすでにこの独立の性質をあらわしたとし、今後、全国の奴隷根性を払

拭し、わが黄帝文明の子孫が20世紀の天地に自立できるようにしようと呼びかけた（22）。奴隷か

らの独立という当時の退学生の心理状態をみごとに代弁している。

第2節　愛国学社の章士別

（1）愛国学社と「軍国民主義」

唐才常ら自立会の「国会」開催（1900年6月）以来、亡国の危機に義憤を感じた人々が張園に

会して気炎をあげ、全国的な参政組織を結成し、政府・行政官に決議書をつきつけるという方式

は、すでに人々の脳裏に染みついていた（23）。章士別が上海へ来た1903年当時も、広西巡撫の失

策による仏軍の広西進入の危機、東北地方におけるロシアの軍事的脅威の増大に対し、張園では

「拒法大会」（反仏集会）と「拒俄大会」（反露集会）が頻繁に開催されていた（24）。

やがて愛国学社は張園を会場に毎週政治集会を開き、政治化した学生たちの活動拠点となって

いった。愛国学社には退学生のほか、鄭容、張継ら日本留学からの帰国学生らもここに逗留して

いた。南洋公学や江南陸師学堂をはじめ各地の学堂の学生たちの「学漸」は、単に学堂内の「圧

制」への反発だったのではなく、フランスとロシアの中国侵略に反対する上海の政治集会の熱気

にあてられたという側面もあったことは見逃せない。1903年5月には愛国学社の収容力はすでに

限界に達していた。そこで愛国学社は、もし国内の同志で、かつての南洋公学のように大量の学

生が一斉退学するようなことがあるなら、どうか自ら校舎を建設してもらいたいたい、と訴えね

ばならなかった（25）。

4月29日、東京の留学生が反ロシアの「義勇隊」を組織したことが中国教育会に伝えられると、

中国教育会の体育部と愛国学社、そして育才学堂はこれに刺激された。愛国学社および各界の人

々1200人余りが参加した翌日の張園の集会は大規模なものとなった。愛国学社、育才学堂の学生

たちは軍服で会場に整列し人々を畦目させた。愛国女学、務本女学校の学生も参加した。予め

「愛国歌」を印刷し参加者に配布した。まず察元培が上海に「国民公会」を設置すべきであると

演説。その後、全体で「愛国歌」を歌った。「千人が声をそろえ、リズムはたいへん力強く」

「中国万歳の声が壁を震わせた」とその盛観さが伝えられている。察元培が東京の義勇隊結成を

つげる電報を朗読すると会場は興奮につつまれ、龍横芝が「我々は中国人ではないのか、留学生

のこの快挙を聞いても、座視して天職を放棄するのか」と発言すると、参加者は「留学生の愛国

心」に敬意を表すべくグランドに整列し東に向かって礼をし、そして上海拒俄義勇隊の結成が宣

言された（26）。

この集会では「軍国民の精神」が大いに奮い、人々はみな陸軍教育と体操を重視するようにな

り、愛国学社では「文弱書生の腐敗した気象」を洗い流そうと考えたという（27）。『字林西報』

の記者は、この張園の集会の熱気を伝え、「そもそも中国は建国以来二千年あまりになるが、人

民が愛国心をもつようになったのは今度の会議から始まる」と論評し、愛国心をもつものが自ら

努力して「真の国民」になってほしい、と述べ記事を結んでいる（28）。外患に刺激され「中国」

の存亡を憂え、「愛国」を語り、自発的な結社をつくる、しかも市民的な広がりをもった結社を

つくるのは、中国史上まれにみる事件であったといえる。

章士別が江南陸師学堂の退学生30余名を率いて愛国学社に入ったのは、上海に拒俄義勇隊が結

成された4月の未のことと推測される。愛国学社では、この義勇隊を指導する人材が求められ、

たまたま江南陸師学堂の退学事件が起こり、代表の章士別と交渉のうえ、一切の費用を免除し部
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屋を借り足して彼らを受け入れることになった。呉敬恒は「われわれの義勇隊は教練の人がいな

いことを心配しなくてよくなった」と述べ、章士別らを歓迎した（29）。

東京の「義勇隊」はまもなく、駐日公使の干渉により、「尚武の精神を養成し、愛国主義を実

行する」を宗旨とする「軍国民教育会」と改称した（30）。

中国人にとって「軍国民」の語は当時最新の流行語であった。対ロシア戦争を控えた日本の国

粋的な軍国熱を時代的な背景として、ギリシャのスパルタとその尚武の精神のイメージとともに

憧憶を込めて用いられた語であるらしい（31）。銭宝仁は張園の演説の中で、フランスとの戦闘を

話題にしたさい「軍国民」に言及し、次のように述べた。「この機会に乗じて我々中国人は軍国

民を練成し、兵と民をひとつにすることができる。これは中国の危急存亡の一転機である。中国

が外国に及ばないのではない。人材が及ばないのではない。国勢が及ばないのではない。この軍

国民が足りないというに過ぎない（32）」と。

上海の義勇隊も東京の動きにならい「軍国民教育会」と改称した（33）。愛国学社の軍事訓練は、

初めは何海樵、山漁昆弟が担当したが、江南水師学堂の退学生が来てからは、彼らの領袖である

章士別と林託釣の2人が何海樵を助けるようになった。96人が参加し、8小隊に分かれ、訓練を行

った。察元培も断髪し体操服を着て社員とともに訓練を行なった。彼らの軍事訓練は学社を離れ

るまで続いたといわれる（34）。

愛国学社における章士別は、初めは軍事の専門家であった。「釧まさに軍旅を習い、南京より

会に来る。軍国民の義を以てその曹侶を動かせば、則ち大いに喜ぶ」と回想している（35）。こう

した関心からか、章士別ら陸師学堂の退学生ら12人が連名で、陸師学堂の卒業生に公開書簡を送

り、広西のフランスと、東三省のロシアと外患せまるときに、東京の留学生が義勇隊を結威し、

上海の教育会と愛国学社も義勇隊を組織して東京に呼応したことを述べて、「そもそも軍人は国

民の負債である。国家の危急存亡のときにあたり、一種軍人の精神を出して、力をつくして奔走

するのでなけければ、心肝なしというべきである。ゆえに国民総会が設立されれば、貴殿らには

入会する責があり、義勇隊が成立すれば、貴殿らには兵になる責がある」として、「命令を叫ん

で、給料を求めることが陸軍最大の能力、最大の目的ではない」とその奮起をうながしている
（36）

0

（2）『蘇報』事件

章士別が参加した当時の愛国学社には、蕪元培、章柄麟、呉敬恒をはじめ、鄭容、劉師培、陳

独秀、秦力山、張継など、後に辛亥革命の主要な指導者となる人物が集まっていた。章士釦は特

に革命派結集の象徴となった章柄麟、鄭容そして張継と義兄弟の契りを結び、起居を共にしてい

た。当時章柄麟が一回り年上で36歳、章士別が22歳、張継が21歳、都容が19歳と接近していた。

留日学生の鄭容と張継は、留学生監督に対する暴行事件で帰国せざるをえなくなり上海に着いた

ばかりであった（37）。

革命に情熱を燃やしながら、当局の弾圧を恐れて具体的行動に訴えられぬ鬱屈した心情をもて

あましていた章士別らは革命宣伝ための「有力な言論機関」を求めていたところ（38）、やがて

『蘇報』が愛国学社の章士別を正式に主筆として招請した。章士別は『蘇報』紙上に5月27日か

ら6月29日まで十数篇の革命宣伝の文章を発表しつづけた（39）。言論人としての章士別の出発で

ある。

『蘇報』は1896年日本人の創立で「もともと日本の黒龍会の侵略の道具であった（40）」と章は

言う。やがて経営不振に陥り、1900年に陳範が買い取り、初めは変法派の言論を主とし、康有為

・梁啓超の学説、保皇立憲の論を張った。1902年から1903年にかけて、ロシア軍の東三省侵入を

機に、「夢披［陳範］は始めて異族政府の悼むべからざるを知り、改めて革命排満の説を唱え、

呉敬恒、章柄麟、章士別、蒋推喬を招き、諸人は分任して選述した。措辞は激昂、大いに清史の

嫉視するところとなる。中国教育会及び愛国学社は均しく『蘇報』を借り宣伝機関となし、毎週

の演説・論稿はつねにここに発表され、崇論横議し、一世を震撼させた（41）」という。かくして
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愛国学社の機関誌となった『蘇報』は、章士別を主筆とし、章柄麟・察元培を撰稿人として、革

命を宣伝してゆく。

鄭容の著す『革命軍』は章士別の後押しを受けて出版され、圧倒的な売れ行きを示し、章柄麟

「駁康有為論革命書」、陳天華『猛回頭』・『警世鐘』と並び、革命思想の4大パンフレットと

して広く読まれた。1903年6月9日、章士別は『蘇報』紙上に「読革命軍」「介招都容革命軍」の

2篇の論文を、翌10日には、章柄麟の「革命軍序」を掲載し、大いに鄭容の著作を顕賞した。

むろん官憲側ははやくから上海の青年たちの動静に注目しており、商約大臣の呂海裏は江森巡

撫の恩寿に対し「上海の租界に熱心な若者たちがいて、大勢が張園に集まり騒いでいる、名目は

拒法拒俄［反フランス、反ロシア］ということだが、実は反乱を企んでいる。首謀者を取り押え

厳重に処罰してもらいたい（42）」という書簡を送り取り締りを要請していた。

また清朝政府も沿江沿海各省の督撫に対し「査するところ上海に愛国学社を創立し、多くの不

道の徒を呼びよせ、革命のさまざまな邪説を吹聴している」とし取り締まりを命令した（43）。

『蘇報』が『革命軍』を宣伝する記事を掲載したさい、すでに恩寿は上海道の衰樹勲に命じて、

租界の各国領事に、察元培、章柄麟、陳範らの逮捕要請をしていたようである。

決定的なのは6月29日『蘇報』掲載の章柄麟の文章「康有為を駁して革命を論ずるの書」であ

った。光緒帝の本名を呼び捨てて侮蔑した「載絹のろくでなしは、豆と麦も区別できない」とい

う一節が清朝当局の逆鱗に触れた。恩寿は衰樹勲および候補道の愈明農に処理を下命し、租界工

部局が、蘇報社を授査して、会計係の程吉甫を逮捕。翌6月30日には当局は愛国学社を襲い、章

柄麟を逮捕した。『蘇報』事件である。7月1日、鄭容は自ら出頭し縛に就き、7月7日、蘇報社は

封鎖され、愛国学社は解散においこまれた。このとき逮捕されたものに、『蘇報』の事務員銭宝

仁、陳範の息子の陳伸葬、自立軍事件で手配中の龍沢厚（龍横芝）がいた（44）。

『蘇報』の編集責任者で当然連座を免れない章士別は、幸いにも恩師愈明虜の保護で逮捕を免

れることができた。『蘇報』の取締が下命されたさい、愈明責は自ら処理をかって出て、南京か

ら上海に着くや、息子愈大純を通じて察元培と呉敬恒を事前に上海へ逃れさせた。章士別も『蘇

報』に執筆した記事の署名はすべて筆名を用いたこととあいまって、愈明震の配慮で逮捕者のリ

ストからはずされたようである。彼は章柄麟らの逮捕後も1週間ほど『蘇報』の発行を続けてい

る（45）。

後に章士別は愈明農の保護に感謝して次のように回想している。「私は陸師の学生で以前愈先

生に賞められたが、革命をやることを思うとどうしても愈先生に逆らわざるをえず、優等生3（数

人を率いて退学し、上海へ行った。先生は表では私たちに怒ったが、裏では援助してくれたので

ある。その気持ちは世人に知られることはなかった（46）」と。

7月15日より裁判が始められた。この裁判ははからずも大清帝国の威信の及ばぬ租界の特殊性

を示すことになった。租界当局は、革命運動の鎮圧より治外法権の維持を重要視したようである。

イギリス租界の会蕃公廟が額外公堂を組織したうえ、清朝政府が原告、『蘇報』が被告として裁

判を行なった。

12月24日、上海知県が主審となった額外公堂で章太炎、都容に永久監禁の判決が下る。その他

の被告は釈放になった。ところが内外の世論が反対に傾き、上海領事が判決の無効を宣言し、再

審理の結果、翌年の5月21日に租界当局の判決が下り、章柄麟は監禁3年、鄭容は監禁2年となっ

た（47）。

『蘇報』事件と前後して唐才常の自立軍の参加者である沈蓋が北京で逮捕され杖刑となり、

1903年7月31日、竹の鞭で4時間も打たれて絶命している。彼の死は上海の青年たちを大いに慣ら

せた。章士別は、「黄中黄」の筆名で『沈蓋』という小冊子を発行し、「同胞はこれをみて、満

政府とわが国民の宣戦の端緒だとみなすだろう」と述べその死を悼んでいる。帝都北京と租界上

海、彼我の落差たるや革命青年の運命にとって莫大なものがあった（48）。鄭容は1905年4月3日獄

中で病死、章柄麟はその翌年6月に釈放となり日本に渡った。
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第3節　革命宣伝と章士別

（1）『国民日日報』と華興会

『蘇報』事件の難を逃れた章士別は、1903年8月7日、張継、何廓施、慮和生、陳去病らと上海

で『国民日日報』を出版し、捲土重来の計をはかる。蘇豊殊、陳独秀、金松琴、柳亜子らも執筆

を担当した（49）。

「『蘇報』二世」と称される『国民日日報』は『蘇報』の遺志を継くことを狙ったが、章によ

れば、「しかし論調はゆるやかで、『蘇報』の峻急きと比べるとはるかに劣っていた（50）」よう

である。しかしながら、むしろ弾圧直後に再び新聞の発行をつづけること自体に驚かされる。

1903年6月、黄興、陳天草らが軍国民教育会の運動員の身分で日本から帰国してきた。湖北、

湖南、南京一帯で革命の人材を調達するのが彼らの役回りであった。当時、軍国民教育会の東京

総部は黄興、楊守仁（原名は統鱗、字は葛生）が主催し、上海支部は察元培が受け持ち、愛国女

学校がその機関となっていた。『蘇報』事件の勃発は黄興の上海滞在中のことであった（51）。

『蘇報』封禁後、章士別は旧友黄興と湖南へ帰る。その途中、湖北の両湖書院で黄輿が演説し、

これが湖広総督張之洞の怒りをかい、首府兼院長の梁鼎券に湖北を出るよう命じられるというこ

とがあった。鄭容の『革命軍』、陳天草の『猛回頭』を配布しながらの旅であった（52）。

章士別はこのとき湖北の王侃叔（王慕陶）のところで、孫文の手蹄を見た。日本の美濃紙に書

かれた数百言の長さで、章士別はいたく驚き、以来孫文に感服したという。そこで宮崎沼天の新

著『三十三年落花の夢』を手に入れこれを翻訳し、章太炎の題字を得て、8月に訳著『孫逸仙』

として完成した（53）。

この章士別の『孫逸仙』は、せいぜい「広州湾の一海賊（54）」と理解されるにすぎなかった

「革命家」孫文の存在と活躍とを国内に知らしめるのに大いに寄与し、やがて東京での孫文を中

核とした同盟会結成を用意する一助とになった。このことが、1905年7月に訪日した孫文が、日

本亡命中の章士別を表敬訪問するにいたった機縁となった（55）。

11月4日、章士別、黄興らは長抄で華興会を結成し、反清活動を始める。章士別は後方の宣伝

活動を担当するということで、すでに発刊している『国民日日報』の刊行に没頭する（56）。

章士別は『国民日日報』を発行するほか、東大陸図書訳印局を創設し鄭容の『革命軍』、彼自

身の作である『黄帝魂』、『孫逸仙』、『沈萎』、『摸書』などの小冊子、『保国歌』などの宣

伝ビラを発行した。彼は住居4箇所を賃借し、同志の受け入れに当てていた。余慶里、梅福里と

そして昌寿里に2箇所を借り、昌寿里の1箇所を『国民日日報』の編集に使い、もうひとつを黄興

と章士別の秘密の計画所にしていた。こういうエピソードがある。秘密会議が終り、人が去って

から、黄興が新しく買った拳銃をとりたして手でさすっていると、暴発して弾丸が章士別の額を

かすめて窓枠にめりこみ、2人ともおおいに驚いた（57）。章士別は自ら呼び寄せた陳独秀ととも

に昌寿里の偏楼に蟄居し、交代で昼夜執筆と編集に当り、外出もしなかった。2人とも起居に無

節操で頭も洗わず着替えも洗濯もしなかったという（58）。

1904年前半、東京の軍国民教育会は「暗殺団」を結成した。横浜に爆薬製造所を持ち、楊守仁

が首領で、何海樵、蘇鳳初、周来蘇、胡鎮超、湯重希の6人がそのメンバーとなっていた。時に

何海樵が西太后暗殺をはかり、帰国して北京に行き機会を狙ったが近づくことさえかなわず、ま

もなく上海の蕪元培を訪ねてきた。何海樵を介して、まず察元培がこの「暗殺団」に参加し、さ

らに愛国女学枚の教員で化学の分かる、鐘憲巴、愈子夷も参加した。「爆薬を作る組織の人数は

多くなかった」、「何海樵のことはよく知っていた。愛国学社の時、われわれに兵操を教えてく

れた。もう一人は蘇鳳初で、初対面だった」と食は回想している（59）。ロシア・ナロドニキの思

想的影響下にあったと思われるこの「暗殺団」には、後に、劉光漢、陳独秀らとともに章士釧も

加入した（60）。

後に陳独秀は、章土釦が「暗殺団」に加入した当時のことを回想し、「私が初めて蕪先生とと
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もに仕事をしたのは清朝光緒末年のことであった。そのとき楊守仁、何海樵、章行厳［章士別］

らと上海で爆薬製造を学んで暗殺を行う組織をつくったのである。行厳は手紙で私を呼び寄せて、

私は安徴から上海に着くなりこの組織に加入した。上海ではひと月余りにわたり、毎日楊篤生

［楊守仁］と鐘憲巴について爆薬を試していた。そのときは子民先生［蕪元培］もしばしば試験

室に来ては練習したり話をしたりした」（61）と述べている。当時の学生・教師・ジャーナリスト

とは反体制活動家であり、テロリストでもあった。

これと並行して、1904年春、章は楊守仁らとともに上海で愛国協会を設立し、革命人士の糾合

をはかった。この会は華興会の外郭団体で、楊守仁が会長に、章士別が副会長になった（62）。

こういった動きから、華興会など革命結社がかなり急進化し暗殺団的側面を強めている様子が

うかがえる。「あらゆる革命計画は、もちろん暴動が主体になる。だが、暗殺もまた討論の対象

になった。とくに後者は克強［黄興］はあまり賛成しなかった。しかし篤生［楊守仁］は必要な

ことだと考えていた（63）」と章は回想している。

当時、章士別らは南京の下関で清人高官鉄良の暗殺を計画していた。万福華が用意した刺客は、

精悼な湖南の少年で易本義と名乗った。章士釦と愈大純（愈明農の息子）が資金と用具の調達、

刺客の装束、潜伏場所、出入路の防衛などを担当した。用意万端ととのえ2日前に下関に潜入し

た。ところが当時の両江総督李興英の孫で、章士別らと革命計画を約し資金援助をしていた李茂

楯がこの暗殺計画を知るや、急ぎ章士別と愈大純を探し出し、祖父の任地で問題を起こせば、祖

父の前途に妨げがあり、自分たちが利用している資金、連絡網などさまざまな便宜は受けられな

くなる、という理由で計画中止を訴えた。章士別らは夜を徹して討論し、結局、明け方になって

計画中止を決定した（64）。

1904年秋、章士釧に転機が訪れる。華興会の人々は11月16日を期して長沙省城を攻撃せんとし

たが、事前に漏洩し失敗。同志たちは上海に逃れ再挙を企図することにし、11月初、黄興、楊守

仁、陳天草、張継らが上海に到着し、余慶里に機関を設置した（65）。こうして11月7日、上海に

逃れた華興会のメンバーが集まった。黄興、楊守仁、章士別、陳天草、張継、仇亮、黄炎培、陳

去病、劉季平、徐彿蘇、楊度、徐敬吾、柳棄疾、何廓施、金天厨、彰湘悔、仇贅、蘇玄瑛、陳家

鼎らが参加した。集合場所はやはりイギリス租界の余慶里であった（66）。

当時、蕪元培も「暗殺団」を拡大して光復会を組織しており、陶成章、徐錫麟、敦嘉熊、趨声、

呉春陽、贅宝鐙、秋壇、柳亜子、黄炎培、陳伯平、馬宗漢、林猟、劉光漢、李攣和などがそのメ

ンバーだった（67）。上海の租界は、こうした革命結社の巣窟となっていた。華興会、光復会の成

員の他にも単独の革命家やテロリスト学生が俳個していた。

こうしたなか、章士別は不用意な失策をおかした。11月19日、上海新民学堂の万福華が四馬路

の料亭（一枝春万菜館）で前広西進撫の王之春（仏軍の広西進駐を要請した責任者）を銃撃する

事件が起こった。いわゆる万福華刺王事件である。万福華は未遂で逮捕され、後に監禁10年の判

決を受けた。王の暗殺は劉師培らが計画し、章士別が王の誘い出しを担当していた。

翌日、章士別は監禁中の万福華を慰問に行き、帰路、当局に尾行され、章士別、黄興、陳天華、

蘇鵬、張継、帝大司、章勤土、徐彿蘇、郭入港、林万里、朱啓陶など10数人が捕えられた。逮捕

者のひとり郭人樺が道員であったので江西巡撫の要請で釈放されることになり、黄輿はその随員

だということで釈放となった。章士別は40日後に、証拠不充分で釈放されたが、もはや上海に居

ることはできず、前後して日本に亡命した（68）。

（2）『黄帝魂』の思想

排清華命運動の渦中にあった時期の章士別の著述は1903年に集中的に発表されている。『孫逸

仙』、『沈蓋』の著書を出し、「釈仇満」「漢粁弁」「王船山史説申義」「孫逸仙与白浪庵沼天

之革命談」「駁革命駁義」など自ら書いたという論文を収めた『黄帝魂』を編集し出版している。

鄭容『革命軍』、章柄麟「駁康有為諭革命書」、陳天草『猛回頭』など他の革命文献の多くもま

た1903年に発表されており、この年、辛亥以前の革命思潮は最高点に達していた。
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『黄帝魂』は「黄帝子孫之嫡派黄中黄」と署名された「黄帝魂叙」をもち、「黄帝子孫之多数

人」が著し、「黄帝子孫之一個人」が編集したとある。当時の新聞雑誌に発表された45篇の文章

を選択し編集している（69）。章士別の「疏『黄帝魂』」によれば、「叙」を著す「黄中黄」は章

士別の筆名であり、編者の「黄帝子孫之一個人」は湖南の黄藻なる人物である。黄藻は、湖南省

善化県の人で、字は菊人。唐才常の蜂起に参加し、失敗後上海に逃れた。章士別が江南陸師学堂

の退学生を率いて上海に来た時、その中に黄桂薫というものがいて、その伯父が黄藻であった。

黄藻は絶対排満を説いていたが「帝国民族主義」にはあまり反対せず、われら漢族はアジア大陸

の主人公となるだろうと言い、章が始めた印刷所に「東大陸」と名付けた。あるとき、章を訪ね

て来て、人に魂がなければ死肉と同じだといい、厚さ一寸ばかりの原稿を見せて言う、「これを

広めれば、国中の人々が、魂を、先祖伝来の魂を持つようになる」と。これが、東大陸図書印刷

所から発行した『黄帝魂』の由来であると章士別は記している（70）。

『黄帝魂』の黄帝は『史記』五帝本紀の始めにおかれる漢民族の始祖であることから漢民族統

合の象徴として革命派のもてはやすところとなる。排満の諭は「吾が黄帝子孫の痛極思坤の言」

であり、「黄帝在天の霊が憑依したのである。故に黄帝魂の名で編集した。これは日本人のいう

大和魂の意味である（71）」。

漢民族統合の象徴として黄帝を持ちだす点に、尊大で英雄主義的ではあるが独白のナショナリ

ズムの水脈を見る。黄帝の後に「魂」をつける言い方は、「黄帝魂例言」がいうように、日本人

のアイディアの借用である。『黄帝魂』に収録された劉師培「黄帝紀年配」においても、中国の

黄帝は日本の神武天皇であると力説することにもうかがうことができる。彼らの持ちだす黄帝魂

の仮想敵たる〈中国魂〉の主張者たちもまた、それが日本からの借用であることを明言している。

1899年に梁啓超は『清議報』に「中国魂安在乎」を発表し、日本魂とは武士道のことであり、こ

れが日本の明治維新を生みだしたのだが、それでは中国魂とは何か……、と説きおこしている
（72）

〈中国魂〉に対する章士別らの反発は、〈中国魂〉が立憲体制化による現状維持に傾き、〈満

州魂〉になりさがるのではないかという危幌から発している。自らを立憲派とは異なる革命派で

あるとすることに、彼らのアイデンティティの土台が築かれている。章士別は、劉師培の文章に

注釈を加えていう。当時の立憲と革命の両党は、一方が君主制を主張すれば、もう一方は共和制

を主張する。一方が保教を主張すれば、もう一方は保種を主張する。一方は康梁派で孔子紀年を

用い、もう一方は孫黄派で黄帝紀年を用いる（73）と。

孔子紀年の代表作は、『新民叢報』に掲載された梁啓超の「新史学懸談」である、と章士別は

いう。上海に強学会が置かれたとき、『史記』老子列伝の孔子卒後二百七十五年にならい、孔子

卒後二千四百七十三年と年号をしるしたことにはじまる。黄帝紀年の濫鱒は不分明であるが、当

時の様々な著述に見受けられるようだ（74）。

『黄帝魂』の出版者である章士別自身による解題である「疏『黄帝魂』」によれば、章士別自

身の作になる文章は、「釈仇満」「漢軒弁」「王船山史説申義」「孫逸仙与自損庵沼天之革命談」

「駁革命駁義」の5篇であるとされている。だがこの5篇のうち、章士別の作と断言しうるのは

「漢粁弁」と「孫逸仙与白浪庵沼天之革命談」の2つで、残りについては他者の作である可能性

も考慮に入れておく必要がある。特に『蘇報』に掲載されたものは弾圧を恐れて、署名から執筆

者を推定できぬ工夫がなさてれおり、まして後世の回想では不正確になるであろう。

「漢好所」は、3年以内に「胡虜の朝廷」は漢好の手によって滅ぼされると説き、宮崎沼天の

『三十三年落花の夢』の抄訳である「孫逸仙与白浪庵沼天之革命談」は当時無名

の孫文を「わが国民の先導」たる革命家として国内に紹介したもので、いずれも章士別の作であ

る。

「王船山史説申義（75）」は同郷湖南の大哲王船山の『通鑑録』に註を付したもので、満洲族の

侵略による亡国滅種の危機を説く王船山の悲憤を蘇らせようとしている。「駁革命駁義（76）」は、

立憲という迂遠な方法では中国はインドやポーランドのように滅亡すると述べ、「大地を震撼さ

せる革命軍」による急速な「民族主義の伸長」を得た、対外的競争力と国民的凝集力の必要を説

く（77）。注目したいのは、革命を阻害する要因として、内政の腐敗と並べて外国の干渉を指摘す
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など、民族主義的色彩が濃厚であるという特徴をもつ点である。これも近代的ナショナリズムの

形態のひとつであろう。

当時の革命論が満洲族の駆逐を主とする強烈な排満の言辞で溢れていたことを想起すれば「釈

仇蒲（78）」の論調は独特である。論者は「仇蒲」の「満」すなわち「清洲人」とは民族を指す概

念ではなく少数の特権的専制支配者を指すとし、「仇満」とは「種族の争い」ではなく少数者の

専制を打倒する「政略の争い」だと説明する（79）。

この主張の背景には世界的な「民権の趨勢」のアジアへの波及という認識があった。「世運の

むかうところ、多数の幸福を目的にしなければ成り立たなくなって」おり、「そもそも世界の進

化はすでに多数が少数を圧制する時期に達している。この風潮は東アジアの社会だけが少数の特

権的支配をとどめることを許さないだろう。これが、政略という点から仇満諭を説く理由である

（80）」と説く「釈仇満」の論調には「青年」らしからぬ政治的老成を感じさせるものがある。あ

れほど狽教をきわめた満洲人への憎悪が、辛亥革命後、早期のうちに「五族共和」へと移行でき

た理由として、この「釈仇満」にみられるような、「滴人」憎悪を民権論へと読みかえる政治的

現実主義が思想的潮流として存在したことは強調しておいてよい。

作者に異説があるとはいえ、いずれもテロリズムをも辞さない革命青年たちが日常的な影響関

係の中で新聞に掲載すべく執筆しつづけた文章であり、自説と他説の区別などあまり意味のない

ことであったかもしれない。章士別自身も、当時私は22歳にすぎず、知識も理解も単純で、文章

も稚拙であって、昔書いたものを晩年になってから見ると、汗顔のいたり、最後まで読めないこ

とがあると述べている（81）。当時の早熟な政治青年たちの思想のるつぼの一端であると見なすべ

きであろう。

『黄帝魂』には収録されなかったものの、章士別のナショナリズムの形を端的に表わしている

のが、「読『革命軍』」である。鄭容の『革命軍』を宣伝する記事であるが、その中心的な主張

は、教育の普及の必要と「国民主義」の鼓吹にある。「国民主義」は「奴隷主義」と対になる。

「国民主義」とはその知識と技能で国民としての職務をはたすことであり、「奴隷主義」とは

その知識と技能で奴隷としての職務をはたすことである。わが国に教育の普及が必要だというが、

必要なのは奴隷をつくる教育ではなく、奴隷を脱して国民となる教育であり、その方法は革命で

ある。ただし「仇蒲」を目的にするのみで「国民主義」の注入がなければ、第二革命を醸成する

ことになる。「国民主義」にもとづいて「仇満」を主張する鄭容の『革命軍』は、今日の国民教

育の教科書である。詩人李商隠が韓愈の碑文を1万回書き写し1万回朗読したいと賞賛したが、自

分もこの『革命軍』に対して同じ願望をもつ（82）と章は述べている。

章士別には孔子崇拝は「奴隷主義」だと思えたのかもしれない。黄帝をシンボルとして革命を

説きながら、啓蒙家としての章士別がここに姿を見せている。このような「国民主義」が清朝の

体制内では直接に国家建設へと結実させられず、逆に「仇満」論、「排満」論へ、政治的共同体

意識の形成を阻害する清朝の政治体系の破壊へと連接していた。それゆえ章士別らは弾圧の対象

となり、次々に基盤を失い、日本へ亡命せざるを得なかったのである。

第4節　日本亡命から英国留学へ

湖南の、そして上海の青年学生たちが東京へ大挙亡命するということが、1905年8月の中国同

盟会の成立をもたらした。1906年6月、『蘇報』事件で逮捕された章柄麟が出獄し、同盟会の機

関誌『民報』編集長に迎えられ、同盟会の意気は上昇する一方であった。ところが、亡命中の章

士別は深い挫折感を噛み締めながら、同盟会には敢えて加入しなかった。

「私は革命事業に尽力したが挫折してしまった。実行は私の長ずるところではないと悟ったの

だ。そこで口を閉ざして政治を語らず、転じて文学に志した。ユーゴー、バイロンの類となって

身を終えようと願ったのだ（83）」と章は述べる。陸師学堂の退学生たちは退学のさいの解放感を、
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あたかも大海原に船出する汽船の比喩をもって、浪漫的に表現していた。退学生としての解放感

と亡命後の挫折感の落差の大きさには驚かされる。

孫文、黄興ら同盟会幹部は章士別の入会を強く望んでいた。遅れて日本に亡命してきた章柄麟

は、孫硫碍とともに章士別を二昼夜軟禁して入会を迫ったが同意を得られなかったということが

あった（84）。その後、章太炎らは、青山女学院の留学生で孫文の英語秘書をしていた呉東男（後

の章士別夫人）に章士別を説得させたがこれも失敗した（85）。

華興会の中心人物として活躍し、かつ同盟会成立の契機となった孫文と黄興との会見を準備し

た（86）章士別が、同盟会に加入せず、さらには政治活動から身を引いた事実は、後の章士別の政

治思想の態様を考えるうえで興味深い。孫文に対する忠誠を誓い栂印を押さねばならなかったこ

とが章に同盟会入会を躊躇させたという説がある（87）。だが、より大きな理由としては、章のテ

ロリズムとの訣別を挙げるべきであろう。章士別白身はこれについて次のように述べている0

「上海での失敗は、私の力が及ばず、あせってむやみに敵を招いてしまった。私は密かに、我、

伯仁を殺す［自分の無知から恩人を死なせてしまうこと］の恐れをいだき、周処［晋の人。振乱

鎮圧で戦死］になろうという思いを持った。そのうえまだ壮年にもならず、学識経験もない0人

は多く、茫然として指導者もなく、臨機応変に対処することができない。現在の失敗はまだ小さ

かったが、将来、事を誤れば、その影響は必ず大であろう。そこで数年間力を休め、大過の原因

にならないように願ったのだ。ちょうど大党が創建されたときであり、分業して勉めるべきであ

る。その才力をはかり、その性分を役立たせ、緩急文武、各々得意な分野で任務を呆すべきであ

る。そのとき私は次のように提案した。本党の大部隊は再度実行に赴くこととし、小部隊はひた

すら研究して時機を判断し情勢を推し量るべし（88）」。

上海での王之春暗殺事件において、その計画の杜撰さ、逮捕された仲間を不用意に慰問する軽

率さについて、その責任は自分にあったと章士別は深く反省しており（89）、革命活動・暗殺の実

行には自分がまったく不適格であるという自覚、それが同志たちに累を及ぼすという危慎、これ

らが同盟会への不参加の理由であったと推測される。

1904年の秋、章士別ら上海の組織が崩壊した後のことであるが、章の盟友楊守仁（以前京師で

訳学館監督朱啓鈴をたより館内で爆薬を製造していた）は、万福華事件後に北上し「北方暗殺団」

を結成、趨声と呉樋が合流した。1905年8月26日、皇族を含む清朝政府の考察憲政五大臣の爆殺

を計画し、呉越が誤って爆死するという事件が起こった（90）。上海「暗殺団」の余波であった0

章士別の危惧は杷憂ではなかった。

ところで章士別が孫文らに提案したように、実動部隊のはかに、情報収集と計画立案の研究部

隊が必要であって、自らは研究部隊において活躍したいという考えも、同盟会不参加の理由であ

った。「同盟会の旗鼓おおいに張るとき、私はちょうど門を閉ざして自らの知識を深めるときで

ある（91）」と章士別は考えた。現実の政治勢力に組せず、また自らの政治党派をもたないという、

章士別の処世上の特徴の一端をうかがうことができる。現実政治から一歩身を退いて、それを客

観視しようとする章士別のジャーナリストとしての性向の萌芽がここに発現している0

章士別は当時実践女学校で留日中国人学生に古文を教えていたようだ。教材としていた桃魚の

『古文辞類纂』に不満があり、英語の語法を中国語に応用し自ら『中等国文典』、『初等国文典』

を著した。中国語の文法書としてはラテン語文法にならった中国最初の文語文典といわれる馬建

忠『馬氏文通』（1898年）の枠組みを打ち破るものであったと評される（92）。『中等国文典』は

1907年に商務印書館から出版され、その印税が章の留学費用に充てられた。このことは、章士別

の、古典的教養の豊かさと、西洋の学問への関心、そして「文人」的気質の発露であったという

点で、後の章士別の特徴を表している。

章士別は正則英語学校に入学し英国留学の準備を始め、1907年に渡英した。「私は上海より日

本へ、そしてイギリスへ行き、学問をもって自らを遮ぎ、国事を省みなかった（93）」と自らを語

っている。翌年、楊守仁が留欧学生監督秘書として章の後を追うように渡英してきた。楊はよく
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章と行動をともにした（94）。1909年には呉弱男が章を追って英国に到着し結婚した（95）。

楊昌済（楊懐中、後の毛沢東の妻となる楊閲慧の父）が東京高等師範での留学を終え、1909年

に渡英しアバディーン大学入学の準備をしていた。正式入学の可能な大学を探していた章士別と

楊守仁は、楊昌済を頼ってスコットランドに赴き、同年冬、アバディーン大学に入学した（96）。

楊昌済は哲学を専攻し、章士別は政治学、法律学そして論理学を学んだ。

1911年4月、孫文、黄興ら同盟会は広州で武装蜂起する。このいわゆる黄花崗の役で革命軍司

令として参加した趨声が死んだ。章士別は、この江南陸師学堂以来の友人趨声の悲報をアバディ

ーンにおいて聞いた。共通の友人である楊守仁はこれに憤慨しリバプールで自殺した（1911年8

月）。旧友たちが革命に身を殺しつつあるこの時の心情を章は次のように回想している。

「伯先［趨声］が死んだ。私は長沙出身の楊守仁とアバディーンにおり、ともにこの知らせを

聞いた。守仁は狂憤のあまり自らその身を沈めてしまった。私はまだ帰国をためらっていた。民

国紀元になったときは、すでに伯先の死から半年が過ぎていた。それより後の国の事業は、すべ

て先烈たちに負っているのだ。革命党がもっとも激しかったときに、私は自暴自棄であった。死

んだ友に深く悦じる（97）」と。

同年秋、辛亥革命が勃発し、まもなく章士別は学業半ばにして帰国する。留学の成果は1912年

の『民立報』において発表される政治論として発揮されることになる。

小結

青年期の章士別と彼の同志たちは、ともにナショナルな関心をもち、黄帝の子孫というアイデ

ンティティを共有していた。黄帝を先祖としない異民族の政権である清朝の打倒を目指す彼らの

「革命」論の背後には、「国民主義」による国家建設という国民統合的志向が存在していること

が見て取れる。それは亡国の危機感を背景にした、強い武力を備えた国家建設への志向でもあっ

た。

東京と上海の青年たちを虜にした「軍国民主義」とは、国民皆兵のもと国家のために身命を惜

しまず戦地に赴く兵士の行進とそれを熱烈な賞賛と共に鳴り物入りで見送る家族たち、といった

日露戦争を目前に控えた日本の「ナショナリズム」をイメージした概念であった。国民国家の担

い手たる国民が、近代国家の軍隊と等質視されたことは、文化伝播の問題として興味深い点であ

る。彼らの政治的宣伝文書はなお伝統的な言葉遣いで綴られていたが、しかし体制教学が滴養す

る儒教的な王朝国家に自らを一体化するのではなく、彼らの脳中に誕生しつつある「国家」は近

代的国民国家を引照基準としていた。彼らにとって、中国に必要なのは、日本の「大和魂」なら

ぬ、「黄帝」の「魂」であったゆえんである。ここに章士別の思想的な出発点を確認することが

できる。

テロリズムを実践するジャーナリストである『蘇報』『国民日日報』時代の章士別には明白な

議会主義の主張は見られない。統治機構論としての議会主義政治論は英国留学を経た結果である

と言ってよい。しかしフランス・ロシアの領土侵略に対する愛国主義的憤慨や、『黄帝魂』に見

るような民族主義的感情は、統一された中国を希求する心情として章士別の政治思想の基盤とな

りうるものであったと理解できる。
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おり、大量退学への導火線となっていた（「江南陸師学堂学生退学始末記　三続」『蘇報』1903

年4月27日）。

（20）渇自由「中国教育会与愛国学社」『革命逸史』第1巻、171貢。

（21）「江南陸師学堂学生退学始末記　再続」『蘇報』1903年4月25日。

（22）蒋竹荘「諭南京陸師学堂退学事」『蘇報』1903年4月13日。

（23）張園の「国会」について、皮明和『唐才常和自立軍』湖南人民出版社、1984年、35－8貢、を

参照。張園はいまの南京西路、泰輿路以南一帯にあり、光緒年間に外国商人が建設し、のち張姓

の中国商人が購入して味等園と改名し、張園と通称される。園内は約7，80畝、安憧第などの建築
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物がある（劉恵吾編著『上海近代史』上、華東師範大学出版社、1985年、297貢、注）。

（24）「張園集議卑西事初誌」『蘇報』1903年4月26日。「三月二十八日張園演説摘要祓」『蘇報』

1903年4月27日。劉恵吾編著『上海近代史』上、前掲、300責。「海上熱力史」『蘇報』1903年5
月6日。

（25）「特別告白」『蘇報』1903年5月3日。

（26）「張園集議」『蘇報』1903年5月1日。「訳西報紀張園会議事」『蘇報』1903年5月8日。劉恵

吾編著『上海近代史』上、前掲、300－301頁。

（27）「海上熱力史」『蘇報』1903年5月6日。

（28）「訳西報紀張園会議事」『蘇報』1903年5月8日。

（29）蒋維喬「中国教育会之回憶」『辛亥革命』第1巻、490貢。

（30）毛注青『黄興年譜』湖南人民出版社、1980年、23－4貞。拒俄義勇隊から軍国民教育会への改

組については、中村哲夫『同盟の時代－中国同盟会の成立過程の研究－』（人文書院、1992

年3月）の論証（第2章）を参照。

（31）厳安正『日本留学精神史一近代中国知識人の軌跡－』岩波書店、164－176貢。察鍔の「軍国

民篇」に対する繊細な分析を轍にした当時の「軍国民」熱についての柔軟な接近法による研究で

ある。

（32）「三月二十八日張園演説摘要線」『蘇報』1903年4月27日。

（33）金沖及・胡縄武著『辛亥革命史稿』第1巻、上海人民出版社、1980年、2朝貢。

（34）前掲『章太炎年譜長編』上、158頁。高平叔編著『察元培年譜』18貢。

（35）章士別「伯兄太炎先生五十有六寿序」『制言』第41期（前掲『章太炎年譜長編』上、158貞）

（36）「陸師退学与陸師畢業諸君函」『蘇報』1903年5月3日。

（37）章士別「疏『黄帝魂』」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革命

回憶録』第1集、中華書局、1961年、229貢。鄭容、張継、陳独秀らは桃文甫の姦通現場に突入し

弁髪を斬り落とした桃文甫断髪事件（1903年3月31日）で帰国した。

（38）章士別「蘇報案始末記叙」『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集、387頁。

（39）劉恵吾編著『上海近代史』上、303貢。『辛亥革命史稿』第1巻、275貢。当時の章士別の文

に「康有為」、「哀哉無国之民」、「客民篇」、「諭報界」、「祝山西峠陽学堂万歳」、「諭中

国当道者皆革命党」、「読『革命軍』」、「読厳掌留学生密諭有憤」などがある。前掲『辛亥革

命時期期刊介紹』第1巻、363貢。

（40）章士別「蘇報案始末記叙」『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集、388責。『蘇報』につ

いては、『辛亥革命時期期刊介招』第1巻、360－391貢を参照。

（41）渇自由「陳夢披事略」『革命逸史』第1巻、176責。

（42）張笠渓「蘇報案実録」、中国史学会主編『辛亥革命』第1巻、372責。

（43）「蘇報鼓吹革命清方楢案」、同上、408貢。

（亜）前掲『辛亥革命史稿』第1巻、278責。島田度次・小野信爾編『辛亥革命の思想』（筑摩書房、

1968年）、80貢。

（45）章士別「蘇報案始末記叙」『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集、390責。また、素元培

を中心に『蘇報』事件を論じたものとして、高平叔「察元培与“蘇報案”」『南開学報』哲社版、

1985年第6期、がある。

（46）章士別「蘇報案始末記叙」『辛亥革命』第1巻、390貢。

（47）劉恵吾編著『上海近代史』上、前掲、306貢。方漢奇『中国近代報刊史』山西人民出版社、

1981年、241－2責。前掲『辛亥革命史稿』第1巻、278－9貢。会蕃公廟の成立と変化についてはさ

しあたって、費成康『中国租界史』上海社会科学院出版社、1991年、147－159責、および張仲礼

主編『近代上海城市研究』前掲、621－8貢を参照。

（亜）黄中黄「沈蓋」前掲『辛亥革命』第1集、304責。前掲『辛亥革命史稿』第1巻、281貢。章の

著作である『沈蓋』および『孫逸仙』については、高田淳「蘇報事件の章士別」『季刊とうてん』

2号、1975年が詳細に内容分析を行なっており、教えられる点が多い。
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（49）渇自由「記上海志士与革命運動」『革命逸史』第2巻、83貢。『辛亥革命時期期刊介紹』第1

巻、392責。

（50）章士別「蘇報案始末記叙」前掲、389貢。

（51）前掲『黄興年譜』24貢。

（52）同上『黄興年譜』26責。前掲『辛亥革命史稿』第1巻、326責。

（53）章士別「疏『黄帝魂』」前掲、243－4頁。

（54）『孫逸仙』「秦序」、前掲『辛亥革命』第1集、91責。

（55）中村哲夫『同盟の時代－中国同盟会の成立過程の研究－』前掲、161－162責。

（56）章士別「与黄克強相交始末」前掲、140貢。

（57）章士別「与黄克強相交始末」同上、140貞。

（58）『新聞研究資料』第16韓、240責。劉恵吾編著『上海近代史』上、前掲、307頁。

（59）愈子夷「回憶蕪元培先生和創草時的光復会」『文史資料選輯』第77韓。

（60）周天度『察元培伝』人民出版社、1984年、31頁。34貢。なお「暗殺団」が軍国民教育会から

発生し、やがて華興会・光復会の母体となったこと、および「暗殺団」がロシア・ナロドニキの

思想的影響下にあったことに関しては、中村哲夫『同盟の時代－中国同盟会の成立過程の研究

－』の第3章、および篠崎守利「楊篤生小論－ナロドニキの彷律と絶命－」『咽沫集』第2

集、1980年を参照。とくに篠崎論文は章士別と楊守仁との関係を丹念に追究しており教えられた0

（61）陳独秀「菓子民先生逝世後感言」（原載『中央日報』1940年3月24日）『陳独秀文章選編』

下、生活・読書・新知三聯書店、1984年6月、所収、640貢。これは抗日戦のさなか四川省の江津

に隠居していた陳独秀が、香港で病死した察元培（1940年3月5日、享年72歳）を追悼して述べた

回想である。

（62）章士別「疏『黄帝魂』」前掲、248責。章士別「与黄克強柏交始末」前掲、140貞。

（63）章士別「与黄克強相交始末」前掲、140貢。

（64）章士別「書甲辰三暗殺案」『文史資料選輯』第19輪、145－146貞。

（65）前掲『黄興年譜』堪頁。前掲『辛亥革命史稿』第1巻、332－334責。

（66）前掲『辛亥革命史稿』第1巻、336貢。

（67）劉恵吾編著『上海近代史』上、308責。

（68）渇自由「記上海志士与革命運動」『革命逸史』第2巻、84－5貢。前掲『黄輿年譜』叫責。章

士別「与黄克強相交始末」前掲、141責。呉相湘『宋教仁一中国民主憲政的先駆』上冊、22責。

この事件の顛末についての記述は、章士別「書甲辰三暗殺案」前掲、147－150貢、に詳しい。た

だし現場となった料亭名を金谷香番菜館としている。

（69）『黄帝魂』は刊本によって篇数に異動がある。この点については、近藤邦康『辛亥革命』紀

伊国屋新書、1972年、を参照。

（70）章士別「疏『黄帝魂』」前掲、218－9責。近藤邦康氏は、黄藻なる人物は章士別の創作で、

編者は章士別その人ではないかと推測しているが（近藤邦康『辛亥革命』同上、38貞）、むりな

推測ではない。

（71）「黄帝魂例言」『黄帝魂』（羅家倫主編中華民国資料叢編、中央文物供応社、台北、1968年）

1貞。

（72）梁啓超「中国魂安在乎」『飲氷室合集』専集之二、38責。

（73）章士別「疏『黄帝魂』」前掲、219貢。劉師培の「黄帝紀年諭」については、嵯峨隆『近代

中国の革命幻影－劉師培の思想と生涯－』研文出版、1996年3月、58責を参照。

（74）章士別「疏『黄帝魂』」同上、220貢。黄帝紀年も不統一があり、たとえば『国民日日報』

では、1903年を4394年と記し、『黄帝魂』では、1903年を4614年と記している。

（75）『国民日日報』に掲載された「王船山史説申義」は、劉師培の『左童全集』にも収録されて

いるが、章士別が王船山の『読「通鑑論」』から抜粋して『国民日日報』に載せたものであって、

劉師培の高弟である黄季剛や銭玄同らが『全集』編集のさいあまり吟味せず収録したのではない

かと推察している（章士別「疏『黄帝魂』」同上、235貞）。

（76）「駁革命駁義」は、「漠族中之一漢種」という署名で、『蘇報』1903年6月12・13日に連載
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された。章士別によれば、当時『蘇報』の社論を書いたのは唯一章士別のみであり、普通は署名

をしないが、執筆者が複数であるように偽装してこの署名をしたとあるが、1936年の柳亜子の回

想では、章柄麟、柳亜子、泰治民、都容の共作であるとしている。ところが、柳亜子の回想に

も誤りがあり、この文章の攻撃対象である「革命駁義」は柳のいう『新聞報』ではなく『中外日

報』に掲載されたようだ（章士別「疏『黄帝魂』」同上、250頁）。章士別によれば「革命駁義」

は江康年の作らしい（前掲『章太炎年譜長編』168貞）。

（77）「駁革命駁義」『黄帝魂』前掲、155頁。

（78）「釈仇満」は「来稿」として『蘇報』1903年4月11・12日に掲載されたものだが、種族を区

別するのは風習と血液である、という冒頭の表現が当時の章士別の慣用の言い方であることから、

章士別は、確認はできないが自分の作であるとしている。ところが察元培は、これは鄭容の『革

命軍』の満州人虐殺論に反対して自分が書いたと述べており、これに従う伝記作者もあるが、鄭

容の帰国と『革命軍』の出版時期との関係から、察元培説にも疑問点がある（章士別「疏『黄帝

魂』」同上、231貢。周天度『察元培伝』人民出版社、1984年、18貞）。

（79）「釈仇滴」『黄帝魂』前掲、39貢。

（80）「釈仇蒲」同上、40貢、42責。

（81）章士別「疏『黄帝魂』」同上、231－2責。

（82）愛読『革命軍』者「読『革命軍』」『蘇報』1903年6月9日（『辛亥革命前十年間時論選集』

第一巻下冊、三聯書店、1960年、683－5責、所収）。

（83）行厳「慨言（二）」『民立報』1912年8月25日。

（84）章士別「与黄克強相交始末」前掲、142貢。銭基博「現代中国文学史」（沈雲龍主編『近代

中国史料叢刊続編』第八十三韓、文海出版社、所収）395貢。

（85）王森然「章士別先生評伝」『近代二十家評伝』杏厳書屋、1934年6月、297－8貢。呉弱男は安

徽省慮江の出身でその後英国で章士別と結婚する。祖父呉長慶は李鴻章幕下の広東水師提督で蓑

世凱の上官、父呉保初は補刑部郎中で章柄麟の友人であった。章士別の岳父についての思い出は、

「孤桐雑記」『甲寅』周刊、第1巻第1号、1925年7月18日、を参照。呉保初と章煩麟との交友に

ついては、湯志鈎編『章太炎年譜長編』上下冊、中華書局、1979年、を参照。

（86）孫文を黄興に引き合わせたのは宮崎沼天であるという説がある。これについては、中村哲夫

『同盟の時代－中国同盟会の成立過程の研究－』前掲、161－162責、を参照。孫文との会見

に関する章士別自身の回想については章士別「与黄克強相交始末」前掲、141貢、を参照。。

（87）梁漱瞑

（88）章士別

（89）章士別

（90）章士別

（91）章士別

（92）施光享

1981年11月、

（93）章士別

（94）章士別

「我的自学小史」『梁漱涙全集』第2巻、山東人民出版社、1990年3月、695～6貞。

「与黄克強相交始末」同上、142頁。

「書甲辰三暗殺案」前掲、148貞。

「書呉越狙撃五大臣事」『文史資料選輯』第19韓、151－152貢。

「与黄克強相交始末」前掲、142貢。

「章士別」《中国語言学家》編著組『中国現代語言学家』第1分冊、河北人民出版社、

269－273貢。

「趨伯先事略」前掲、10－11貢。

「書呉堪狙撃五大臣事」『文史資料選輯』第19輯、153頁。1908年にはロンドンから

ベルギーへ行き李盛鐸（駐ベルギー公使）を訪ねている。

（95）1908年12月、パリ滞在中の章士別から書簡を受けとった呉弱男（当時は在蘇州）が翌1909年

に渡英し4月6日に章と結婚した（白書庵氏の教示による）。

（96）楊硫麟「上母親」1909年11月4日、中国人民政治協商会議湖南省委員会文史資料研究委員会

編輯『湖南文史』第43韓、1991年8月、210責。章士別の留学先としては、ロンドン大学、スコッ

トランド大学、エディンバラ大学、アバディーン大学の所説があり未詳の部分が多く、章士別の

回想も一致していない。おそらく最初のうちは、正規不正規を問わず上記各大学に滞在し、最終

的には楊昌済のいるアバディーン大学に落ちついたようである（白書庵「章士別」『民国人物伝』

第4巻、中華書局、1984年、55責。同「風雨漁桑九二春一記章士別先生」『人物』1985年第4期、

1985年4月、96貢、はアバディーン大学説をとる）。楊守仁の英国留学の目的は爆弾製造のため′
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の理化学の習得であったが、やがて「脳炎」を患い、章を激しくなじるなど、その言動はしばし

ば常軌を逸し、ときに呉弱男がたえられず部屋を飛び出すこともあったという。自殺にいたる当

時の楊守仁については篠崎守利「楊篤生小論－ナロドニキの彷径と絶命－」『均沫集』第2

集、198時、および孤桐「与楊懐中書」『甲寅』周刊第1巻第33号、1926年2月27日、8貢、を参
照。

（97）孤桐「趨伯先事略」『甲寅』周刊、25号、1926年1月2日、11頁。
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第2章　『民立報』における章士別の議会主義政治論

はじめに

第1節　「約法体制」の成立

（1）靖夫における議会制論

（2）「臨時的法」と内閣制

第2節　章士別の政治論と唐招儀内閣の崩壊

（1）章士別の責任内閣制論

（2）唐紹儀内閣の崩壊とその影響

第3節　民国政党政治の出発

（1）章士別の政党政治論

（2）宋教仁の台頭と国民党の結成

（3）エリート主義

（4）進歩党の結成と二大政党体制

小結

はじめに

武昌蜂起のニュースを英国において聞いた章士別は、1911年冬に帰国し、上海の静安寺路29号

に居を定め（1）、黄興と干右任の要請で上海の『民立報』を主宰することになった（2）。『民立報』

は千石任が1910年10月に発刊した日刊紙で、衰世凱に封鎖される1913年9月まで続いた。宋教仁、

呂志伊、王印川、章士別らが相次いで主筆となった。日に2万余部を売り、昼夜印刷機の止るこ

とがなかったという（3）。

章士釧の論説が最初に『民立報』に掲載されるのは、皇帝退位による清王朝滅亡の前日、1912

年2月11日のことであった。章が何よりも重視したのは統一である。清帝退位にともなう優待条

件に反対する意見が革命派の中にあった。これに対し章は戦乱を早急に収束する必要を説き、優

待条件は共和制の成立を妨げぬと主張した。すなわち「共和政治もまた民主政治の一種にすぎな

い。今の問題は暫時、皇帝の称号のみを残しておき、外国君主の礼をもって待遇するということ

である。皇帝はその爵を失わないけれども、公権私権とも、一切国民と平等となるのだから、民

主政治の妨げとなるだろうか」と皇帝を多数の国民のひとりと見倣すことによって優待条件の承

諾を迫っている（4）。

章士別はその後、同盟会に反発し『民立報』を飛び出す1912年8月末までの約半年間、毎日の

ように社論を書き続けた。『民立報』による章士別の政治論は動揺してやまない時局の問題を論

じたものであり、そしてその多くは責任内閣制と政党政治の実現をめざしていた宋教仁（5）の政

治的行動を支持するものであった。また、『民立報』に発表された章士別の政治論は、同時代の

英国の政治理論をふんだんに盛り込んだ、極めて理論的で学術的な内容をもつ。それらは後の

『甲寅』雑誌期の政治論と緊密な関係があり、調和諭の形成過程や論理構造を知る上で重要なも

のである。

本章では、『民立報』における章士別の政治論を分析したうえで、民国初年の責任内閣政論お

よび政党政治論の意義について考察し、「約法体制」成立期という時代の政治的背景との関わり

第2章　P呼28



について明かにすることを課題としている。

第1節　「約法体制」の成立

（1）清末における議会制諭

伝統的政治社会を維持してきた中国が、世界資本主義体制への従属による植民地化の危機に晒

されながら、急激な政治変動の中で新しい政治体制の創出を模索したとき、西欧の議会制が関心

の対象となった。靖夫の政治改革論者たちは西欧の発展の根源を議会制に発見し、議会の機能を

「君民を合して一体とし、上下を通じて一心とする（6）」と捉え、議会制が中国の富国強兵の万

能薬であるかのように紹介した（7）。

制度自体は多様な解釈を許容する。主権の所在を問わぬことにすれば、それは君権強化の方策

ともなりえ、またより広範な社会層の政治参加の要求をも満足させる方策ともなりえた。すなわ

ち議会の開設は、20世紀の初めには、清朝にとっても、自由主義的な改革論者にとっても、そし

て排満革命論者にとっても基本的には明確に拒否しなければならぬ理由はなかった。

君主の諮問機関として君権強化のため議会制を採用する考え方は、戊成期の短命な政治改革を

経て、憲法大綱の発布・諮議局の設置・資政院の開設・内閣の成立として結実する清朝政府の立

憲化政策に現われた。

政治参加の跳躍台として、かつ君主権力を制限する機関として議会制を支持する考え方は、地

方自治を重視する各地方諮議局を中心とする国会請願運動の中に現われた。各省諮議局の成立、

資政院の開会は、地方名望化層を政治的決定作成に参加する機会を与える道を開いた（8）。

議会の開設と責任内閣制採用の主張は、排満革命論は否定するが、皇帝専制の伝統的な家産体

制は断固批判する自由主義的な政治主張の中にも見ることができる。例えば梁啓超は、中国に適

合するのは米仏の民主共和制ではなく、君主制は維持するが君主権力を制限する英国の「虚君」

共和制であると主張し（9）、西欧の責任内閣制について詳細な解説を著すなど（10）、広範囲に渡

る啓蒙的な影響力を発揮していた。

「中国は中国人の中国である（11）」という人民主権論から国民国家の建設を説く革命論にとっ

ても未来の中国における議会制の採用は自明なものと考えられていた。

むろん君主制論者は存在したが、清未民初の政治変動の担い手である地方官僚、諮議局議員、

新軍将校、革命党幹部の中では、議会開設は公論として認知されていた。よって民国初期の議会

主義政治論の源流は、清朝の立憲化政策と各省諮議局を中心とした地方有力者層の立憲主義運動

に求めることができる（12）。

（2）「臨時的法」と内閣制

中華民国の国家としての法的構造は「臨時約法」によって規定されていた。「臨時」の名を冠

せられたこの根本法は、「人民」、「大総統」、「参議院」とはいかなるものかについて規定し

た。だがこれはいまだ混沌たる政治体に必要最少限の構造を与えたものであり、この法的構造が

示す統治機構が大統領制なのか、あるいは責任内閣制なのかすら不明確なままであった。「中華

民国は中国人民がこれを組織する」（第1条）、「中華民国の主権は国民全体に属する」（第2条）

と始まる全56条の「臨時約法」の規定は、中国の政治的現実を解釈するものであるよりは、むし

ろ将来にわたる国家建設の青写真であり、達成目標の提示であった。それは民国政治における支

配の正統性の問題と大きく関っており、国会の召集、正式憲法の制定、政府の組織はすべて「臨

時約法」を土台として打ち立てられねばならないことを意味した。この点において、中華民国の
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権力装置、権威構造をも含めた政治体制を「約法体制」と称することができる。

孫文を臨時大総統に選出し、中華民国臨時政府を樹立する法的根拠は、1911年11月30日に漢口

英国租界で開催された各省代表会議において起草・採択された「臨時政府組織大綱」であった。

臨時大総統選挙前、内閣制論者の宋教仁は「組織大綱」の修正を強硬に主張したが、孫文の意

志によって修正案が却下され、さらに孫文就任の前日にも宋の再度の修正要求が斥けられるとい

う経緯があった（13）。そして衰世凱と孫文が清朝皇帝の退位をめくり電報交渉を重ねていた1912

年2月前半、この流動的な情勢への対処法をめぐり、内閣制と総統制をめくる対立が表面化し、

同盟会幹部会において宋教仁と胡漢民とが対立していた（14）。

孫文は、臨時大総統に就任後ただちに政府の組織を開始した。1月3日の政府人事案では孫文に

よって宋教仁は内務部長に推されていたが、「組織大綱」の修正問題を契機に采は法制院院長に

格下げされた。宋教仁の法制院院長就任は、「臨時的法」の起草に宋の主張を反映させる大きな

機会を提供した。2月7日から臨時的法起草会議が招集され、宋教仁が主稿となり、3月8日には全

案が通過した（15）。7章56条からなる「臨時約法」は、第1章「総綱」4条、第2章「人民」11条、

第3章「参議院」14条、第4章「臨時大総統・副総統」16条、第5章「国務員」5条、第6章「法院」

5条、および正式憲法の制定まで「臨時約法」が憲法に相当することを定めた第7章「附則」から

なる。立法（参議院）・行政（大総統、国務員）・司法（法院）の三権分立の代議制に基づく民

主共和国としての中華民国の法的構造がここに定められた。「約法体制」の誕生である。

この「臨時約法」が「組織大綱」と決定的に異なる点は、「国務員は臨時大総統を補佐し、そ

の責任を負う」（44条）、「国務員は臨時大総統が法案を提出し、法律を公布し、及び命令を発

布したとき、これに副署しなければならない」（45条）など「組織大綱」の修正案で否決された

条文が盛り込まれ（16）、不完全なものではあったが内閣制の装置が採用されたことにある。内閣

権限を強化するこの「約法」は、衰世凱の臨時大総統就任を考慮して宋の主張する内閣制への転

換策が承認された結果だと考えられる。

内閣制論者宋教仁の議会主義政治論を背後から理論付けていたのが章士別であった。互いに同

郷であり、ほぼ同い年の宋教仁と章士別との交友は、20代初めの華興会会員として始まった。

1904年の長沙蜂起失敗後、上海に逃れた宋教仁は、華興会の連絡役であった章士別を訪ねており、

日本亡命後も宋はしばしば章の下宿を訪問するなど交友が挽いていた（17）。

章士別は、自分は年来政治学を学び、必要なのは極めて強力な中央政府であり、このような政

府は内閣政治においてこそ獲得できると確信するようになり、帰国直後に宋教仁と出会い、この

点で意気投合したという（18）。すなわち、章士別が留学から帰国して宋教仁と再会したさい、宋

は、章がイギリスから北京や上海の新聞に投稿していた政治論の記事を集めたスクラップ・ブッ

クを見せ、貴君のおかげで憲政の梗概を知ることができたと述べた（19）。これをふまえ「章士別

は宋教仁の魂であった」とも評される（20）。中国における議院内閣制論（責任内閣制諭）の展開

を考察するに際しては、この両者の言動に着目することが鍵となるゆえんである。

第2節　章士別の政治論と唐紹儀内閣の崩壊

（1）章士別の責任内閣制論

章士別の論説の特徴としてあらかじめ指摘しておくべきことは、章の政治学と政治に関する規

範についてである。すなわち章が問題を発見し議論するさいの引照基準が、イギリス留学で習得

した当時のヨーロッパの政治理論であったということである。具体的には、『民立報』所載の章

士別の論稿のうち引用頻度の高い順にいえば、ダイシー、バジョット、ローウェル、バージェス、

バークらの政治学と法律学（憲法と行政法）である（21）。

とりわけ、『憲法論』（neムⅣαF班eα批正托血元町1885）と『イギリスの法律と世論』

第2章　馳辟30



（ムⅣa慮㊥血上皿血触感，1905）というダイシー（A．Ⅴ．Dic町，1835－1922）の2つの著作と、

バジョット（W．Bageht，1826－77）の『イギリス憲政諭』（TheErclishCcwBtituticn，1867）、

アメリカ人であるが、ローウェル（A．L．k肘ell，1856－1943）の『ヨーロッパの政治と政党』（

血Imenb虚偽臼田血伽土地由J血r寧）、『イギリスの政治』（飴職Ⅷnfαデ

励感触功、そして具体的な書名の提示はないがバーク（駄血Ⅱ日払血e，1729－97）の所説、バー

ジェス（J．W．臥∬辞SS，1844－1931）の『政治学と比較憲法』（見山撤払出5日eWe慮

α雌血撤止むαJ血頑、プライス（J．Bq℃e，1838－1922）の『平民政治』（血如C飢

αⅢ血よお，1911）が、章士別の政治論の土台を形成している。

そしてこれに加えて、主要なところでは、トクヴィル（Tocq鷹Ⅳille，1805－59）『アメリカの

民主政治』（lk，la金施肥はtieenADXP dqLC，1835－40）、ジェンクス（E．JerdiS）『政治通史』

（ム熟鹿町虻リ紺地短，1900，『厳訳社会通詮』）、メーン（馳rlⅣ血nes乱耶mer

Maine，1822－88）『民主政府論』（軸Iartbvem耽nt，1885）、ミル（JdlmStuartMill，1806－

73）『代議政治論』（α躇ゴ虎児揖8億00触覚乃払出曙飴Ⅵme乃り861）、メイ（T．E．胞の

『英国憲政史』（α）闇臼tu臼α威厳5ねⅣガ励啓はd肋鮎血αSSJ00ガ的触

mizd1760T1860，1860）、モンテスキュー（Mbrrtesquieu，1689－1755）『法の精神』（戊

lb印dflois，1748，『厳訳法意』）、シェーラー（Scherer）『フランス民主政治』（La

肋tieetJa触，1885）などがその都度参照されている。

アリストテレスの国家の分類法を紹介しながら、中国はすでに共和制となったのであり、これ

は「国体」として動かすべからざるものである、と章士別は説く。「わが国は革命後、統治権は

一人［君主］から人民へと移り、人民が国家である。だが国家はあるが政府はなく、国体はある

が政体はない。したがって、わが国がいかなる政体を採用するかが、今の政治家の第一に考える

べき問題である（22）」とし、「政体」すなわち「政府の形式」を明確に定めることを第一の問題

としている。章士別の政治論はこの問題から出発する。

章土釧が、「政府の形式」として想定しているのは「内閣政治」と「総統政治」である（23）。

章が展開する議論は繁雑なものであるが、それは大要以下のとおりである（24）。そもそも「国体」

には「共和」と「立憲」とがあり、「元首」が「君主」であれば「立憲」、「総統」であれば

「共和」である。イギリスは「立憲」、アメリカは「共和」であり、イギリスは「共和」でない

が「人民」を主体としており、アメリカは「共和」でありながら、「民権」は有限である。した

がって「元首の性質」という表面と「政府の形式」という実際は一致していないのである。つま

りイギリスは「内閣政治」をアメリカは「総統政治」を採るが、「国体」は同じでも「政府の形

式」は同じではない。

ここでアメリカの「民権」は有限であると言う章士別は、イギリスは議会主権が確立されてい

るのに対して、アメリカの場合、国民は大統領選挙においてのみ意志表示ができるというバジョ

ットの見解を踏まえている。

章士別は、バジョットが『イギリス憲政論』の第1章の後半において展開しているイギリスの

議院内閣制とアメリカの大統領制の特質を比較し論じている箇所を頻繁に引用し、中国は内閣制

を採るべきであることを結論として引き出している。章士別の究極的な主張は「内閣政治」の確

立にある（25）。章にとって議院内閣制の魅力は、「内閣は、国家の立法部と行政部とを連結させ

るハイフンであり、さらに両者を締め合わせるバックルである（26）」とバジョットが説くように、

行政権と立法権の完全な融合という点にあった。

ところが、革命以前、アメリカの大統領制を模範として中国の新政府を構想したこともあって、

現に中国では衰世凱が大総統として存在しており、「元首」が「君主」であるイギリスの「内閣

政治」を中国に移植しようとすれば、「総統」の存在が問題となってしまった。この問題の処理

をも含めて、「内閣政治」について章の主張は次のとおりである。「総統はほとんどイギリスの

国王のようなものであり、直接政治上の影響を受けないのである。政治の衝に当るのは内閣総理

であり、内閣総理は議会を控制する多数党に属し、閣員は皆その党員であって、内閣は議会に対

して連帯責任を負うのである（27）」。章はこのように、中華民国臨時大総統の職を、バジョット
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のいう、「機能する部分」から峻別された「威厳をもった部分」とみなし、君臨するが統治しな

い英国君主の比喩をもってその役割を説明している。

政治責任の追及と政権交代における制度的安定性ということも内閣制を主張する理由であった。

章士別はバッジョトに依拠しつつ、内閣制は議会に対して責任を負うため、その交替は随時可能

だが、総統は国民に対して責任を負うので、その交替は比較的長い任期の終了を得たねばならな

いことを指摘している（28）。

（2）唐紹儀内閣の崩壊とその影響

宋教仁は1912年4月には中華民国最初の内閣である唐招儀内閣の農林総長として入閣する。同

盟会系閣員は采を含めて5名の連立内閣であり、数的には同数だが、強い権限をもつ外務・陸軍

・内務・財政・交通の各総長は、衰世凱系の人物が就任し、内閣においては同盟会はむしろ劣勢

だった。衰世凱は責任内閣制を嫌い、唐内閣は蓑支持の閣員のサボタージュによって閣議を妨害

され、結局、民選直隷都督の承認をめくって総統府と対立したことを直接の契機として、6月15

日唐紹儀は辞職し、同盟会系4総長、王寵恵、察元培、王正延、宋教仁は唐に従い辞職し、ここ

に唐内閣は崩壊した。

中華民国の議会主義政治の発展にとって、その政治的基盤が極めて不安定であることを示す事

件であった。

「国務院に全体の一致がなかった（29）」ことが唐内閣の機能不全の理由だと宋は考えた。采に

とって完全な政府とは政党内閣にはかならなかった。「速やかに政府を組織しなければならない。

政府を完全にしたいなら、政党内閣でなければならない（30）」と説く宋教仁は、政党内閣樹立に

向けて選挙運動に全力を傾けてゆく。「世界中の民主国家では、政治的権威が国会に集中してい

る。国会の中で大多数の議席を占める党であってこそ、政治的権威を有する党である。したがっ

て、我々は今や、全力を選挙運動に注がなければならない（31）」と朱は述べ、民国最初の国会議

員選挙戦へと突き進んでゆく。

「責任内閣制」の確立を説く章士別は、唐招儀辞職事件に先立ち、はやくも総統府に対してう

さん臭いものを感じていたようである。例えば章士別はこう述べている。5月4日参議院で衰総統

が「政府努頭の政策」なるものを宣言したが、政府で責任を負うのは総統なのか、それとも内閣

なのか。しかも議長がその内容に反対しないのは「真の奇観である（32）」。また、財政総長熊希

齢は国人の攻撃を受けて辞職したが、もし内閣が議会に攻撃されたなら、責任は閣員全員が負う

連帯責任であるはずだ。「日頃責任内閣を言いながら事実はまったく違っている。責任が不明確

だと政治の道徳は悪象を呈する（33）」。そして、政党設立の不徹底さと国務員たちが責任を負お

うとしないことが責任内閣制の成立を困難にしている（34）と指摘している。

こういった章士別の現政府への不満は、唐招儀の辞職を契機に噴出し、6月22日より1週間連日

この事件について論評している。章の論点は、総統は内閣の政策に干渉してはならない、議会が

総理の進退を決定すべきであるという、議会主権の原則であった。章は次のように述べている。

「元首はただ国務員が同意した範囲内においてのみその権を行使する（35）」のであり、「責任内

閣制の作用によるべきで、総統が内閣の政策に干渉するのは宜しくない（36）」。なんとなれば

「内閣は議会の多数を後ろ盾とし、その政策を執行するのであるから、いかなる元首も自ら譲歩

しなければならない（37）」。一方総理については、内閣総理は元首からではなく憲法によって政

権を委任されるのだから、「行政首長の進退は議会がその権を操る（38）」ものである、と。

民国初期の政府は、二院制が採用されたこと、当時において政党政治の確立が不徹底であった

ことなどを除けば、機構の上ではほぼ章士別の主張するとおりの政府であった。とはいえ、衰世

凱は「英国の国王」のごとき存在では到底ありえず、章の「総統」の機能に対する考え方は現実

から遊離したものだった。これに対して上に述べたように責任内閣の確立を唱えることは、まさ

に机上の空論であり、現実を動かす力とは成り得なかったであろう。章白身その点について悟る
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ところがなかったわけではなく、「ひそかに憂えるのは、総理を設けて、完全な責任を負わさせ

ず、総統がひそかにその後で撃肘することであるが、今不幸にもその言葉のとおりである（39）」

と、蓑唐の争いに関する最初の論評において指摘している。

章の分権論への傾斜もまた衰世凱に対する危機感の反映であったと理解できる。

政府組織については本来は中央集権論をとる章士別は、1912年8月には分権的主張へと傾き、

「立法集権・行政分権（Legisla土ivecerrtralisation，Administrativedecerrtralisatim）」

なる主張をしている。章の主張の理由は、唐紹儀内閣倒壊の直接的契機となった省長民選問題に

おいて民選制を支持すべきこと、そしてまたフランス革命の歴史を引照しながら、革命後の過度

な集権制が独裁者の台頭をもたらし、ジヤコどこズムの「恐怖時代」を現出させたことを教訓と

すべきことにあった。章が主張しているのは、大総続独裁化に対する反対であり、蓑世凱による

内閣政治の聾断に対する反対である。つまり章は、国権の最高機関として議会に対する権力集中

を行ない（「立法集権」）、同時に大総統の行政権を分断削減し弱体化させる（「行政分権」）

ことを主張しているのである（40）。李烈鈎・張継など同盟会系の一部急進派には少数ながら連邦

論の主張者もおり、彼らが等しく衰世凱の集権的統一政策に反対してゆくように（41）、宋や章な

ど本来の集権制論者も、蓑に対して一部急進派の危機意識を共有したといえる。

第3節　民国政党政治の出発

（1）章士別の政党政治論

中華民国という時代は、政党が政治参加の基礎単位となり政治的意志表明の経路となった時代

である。従来の王朝体制下での「政治」は大部分が行政の領域に属し、決定作成は、上奏権を持

つ一部の文武官僚を除き、皇帝を中心とする宮廷内部に限定されていたことを想起すれば、中国

政治がいかに新しい局面へ進みえたかを理解することができよう。

靖夫の立憲化政策への対応として、既に政党とみなしうる多くの政治的結社が生まれていたが、

革命団体を例外とすれば、それら多くの政党は政策距離が接近しており、離合集散を繰り返す傾

向にあった。

憲法と議会の誕生に先んじて多くの政党が存在したことは、中華民国の議会政治の大きな特徴

である。革命直後、中国では政党が乱立し、主な政党としては、同盟会、民社、共和建設討論会、

統一共和党、中国社会党があり、また小党としては、国民共進会、国民公党、自由党、共和実進

会、国民党（後の国民党とは同名異党）、共和統一党、共和倶進会、共和促進会、国民新政社な

どがあった。乱立状態にあった諸政党は、やがて大同団結し、国民党（1912年8月）、共和党（

1912年5月）、民主党（1912年10月）の3党の鼎立となってゆく（42）。

唐紹儀内閣崩壊後の章士別は、ダイシーとジェンクスの所論に基づき、司法権の独立を奪い人

民の自由を圧迫するという理由で行政裁判制を否定し、また、ダイシー、ミル、トクヴィルらに

依拠しつつ、二院制は歴史的遺留品であり、民意を体現する議会の意志が、上下両院の間で衝突

するならば、それは民意の矛盾となるという理由で二院制を否定し、一院制を説くなど、目立っ

た主張をしているのであるが、何よりも当時の宋教仁らの国民党結成をめくる動静と深く関連す

る主張がなされていることが注目される。すなわち章士別の政党政治論である。

章士別の政党論はかなり早い時期から説かれている。帰国してわずか2週間後に、章の政党論

の中心的な主張が提出されている。章の政党論の特徴は、バークのそれを踏襲している点にある。

章は社論「政党と党綱」において、政党に関するバークの有名な定義、「政党とは、全員が同意

しているある特定の原理（章の訳では「特異之政綱」一鐙屋）に基づき、共同の努力によって国

家利益を推進するために集まった人びとの集合体である」を引用しつつ、政党が成立する2つの

原理と3つの細則を掲げている（43）。
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すなわち、（一）政党は政綱を実行する団体である。（二）一党の政綱は必ず他党の政綱と異

ならねばならない（一党が立ち、他党が並立して政綱の相違がいえるのだから、政党は単独では

成り立たない。）

細則のほうは、上の原理に準ずるものである。①党争は政策のために争うのであり、人間のた

めに争うのではない。②ひとつひとつの政策は一党がその正を守り、一党がその負を守る。③政

党の作業は、その党の多数と少数を一定にすることにある。その要点は旗職を鮮明にして、人が

一見して集合場所を知るようにすることにある。

ここで提示された政党論の原理は、以後幾度となく反復されることになる。大きな原理のほう

は明快であるが、やや難解な細則のほうに説明を加えれば、①は党争は政策によってなされるの

であり、人間関係の中でなされるのではないということ、②は（二）を補うもので、党綱が同じ

であってはならないように、政策も一方が正ととれば他方はその反をとるということ、③は政党

中に固定した分子がいなくなると、何が多数意見で何が少数意見であるか一定しなくなり、この

ような政党が組織した内閣は不安定になるということを、各々のべている。

さて、3日後には、これを補足する論点をもった論説を発表している（44）。直接的には、政党

林立の原因を指摘することを目的としている。焦点となるのは「政綱」と「政治主眼」の相違で

ある。「政綱」は、政党間で異ならねはならぬものであり、「政治主眼」は「各党が同じくする

所である」。後の章の社論からその例を拾えば、たとえば、〈財政を整理する〉、〈民主を重視

する〉、〈民族を融和する〉などいずれの政党も異議を容れる余地のないものが「政治主眼」で

ある。そして各「政治主眼」に対してそれぞれ正と負の「政綱」が存在する。たとえば、〈実業

の振興〉という「政治主眼」に対して〈自由貿易政策〉を「政綱」とする党と〈保護貿易政策）

を「政綱」とする党があるはずである、と章は述べ、「政治主眼」は政治の「目的」であり、

「政綱」は政治の「手段」であるとしている（45）。したがって、日本語の語感とは組騎するとこ

ろがあるが、あえて言えば、「政治主眼」は綱領、「政綱」は政策と理解してよい。この「政治

主眼」と「政綱」の混同が政党の乱立の原因であると章は指摘しているのである。

6月23日の「時事雑評」では新たな原理が付加される。章士別の政党諭を構成する原理のうち

で、まさにこの原理こそが、章士鋸の政治論の中心となる論理を形づくるものである。この新た

な原理は「党徳」と呼ばれる。政党の倫理と言うべきものである。政党には徳があるとして、章

はイギリスの政治学者メイを引用する。「政党の徳、つまり反対党の意見が広まってゆくままに

まかせることにある」。これによって「もしある党が国民多数の支持を得たなら、これに反対す

るものは、ただ政権を委ねるだけで、自分が何党であるかにかかわらず他党が政権を握るのを禁

ずる権利はない」と章は述べる。

メイの引用は『ヨーロッパにおける民主政治』からであると思われるが、もうひとりローウェ

ル『イギリスの政治』からも同様な主旨の一節を引用している。すなわち、「反対党が正当な団

体であることを認め、もし彼らが議会の多数を引き付けることができるなら、その権力行使を承

認する。これが政党政治が成功する第一の要因である」という部分である。章士別が3回復唱し

てしっかりと記憶すべきであると言うこの主張は、政治的反対の制度化の主張にはかならない。

「時事雑評」で説かれた「党徳」の原理はさらに反復して説明される。要点を拾えば、「党徳

というのは他党が合法的団体であることを認めて、政治の範囲内でその十分な活動を許し、政争

の公平律を互いに守るようにすることである（46）」。「反対党が合法的団体であることを認めぬ

ならば、その争いは必ず偏私に走り、暴挙に流れるであろう（47）」と。

「政党組織案（48）」はこれまでの政党論の集大成として書かれ、4回に分けて掲載されている。

重複するところもあるが、以下簡単にまとめておく。

（一）政党の特性を知らねばならない。

（甲）政党と徒党の別を知らねばならない。

政党は己と異なるものの意見が広まるにまかせる（＝「党徳」）

徒党は、国家の隠患となる。

（乙）政党と普通政治結社の別を知らねばならない。
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普通政治結社は、議会の外で活動し、政治的目的が達成されれば解散する。

政党は、議会内で一般的政策を志し、目的が達成されても解散しない。

（二）政党は政綱を以って結集する団体であることを知らねばならない。

（三）政綱は必ず異なる理を知らねばならない。

（四）政党の異点は実際に在り、根本に存するのではないことを知らねばならない。

（五）政党は分かれて二となるという理を貴ぶということを知らねばならない。

内閣政治にとって第三党の存在はよろしくない。イギリスは二党によってその政情

が安定している。

この「政党組織案」においても、章が依拠する典拠があるという点は重要である。（一）は、

唾棄されるべきものである徒党から区別される尊敬すべきものとして、その正当なる機能におい

て政党を定義した、バークの見解にもとづくものであり、（二）はおなじく政党は「特定の原理」

（「特異之政綱」）にもとづいて成立するというバークの政党の定義を踏まえており、（四）は、

政党は相違がなければならないが、相違は重要問題であるべきで、根本問題すなわち国家組織に

関わる大問題であってはならないという、ダイシーの見解に依拠している。（五）連立内閣では

系統的政策を有効に実施できなくなるので、議院が二党に分かれるというのが内閣政治が成功す

る唯一の条件であるという主旨のローウェルの長い引用にもとづいて説かれている。

章士別の政党論の原理的構造というものは、以上のとおりである。政党諭のほとんどは1912年

の7月に発表されているが、これはこの時期に党争が激化し、暴力的党争を発生させていたこと

に対応している。次の表現がそれを物語っている。「最近の党争は激烈であるといわねばならな

い（49）」。「最近の党争では不正な手段がはなはだしい（50）」。「まもなく党徳と党菅はことご

とく軽率で無知な者の手によって破壊されるだろう（51）」。しかしながら、章の政党諭が、『民

立報』期の章の主要な主張である議会主義政治の理念と一体をなすものであったことは疑いない。

そして次にみる、章の「毀党造党」諭、すなわち既存政党のスクラップ・アンド・ビルドによる

二大政党制化の主張は、宋教仁の同盟会の拡大改組による新政党結成の動きを支援するものであ

った。

（2）宋教仁の台頭と国民党の結成

8月2日、陸徴祥内閣が議会の反対を押して強硬に成立されるにおよび、同盟会の名称と綱領と

を変更し、統一共和党ほか3党との合併をはかるという宋教仁の提議は、にわかに現実的なもの

となり、8月5日、同盟会・統一共和党・国民公党の代表13名が北京で合併を協議し、8月13日に、

同盟会、統一共和党、国民公党、国民共進会、共和実進会の連名で、国民党宣言が発表された

（52）。正式成立大会は孫文・黄興の北上を待ち、理事長には孫文、理事には黄興、宋教仁ら8名

が就任し、孫の理事長職は宋教仁が代理した（53）。

宋教仁の場合、国民党結成の動因としては、次の諸点を指摘することができる。それは章士別

の政党政治論の具体化を目指すものであり、かつ民初における議会主義政治論の実現を目的とす

るものであった。

第1に、宋教仁が国民党を結成する最も有力な動因は、内閣内部の不一致で崩壊した唐紹儀内

閣の轍を踏まぬよう政党内閣を組織すべく、議会に絶対多数の議席を占めうる強力な政党を獲得

することであった。

第2に、対抗勢力としての共和党の台頭である。共和党は、同盟会の勢力的凌駕を目的とし、

1912年5月、統一党（章柄麟・張著）と民社（黎元洪）の合併により成立した。これにより臨時

参議院は120議席中、同盟会、共和党の各々が40数議席を占め、25議席をもつ統一共和党（谷鐘

秀、呉景渡）が第三党の地位についた（54）。共和党の存在は大きな脅威となっており、同盟会と

しては統一共和党の獲得が急務であった。

第3に、国民党結成の動因として、小党分立を二大政党体制へ編成してゆくべきだとする理論
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上の主張があった。政党は本来ふたっであるべきだと説く章士別は、政党組織の原則を明確にし

つつ、乱立する小党を二大政党へと整理してゆくことを提唱し、「毀党造党」として定式化した。

「毀党造党というのは、今の政党がことごとく自分の党を壊して共同に討論し、自己の政綱にふ

さわしいものを求め、政綱によって再び政党を造ることをいうのである（55）」。章士別の政党論

では政党再編によって公論の組織化が行われることになる。章士別の「毀党造党」論は7月末か

ら8月半ばにかけて集中して発表されている。宋教仁の内閣辞職が7月14日、国民党の「組党宣言」

は8月13日である。この時節上の符合は、章士別が采の国民党結成の努力を理論面から援助して

いたことを物語る。すなわち章は政権党たりえぬ多数の小党の政権争いによる混乱を指摘しつつ、

二大政党体制の政権交替における安定性を強調することによって、国民党結成に対する同盟会内

部および外部からの反対意見を論理によって説得すると同時に、国民党結成へ向けての意見調整

を意図していることを示している。

第4に、宋教仁の同盟会に対する反撥感が新党を求める心理的要因となっていた。秘密結社中

国同盟会は、1912年3月末に政党組織を採用し同盟会と改称した。総理に孫文が、副総理に黄興

・黎元洪があたり、幹事には宋教仁・胡漢民ら10名が任ぜられた。党務の一切は宋教仁が担当し

ていた（56）。章柄麟によれば、同盟会成立当時から宋教仁は「同盟会中の穏健分子を選り集めて

政党をつくり、名称を変えて同盟会から分離する（57）」と述べ、すでに新しい政党を求めていた

ようである。

宋にしてみれば議会政党としての同盟会の結束力を疑問視する点があった。「同盟会は分子が

複雑で、もともと政党組織ではなかった。以前これを無理矢理政党に改めたが、それは私の本意

ではなかった。また同盟会は感情的な挙動が多く、これは政党がやるべきことではない（58）」と

采は説く。同盟会の社会的評判の悪さもまた宋の同盟会に対する不満となっていた。察元培によ

ると「同盟会会員中の粗暴な者は、革命の功績をもって自ら誇り、世間からも嫌悪され、暴徒と

も、貴族とも呼ばれて軽蔑されていた（59）」ようである。

以上、強力な政党の必要、共和党の台頭、二党体制への編成、采の同盟会への反撥などが、宋

による国民党結成の主要な動因であり、議会主義政治の実現へ向けての改革であったということ

ができる。

章士別自身は、黄興と胡経武から強く国民党入党の勧誘を受けたが、先の中国同盟会のときと

同様、章はこれを固辞している（60）。自ら政治的党派の一員にならず独立独歩でいるというのは、

章士別の処世上の特徴であった。

（3）エリート主義

民国成立に至るまでの議会に関する論説を概観してまず注目されるのは国民は幼稚であるとい

う愚民観である。

例えば、西欧政治思想の紹介者厳復は「今日の民智の未開な中国では、西欧の君民共主の美治

に倣おうとするのは大乱の道である（61）」として民力を鼓舞し、民智を開き、民徳を新たにする

ことが先決であると説き、また梁啓超も国民の程度は幼稚で、議会の開設は時機尚早だとして、

国民に対する啓蒙教育の優先を説き、『民報』との論争も「今日の中国の国民はまだ議院政治を

行う能力をもたない（62）」か否かを焦点とするなど、国民は幼稚であるという判断は当時の政治

論には少なくない。

議会連関論においても例えば、国民の能力が不足であるのは能力の問題ではなく経験の問題で

あり、国会を速やかに開くことによって議員の経験が得られる筈だとする主張があり（63）、また、

少数の程度の高い者のみに選挙権を与えることで「人民の程度の不足」の問題は解決できるとす

る（64）、など多様な対応策が示されている。この問題について、革命論の主張者には楽観論が多

いが、「軍政」「訓政」という後見的政治権力の強制的指導の必要が唱えられている。

いずれにせよ中国への議会制導入の適否を語るには、何らかのエリート主義的なリーダーシッ

プを前提とせざるをえなかったといえる。仮に国民国家の創設を意図するとすれば、先ず支配被
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支配関係の中で政治参加という緊張にある程度耐えうる被治者の創出（ネイシヨン・ビルディン

グ）から始めなければならなかったか、ないしは被治者の創出を棚上げにしたエリートによる国

家建設（ネイシヨンなきステイト・ビルディング）を推進するかのいずれかであった。

議会主義の主張者章士別の採る方法も同様にエリート主義的であった。

章士別の構想する名望家政党における「党争」について章は次のように述べている。

「党争というのは政治生活におけるものなのであって、社会生活においてするものではない。

ふたりの意見が政談としては氷と炭のように溶け合わなくても、ふたりの情誼は社交においては

水と乳のように溶け合うのである。これは現在の文明各国ではいたるところで見られることであ

る（65）」。

このような表現に章の政治論の背後にあるいわば「一致」のための諸条件を共有しうる名望家

的なエリート主義を指摘することができよう。章は、中国は「国民の程度が幼稚な国だから極端

な民政はよろしくない」のであり、共和制は「多数政治」であるにもかかわらず「少数政治の精

神」を運用せざるを得ぬと説き（66）、「選挙人は必ず責任を負う資格のある階層（67）」であるべ

きだとして制限選挙を主張している。

「一部優秀分子」を政治の担い手とする章のエリート主義はその後の政治論にも存在したこと

が指摘できる。章の政治論においては、責任ある階層による名望家的エリート支配は一貫して前

提となっていたといえる。

章士別の場合、中華民国の現実に最も適当な政治の担い手をリアルに把握したという、政治的

リアリズムが、そのエリート主義の起源であろうが、さらに章が手本にしたイギリスの政治体制

についての理解がその背景にある。

章が頻繁に参照したバジョットの『イギリス憲政論』が描き出すイギリスの政治体制とは、

「上流一万人」lJp匹rtenthousadすなわち「同じ程度の教養や才能や精神をもった若干の人

びとないしその家族たち」、ほかの者から抜き出た「一流の家族」firstfmi1iesによる支配体

制であった。それは社会的名誉をもち「行政や支配を名誉的義務として遂行し得る能力」をもっ

た「名望家層」であり、「ジェントリ」と呼ばれる地方の地主郷紳層であった（68）。その点では、

英国の政治体制は、章士別の分権論的噂好にも馴染むものであった。章士別の議会主義的政治論

は、地方名望家による代議制的支配という、バジョット的な英国議会政治の中華民国への投影で

あったといえるのではないだろうか。

ところで、国民党の結成において合併という方法をとったことの意義は大きい。選挙が行われ

ない状況では「議席万能主義闘争（69）」、すなわち既存議席の獲得が重要となる。既存の議員を

自党へ組み込むことが最も確実、簡単な方法であった。また、多数の小党から出発し離合を繰り

返したため民国初期の政党間では「跨党」すなわちひとりの党員が複数の党籍を持つという現象

が広くみられた。こういった事情が合併を促進する要因となっていた。

当時は、国民党の元老格の指導者ですら政党政治の本質である多元主義的な政治原理について

十分に理解していたわけではなかった。1912年8－9月、北京に赴き衰世凱と会談した孫文と黄興

は、衰世凱および衰系の閣僚全員が国民党に入党すれば容易に政党内閣が完成するという理由で

蓑らの国民党入党を勧誘した（70）。結局は実現しなかったが、対抗勢力をも「合併」対象にする

この試みについて、章士別自身は椰橡を交えながら次のように述べている。孫文と黄興が「蓑世

凱、黎元洪、朱桂辛、越智庵、許静仁らを党員にしようとした。論理学でいう外延の拡大を求め

たのだが、内包がどうなっているかは考えなかった。黄興の方は現実には相反するものであるこ

とを全く考慮せず、様々な人に同一の名称を与えて混ぜ合わせて固めると純粋無垢の国民党がで

きあがると考えていた。孫文の方はキリスト教の教義のように、悪人であっても国民党に入党し

てその洗礼を受ければたちどころに善人になるのだと考えた。こうして民国元年から2年にかけ

て、国民党は兼容井包［すべてを受入れる方法］により、大変いさましく、大勢力をもつ、二つ

とない大政党になった（71）」。章士別としては政党に必要なのは、勢力の盲目的な拡大ではなく、

むしろ政策体系の同一性という結合原理であった。

章士別は政党の合併による二大政党体制創出のために、次のような方法を呈示していた。つま
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り、各党が代表者を出し、研究会を開き、さまざまな問題を研究し、ひとつひとつの問題につい

て可否の2つの意見が出てくるはずだから、すべての問題についての可否を集計したうえで調整

し、最終町こ2つの派に分けることにすると章は説く（72）。章士別の政党論は、多くをエドモン

ド・バークの所説に負い、その特徴を受け継いでいる。バークのいう政党とは、あくまでも議院

内の、議会政治家が観点の共有によって結合した団体であり、議会の外部にいるメンバーを組織

化したわけではなかった。「トクヴィルの用語法では、バークの政党はまだ〈貴族政的〉政党で

あって、〈民主的〉な政党ではなかった（73）」という評価は章士別の場合にも適合する。

国民党結成の動因のひとつとして章士別の影響が指摘できるわけであるが、章士別の方法は、

より大規模な社会勢力の政治参加を拡大し、それを政党へと吸収してゆく、すなわち政党自ら政

治資源の拡充を目指すという方法ではない。それはむしろ政策の可否をめくって既成党員・既成

議員を再編成してゆくという方法である。したがって合併という方法は、大衆的な組織政党では

なく、むしろ議員集団を基礎とした院内政党にふさわしいものであり、政治に対するエリート主

義的な考え方を反映していると思われる。

実際、合併によって成立した国民党には、エリート主義的な性質を見出すことができる。国民

党宣言は国民主権を明記してはいるが、同時に「実際にその統治権を左右するのは、常に優秀特

出の少数の国民である。法律においては、この少数の優秀特出なる者が議会と政府とを組織する

ことによって、全部の国民を代表する。事実においては、この少数の優秀特出なる者が集合して

政党となることによって、全部の国民を指導する（74）」と規定している。国民党が合併によって

成立した背景には、このような国民党のエリート主義的な性質を見出すことができよう。

民国初年の第1回国会選挙では、参議院議員（主に各省議会から選出議）274名、衆議院議員

（主に各省毎に人口80万人に対して1人選出）596名が選出されることになった。参議院の被選挙

資格は衆議員の被選挙資格を有する30歳以上の者とされ（「参議院議員選挙法」第3条）、衆議

院の被選挙資格は、満25歳以上の中華民国国籍の男子が有すると定められていた（「衆議院議員

選挙法」第3条）。衆議院の有選挙権者は、選挙区に2年以上居住する滴21歳以上の中華民国国籍

の男子で、かつ2元以上の直接税納付者か、500元以上の不動産の所有者か、小学校以上の卒業者

かそれと同等の資格をもつ者のいずれかであることが求められ、4000万人以上がこれに該当し、

総人口の9．98％を占めたようである（75）。

選挙結果をみると、政党別では、国民党が参議院の亜．罰（132議席）、衆議院の45％（269議

席）を占め、ライバル政党である共和党（参46＋衆120議席）、統一党（6＋18議席）、民主党（

8＋16議席）を大きく引き離した（国会開会後、共和、統一、民主の3党は合併して進歩党となっ

た）。注目すべきは政党間に共通な次のいくつかの特徴である。

当選者についてみると、①51．飢以上が進土・挙人・責生・生員の資格をもつ郷紳階層の出身

者であり、②留学経験者（大多数が日本留学）51．7‰新式学堂出身者が28．％を占め、8割近く

が近代的教育を受けている。また③当選者は、7割以上が官僚と諮議局議員であるなど政府経験

を有しており、④富裕な家庭の出身者が多く、⑤当選者のほとんどが国民党か進歩党のいずれか

の党籍を有しており、そして⑥平均年齢が36歳ときわめて若い議員が大半を占めた（76）。総じて、

伝統的で保守的な階層の出自の、近代的教育を受けた進取の気性に富む人材の集団であったと言

える。これが、章士別らが議会主義政治論を主張するさい、彼らの脳裏にあった、その具体的な

担い手たちの姿であった。

（4）進歩党の結成と二大政党体制

第1回の国会議員選挙における国民党の優勢が予想されるなか、国民党のライバル政党である

共和党と民主党の合併が模索されていた。選挙結果は、衆・参両議院をあわせて、国民党が392

議席を獲得したのに対し、共和党が175、統一党が24、民主党が24の合計223議席を獲得したにと

どまった。民主党の梁啓超は「わが党は敗れた」と落胆の辞を娘に書き送っている（77）。国民党
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の圧勝は両党合併の実現を加速させることになり、民主党、共和党、統一党の合併によって進歩

党が成立した（78）。

1913年4月に正式国会が召集されるや、両院議長の選出が課題となり、3党の議会内部での合同

が必要となった。かくして、参議院議長戦では議長・副議長はそれぞれ張継・王正延が選出され

国民党が勝利したが、衆議院議長・副議長には湯化龍（民主党）・陳国祥（共和党）を選出する

のに成功したのは、3党の協同活動の結果であったと推測される。

進歩党の正式成立大会は、1913年5月29日、北京で挙行された。理事長に黎元洪、理事に梁啓

超、張書、伍廷芳、孫武、那彦図、湯化龍、王廉、蒲殿俊、王印川が就任した。

民主党の領袖として進歩党結成を推進した梁啓超の場合、中華民国の国家建設のための政治統

合という点では、政党内閣の樹立、健全な政党政治の達成、エリート主義と二大政党体制の主張

など、その多くを宋教仁・章士別と共有していた（79）。

梁の思考にあっては、国家建設の担い手が少数のエリートであることは、政治的民主化の進展

と矛盾しなかった。政党がエリートを吸収する装置となり強力なリーダーシップを揮うことで参

加の拡大を実現してゆくことが想定された。民初の政党のエリート主義的性格が持つ意義の説明

として次の指摘は有意味である。すなわち「新興諸国における政治が、本質的にエリート主義で

あり、またマスの政治的忠誠が主として種族集団や地域集団にパロキアルにむけられることを認

めるのであれば、新興諸国における政治的安定、政治統合を推進するには、エリートの集団的結

合性をますことが決定的に重要である（80）」。

民初中国の政治統合にとって「決定的に重要」なエリートの集団的結合性を保障するのが政党

であると梁啓超は考えた。民初の政党がエリートの集団であったとしても、それは必ずしも隔絶

型支配の再来をのみもたらすわけではない。徐々にではあるが、政党のもつ利益集約の機能と、

啓蒙の機能とによって、政治参加の拡大と組織化を導く方向へ発展してゆく可能性が存在したこ

とは否定できない。

采と梁の政治論が共有しうるのは、エリート主義、二大政党体制の確立であり、そしてその前

提としての多元主義政治社会の形成である。そしてこの点こそが民初政党政治が離陸しうるか否

かの鍵となったのである。

章士別の「党徳」の重視は、政党が反対党の存在を承認し、反対意見の合理性を承認し合わね

ばならぬことなのであり、反対の制度化を確立するための政治的寛容の必要を説くことであった。

この反対の制度化が成立する基盤は、「多数によって否定された後にも、敗者が自己の原理を公

に支持する権利（81）」にある。このような反対の制度化は議会主義発展のまだ貴族主義的色彩を

残している一定時期に出現するものであり、そしてそこでは、同意の獲得のための説得という手

段の行使において「個人の自由にたいする深遠な意識からうまれた倫理性（82）」が要求される。

「党徳」とはまさにこの自由主義的な「倫理性」であり、それは中国における議会主義発展のた

めの必要条件であった。

二党体制の樹立は政治参加の要求を徐々に拡大し安定させる第一歩であるはずだった。国民党

と進歩党とが新しい社会勢力の参加の要求を組織的に制御し誘導し、二党体制による政党内閣制

を確立しえたとすれば、中国現代政治史ははるかに異なる様相を呈していたであろう。

小結

責任内閣制の樹立とは、政府は議会から発生し議会に対し責任を負うという議会主義による政

治原則の確立である。辛亥革命以前の議会をめくる議論はそれをあくまで制度と見なしていた。

議会開設の是非は政争の焦点とはならず、議会についての言及頻度の高さにかかわらず、制度を

支える議会主義政治の多元主義的な本質と、国民と議会との関係、議会と内閣との関係などの議

会主義の政治原理については、なお曖昧なままであった。
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イギリスからの帰国直後に章士別が問題としたのは「政府の形式」をいかにするかということ

であった。章の関心は「形式」にあり、それはいかにして民国に共和国としての実質を与えてゆ

くかという問題ではなく、「内閣政治」か「総統政治」かという二者択一の問題であった。

章士鋸の場合、その理念的制度は容易に発見できた。それは留学先のイギリスにおいて文献と

現実の双方において体得したものであった。章が「目撃」したのは、1867年の第2次と、1884年

の第3次の選挙法改正を経て、下院がいよいよ強力になりつつあるイギリス憲政の実情であり、

そして、たとえばアイルランド自治案をめくる自由党と保守党の論争と問題の処理法であった。

「国家組織の一部分」にしかすぎぬアイルランド問題でさえ、「全国一致して、全面的な計画を

たてる（83）」ことのできる政治組織に章は感嘆した。ダイシーの『憲法論』と『法律と世論』、

そしてバジョットの『イギリス憲政論』が、その制度の本質を解明してくれていた。ダイシーは、

イギリス国家体制の最も根本的な原理は「国会主権」、「法の支配」、「憲法習律」であること

（84）を、またバジョットは立法権と行政権の融合、すなわち内閣制度がそれであることを教えて

くれていた。そして、双方とも英国の保守主義的伝統を継承する政治思想家であったことも章士

別の噂好に合うものであった。その点は章が政党諭として依拠したバークの場合も同様であった。

「国家」を不変至上のものとし、「政府の形式」を問題視する章士別は、「国家」と「政府」

について次のように述べていた。「国家によって憲法が編成され、憲法が定まって政府の形式が

生じる。政府は憲法の条文によって、憲法の意図するものを体現し、統治を実施するのである。

したがって、政府は憲法から生ずる。国家は憲法より生ずるのではなく、国家が憲法を造るので

ある。憲法が国家を造るのではなく、国家があって後、憲法があり、憲法があって後、政府があ

るのである（85）」。

近代政治学の知見では、絶対君主に取って代わったネイシヨンが憲法制定権力の主体として憲

法を制定し、そして憲法によって法的構造体としての「国家」を構築する。すなわち上の章の見

解とは逆に、憲法が国家をつくる、という理解に立つ。

章士別の見解をあえて解釈すれば、ネイシヨンなきステイト・ビルディングを行なう使命を担

うエリート層が、それゆえに中華民国（臨時政府）を形成する憲法制定権力の基盤を不明確にし

たまま、エリート層の結合力をもってその基盤に代替させる、という方策を選択した、というこ

とであろうか（86）。エリート層の結合力を保障するのが、自由主義的な倫理性の要求であり、そ

の具体的な指標が健全な政党政治の発展に求められた。

エリート主義と自由主義と法の支配を前提とする章士別の議会主義的政治統合論は、しかしな

がら、方法として大きな欠陥を抱えていた。それは軍事力による統合の必要と、軍事力の管理の

問題に対する配慮の欠如である。この問題を曖昧なままにすることは、憲法制定権力の主体が何

であるかということ、すなわち主権の所在はどこかということを不明確なままに残すことであっ

た。そのために軍隊の問題は捨象したまま、政治統合の基盤を模索することになった。かくして、

軍隊管理の問題、軍事力による政治統合の問題は隠蔽されたまま顧みられなかった。

「約法体制」とは、人の頭を叩き割る代わりに人の頭の数を数えるという、軍事力なき政治統

合、あるいは自由主義的倫理性の獲得によって軍事力の問題を棚上げにしたまま、共通の政治社

会の基盤を有するエリート層と、二大政党政治と、議院選挙と、責任内閣と、中華民国憲法と、

そして「威厳ある部分」にすぎない大総統とによって政治統合と国家建設を行なうという議会主

義的体制であったといえよう。

換言すれば、「約法体制」とは、軍事的統合の問題を捨象したまま、エリートの結合力と「法

の支配」による政治統合を目指す、フイクシヨナルな政治体制であった。比喩的な表現をすれば、

「約法体制」という議会主義的容器の内部には溶岩のような暴力主義が溢れており、これを凝固

させるには制度化を着実に推進するための冷却期間が必要であった。だが議会主義政治はそのた

めの充分な時間を確保できなかった。

あらゆるイデオロギーは統合的機能をもつと考えられるが、自由主義的な倫理性を要求するこ

とは、その統合の力を比較的弱体なものにすることでもある。それは統合に対して前提としての

「不一致」あるいは政党政治といった分裂的な要素をもちこむことを意味している。「党徳」の

提唱は、議会主義発展の重要な契機となったかもしれないが、逆にその統合力の弱きゆえに、中
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国の統一と集権的中央政府を完成させるにはかなり長時間の発展を必要とする悠長な方法の提起

でもあった。

章士別には外来の政治制度の借用に対する中国の政治社会の適応能力に関して全く疑念がなか

ったわけではなかった。章士別はあるべき政党の原則を提示した際、政党とは「国家の陰患」た

る「徒党」とは全く異なるものであることを真っ先に掲げていた（87）。また、中国の場合、英国

とは異なり、「急進派を自称するものは、誰彼なく攻めたて、言葉を選ばず罵倒するだけの、す

くかっとなる短気で無知な人物が多く、穏健派を自称するものは、こじつけては人の隙につけこ

み、デマを飛ばして人の欠点をあげつらう、陰険で悪辣な人物が多い（88）」と指摘するなど、中

国の政治的環境の悪質な側面もみえており、誕生間もない中国の政党政治が、党派主義による派

閥政治に堕してしまう危険性を強く感じていた。

対抗しあう政治勢力が自らの軍事力をもっている場合、政治的敵対が、議会内部で処理できる

範囲を逸脱してしまい、やがて議会の存在が無力化されるという事態をまねくことになった。現

実の政治史上においては、充分に機能する政党内閣を樹立することすらかなわず、結局は政治問

題を効率的に解決してゆくこともできず、議会主義的政党政治は新しい権威の創出に失敗し、革

命後中国の政治統合という課題を達成することは不可能となった。その事情については次章で検

討すべき課題である。

宋教仁の暗殺後、章士別はルソーの社会契約論にもとづき、蓑世凱対する武力討伐に奔走する

ことになるが、これは更に後の章で取り扱うべき問題である。

［註］

（1）「章行厳啓事」『民立報』1912年2月11日。

（2）滞英中より章士別は『民立報』の駐英国通信員を務めていた（「慨言（二）」『民立報』

1912年8月25日）。『民立報』時期の章士別に関しては、後藤延子「民立報期の章土釧」信州大

学人文学部特定研究報告書『文化受容とその展開』1985年3月。同「民立報期の章士別（続）」

『信州大学人文学部人文科学論集』、第20号、1986年3月。同「民立報期の章士別（完）」『信

州大学人文学部人文科学論集』第23号、1989年3月を参照。現実政治の諸問題と章の言論との関

係を丹念に跡づけている。

（3）曳公振『中国報学史』商務印書館、1927年、45責。『民立報』は南北統一後まもなく同盟会

の機関紙となった（渇自由「上海民立報小史」『革命逸史』第3集、350貞）。『民立報』の歴史

については、洪喜美「民立報与辛亥革命」『国史館館刊』復刊第16斯、1994年6月、を参照。

（4）行厳「論反対清帝遜位条件事」『民立報』1912年2月11日。

（5）宋教仁に関する研究は、近年、孫文派以外の同盟会指導者の研究とともに進展してきた。宋

教仁評価に関しては、松本英紀「孫文とその周辺」狭間直樹・森時彦編『中国歴史学の新しい波

一辛亥革命研究について－』霞山会、1985年、164貢を参照。また、宋教仁の伝記的研究として

は、さしあたって次の文献を参照した。K．S．Liew，Stndefbr戊従犯花町y：蝕喝’tuaojen

amltZx21911α血se飽和luti00，CalifomiathiversityPress，1971．呉相湘『宋教仁一中

国民主憲政的先駆』伝記文学出版社、1971年5月。陳旭麓・何沢福『宋教仁』江蘇古籍出版社、

1984年。宋教仁の研究は多くの蓄積があるが、とくに近年の新しい宋教仁研究としては以下の研

究がある。狭間直樹「宋教仁にみる伝統と近代－《日記》を中心に－」『東方学報』第62冊、

1990年3月。田中比呂志「宋教仁の『革命』論」『歴史学研究』609号、1990年8月。同「民国元

年の政治と宋教仁」『歴史学研究』615号、1991年1月。横山宏幸「中国における議会政党政治の

挫折一¶属国初期の革命政党と議会政党－」『法学研究（明治学院大学）』第5け号、1993年3

月。またとくに宋教仁の責任内閣政論を概観したものとして、李益然「宋教仁力主責任内閣制及

其失敗」『史学月刊』1981年第5期、がある。

（6）陳職「庸書」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　戊成変法』第1集、上海人民出版社、
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1953年、245貢。

（7）上下通の観点から靖夫の議会制論を概説した論考として、方覚「“通下情”与“開民智”的

歴史作用－従清末変法運動的議会観看中国近代議会史」『政治学研究』1986年3月、を参照。

また当時の議会論については、宋徳華「論“君民共主”」『華南師範大学学報』社科版、1987年

第1期、および熊月之『中国近代民主思想史』上海人民出版社、1986年などがある。

（8）清末の立憲運動と新政期の立憲化政策についてはさしあたって以下を参照。章慶遠・高放・

劉文源『清末憲政史』中国人民大学出版社、1993年。張朋園『中央研究院近代史研究所専刊（24）

立憲派与辛亥革命』中央研究院近代史研究所、1968年。侯宜禿『二十世紀初中国政治改革風潮一

一靖夫立憲運動史』人民出版社、1993年。恥LlglasR．蜘1ds，α止血，J戯掛」以2ご鮎

Xi軸飴volufionazd如，Ihrvardu止versityPress，1993．
（9）「新中国建設問題」1911年11月、『飲氷室合集』文集之二十七、45貢。

（10）「責任内閣釈義」『飲氷室合集』文集之二十七、ト10貞（原載『国風報』第2年第4期、1911

年3月11日）。清末期の梁啓超の政治論については以下の論文を参照。坂出祥伸「梁啓超の政治

思想－日本亡命から革命派との論戦まで」『関西大学文学論集』23－1、1973年。楠瀬正明「梁

啓超の国家論の特質」『史学研究』第132号、1976年。楠瀬正明「清末における立憲構想－梁

啓超を中心として－」『史学研究』第143号、1979年。木原勝治「靖夫における梁啓超の近代

国家論」『立命館文学』第418－421号、1980年。弄泳峯「清季梁啓超的言論及其転変」中華文化

復興運動推行委員会編『中国近代現代史論集』第16編清季立憲与改制、台湾商務印書館、1986年。

（11）都容「革命軍」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集、上海人民出版社、

1957年、361貢。

（12）辛亥革命の収束は社会秩序の維持安定を画策する革命党の穏健派と立憲派中の進歩派との妥

協の産物であり、各省諮議局議員を中心とした「紳士階級」の意志によるものであったことにつ

いて、最近の研究として、張朋園「立憲派的『階級』背景」『中央研究院近代史研究所集刊』第

22韓、中央研究院近代史研究所、1993年6月、227－228貢を参照。

（13）楊幼桐『近代中国立法史』台湾商務印書館、1935年初版、1966年増訂版、82－84責。胡漢民

「胡漢民自伝」『革命文献』第3韓、56責。

（14）胡漢民、前掲、64貢。この論争については、中村義「南京臨時政府とその時代一宋教仁・胡

漢民論争を中心にして」『東京学芸大学紀要（社会科学）』24号、1972年、を参照。孫文の軍政

府による軍事独裁体制樹立の構想と、その背景にある代議制に対する不信感については、横山宏

章「中国における議会政党政治の挫折－民国初期の革命政党と議会政党－」『法学研究（明

治学院大学）』第50号、1993年3月、を参照。宋教仁らの「議会政党政治」と孫文らの「革命政党

政治」を明確に対照しつつ、民国前期の政治史を描いている。

（15）楊幼畑、前掲、87貢。91～92貢。

（16）張晋藩・曽憲義『中国憲法史略』北京出版社、1979年、302貢、110貢。

（17）宋教仁「我的歴史」陳旭麓主編『宋教仁集』中華書局、1981年所収、1906年1月7日（562貞）

、1906年1月20日（565貞）、1906年7月12日（620貞）。

（18）行厳「解惑篇」『民立報』1912年7月20日。

（19）章士別「与黄克強相交始末」『辛亥革命回憶録』第2集、中華書局、1962年、142責。銭基博

『現代中国文学史』近代中国史料叢刊続編、第83韓、文海出版社、397責。呉相湘『宋教仁一中

国民主憲政的先駆』伝記文学出版社、1971年5月、下冊、231貢。

（20）白書庵「記章士別先生」『長沙県文史資料』第3韓、1986年、58責。

（21）『民立報』の章士別の署名記事にみえる欧米文献の引用頻度は、あまり厳密ではない調査に

よる結果ではあるが、おおよそ以下の通りである（人名のあとの括弧付き数字は頻度数である）。

ダイシー（20）、バジョット（8）、ローウェル（8）、バージェス（7）、バーク（6）、トクヴィル（4）、

プライス（3）、ベンサム（3）、メーン（2）、ジェンクス（2）。尚、1回を数えるものに以下のものに、

アリストテレス、オーステイン、カルホーン、グナイスト、ソクラテス、シェーラー、ジャクソ

ン、チョーサー、プライス、プラトン、フリーマン、ヘーゲル、マーシャル、ミル、メイ、モン

テスキュー、リーコック、ルーズベルトがあり、1回で未詳のものに、鄭伯思、安孫、葛徳努、
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拘哲思、席黎、馬寄里、皮師立、産土勃雷、蘭土達文、曳文斯密がある。この結果から、ダイシ

ーについての言及が圧倒的に多く、僅少差でならぶバジョット、ローウェル、バージェス、バー

クがそれに続くことが判明する。辛亥革命前後の西洋政治学説の輸入に関しては、宝成関「論辛

亥時期西方政治学説的引進与伝播」『近代史研究』1992年第6期、などがある。

（22）行厳「国体与政体之別」『民立報』1912年2月28日。

（23）尚、章は後日、「内閣制」「総統制」を飴binetSystem，PresidentalSyst軌としている

（行厳「総統責任制」『民立報』1912年5月14日）。「総統政治」とは「大統領政治」と訳すべ

きであるが、以下、歴史的名辞として「総統」の語を用いる。

（24）行厳「共和略説」『民立報』1912年2月13日。

（25）行厳「共和略説」『民立報』1912年2月13日。

（26）バジョット「イギリス憲政論」小松春雄訳、『世界の名著72』中央公論社、所収、77貞0な

お、バジョットの経歴と思想、および『イギリス憲政諭』の内容と評価については、中村英勝

「バジョットの『イギリス国制論』について」『イギリス議会政治史論集』東京書籍、1976年、

第6章、を参照。

（27）行厳「新総統与内閣政治」『民立報』1912年2月21日。

（28）章士別「内閣制与総統制」『民立報』1912年3月8日。

（29）宋教仁「復孫武書」（原載『民立報』1912年7月4日）前掲『宋教仁集』405貞0

（30）宋教仁「国民党湘支部歓迎会演説辞」1913年1月8日（原載『長沙日報』1913年1月9日）同上

『宋教仁集』上組6貢。

（31）宋教仁「国民党都支部歓迎会演説辞」1913年2月1日（原載、察寄鴎『郡州血史』龍門聯含蓄

局、1958年）同上『宋教仁集』456責。

（32）行厳「北京之政情有何憲法上之意味乎」『民立報』1912年5月5日。

（33）行厳「吾国政治現象之怪情」『民立報』1912年6月5日。

（34）行厳「吾国責任内閣制之難達成」『民立報』1912年6月19日。

（35）行厳「約法与総統」『民立報』1912年6月27日。

（36）行厳「総統与総理権限問題」『民立報』1912年6月24日。

（37）行厳「唐総理出京之真相与民国憲法之前途」『民立報』1912年6月22日0

（38）行厳「参議院与行政部之関係」『民立報』1912年6月25日。

（39）行厳「唐総理出京之真相与民国憲法之前途」『民立報』1912年6月22日0

（40）章士別「集権分権之討論」『民立報』1912年8月12日。

（41）石川忠雄「清末及び民国初年における連邦制と省制論」『法学研究』第24巻第9・10号、1951

年。

（42）謝彬『民国政党史』1925年、文星書店、1962年、34－52貢。

（43）行厳「政党与党綱」『民立報』1912年2月24日。章自身は言及していないが、弓憫部の出典

は、バークの日動l威tsm鹿加盟nt蝕の地雨S一一である0中野好之訳『現在の不満の原

因・崇高と美の観念の起源』（バーク著作集1）みすず書房、1973年、275責、を参照0

（亜）行厳「上海何故発生多数之党派乎」『民立報』1912年2月27日。

（45）行厳「毀党造党之意見二」『民立報』1912年8月7日。

（46）行厳「政党内閣談」『民立報』1912年7月7日。

（47）行厳「政党政治之唯一条件」『民立報』1912年7月1日。

（亜）行厳「政党組織案」『民立報』1912年7月15、16、17、19日。

（49）行厳「政党政治唯一之条件」『民立報』1912年7月1日。

（50）行厳「論北京報館衝突事」『民立報』1912年7月10日。

（51）行厳「政党組織案」『民立報』1912年7月15日。

（52）Liew，呼．C克．，搾．173－6．『宋教仁集』418－9責。また特に、民生主義を焦点にして同盟会の
解体過程を論じたものとして、久保田文治「辛亥革命と孫文・宋教仁一中国革命同盟会の解体過
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第3章　第二革命における章士別の討蓑運動

はじめに

第1節　章士別の北上

（1）張振武殺害事件

（2）総統責任問題

（3）衰世凱幕下の章士別

第2節　武力解決論の台頭

（1）国民党の分裂と議会主義からの後退

（2）武力北伐論の再燃

第3節　第二革命と章士別

（1）章士別の討蓑工作

（2）第二革命の発端

（3）南京討東軍の章士別

小結

はじめに

中華民国初年の議会、すなわち北京の臨時参議院は、「国会組織法」と「議員選挙法」を制定

し、正式国会を用意することを使命としていた。同時に、異議申し立ての機関として、行政府に

対するチェック・アンド・バランスの機能をも果たしていた。

大総統との紛争によって倒閣した唐招儀内閣の後継内閣樹立にあたり、参議院は、大総統の国

務院任命には参議院の同意がいる（第34条）、国務院が参議院の弾劾を受ければ大総統はその職

を免ずる（第19条12項）、という「臨時約法」の規定を武器に抵抗した（1）。総統府と国務院の

対立が、1カ月余りにわたる総統府と議会との角逐をもたらした。紛糾のあげく陸徴祥内閣が成

立するのは8月上旬であった。8月下旬の張振武殺害事件が議会と大総統および新内閣との関係を

さらに悪化させた。事件に関する政府側の回答に議会は不満を表明し、国務総理と陸軍総長の弾

劾案を提出しようとした（定数不充足で可決せず）。議会の抵抗に直面した新任総理は病気を理

由に出仕せず、結局、陸徴祥（9月22日に辞職）にかわり趨乗鈎が国務総理に任命され（8月20日

より代理総理）、陸内閣はわずか3カ月で倒閣した（2）。

このように不安定な政局がつづく間に議会は「国会組織法」「議員選挙法」を通過させた。8

月末には国民党の拡大改組が行われ、大勢は正式国家を呪んだ選挙戦へと収束していった。議会

政党としての国民党は第1回国会選挙に圧勝し、政党内閣の確立による中国の統合と安定とが達

成できるかにみえた。しかしながら宋教仁の死を画期として、ほかならぬ国民党が第二革命とい

う内乱へ突入してゆき、中国の法治国家としての制度化推進の努力を放棄してゆかねばならなか

った（3）。

本章では、張振武事件を契機に衰世凱に接近し、その後、討衰活動に奔走し江蘇討東軍総司令

部秘書長として第二革命に参加した章士別が果たした役割を明らかにし、議会主義政治という観

点からみた第二革命の歴史的意味について考察する。

第3章　晦46



第1節　章士別の北上

（1）張振武殺害事件

1912年8月15日夜、黎元洪の依頼で来京していた張振武が部下の方稚とともに逮捕され、同日

深夜のうちに処刑された。張振武殺害事件である（4）。この事件が、『民立報』主筆として健筆

を揮っていた章士別の大きな転機となった。

唐招儀の総理辞職以来国内では第2の革命が提唱されるなど反政府気運が顕在化しており、と

くに湖北省では破壊活動が頻出していた。張振武は退役軍人であったが辛亥の武装蜂起に功績あ

る人物として軍内に隠然たる影響力をもっており、いわば湖北反体制派の指導者と冒されていた。

湖北都督の黎元洪は北京へ張振武を派遣する、一方、密竜によって張の処刑を蓑世凱に委嘱した
（5）

張振武は衰世凱大総統の発した命令に段祓瑞陸軍総長の副署・承認を得て、陸建章軍政執法処

総長の監督下で即刻処刑されたのであるが、これが正当な法定手続きを経ぬ違法行為であること

が参議院で問題とされ、その後2週間の議事はこの問題をめくってなされた。

8月28日参議院では「約法を無視した挙動であり、非立憲的行為である（6）」として陸徴祥総理

と段祓瑞総長に対する弾劾案が国民党議員団によって提出され、同時に「明らかに約法を破壊し、

民国に反逆する大悪人である（7）」として黎元洪の違法行為調査案が提出された。非難は衰世凱

にも向けられた。若き同盟会員戴季陶は「蓑は武力で張振武を殺し、黎は蓑世凱の武力を借りて

張振武を殺した。……卵では石に立ち向かえない。空言では実力に対抗できない。武力で法律を

破壊する者にはやはり武力で処罰してゆくだけだ（8）」と述べ蓑政府に対する武力攻撃を唱えて

いる。

このような政府攻撃に対して反論がおこり、黎元洪膝下の湖北軍界は政府に対する弾劾は民国

を打倒することであると議会を非難した（9）。こうして張振武殺害事件は、唐紹儀内閣の倒壊と

並ぶ民国初年の政治的大問題となった。

（2）総統責任問題

張振武殺害事件が政治問題化したとき、章士別の提出した解決策は明快であった。責任内閣制

においては総統は責任を負わないのだから責任は内閣にあって総統にはないこと、そして約法に

は人身保護の規定はあるが手続きについての規定がないので、今後不当逮捕をなくすために、参

議院は英国の人身保護法に相当する「出廷状」案を可決すべきことが章士別の答えだった（10）。

総統に行政上の責任はなく、内閣が責任を負うべきだという主張は章士別の持論である責任内

閣制の原則であり、大総統を英国の君主のごとく政治から隔離することを志向している。章は古

代ローマのデイクティター以来の元首の性格を議論しながら、中国の総統制は議会が総統（大統

領）の失策の責任を問えぬアメリカ型のものではなく、議会が内閣を操縦しているフランス型の

性格をもつものであることを強調している（11）。

章士別は内閣を総統府の私的専有物から議会の掌中に取り戻そうとしているのであり、また法

秩序の制度化を推進しようとしているのである。この意味において章士別は蓑世凱を法的存在た

る「約法体制」下の大総統として制度的側面から把握してゆこうとしている。しかしながらこの

主張が周囲からはむしろ個人としての、あるいは政治勢力としての蓑世凱を擁護するものだと受

けとめられた。

章は当時「同盟会員ではなかったが、同盟会の機関紙である上海『民立報』を主宰しており、

南京政府の政策を論駁することが多かったので、ひどく同盟会員に恨まれていた（12）」。総統責
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任問題における章の責任内閣制の原則への固執が、同盟会からの章への攻撃に拍車をかける結果

となった。

まず同盟会内部から章士別に対する攻撃が現われた。殊に衰世凱政府に敵対的な『民権報』か

らの攻撃は厳しかった。当時孫文の秘書であり『民権報』の編集者でもあった戴季陶は、「行厳

［章士別］は衰世凱を責めようとしないが、衰世凱がこわいのか、それとも蓑世凱を擁護してい

るのか（13）」と述べ、柏鍼は「『民立報』の記者章行厳は、専制総統に請った甲斐があって、つ

いに総統府の顧問になったというニュースがある（14）」と述べ名指しで章を攻撃している。

章士別への攻撃はやがて『民立報』全体への攻撃に転じ、章士別は仲間の慰留を振り切り、

「私が同盟会員でないことから今後ますます問題が多くなるだろう。私の持論が同盟会の少数の

人と合わなくなっても、同盟会の機関紙を借りて同盟会の陣営を攻撃することになれば、それは

同盟会の敵の回し者になることだ。私は道徳勒こも自分で納得がゆかないので辞職を決意したの

だ（15）」と辞職の理由を語り、8月24日を最後として『民立報』を去った。

張振武殺害事件は蓑世凱の南方への軍事進攻に対する同盟会内部の危機意識を増大させ、強力

な内閣を求めて同盟会を国民党に改組した宋教仁とともに、宋を理論的に援護している章士別が

非難されるにいたった。戴季陶のように革命主義的な立場にあるものにとって、章士別の考える

ような議会主義的制度化の主張は衰世凱を擁護してゆくこととほぼ同義であると見えたとしても

無理はない。ここに章士別の論敵は革命主義的「激烈分子」としても立ち現われ、後の調和論に

よる批判対象のひとつとなってゆくのである。

（3）衰世凱幕下の章士別

1912年8月末から9月末まで、孫文、黄興など国民党幹部が北京を訪れ蓑世凱の歓待を受けてい

た。孫文らは衰世凱との協力関係樹立を求め首脳会談を繰り返していた。ために張振武事件の責

任追究はなおざりにされた。

1912年9月、章士別は「技手傍観の人」を意味するイギリスの『スぺクティター』および「独

立」を意味するアメリカの『インデペンダント』になぞらえ上海で『独立周報』を発行する（16）。

再び不偏不党に身を処し、「独立を旨に、阿訣追従せず、人が言いたくても言えないことを言っ

たので、その文章は人の心を打ち愛謂された（17）」と言われる。若き李大別はその熱心な読者で

あった。まもなく『独立周報』は、協力者の王無生が衰世凱の資金援助を受けていることが判明

し、章は意欲を失い筆を掴くことにした。張振武事件に由来する誹誘中傷のため上海も居心地が

悪く、1912年冬、天津を経て北京へ向かった（18）。

天津に到着した章士別は、『庸言報』館に梁啓超を訪ねている。以前、東京亡命中の章士別は、

梁啓超が政聞社を組織したとき、徐仏蘇、黄興を介して会談したことがあった（19）。やがて章と

梁とは第三革命のさいともに軍務院を組織するなど政治的な協力関係をもつことになる。

当時、梁啓超は十数年におよぶ亡命生活を終えて帰国したばかりであった。梁との会見には熊

希齢と楊度が同席した。梁啓超は章士別に対し、「国民党は鋭意内閣制を立てて、衰世凱を押さ

えようとしている。憲法起草権を掌握すれば、緩めるのも絞めつけるのも思いのままだ。だが衰

世凱はこれを憎んでいる。わが党［民主党］はどの道を行くべきかわからない。君には、この災

厄を取り除く案が、何かおありか」と尋ねる。章は梁啓超の机上に漢訳のプライス著『民主政治』

2冊があるのをみてとり、プライスのフィラデルフィア会議の一節を読んでみるように勧めた。

数日後の『庸言報』では、梁が、アメリカの建国を中国の先例とし中国にワシントンが現われ対

策を講じるのがよろしいと主張した（20）という。梁啓超は当時、1787年5月のフィラデルフィア

会議においてワシントン、フランクリン、ハミルトンらが合衆国憲法を起草した事情を紹介して

いる（21）。

章士別は楊度の勧めで「やむを得ず」衰世凱に会い（22）、「やがて私と蓑は日を追って親しく

なるが、しだいに蓑の秘事に預り、私は内心では疾しさをつのらせ苦しみを免れることができな

かった（23）」と当時を回想している。「蓑の秘事」とは帝制復活を指している。
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当時、憲法を利用した帝制化を考えていた衰世凱は、憲法に造詣の深い章士別が国民党から排

斥されたのを好機として丁重にもてなした。章は錫拉胡同に邸宅を与えられ、章が望めば、総長

でも公使でも就任することができ、宿舎の大きさも選ぶがままで、経費は無尽蔵に使うことがで

きたという。章士別に求められたのは憲法を主管することだけだった（24）。

朝鮮時代に呉長慶の営長を勤めた衰世凱は、章士別が呉長慶の孫娘（呉弱男）の婿であること

から章を身内の者として扱い、大事を託そうとしたという理由もあった（25）。

蓑世凱は厳復の後任として章士別を北京大学校長に任命することを政府公報に発表したが、章

士別はこれを固辞し就任しないままとなった。その理由としては、「大学者」でもないのに、若

干36歳で最高学府の長になるようでは、国際的な笑い話になってしまい軽蔑されるだけである

（26）ということと、革命党は自ら裾帯官［妻の実家の関係でえた官職］となって汚れてはいけな

いという考えからであった（27）。

自らの政治勢力を持つことのなかった章士別は、自己の政治論を実現すべく、いわば庇護者・

パトロンとして、時の政治的実力者の側近・幕僚となる必要があった。これが章士別の処世上の

ひとつの特徴であった。民国初年に衰世凱に認められ、その招碑に応じたのも、そういった章士

別の個性の特色を示すものであった。

1913年3月20日、来る国会の開催地北京へ赴く途上、宋教仁は海寧鉄道上海駅で狙撃され、3月

22日死亡した。宋教仁暗殺事件はただちに政治問題化し、1カ月後の4月25日、江蘇都督程徳全、

江蘇民政長応徳閻により、宋教仁暗殺事件の証拠が公開され、国務総理超乗釣、内務部秘書洪述

祖ら政府内部の人間が容疑の線上に浮かびあがり、さらにその背後には衰世凱の意志があること

が見通されていた（28）。

章士別によれば、衰世凱との決定的な訣別はやはり宋教仁暗殺事件を契機にしていた。章士別

が蓑世凱と会食していたとき宋教仁の訃報が総統府に届いた。そのとき衰世凱は、宋教仁暗殺事

件の犯人は、宋の抹殺によって国務総理就任を狙う黄興だとしたことに対し章士釧は憤慨し、た

だちに衰世凱のもとを去り上海に馳せ返った（29）。

上海に帰った章士釧は、黄輿と孫文に蓑の帝制化計画を告げた。武力討伐を主張する章土釧に

対し、黄は衰世凱は専横だが皇帝になることはありえないと懐疑的であり、孫文は章の武力行使

の説を歓迎したが、章の蓑批判は過激すぎると語った（30）。その反応に差はあったが、こうして

章士別の討蓑運動が始まった。

第2節　武力解決論の台頭

（1）国民党の分裂と議会主義からの後退

4月25日、宋教仁暗殺事件の証拠公開後、国民党の意見はほぼ政府攻撃に傾いた。4月27日、衰

世凱は国会の批准を得ないまま、英仏独露日の5ヶ国銀行団と2500万ポンドの「善後大借款」を

締結しようとした。参議院はこの借款締結が「臨時約法」に背くことを決議し、政府の違法行為

であることを全国に通電した。この借款反対の動きは政府攻撃にむかう国民党内の意見をさらに

激化させることになった。

だが、国民党指導者間には対策をめくる不一致が存在しており、これが上海に戻り即刻武力討

伐を主張する章土釦を落胆させていた。当時国民党外部の観察者たちは、国民党内部に異なる派

閥が存在することを指摘している。宋教仁支持の議会主義勢力で、采の提唱した政党内閣の樹立

を主張する「法律解決」派と、国民党の勢力基盤である南方各省による武力討伐を唱える旧同盟

会の孫文派および南方諸省の都督たちの「武力解決」派である（31）。

蓑世凱の軍事的な圧力のもとで、「法律解決」諭が「武力解決」論に凌駕されてゆく過程は、

議会主義政治論の後退の過程であった。
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例えば、宋教仁派の言論機関であった『民立報』の編集者で、宋教仁の政策の継続履行を主張

する（32）朱宗良は、「武力解決」論を否定し「法律解決」を主張する根拠を次のように述べた。

立憲国家は法治国家である。暴力によって政治問題を解決するのは、法律そのものの破壊であり、

立憲国家の否定である。よって「武力解決」はわれわれの採るべき方策ではない、と。朱の説く

「法律解決」とは、趨乗鈎国務総理や衰世凱大総統を法廷へ召喚し、法廷での審議によって処罰

してゆくという方策であった（33）。

「法律解決」論は議会主義者の正論である。だが南方各省が討義軍の名のもとに独立を宣言し、

衰世軌の軍隊と交戦状態にはいり、現実に第二革命の戦端が開いたとき、「法律解決」論自体が

非現実的で無意味な方策となってしまった。

（2）武力北伐論の再燃

章士別の武力行使の主張を孫文が歓迎した背景には、国民党指導者の一部には武力北伐による

政治統合の意見が残存していたという事情があった。

清朝政府との和平交渉が行われていた1912年1月、孫文は北伐を主張し、「中央政府が成立し

土気は百倍である。和平交渉がどうなるにせよ、北伐は断じて気を抜いてはならない（34）」と呼

びかけた。やがて北伐論は下火となり、議会主義政治がそれに代わるが、しかし国民党（同盟会）

内部では、たえず武力北伐論が燻っており、断続的に武力による北京政府の討伐が唱えられ、紛

争のたびに北伐論が噴出していた。

宋教仁暗殺後、再度、武力解決論が噴出する。国民党参議のひとりである徐謙は、「民国保全

のために戦え！民権発揮のために戦え！貯人諌減のために戦え！叛逆征討のために戦え！（35）」

と強烈な口調で戦闘を呼びかけた。

孫文は、宋教仁の死の3日後、黄興宅で陳其美、居正、戴季陶らと対策を協議したさい、「断

じて法律では解決できない。解決できるのは武力しかない（36）」と即時武力討蓑を主張した。李

烈鈎は孫文を支持し、黄興は南方の軍事力不足を理由に法律解決を主張した。孫文は福建、広東、

湖南に挙兵を要請したが、それぞれ口実を設けて、決起には至らなかった（37）。これが章士別が

上海に戻った当時の国民党内の状況であった。

即時討蓑を主張する急進派の「武力解決」論の基礎となる認識においては、現在の政治問題を

専制と共和との対立に起因するものとして把握する点に、その特徴を兄い出すことができる。例

えば、『民権報』の何海鴨の次のような文章が「武力解決」派の論理を最もよく伝えてくれる。

「宋教仁暗殺事件の発生は、専制と共和とが溶け合わないことに起因する。わが宝である政党は、

決して専制を擁護し、共和を抑制するものではない。……専制の悪魔を大いに放り、これを駆除

して、もはや永遠に民国の疫病神にならないようにする。その後に政局を担当する者は、何党で

あるにかかわらず、力を充足して再び宋先生のような大政治家が現われれば、その党が政治を担

当すればよい（38）」。共和と専制の対立という構図において、「専制の悪魔」に対する武力行使

とは、革命の継続であると位置づけられていた。

国民党の大きな特徴のひとつは、それが議会政党となる以前の歴史を引き摺っている点にある。

国民党はむしろ中央集権化と法的秩序の制度化を目指して結成された議会政党だったが、その起

源において、いわゆる「外部創造型政党（39）」であり、そこには合法政党化以前の革命結社時代

の理念や方策、組織的人的関係を根強く有しており、これが国民党の外面的強さの源泉となった

とともに、内面的な弱さの原因ともなっていた。その起源を議会外に有する政党にとって、選挙

や議席の獲得は重要ではあるが、それは権力を掌握し党の目的を実現するための手段のひとつで

あるにすぎないという特徴を持つ（40）。

こうして、選挙と議会と内閣が最早権力掌握の手段たりえぬことが判明したとき、残ったもう

ひとつの手段、「武力解決」諭が提起された。それは北伐諭の再燃であった。国民党をあくまで

議会主義政党とみなそうとした宋教仁の遺志を継承しようとする穏健派の「法律解決」論がむし

ろ中央の議員たちの支持を受けたのとは対照的に、革命続行を重視する「武力解決」論は南方の

第3章　Pa辟50



国民党幹部の支持を受けた。

第3節　第二革命と章士別

（1）章士別の討裏工作

章士別は国民党の軍隊が意気消沈していることを嘆いていた。孫文は章士別に対し、人材不足

による挙兵の困難を訴え、琴春煙の説得を依頼した。章士別は戦力増強のため、琴春煙と黎元洪

の説得に奔走することになった（41）。

当時、卑漢鉄路督弁の琴春煩は、元両広総督として広東、広西を地盤としており、その官界で

の経歴からも衰世凱に対抗する上で適当な人物であった。

章は王芝祥の紹介を得て、急ぎ上海の杉板廠へ琴春煙を訪問し、琴と天下の大計を語りあった。

琴春煙がひどく蓑を非難したことは孫、黄らを喜ばせた。そこで章士別夫妻は清洲別塁に宴をは

り、孫、黄、琴らを招き、ともに協力して武装蜂起することが決定した。宴席には江精衛、胡漢

民、陳英美、千石任ら国民党の指導者たちも同席していた（42）。

討蓑について琴春煙は国民党員以上に積極的であった。琴春煙と章士別は、5月中旬に武昌に

赴き、副総統の黎元洪にともに挙兵するよう説得を試みた。章らが湖北都督府に着くと、同じ目

的を持った章柄麟も到着していた（43）。黄興は武昌の章士別宛に戦争を回避し現状維持を講じて

はしいという主旨の書簡を送っていたが、当時すでに江西省と湖北省の軍隊が開戦へ向けての配

置を始めており、結局、黎元洪の説得は失敗に終わった（44）。

（2）第二革命の発端

中央政府の任命した民政長を追放した江西民政長事件（45）、江西省が独白に輸入した武器を陸

軍部総長段祓瑞の命令で差し押さえたことに起因する武器購入事件（46）、および九江鎮守使の人

事権の問題（47）など、一連の問題が1912年の冬から発生しており、江西省と中央との対立が顕在

化していた。

中央との紛糾が深まる中で、江西都督の李烈鈎は早くから北軍との戦闘を予想した措置を講じ

ていた。1912年冬、民政長問題と武器購入問題で紛糾する最中、蓑世凱は李純の部隊（北洋軍第

六師）を湖北に進めた。これに対し李烈鈎は、瑞昌、徳安、永修など湖北省境へ軍を移動させて

侵入に備え（48）、同時に湖北の李純の軍に対処すべく、九江に差し向けた部下に九江司令部を設

営させ、長江沿岸の地形の観察、湖北の敵情の偵察を行なわせた（49）。こうして軍事的緊張はし

だいに高まっていった。

蓑の支配地域である華北に比べ、江南は豊かであった。特別行政区を含む33省の総収入のうち、

国民党の支持基盤である江森、安徴、福建、江西、湖南、広東、四川の7省だけでその41％を占

めたという（50）。国民党の一切の費用は、湖南、安徴、江西、広東が負担しており、特に江西と

広東がその中心となっていた（51）。歳入の半額に相当する政府の大借款案は、その条件として、

各地方の重要な財源である塩税収入を担保としており、結局、中央の財源を富ませ、各省は逆に

財源を失い、軍事力も保持できなくなることが見通されていた（52）。

5月上旬以降「南北分裂」は後戻りできない情勢になってゆく。「李烈釣は江西の独立を謀」

り（53）、「李烈鈎が北伐総司令となり、柏文蔚がこれを補佐し、軍を率いて京浦鉄道を北上する」

（54）といった怪情報が流され、『京報』は江西都督の李烈鈎が独立し、「江西王、九江王」を称

していると報道した（55）。

当時の江西には、確かに地方分離的な傾向が存在している。しかしそれは省を下限とする自省
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中心主義ともいうべき特質を持つ。巨視的にみた場合この傾向は、靖夫以来の地方主義的分裂が

より徹底してゆく方向へ進むのか、あるいは、地方自治の成熟を経てやがては緩やかな形での統

合へと向ってゆくのか、この時点では判然としない。

政治統合という観点からいえば、例えば康有為が「今の中国の危急存亡の憂いは、各省の自立

にある（56）」と述べ、中国の「国家」としての有機体的統合を強く叫んだように、また李大別が、

昔一国に一人いた専制君主は今や一省に一人となり、「革命以後わが民の憂いは数十の専制都督

にある（57）」と非難したように、各省が持っている地方分権化傾向は、健全な国家統一の大きな

障害であったことは首肯できる。衰政権にとっても、財政基盤が華北のみに限られ、行政上の命

令も南方諸省の服従を期待できないとなれば、政権そのものの存続が危ぶまれたことであろう。

そして衰政権にとって最も脅威であったのは、軍事力の独占が不完全なままであったことである。

辛亥革命と違って第二革命では何よりも武力の獲得が問題とされている。

現実に、5月始めには衰世凱の軍事準備の完了が伝えられ（58）、漢口付近に駐留していた李純

軍が省境の田家鎖へ進攻し、李烈鈎も1師混成旅を武穴近郊へ移動させている（59）。両軍は長江

沿岸の省境でわずか十数キロを隔てて対時するという一触即発の状況である。

宋教仁暗殺事件後、李烈鈎（江西都督）、胡漢民（広東都督）、讃延闇（湖南都督）、柏文蔚

（安徴都督）、孫道仁（福建都督）らは内密に「五省攻守同盟」を結成していた。さらに、察鍔

（雲南都督）、唐継尭（貴州都督）、ヂ昌衡（四川都督）に打電し、連合反蓑を呼びかけ同意を

得ていた（60）。李烈釣にとって、この同盟諸省の一斉「独立」は、江西独立の大前提であった。

上海では、広東都督を罷免（6月14日）された朗漢民、その後任の陳桐明および江精衛らと善

後策を案じていた孫文が香港から戻るのを待ち、6月末秘密会議が開かれた。孫文は第二革命発

動を主張したが、国民党内部ではいまだ意見が分岐し、孫文を支持したのは李烈釣のみで、黄興、

陳其美は武装闘争を信用せず法律解決を主張した。6月30日、李烈鈎・胡漢民に続いて、同じく

国民党系都督である安徽都督の柏文蔚が罷免されるに及び、7月上旬、上海で会議が開かれ「輿

師討衰」が決定する。江西を皮切りに、各省同時に第二革命を発動することにした（61）。

7月12日、九江において李純軍（北洋軍第六師）と林虎軍（江西第一旅）との闇で戦端が開か

れ（62）、ここに第二革命の火蓋が切られる。かねてより計画どおり、江西の独立に続いて、南京、

上海、安徴、広東、福建、湖南が独立を宣言した。

（3）南京討蓑軍の章士別

孫文や章士別の武力討伐論とは異なり、当時の南方諸省の軍事担当者には、敗北を予想し開戦

を躊躇する意見が多かったということは見逃されてはならない。まず、南方「五省同盟」の各省

が内戦遂行に消極的であった。江西都督の李烈鈎さえ「国民党は必ず敗北する。国民党は五省

（江西、安徴、江蘇、広東、湖南）を擁しているが、それはばらばらの砂で互いに連絡がなく、

各々いともたやすく撃破されるであろうからだ。孫［文］、黄［興］2人の意見もまた一致せず、

多くの人は孫中山の話に耳をかさない（63）」と悲観的な見解を示していた。

第二革命の特徴のひとつは、それが防衛的な開戦、換言すれば敵の進攻を阻止すべくやむなく

採った処置であったということである。「兵を率いる者は努めて慎重論を説き、兵を率いぬ党人

は速戦論を説いた（64）」というように、地方軍事指導者の見方は孫文のような国民党幹部とは違

っていた。代理江西都督欧陽武は「今度の［北軍の］江西への派兵は、義民がわが江西を虐げる

ものである。最早これ以上は耐えられぬとなっては、正当防衛を講じざるをえない」（65）という

認識を示し、また江西の79県の代表の轍文においても「江西人は最早これ以上は耐えられず、決

起して自衛せざるをえない」と述べ、これが迫られた開戦であることを強調している（66）。

南京の事情も同様であった。黄興が孫文の即時武力解決策に反対しつづけたのは、軍事的な劣

勢を知悉していたからであった。

「上海で協議したさい、孫文が急進的で、黄興が慎重だった。黄輿が慎重だったのは、その軍

事力と錯綜した状況をよく知っていたからであったが、孫文のように直情径行であるべきだった。
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当時用いることができる兵力を数えると、湖南と広東はたたきつぶされて残っておらず、両先生

の心配の種となっていた。残っているのはわずか南京第八師のみであった」と章士別は回想して

いる（67）。

即時武力討伐論の章士別にとっては孫文の「直情径行」なる決断は歓迎すべきことであった。

そして最後まで武力行使を躊跨していた黄興も、「孫派の圧力を受けて（68）」南京に赴き、「今

度の革命は必ず失敗するだろうが、革命の意志を衰退させたくもない」、「内部分裂で失敗する

よりも、勇ましくも盛大に戦うほうがましだ」と主張する南京陸軍第八師の高級幹部たちの意見

をいれて独立を決定したようである（69）。したがって、第二革命は「やむをえざる戦争であり、

義民に迫られた結果にすぎない」（70）と黄興が回想しているように、南京での挙兵も敗北覚悟の

窮余の一策であった。

上海での国民党指導者の会議の結論は次のとおりであった。孫文は上海に留まり、陳其美を監

督して呼応に備える。李根源は討義軍参謀長となり、琴春煙を補佐して広東に行く。章士別は討

義軍秘書長として、黄興に随い南京に入るという計画である（71）。

こうして黄興は7月14日の昼の列車で出発し、章士別が夜行でその後を追い、翌15日早朝、江

蘇都督府で都督の程徳全に会い、事後の協議を行った。章士別が討蓑の宣言文を起草し、黄興の

名義で通電した。南京における発丑討蓑の役の開幕であった（72）。16日、章士別は「江蘇討衰軍

総司令部秘書長」に任命された（73）。

章士釧の手になる討蓑宣言文にいう。「私には能力はなくとも良心がある。今度の行動でもし

死ぬ所を得れば、そこは祭文を読む場所である。祖宗の霊に頼り、民賊を取り除くことがかなえ

ば、鎧を脱ぎ田園に帰ろう。国の政は、すべて賢者に譲る。もし［己に国政を担う］権利がある

などと考えるなら、神明に殺してもらおう（74）」。はなはだ悲壮感の漂う櫻文であった。

琴春煙は6月17日に卑漢鉄路督弁を辞職し、7月16日に南京の軍事会議で「各省討東軍大元帥」

に選出された。琴は、7月18日に上海から南京へ赴き、19日に大元帥に就任し、22日に「各省議

会聯合会」の承認を受け、正式に「中華民国討蓑軍大元師」に選出された。その後、琴春煙は龍

済光と陸栄延を説得し討衰蜂起を行うべく、李根源と共に広州に赴いた（75）。

南方5省の軍事同盟は開戦直前になおその有効性が確認されていたが、江西からの援軍要請に

対して、福建は始終兵を動かさず、広東の援軍は省境で引き返し、湖南は、衰世凱のスパイに火

薬庫を爆破され、弾薬不足となり、逆に江西が弾丸90万発を援助するという状態であり（76）、結

局援軍は得られず、「前線で作戦したのは江西1省の軍隊だけ」であった（77）。

後に孫文が「突丑之役」の失敗は「義民の兵力が強かったからではなく、同党の人心が散り散

りだったからである（78）」と述べたように、討裏革の足並みは当初から揃わなかった。結局、統

一した司令本部を欠いたまま、江西の他、南京、広東、湖南に討東軍総司令が分立する形となり、

相互に充分な連絡を欠いていた。李烈鈎はより高位の指揮権の必要を説き、孫文に「討蓑軍大元

師」就任を電話したが快諾を得られず、各省相談の上、琴春煙を「討東軍大元師」に任命したと

いう事情があった（79）。

討東軍を起こした南方諸省は、7月末から8月上旬にかけて相次いで独立を取り消した。8月下

旬、南昌まで退却した江西当局は秘密会議を開き、欧陽武は、国民党は統一した指揮を欠いてい

ること、独立各省も声援を送るだけで兵を送ろうとしないこと、江西一省の兵力では、蓑世軌の

強大な兵力に抵抗できないこと、南昌を死守しようとすれば、地方が混乱し、人民に被害が及ぶ

ことなどにより、吉安（南昌の南南西200血）への撤退を決定する（80）。かくて江西軍は散逸し、

以後第二革命は収束に向かう。李烈釣は長抄に逃れ、武漢、上海を経て日本に亡命した。

章士別の記述によれば、章と黄興のいた南京の戦局も混迷をきわめていた。

「この役での土気消沈は、一般の人には思いもよらないことだった。師長陳之旗は渇国埠の娘

婿でもともと積極的ではなかった。黄凱元、王孝鰻の両旅長は、黄興の両腕だが、しばしば苦し

みをなめ上下からも圧迫され、表向きは逆らわなかったが、憂鬱でたまらなかった。部隊内の衝

突が多く、兵数は不足し、南京を守る以外にほとんど移動できなかった。冷遇の第九師は第一線

に駐屯したが、韓圧から敗退し強敵は間近に迫ってきていた。洪承点は師長と兵端総監を兼任し、

徐州・鮮卑の闇を俳個したが、なすすべを知らなかった。外に援兵なく、内は孤軍に窮した。2、
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3日間で形勢ははっきりした。敗北の兆しがすでにみえ、時間の問題となった（81）」。

江蘇都督の程徳全は、南京教立の翌翌日の7月17日、病気を理由に南京を離れ上海に向かい、

25日、衰世凱に対し、独立挙兵は黄興と陳之壊（第八師師長）の独走であった旨を訴えた（82）。

ある夜、章と黄興の2人は互いに憂慮していた。黄輿が章に向い、程徳全が南京を脱出して衰

世凱に投降したので、君は上海へ行き、程を責めて連れもどすように、と言う。章は、これは黄

興が故意に章を安全な土地に逃す口実であることがわかったが、「その翌日、涙を飲んで別れを

告げ、上海へ帰った。数日後、黄興は自殺に失敗し、日本人の援助を受けて東京に行った。こう

して南京討義軍総司令部も瞬く間に消滅してしまった」と章は回想している（83）。日本人の援助

とは、黄輿が日本の船で上海・香港を経て門司に逃れたことを言う（84）。

小結

議会主義は、地方分権的な要因を国家政治の領域へと吸収してゆくことのできる有効な方法で

はあったのだが、競合する勢力が軍事力の独占を目的としているのに対しては無力であった。国

民党にしてみれば、問題の議会主義的な解決が破綻してゆく過程は、事態の推移とともにその内

部から「伝統」であった北伐論が再燃してくる過程であった。第二革命における南方の独立割拠

と武力北伐というスタイルは、省単位の軍事同盟の不安定さと、省を越えた強力な指導権の欠如

の非効率という教訓とともに、後の中華革命党へ、そして、中国国民党へと継承されてゆくこと

になる。第二革命において「地方」の「軍事力」が問題となったことは、その後の政治史の展開

にとっても重要であった（85）。

伝統と権威と儀礼にもとづく政治ではなく、公開性と討論と政策立案による政治は、民国初年

の中国においてその効率的な運用を行なうにはいまだ充分に成熟した経験の蓄積が欠けていた。

そのために政党間の競争は容易に私的利害の争いに堕してしまうと見なされることもあった。

「甲党の人の発言ならば、その説の是非にかかわりなく、いまだ何を言いたいかを理解していな

いのに、乙党の人は群がり立ち上がって反対する。逆に、乙党の人の発言は所説の是非に関わり

なく、手を叩いて賛成する。……それらは私争であるにすぎないのだ（86）」と非難された。

こうして民国初期に誕生した議会主義政治は、適切な生育環境が与えられず、新しい権威構造

を構築するはるか以前に、未熟なままに攻撃にさらされてしまい、実際の政治問題の解決は議会

の外部へ持ち出されてしまった。政治統合を完成するにはあまりにも亀裂が大きすぎて、問題を

議会内部に限定し、政策次元での論争に限定することができなかったためであった。

第二革命を契機に、「国会は口舌の争い」にすぎず、問題の解決は「武力に訴えるしかない

（87）」と説くようになる孫文は、議会主義に代替する一党独裁による国家建設を提唱した。孫文

の政治論は究極的には議会民主主義的な国家建設を目標とするが、その過程においては、非議会

主義的な政治統合の方法がすでに可能な選択肢として包含されていたのである（88）。

責任内閣制と政党政治による中華民国の政治発展を主張していた章士別が、武力討伐を説き自

ら戦地に赴いたことは、思想的観点から見れば、暫時的後退であった。

前章で述べたように、『民立報』主筆としての章士別の政治論は、「政府の形式」を問題にし

ていた。これに対し第二革命直前の章士別は「国家の形式」を問題視している。

「このとき私は両先生［孫文と黄輿］の側におり、孫先生は急進的であったが、私は孫先生よ

りさらに急進的だった。なぜであろうか。私は蓑世凱が皇帝になるという固定観念をもっており、

両先生にはこれがなかったからである」と章士別は言う（89）。

国民党の急進派は早くから衰世凱政府を「共和」を破壊する「専制」勢力であると攻撃してい

た。衰世凱の再帝制化の計画が明確になるのは1915年以後のことであるが、この時点での章士別

も彼ら急進派と同様に、「中華民国」の国体は「共和」制である、という大前提が動揺している

ことを捉えている。章士別の衰世凱政府と「専制」に対する批判は次章で詳しく検討するが、章
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士別が構想しているのは、国家体系を一旦白紙に還元したうえでの「約法体制」樹立過程の再履

行である。

梁啓超は第二革命の直前の政情を次のように捉えている。社会には社会の人が「視て神聖とな

す」ような「信仰の中心」がなければならない。「共和政治」の場合は国会が「信仰の中心」と

ならねばならない。だが、今や我が国の国会は、もはや「信仰の中心の資格を保ちえず」、国会

は「日に日に自殺を謀っている」と（90）。

第二革命は政治的反対を暴力に訴えることによって議会主義的制度の無効を宣言することでも

あった。それは議会が最早遵奉すべき「信仰の中心」、すなわち権威たることを自ら拒否する行

動であった。国民党員たちが宋教仁の戦略を捨てて、再び革命主義的行動に走ったのは、陰に陽

に議会の機能の骨抜き工作を続ける豪政府との対抗上、残された唯一の方法だったとしても、そ

れは自ら制度を破壊することを意味していた。それはまさに梁啓超の説くように「国会の自殺」

であり、議会政治の挫折にはかならなかった。

［註］

（1）宝成関「民初国会述諭」『社会科学戦線』1985年第4斯、を参照。臨時参議院が政府を牽制し

た例として、憲法草案作成の問題、「俄蒙協定」承認の問題があげられる。

（2）北京臨時参議院の主要な議事については、佐藤三郎輯『民国之精華』近代中国史料叢刊第5輯、

文海出版社版、14－22頁を参照。

（3）第二革命の原因については大きく二つの面から説明されている。ひとつは地方分権論からの

説明、もうひとつは革命論からの説明である。第二革命について地方分権論からの接近法を採る

ものとして、胡春恵「辛亥前後的地方分権主義」（『辛亥革命研討会論文集』中央研究院近代史

研究所、民国72年）、および胡春恵「民初反衰運動与地方主義之消長関係」（『中国近代現代史論

集』第20編台湾商務印書館、民国75年）があり、革命論からの接近法を採るものとしては、過失

元「論〝二次革命〝与辛亥革命」（『紀年辛亥革命七十周年学術討論会論文集』（上冊）中華書

局、1983年）、および趨矢元「辛亥革命与〝二次革命〝之間的孫中山」（『東北師大学報』1981

年第5斯、復印報刊資料『Ⅹ3中国近代史』1981年第10期所収）がある。尊者論文としては、毛振

発「論〝二次革命〝的幾個軍事問題」（『辛亥革命史叢刊』第3韓、中華書局、1981年）は主に

軍事問題からの優れた分析を行い、章聞流「試論一九一三年的“二次革命”」（『辛亥革命与近

代社会』天津人民出版社、1985年所収）は、第二革命の必然性を政治・経済・社会の多角的な視

野から追究している。第二革命理解の鍵となる李烈鈎については、洪喜美「李烈鈎先生与二次革

命」（『近代中国』第21期、民国70年2月28日）がある。

（4）張振武殺害事件については、黄遠生「張振武案始末記」1912年8月23日（『黄遠生還者』巻1、

216貞、中国社会科学院近代史研究所・中華民国史研究室主編『民初政争与二次革命』上海人民

出版社、1983年、所収）、劉振嵐「黎元洪、衰世凱謀殺張振武内幕」（『歴史月刊』第79期、

1994年8月）を参照。

（5）「槍莞張振武方推始末詳記」『中華民国公報』1912年8月21日（中国人民政治協商会議湖北省

璧武漢市委員会・中国社会科学院近代史研究所・湖北省博物館・武漢市楷案館編『武昌起義楷案

資料選編』上巻、湖北人民出版社、1981年、所収、438頁）。

（6）「参議員弾劾国務総理陸軍総長案」『民主報』1912年8月28日（前掲『民初政争与二次革命』
143貞）。

（7）「参議員提議哲請政府査弁参謀総長黎元洪違法案」『民主報』1912年8月28日（前掲『民初政

争与二次革命』144頁）。

（8）戴季陶「張振武案之善後策～武力解決（二件）」『民権報』1912年8月21日（前掲『民初政

争与二次革命』132－3貢）。

（9）「郡軍界攻撃都参議員通電」『民立報』1912年8月26日（前掲『民初政争与二次革命』141貞）

第3章　晦55



（10）行厳「張振武案解決法」『民立報』1912年8月20日。

（11）行厳「総統責任問題」『民立報』1912年8月21日。

（12）孤桐「慨言」『甲寅』周刊、第1巻第10号、1925年10月31日。

（13）戴季陶「張方被殺再論」『民権報』1912年8月23日（『戴季陶先生文存三続編』党史史料編

纂妻、民国60年、所収、15貢）。

（14）柏絨「告『民立報』記者」『民権報』1912年9月11日、中国社会科学院近代史研究所・中華

民国史研究室主編『民初政争与二次革命』上海人民出版社、1983年、150責。

（15）干右任「千石任答某君書」『民立報』1912年9月13日（同上『民初政争与二次革命』154－155
貞）。

（16）秋桐「発端」『独立周報』1912年9月22日（章秋桐『甲寅雑誌存稿』下、文海出版社版、

1977年、所収「独立周報存稿」1貞）。曳公振は「調和の説を主とする」としている（曳公振

『中国報学史』台湾学生書局版、1982年、250貢）が、むしろ論調は『民立報』期のものに近い。

『独立周報』自体は、1913年6月の第40期まで刊行された。

（17）銭基博「現代中国文学史」

収）401責。

（18）章士別「与黄克強相交始末」

革命回憶録』第2集、中華書局、

（19）孤桐「与楊懐中書」『甲寅』

書かれたものである。

（20）章士別「与黄克強相交始末」

（21）「専設憲法案起草機関議」

十八、28－29貞。

（沈雲龍主編『近代中国史料叢刊続編』第83韓、文海出版社、所

中国人民政治協商会議全国委員・文史資料研究委員会編『辛亥

1962年、143頁。

周刊、第1巻第33号、9貢。この楊昌済宛の書簡は1912年8月に

同上、143－144百。

『庸言報』第1巻第3号、1913年1月1日、『飲氷室合集』文集之二

（22）章土釧「与黄克強相交始末」『辛亥革命回憶録（二）』144責。

（23）章士別を衰世凱に直接紹介したのは孫硫萄（旧同盟会員で当時総統府顧問）であった。銭基

博「現代中国文学史」（沈雲龍主編『近代中国史料叢刊続編』第83韓、文海出版社、所収）401

頁。

（24）銭基博「現代中国文学史」（沈雲龍主編『近代中国史料叢刊続編』第83輯、文海出版社、所

収）401－402貢。

（25）呉長慶と蓑世凱との関係については、さしあたって、章聞流、藤岡喜久男訳『張書伝稿一

中国近代化のパイオニア－』東方書店、1989年、10－17貢、を参照。

（26）梁漱涙「訪章行厳先生談話記」戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱瞑、章士別与毛沢東』香港達芸

出版社、1988年10月、110貢。

（27）章士別「与黄克強相交始末」前掲、144貢。

（28）宋教仁の暗殺事件については、『宋漁父』1913年、文屋書店、1963年、を参照。

（29）章士別「与黄克強相交始末」前掲、144責。

（30）章士別「与黄克強柏交始末」同上、144貢。

（31）「国民党南北派之苦痛」『亜細亜日報』1913年5月2日（『民初政争輿二次革命』30－33貞）。

黄遠生は「北方の法律派」と「南方の暴力派」という呼び方をしている。黄遠生「最近之大勢」

『黄遠生遺著』巻乙文星書店、1962年、101貢。

（32）宗良「突先生死後之民国」『民立報』1913年3月25日。

（33）朱宗艮「宋案与借款平議」『国民月刊』第1巻第1号（『革命文献』第42・43合韓、296貞）。

（34）「致陳桐明電」1912年1月4日、中国社会科学院近代史研究所中華民国史研究室・中山大学歴

史系孫中山研究室・広東省社会科学院合編『孫中山全集』第2巻、中華書局、1982年、7頁。

（35）徐謙「布告国民」『民権報』1913年4月27日、同上、298責。

（36）「在広州大本営対国民党員的演説」1923年11月25日、『孫中山全集』第8巻、中華書局、

1986年、433貢。

（37）伍硫瑞「湖口起義的回憶」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥草
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命回憶録』第4集、中華書局、1965年、350貢。

（38）海喝「刺宋案与各政党－公共之真是非」『民権報』1913年9月31日（『民初政争与二次革

命』275貞）。

（39）デュベルジェ、岡野加穂留訳『政党社会学－現代政党の組織と活動－』潮出版社、1970
年、8貢。

（40）デュベルジェ、同上、14－5責。

（41）章士別「与黄克強相交始末」前掲、1亜責。

（42）章士別「与黄克強相交始末」同上、1亜一145貢。李根源の回想によると、孫文、黄興が早春

煙に会ったのは、1913年4月で、江精衛、章士別、寧調元、李根源が同席した。『雪生年録』巻1、

7貢、曲石精度、1934年印本（陳錫祓主編『孫中山年譜長編』上冊、中華書局、1991年8月、801

貞所収）。

（43）章士別「与黄克強相交始末」同上、145貢。

（亜）毛注青『黄興年譜』湖南人民出版社、1980年11月、230責。

（45）江西民生長事件については以下を参照。卓仁機「我所知道的李烈鈎」前掲、73責。卓仁機

「辛亥革命的凡個片断回憶」前掲、363頁。周寒僧「記李烈鈎先生」前掲、58責。贅師曾「辛亥

革命前後約回憶」前掲、337－338貢。欧陽武「江西光復和二次革命的親身経歴」前掲、321－323貢。

「李都督之政見」『民立報』1912年12月28日。『亜細亜日報』1913年2月20日、『民初政争与二

次革命』198－201頁。「江西電報」『民立報』1913年3月18日。「韓江分治漸」『民立報』1913年
3月28日。

（46）武器購入問題については以下を参照。欧陽武「江西光復和二次革命的親身経歴」前掲、318－

319頁。贅師曾「辛亥革命前後約回憶」前掲、339貢。周寒僧「記李烈釣先生」前掲、58頁。

（47）人事問題については秋毅「突丑討衰回憶録」中国近代史料叢刊『辛亥革命』（六）、中華書

局、251「255責を参照。

（亜）贅師曾「辛亥革命前後約回憶」前掲、338責。

（49）贅師曾「辛亥革命前後約回憶」同上、339貢。

（50）毛振発「論〝二次革命〝的幾個軍事問題」前掲、51貢。

（51）鄭魯「回憶録」第3冊、前掲『民初政争与二次革命』386貢。

（52）胡春恵「民初反蓑運動与地方主義之消長関係」『中国近代現代史論集』第20編、台湾商務印

書館、1986年、7貢。

（53）「国民党南北派之苦痛」『亜細亜日報』1913年5月2日（前掲『民初政争与二次革命』312貞）

（54）「国民党南北派最近之挙動」『亜細亜日報』1913年5月6日（同上『民初政争与二次革命』

315貞）。

（55）「北京電報」『民立報』1913年5月18日。同23日に九江独立の電報記事あり。

（56）康有為「廃省諭」『民国経世文霜』巻16第2葉。

（57）李釧「大哀篇」1913年4月1日、原載『言治』月刊第1年第1期、『李大釧文集』上、人民出版

社、1984年、5－6責。

（58）「蓑世凱軍事準備」『民立報』1913年5月5日。

（59）「北京電報」『民立報』1913年5月18日。

（60）欧陽武「江西光復和二次革命的親身経歴」前掲、317貢。卓仁機「我所知道的李烈鈎」前掲、

75貢。

（61）贅師曾「辛亥革命前後約回憶」前掲、340頁。

（62）林虎軍の測量兵捕縛を契機に、北軍歩兵第二四団団長張敬尭（一説に第六師21団23団。「江

西電報』1913年7月14日）が全団を率いて到着し、12日払暁、北軍が突撃を開始し、林虎が応戦

した。

（63）部漢祥「我赴江西了解李烈鈎反義動向的経過」前掲、585貢。

（64）秋毅「突丑討蓑回憶録」前掲、251頁。

（65）「欧陽武復李純函」『民権報』8月13日（前掲『民初政争与二次革命』亜6貞）。
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（66）「江西電報」『民立報』1913年7月16日。

（67）章士別「与黄克強相交殆末」前掲、145貢。

（68）「在美州中国国民党支部召開〝二次革命〝紀念大会上的演講」1914年7月15日、前掲『黄興

集』370貢。

（69）張国法

（70）陳雪涛

（71）章士釧

（72）章士別

（73）毛注青

（74）章士別

（75）毛注青

（76）欧陽武

「孫中山与蓑世凱的闘争」『北洋軍閥史料選輯』156責。

「二次革命時的第八師」『辛亥革命回憶録』第8集、中華書局、615責。

「与黄克強相交始末」前掲、146貢。

「与黄克強相交始末」同上、146頁。

『黄興年譜長編』前掲、393－394貢。

「与黄克強相交始末」前掲、146貢。

『黄輿年譜長編』前掲、393－394貞。

「江西光復和二次革命的親身経歴」前掲、323－4頁。

（77）彰程万「江西光復和光復後的政局」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編

『辛亥革命回憶録』第4集、中華書局、1965年、309貢。

（78）「致黄興函」『孫中山全集』第3巻、165貢。

（79）欧陽武「江西光復和二次革命的親身経歴」前掲、324貢。当時江西にいた欧陽武は、孫文が

大元師就任を拒否したというが、上海の事情からみて敗北を予想した黄興ら側近が就任させなか

ったのではないかと推測する。また、琴春煙は結局戦況の不利を見て就任しなかったと欧陽は述

べるが、湖北から上海に戻った琴春煙は、上海製造局の攻防戦に直面し、敗戦後香港を経て南洋

に脱出したので、当時、南京あるいは九江、南昌で全軍を督戦することは不可能であったであろ

う。当時の琴春煩については、琴春煩『楽筆漫筆』近代中国史料叢刊第66韓、文海出版社版、20

責、を参照。

（80）贅師曾「辛亥革命前後約回憶」前掲、341貢。

（81）章士別「与黄克強相交始末」前掲、146貢。

（82）「程徳全応徳閤由寧赴濾通電（二件）」『民初政争与二次革命』612貞。「程徳全陳明被脅

独立情形電」同上、623－624責。

（83）章士別「与黄克強相交始末」前掲、147責。黄興は1913年7月29日に南京をはなれ、上海には

停泊せず香港へゆき、また上海経由で8月8日に門司着、8月27日に東京に着いている。毛注青

『黄興年譜』湖南人民出版社、1980年11月、238－241責。黄興の自殺については、李書城「辛亥

革命前後黄克強先生的革命活動」『辛亥革命回憶録』第1集、中華書局、1961年、209－210責。

（84）官民双方にわたる日本の南北両勢力に対する二重外交と対華投資、および第二革命後の政策

転換については、野沢豊「民国初期の政治過程と日本の対華投資－とくに中日実業会社の設立

をめくって－」『史学研究』第16号、1958年3月、を参照。

（85）19世紀中葉における地方の軍事化の潮流については、脚，A．P．，飴ねJjiα】慮此5

盈血eS血血ね血翠だddα血ご腰jjbd見出αつ虚血cjd肋C血摺，J円形」脳，

fkuTVardu止versityPress，1970．を、清末民初より1930年代までについては、McCrXD，加工d

A．了■Militiaal＝bcalMilitarizaiioninkteQi瑠ardEar1yRepubli田nα止rR：tb

色憶eOfmmm”，助臆rn仇ム迫VOl．14Ⅰ旧．2，郎r．1988．を参照。

（86）戴天仇「私争与亡国論」『戴天仇文集』文星書店、1962年、101責。

（87）陳英土「致黄克強勧一致服従中山先生継続革命書」民国4年2月4日、党史委員会編『陳英士

先生文集』中央文物供応社、1977年、43貢。

（88）孫文の一党独裁体制の政治思想については以下の論考を参照。横山宏章『孫中山の革命と政

治指導』研文出版社、1983年10月。横山宏章「孫文の憲政諭と国民党独裁」（藤井昇三・横山宏

幸編『孫文と毛沢東の遺産』研文出版、1992年4月、所収）。横山宏章「中国における議会政党

政治の挫折－民国初期の革命政党と議会政党－」『法学研究（明治学院大学）』第58号、1993

年3月。

（89）章士別「与黄克強柏交始末」前掲、145責。

（90）梁啓超「国会之自殺」『飲氷室文集』文集之三十、11－15責。
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第4章　『甲寅』における章士別の自由主義政治論

はじめに

第1節　『甲寅』雑誌と章士別

（1）『甲寅』雑誌の発刊

（2）『甲寅』時代の陳独秀と李大別

第2節　章士別の調和論

（1）調和論と西欧政治思想

（2）反対の制度化

（3）政治的寛容

（4）政治統合論としての調和論

第3節　専制批判と討蓑の論理

（1）専制批判の論理

（2）革命独裁批判

（3）討蓑の論理

小結

はじめに

秋桐の筆名を用いて発表された『甲寅』雑誌期の章士別の論説は、政治思想家としての章士別

の生涯において中心的な、燦然たる業績であると評価できる。

この時期の章の政治論は、政治制度論からより原理的な問題へと重点を移している。当時の章

の論説は、中華民国の国家建設を行なうための政治統合の理論に他ならなかった。さらにそれは

専制政治を批判し自らの討衰運動の正当性を強調する理論約な支柱でもあった。とくにその「政

治的寛容」と「反対の制度化」の主張は、近代中国における自由主義政治論の記念碑的な存在証

明である。

『甲寅』雑誌は、第二革命失敗後の旧同盟会および国民党の内部分裂を背景に創刊された。章

士別はその政治統合論を主張するにあたり、衰世凱政府の「専制」とあわせて、国民党の「最激

烈分子」すなわち中華革命党の方法をも思想的な敵として攻撃しなければならなかった。

本章では、『甲寅』雑誌の発刊と、章士別の行なった議会主義政治に関する原理的考察、およ

びその独特な政治論・文明論である調和論について分析し、そして第二革命・第三革命という非

議会主義的な武力行使論がいかなる論理によって主張されたのかを解明する。

第1節　『甲寅』雑誌と章士別

（1）『甲寅』雑誌の発刊
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東京亡命後の章士別は黄興と共にあった。東京での住居は黄興の斡旋によるものであった。

1913年10月、黄興は章士別に「弟寓の後ろに一室あり。家賃は月28円、敷金は2ケ月分。やや狭

いがすこぶる静諾なり。兄の意に合うや否や。御考慮を請う。もしよければ弟が敷金を支払わん。

令夫人の到来を待ちて入居するも可なり（1）」と書簡を送った。当時の黄輿の住居は芝区高輪南

町53番地と伝えられている。

黄興は亡命した同志を結集し軍事・政治教育を施すべく、浩然虞、政法学校を設置した。浩然

虞は東京郊外の大森に設けられ、殿汝贋が主宰し軍職にあった党員を収容し軍事の研究に当たら

せた。神田区3丁目に設置された政法学校は法学博士寺尾享が校長となり、政治・経済・法律・

日語の各専修科を設け、彰允轟が運営に当たり、亡命党員を中心に200人余りが学んだ。いずれ

も犬養毅、頭山浦、宮崎寅蔵らの援助で実現したようである（2）。

そして黄輿は、章士別に対し「人心を収拾する」組織の設立と「霊南坂の諸公」すなわち孫文

派の「最激烈分子」への対処法を講ずる必要を説き、機関誌の編集を章士別に依頼した（3）。こ

れが1914年5月10日に創刊される『甲寅』雑誌である。そして次章で述べるように、黄興派の組

織としてはまもなく欧事研究会が結成されることになる。

『甲寅』雑誌が実際に発刊されると、孫文派が激しく反発した。章士別が創刊号に執筆した時

評欄の「新聞条例」という文章がその原因であった。胡漢民らは、章士別が新聞条例公布の件で

居正（前南京臨時政府の内務次長、当時中華革命党幹部）を「暴徒」と呼び侮辱したと読み、

「章某を粉砕し、脳桑を破裂させろ」と怒り、緊急会議を開いたうえ、夏垂民らが小石川林町30

番地の『甲寅』雑誌社に出向き、社員を殴打し社屋を破壊するなど狼籍をはたらいた（4）。この

ような行動の背景には、当時孫文派は中華革命党を結成し機関誌『民国』雑誌を発行する方針が

定まっており、旧同盟会内部の分裂がかなり深刻となっていたという事情があった。

章士別によれば、かつて国民党と対立した共和党党員が南京臨時政府を「暴民の専制」である

と誹誘したことを『甲寅』雑誌で言及したのは、身内に対する過激な批判は逆に衰世凱に利用さ

れることになると警告し、また楊廷棟（衆議院議員、北京政府農南部砿政司司長）、孟森（東方

雑誌編集、衆議院議員）、丁仏言（参議院議員、進歩党）、湯瀬（旧国民党員で第二革命後は民

憲党）らのような見識の高い人物に呼びかけて、党派を越えた「清流同盟」の結成をうながすこ

とにあった、と述べている（5）。この「清流同盟」はやがて欧事研究会と梁啓超、察鍔ら進歩党

との提携による護国討蓑運動と軍務院の樹立へとつながるが、これは次章で言及する。

章士別らに対する攻撃は、哀世凱政府からも硬軟さまざまな形で行われた。たとえば、後に

「簑安会六君子」の1人となる胡瑛が章士別と会い衰世凱の優遇ぶりを語り、また蓑の間諜の蒋

立土と当時駐日公使の陸宗輿とが章士別を高級料亭「湖月」に招待するといったように、金銭や

地位を餌にした買収がしきりに試みられた。またデマによる離間策があり、日本国内でも各地に

点在する旧同盟会員らは常にデマの払拭に努めなければならなかった（6）。

さらに亡命国民党員自体が日本政府にとっては歓迎すべからざる存在であり常時監視の対象と

なっていた。したがって『甲寅』雑誌の経営も容易ではなかった。5月、6月、7月と第1号から第

3号まで刊行し、第4号は11月にようやく刊行したがその後休刊となってしまった。再刊は半年後

の翌1915年5月の第5号からで、編集部を東京に置いたまま上海で印刷、出版した。その後毎月刊

行し、10月の第1け号で停刊となった。そのときは母体となる欧事研究会自体が討蓑のための行動

を起こす時期が到来していたからであった。

『甲寅』雑誌は「衰世凱に反対する、学術的理論的出版物（7）」と評された。1915年5月以降は

中国国内で印刷出版されるようになるが、海外で出版された他の反義の出版物がきわめて過激で

あったのとは異なり、主張は穏健であった（8）。

章士別によれば、『甲寅』雑誌は「朴実説理」を標梼しており、一説を批判するなら必ず代替

の新説を述べ、代案もなく他人を批判することはしないという戒律を課したという（9）。『甲寅』

雑誌の発刊の辞である「本誌宣告」の冒頭では、「本誌は時弊を条陳するに朴実説理をもって主

旨とし、論断を下さんとするには先に考究をおこない、主張をするというよりはむしろ討論を行

うのである（10）」と唱っている。こうして分析的で啓蒙的な論説を多く掲載することによって、

『甲寅』雑誌は反義運動の理論を広く宣伝する基地となっていった。

第4章　晦60



（2）『甲寅』時代の陳独秀と李大別

章士別の『甲寅』雑誌の編集を援助したのは、かつての愛国学社時代の『国民日日報』発行の

同人で、安徽省都督府秘書庁として第二革命に参加した陳独秀であった。ほかに高一滴、周蝮生、

楊瑞六らが常時執筆し、李大別、易白抄、張東掠、梁淑浜、蘇皇殊らの投稿もあり、後の新文化

運動以降の論壇を牛耳る人材が参加した。また、『甲寅』雑誌社の運営と発行にあたったことは、

陳独秀が1915年9月に上海で発行される『青年雑誌』にとって格好の訓練所となった。その意味

で『甲寅』雑誌は、『青年雑誌』の揺藍であったといってよい。

章士釧の膝元において陳独秀と李大釦という後の中国共産党の創設者たちが思想的成長を遂げ

ていたことは『甲寅』の役割を考える上で重要である。

安徽都督府秘書庁として柏文蔚にしたがい第二革命に参加し安徽省の独立宣言を起草した陳独

秀は、第二革命失敗後は上海に潜伏していたが、東京の章士別に書簡を送り、これが『甲寅』雑

誌に掲載された。国内の政治の変動があまりに激しく、去年と比べても説　6世紀も隔たったよう

であること、国会解散以来、政治は衰退し、失業者が溢れ、官吏、兵士、スパイのはかは国民は

生活の機会を失い、国民の唯一の希望は外国による分割であること、自分は読書にふけり編集を

生業としているが、最近の出版業も売れ行きは去年の10分の1であり、餓死をまつだけであるこ

と、エスペラントを学びたいのでよい教科書をみつけてほしいことなど国内の状況と陳自身の近

況が綴られている。章は、この書簡は現在の中国社会の状態をよく伝えているので、私信である

にもかかわらずあえて掲載したと追記している（11）。

この年7月に陳独秀は章士別の要請で日本に赴き、章と共に『甲寅』の編集と出版を行うこと

になり、高一滴、李大別を知る。翌年5月より『甲寅』雑誌の出版は上海に移され、6月中旬に陳

は日本から上海に戻り、同年9月に『青年雑誌』を創刊した。その後『甲寅』雑誌は休刊となり、

第三革命に奔走する章士別と陳独秀とは異なる道をあゆむことになるが、第三革命の終了後まで、

陳独秀は赤壁の戦いの諸葛亮を演ずる章士別の脇役として魯粛（赤壁の戦いで魂を放った呉の将

軍）を演じていたといわれている（12）。第三革命後、章士別は北京大学文化部長陳独秀に迎えら

れて北京大学教授となるが、それ以後、陳独秀と章士別の経歴が再び交錯するのは、元共産党総

書記陳独秀の裁判で章士別が弁護を担当する1932年のことである。

章士別は約50年後に、自分は若いときから天下の遍く人物と交友があったが、そのなかでも付

き合いの難しかった人物として陳独秀の名を挙げている（13）。1歳ほど年長の陳独秀と比べて、8

歳年少の李大釧と章士別との関係はかなり感触がことなり、その家族くるみの交際は終生続くこ

とになった。

章士別は、初めて李大別と出会ったときのことを次のように回想している。「1914年、わたし

は東京で『甲寅』を創刊した。文章により天下の賢豪と接しようとはかったのだ。あるとき郵便

で論文を受けとった。読んでみると、その温厚で純粋な美しさに驚かされた。その精神は欧陽情

のようであった。署名を調べるとはっきりと李守常と記されていた。わたしの知らない人物だっ

た。友人たちも知らなかった。そこでやむを得ず会いに来てくれるよう返書を送った。翌日、守

常がやってきた。小石川林町［『甲寅』雑誌社］の一室で2人は会い、その交際は土相まみえる

の礼をもって始まり、守常が北京で命を落とすまで14年間にわたり絶えることはなかった（14）」。

李大別は北洋法政専門学校を卒業し、1913年冬から日本へ留学しており、章士別と会ったのは

留学間もない頃であった。双方とも初対面であったが、李大別にとって章士別の存在は『独立周

報』を通じて馴染み深かった。『独立周報』は『民立報』を退社した章士別が上海で創刊した雑

誌である。金淑琴の調査によれば、のちに李は北京大学図書館に自ら保存していた『独立周報』

全巻を寄贈しており、李の筆跡によるメモや傍線のある責が多く、李は『独立周報』の熱心な読

者であり研究者であり、かつ『独立周報』第3斯からは、代理店として「天津李釧」、「天津法

政学校李釧」とあり、李大別が天津において『独立周報』の販売にも携わっていたことがわかる。

また『独立周報』と当時李大別が編集の任にあった『言治』月刊とを比較すれば、章士別の李大
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別への影響の痕跡はあきらかであるという（15）。

章士別によれば、李大別はその本名が別の文字を章と共有するゆえに、章に対する遠慮から署

名にはあざなを用いた。また当時章士別は墨子の学問を研究しており、これとヨーロッパの哲学

とを融合しようと試み、その連鎖のひとつであるヘーゲルの弁証法について、李大別と会うたび

に討論をしたようである。このように親密な関係ゆえに章士別の影響を被ることが多く、李大別

は初め天津時代の湯化龍、孫洪デとの関係からその政論は進歩党の見解に近かったが、しだいに

高一滴とともに『甲寅』派と称される論調に変わっていった（16）。とくに章の調和論は李大別に

そのヴァリエーションをみることができることについては後の章で述べる。

第2節　章士別の調和論

（1）調和論と西欧政治思想

日本亡命後の章士別が『甲寅』雑誌で展開した反義帝制を標梼する政治論の理論的精華は調和

諭という表現で集約しうる（17）。

章士別が『甲寅』雑誌において展開した調和論の起源というべきものは、まず第1に『民立報』

期の政党政治と責任内閣制の主張にあり、そして第2に、それらの基盤となっている西欧の政治

学説にある。

第2章において述べたように、『民立報』期の政党諭および内閣制論は、西欧政治思想、なか

んづくイギリスとアメリカの政治学者の所論に依拠しながら展開された。ダイシーとバジョット

を中心に、ローウェル、バーク、バージェス、プライス、トクヴィル、ジェンクス、メーン、ミ

ル、メイ、モンテスキュー、シェーラーの所説がその都度引照された。『甲寅』雑誌期において

も、章士別の政治論もまた主に彼ら19世紀の英米の政治学説に負っている。とりわけバジョット

には信服し、彼の『イギリス憲法論』からその内閣諭に関る部分（第2章）を訳出し、『甲寅』

雑誌に掲載している（18）。

【表1】『甲寅』雑誌における章士別の欧文参照文献

頻度数　　　文献名（漢訳名）

13　　　　馳usseau　肋間　も克軍紀（塵稜『民約論』）

Hd九〇旧e，L．T．，腿耽m才′感触臼001909年第2版

（喰蒲浩『民政与反動』→章訳『喰氏権利説』）

Bryce，James，StLRiiesin戯S由り′aTdJiui5pnRbLW

Morley，肋1，Ch触感se（莫烈『莫氏調和論』）

6　　　　　Dicey，TTx？血WOf鹿CbtBtitution（戴雪『英倫憲法論』）

Bageht，Walter，孤eChbiz39t，inITxPEhglishαガ遁士itution

（白芝浩『内閣論』）
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BIYCe，助U也血如Ga（蒲殊士『南美』）

BurgeSS，Rフlitical Sbie∝eaIXltbTutitutioT迫J血Ⅳ

（柏哲士『政治学及比較憲法論』上冊、商務印書館）

臨Ⅸ1ey，”onthefkLturalI叩alityofMbn”，in騰tZdaml飴sults・

（赫背黎『人類自然等差篇』）

Jellinek，Allg加iIP S由atslehTe

帆11励，7臨地血摺亡ばぬ罰おお（葦羅貞『国家本性論』）

3
　
　
　
　
　
3

3

　

3

　

3

3

　

3

　

3

　

3

　

3

BoIT血舷，Aヱ鹿ユ刀egb且由J血で

（波困喰克著、菊池駒治訳『国家論』）

馳弧叩let，鮎工丁払出，7臨剋Jo呼出α日加yOft鹿肋ね1899年

（飽生薬『国家哲理』）

Liet駕r，CfdJエf輌虎魚J紬veヱⅦ】t

恥，物血血r耶
Mill，J．S．，α）nSゴ払出α】5α】嘩四℃Sen払出veα）博打耽r】f

（穆勤『代議政体論』）

Hill，J．S．，蝕むお妙（穆臥厳訳『群己権界論』民国2年版）

Mbntesquieu（孟特斯鳩厳訳『法意』）

Sidかi血，H．，鮎幻e肥nbof及）Jitjぴ（席免『政治学』）

Spencer，ITだ腰∽Ⅵ邪uS tZ39State

星島二郎『最近憲法論』（井上密「統治権之主体」）

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

Mley，触

伽1鳩r血血地臼α】わゐj臼αα免em飢e

J血芯tm，R．Hリ鮎乃℃α琉飴Wjud00（約翰嗣同『法国華命小史』）

馳y，J血de，以cbなば等Of鮎co

bddか，R．J．，腰勉励co

phine，血je乃t血

眈m憶en，鮎αわr（蒙孫『羅馬史』四巻）

S匹rrell，鬼出0日皿都力芯は肥土（師伯雷『愛国心』）

伽1sey（呉汝雪『政治学』）

l

 

l

 

l

 

l

 

l

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

鮎Ⅰ止hm，物tofα）曙r7耽乃ted．妙丑m卸

Block，以C臼8na五e（由jわJ克i堺腔

BllnTtSthli，AllgEyZX31729S Staatsrecht

馳r脚血，物tjαつ感触士0ヂαmS日加臼α苫

Br馴n，ArthrJudson，騰wEbzTeSinOldazizn

（蒲朗『支那新興諭』）

B巧℃e，血如C飢α珊刀Ⅶ佗a此お（蒲殊士『平民政治』）

乱打㌍SS，飴CαおおUC臼on感触α）闇t克utゴ皿Jβ甜」β符

伽son，W．E．，鮎の，7臨胞rxお地J撼oft鮎助U也

馳喝in，桝iSbef飴て如以元a血

Iknis，地J
m】辞lit，由脚GaJi劇】e

Esmein，aDit tbnstitutiaml

Freem乱n，必stoTyOf殆虚血a）VemMt

Green，地iplesofPblitical tuiBation
伽叩loWicz，馳atSred豆
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l

 

l

 

l

l

 

l

 

l

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

l

 

l

 

l

 

l

 

l

l

 

l

 

l

IhェTison，刀だαガ芯t克U臼α】Oftbと加わd罰おお5

址）牧田逓e，段氾jd肋juまね乃感jbJ点上α山師

臨Ⅸ1ey，’一AdmimistrativeNihilism，

赫氏文集腰痛kda∝＝取乱止b

kwisi，他tkx虫ofα脚at血刀感触血jbJ克icS

Liet℃r，ゐjjtid既出び（黎自著、沢柳政太郎訳『政治道徳学』）

ⅠfWell，肋Ⅵ∋乃Ⅶ即tS感触jeS血αmt血由J点呼

羅偉『大陸政治論』

随．ine（梅園『国家本性論』）

胞y（梅依『英国憲政史』）

眈kecb血e，鮎胎財物′感触伽日加臼の

Mid鳩1e，必5わ血管（おja飴1のju出αつ

pbrley，助usSeaU（莫烈『慮稜』）

恥1son，盈研Jq娼e成a

Parieu，E．de，地1匹S（おlaSCienceplitiqzB

（巴禾『政治学指要』）

打oudbn，戊血碕匹Cお守りJ日印磨金5αaSSe5

0uvrie’res（蒲魯丹　愚見葉斯卓（EsTTX：in）弓は）

R∞SeVelt，1臨cdDre，01iver・tbll（虞斯福『論克林威爾』）

Sd把rer，La肋tieetlaPYw（香呂『民政与法蘭西』）

鮎i辞ld鷲S，α迫rles，成Sb五e虚血αdJ血見出00

Sieyes，Ques ceqtBle乃eLS助士？（席冶思『何謂第三族』）

軸飢Cer，地方とはかof飴C血J巧打

（斯賓塞、厳訳『群学繰言』商務印書館、3版）

払11e巾e，エゴ二危0ヂ腰血（『米粒波』）

rx）Ⅰ聴，me tbTBtitutioTd Chsis倫敦T．Fish：rtkwin

司徒赫爾αmd（お厄日α苫51打ja飴’vpJu臼のn地5e

（司徒赫爾『法蘭西革命論』）

魯西烈勉励曙rmOf勤が慮

西欧の政治学説との関連という視点から章士別の調和論を顧みれば、彼の政党政治論・責任内

閣制論が西欧の政治学説に依拠して構成された『民立報』期と同様に、調和諭が形成された『甲

寅』期においても、同じく西欧の政治学説が大いに援用されていることがわかる。

しかしながら、【表1】にみるように、『民立報』期とは異なり、ダイシー、バジョットを凌

いで、ルソー、ホップハウス、プライス、モーリーの引用頻度が圧倒的に増えており、これがこ

の時期の特徴となっている。

いずれも調和論と専制批判を行う上で章士別が理論的に依拠したことと関連しており、ルソー

（1712－1778）は国家の解散説を、ホップハウス（1864－1929）は調和論と専制批判を、プライス

（1838－1922）は政治統合を、モーリー（1838－1923）は調和諭を論証するうえで参照されている。

プライス（1880年より下院議員）とモーリー（1883年より下院議員）はともに自由党若手議員

の政策グループ（アイルランド自治推進派）として、19世紀のイギリス自由主義を代表する最大

の政治家であるグラッドストン内閣（1892－94年の第4次）の閣僚であった。章士別の留学中、モ

ーリーはウェッブやショーの支持を得た自由党のオピニオン・リーダーとしてインド大臣（

1905－1910年）の任にあり、駐米大使となったプライスはアメリカ政治学会会長（1907－1908年、

後任はローウェル）として活躍していた。ロンドン大学社会学教授（1907年より）のホップハウ

スは「失業保健法」（1908年）の政策提言を行なうなど、グリーンの福祉国家理論を継承する新

自由主義の理論家としても注目されていた。彼らの業績と名声は留学中の章士別が直接見聞する
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ところとなったであろう（19）。

18世紀フランスのルソーは例外として、上記に次いで、ダイシー（1835－1922）、バジョット

（1826－77）、プライス（1838－1922）、バージェス（1844－1931）、ハクスリー（1825－95）など、

『甲寅』雑誌期の章士別の政治論の下敷きになっているのは、19世紀末から20世紀初に活躍した

英国の自由主義者の政治思想が中心となっていることがわかる。

ところで、膨大な分量の欧文原書に触れている章士別も、ミル、スペンサー、モンテスキュー、

ルソーなどは、厳訳斯賓塞『群学疑言』、厳訳穆勤『群己権界論』、厳訳孟特斯鳩『法意』、厳

訳塵稜「民約乎議」（『庸言報』第25・26期合本）といった厳復の訳業を大いに利用しているこ

とは、同時代における厳復の功績と影響の範囲とを知るうえで興味深い点である。ただし、章士

別としては部分的には厳訳に不満があり、ミル『自由論』やモンテスキュー『法の精神』、ルソ

ー『社会契約論』は各々原書を対照している。

章士別が「調和」という点において依拠するのは、内閣制度論においても援用したローウェル、

そしてモーリー、スペンサーである。「イギリスの学者モーリーは調和を説くことで最も名を知

られるものである（20）」、あるいは「スペンサーの言葉は調和の精髄を著わすゆえんである（21）」

として彼らの言葉を引用している。

ここで章士別の引用のいくつかを眺めてみよう。章が「調和」と訳出したもとの語彙は「妥協、

和解、折衷」を意味する「cQTpmise」であったことがわかる。

まず、ローウェル『ヨーロッパの政治と政党』においてフランス憲法について述べた部分、

「今の政府が成立する精髄は調和という点にある。調和は、もともと政治制度が性急につくられ

たとしても、それを永久に伝えて、必ず保持していなければならない性質のものである（22）」を

再三『甲寅』雑誌中の各論文に引用している。

章士釧が強い影響を被ったのはジョン・モーリーであったようだ。彼が著わした『調和』とい

う書物の原名は『伽伽叩r珊ise』であると述べる章士別は、たとえば次のような引用を行なっ

ている。「おそらく調和論者は縮みあがるだろう。それは独り進むことを恐れるがゆえにではな

く、彼自らの革新的な思想がいつの日か勝利することを強く信じながらも、いまだ時機到来せず

と思うがゆえにである。……だが有益な思想を発表するのには、時機は常に到来しているのであ

り、時節が未熟であることは決してないのである（23）」。

ハーバート・スペンサー『社会学研究』からは、厳復の訳本では「調和」の語に他の語を当て

ていると断りながら、「thisplicyofccxTpr皿ise」を含む部分を抜いている。すなわち「こ

の調和の政策が、……継続的な成長発展によって変化しつつある社会にとってきわめて重要な政

策であることは強調しすぎることはありえない（24）」。

さらにR．M．ジョンストンという学者が著わした『フランス革命』のラフアイエツト評価から

「reasomablec叩rCmise」を含む部分を抜いている。「自由とは他人の意見の自由を意味する

ということ、筋の通った調和［reasomablec叩raTdse］とは政治を構築する真の基礎であると

いうこと、これをフランスが習得するのに1世紀かかったということをラフアイエツトは知って

いた（25）」。

またブルンチュリの『一般国法学』からは、ルイ18世は憲章（シャルト）を公布し立憲君主制

による支配の安定を囲ったが、その憲章の要点は調和にあったことを述べた部分を引いている。

ブルンチュリの「調和」の原語は「和解、調停」を意味する「Vbrgleichであった（26）。

章士別は彼らの調和についての所説を踏まえて、これを中国の現実の問題を解決する方法とし

て適用しようとしている。「社会が国家を称するからには、反対党に対処する方法は、それが叛

逆するようにしむけ、草を刈り獣を狩るように根絶やしにする以外、ほかに方法がないというこ

とはありえない」として述べた次の一節はその論理を明瞭に示してくれている。

「西洋では小さな子どもでも知っていることであるが、社会において相互に接触してうまくや

ってゆけるのはすべて調和の働きによる。それが社会の中で作用して、国家の体面はいよいよ壮

大となる。調和ということが最も重要なのである。前に引用したローウェルは、『調和は政治制

度が具えていなければならない性質である』と言っている。英国の大家モーリーも一書を著わし

て『調和』と名付けている。17世紀以後欧州のすべての政治運動はほとんどこの2字［調和］に
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尽きる。今、我が国は、極力これに背いて進んでいる。西洋人はきっと特別な国家だということ

で我々を侮辱するだろう。これを聞いた人はもしかすると『我々は［敵を繊滅して］調和しなか

ったからこそ今日の平安があるのだ』というかもしれない。それでは尋ねよう。武力によって敵

党を追放し、国内に安住できなくさせているが、これを果たして平安と言えるだろうか。官吏や

スパイそして亡命者を除けば、耳目ある者はみな我が民が一日でも平安を得たとは言わないにち

がいない。政治勢力が均衡できないのでは、聖人がいたとしても治めることはできないだろう

（27）」0

章士別の所論の要点は、そもそも西欧の政治は「調和」によって発達したが、中国はこれを欠

いている、したがって中国も政治勢力の均衡すなわち調和が望まれる、ということである。「草

を刈り獣を狩るように」「武力によって敵党を追放し、国内に安住させなかった」と上の引用中

に言うのは、第二革命を武力鎮圧し、国民党員を国外に亡命せざるをえなくさせた衰世凱政府を

指している。

調和論の必要性とその効用を説く章士別は、フランス革命と清教徒革命を教訓とし、同じく

「革命」を経たばかりの中国に「調和」の必要を説く。この場合、ルイ16世の圧政、大革命後の

ジヤコどこズムの恐怖政治、ナポレオンの帝制復活、「暴主」クロムウェルの圧政など、いずれ

も調和の意義を解せざる悪しき事例として言及されている（28）。

章士別にとって、フランスの1791年憲法と靖夫の19信条とが同じ意義をもつ事例として比較検

討される。康有為が『法蘭西訪記』の中で、ルイ16世が議会を開き民権を許すなど寛容な措置を

とったが結局処刑されてしまったことを取り上げ民心の激烈さを非難したことに反論し、章士釧

は、「中流深穏之土」が集合した国民議会の制定した91年憲法は、王権と民権とを融和させる理

想的な立憲君主制を目指したが、王にとっては議会の開催、民権の拡大も単に譲歩の結果にすぎ

ず、真の「調和」ではなかったのだと指摘する。そして同様に、清朝政府が皇族の特権を廃止し

責任内閣制を規定した1911年11月の「憲法重大信条19条」、通称「19信条」は、その精神は91年

憲法と比肩しうるものであり、施行され効果をあげれば中国がイギリスのように発展した可能性

があった。だが国会請願の名士を監禁し、皇族内閣に対する批判にも耳を貸さぬなど、はなはだ

頑固であったために武昌蜂起が勃発してしまったのであり、それを鎮圧できぬ状況下では、「19

信条」を尭しても単なる反故紙にすぎない。「満洲政府」の措置が「調和」の意義を踏まえたも

のではなかったことは、ルイ16世と異ならないのだ、と章は述べる（29）。

近代国家建設の普遍的な原理を追究する章士別は、普遍主義的な観点から政治思想を考察して

いる。指標となる政治的な諸要因は、歴史的社会的文化的形成物であるが、しかし適切な土壌や

条件があれば移植や借用が可能である。このように思考する章士別にとって、ブルボン朝の経験

を中国の政治発展の教訓とすることに躊躇はなかったし、ルイ16世やクロムウェルを例証として、

衰世凱政治の末路を展望することができた。

調和諭とは、敵との共存を希望する哲学である。したがって敵対勢力に逼迫された結果として

の譲歩は「調和」ではない、「調和」には「公心」と「通識」が、すなわち公共心とコモンセン

スとが尊重されていることが必要条件である、と章士別は説く。そしてホップハウスの『民主と

反動』の次の一節をもって自説を補強した。「すべての人がともに生活するということは、確実

にナイフの刃を削り落とすこと、すなわち調和を意味している。いわば個人的な要求を減ずるこ

とを意味している（30）」と。

調和の原理に基づいた新自由主義者（31）ホップハウスは、「社会は多元的な社会条件の機能的

相互関係が調和を志向する倫理的実践によって統一されてゆく（32）」という社会発展論を展開し

た。調和という点において評価されるホップハウスの所論は、大いに章土釧の立論を容易にした

であろう。前段の引用文中の「調和」の原語は「co打prOnise」である。この時期の章が多くホッ

プハウスに依拠したゆえんであったと考える。章は『民主と反動』の第5章「有効性と権利」を

訳出し全文を発表している（33）。

章士別の調和論は、単一政治勢力による一元的支配の対極にある。ブルボン朝の旧体制はもち

ろんロベスピエールの独裁体制も調和の原則を逸脱した事例であった。調和について章は次のよ

うに述べている。「調和は相互に抵触しあい、そして相互に譲歩することによって形成される。
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抵力なくして調和を言うに足らず、譲徳なくして調和を言うに足らず（34）」。

章の説く調和は多元主義的な政治環境を前提にしている。異なる政治勢力が相互の対立におい

て霧散することなく集団として強固に結束し、しかも各々が「譲徳」を、すなわち謙譲の徳を具

有しているとき、調和状態が発生するとされる。政治的問題の処理において「譲徳」という道徳

観念を持ち出すことも章士別の政治論の特徴であるといえるのだが、この「譲徳」は政治的集団

や政治的意見の多元性の容認を意味するものである。調和論の本質は、国家の政治的諸要素の同

質化による統合ではなく、異質性を前提にした統合という自由主義政治思想であるといってよい。

（2）反対の制度化

章士別が理念的に構想している政治統合の大前提は「不一致」に基づく「一致」である。章士

別が危倶しているのは、第二革命のように「不一致」による政治的反対が究極的に相互劇滅戦争

を生み出す状況である。このような状況を回避するために、自由主義政治思想を中国に導入し、

政治的反対の制度化を達成しようとするのが調和論の主張である。かくして章士別は次のように

指摘する。一致を強制（「強同」）してはならず、不一致を尊重（「尚異」）すべきであり、

「それゆえに、近世憲政の精神は、国家が合法的反対を認容するということにあるのである（35）」

と。章士別の諷和論の中心町な内容となっているのが、その「反対の制度化」の主張である。

章士別は近代国家における政治運営には複数の意見集団の角逐が必要であることを、英国政治

を例にとり次のような表現で説いている。

「そもそも国家にはまず反対者の発生があってそれから内閣制があるべきである。決して、新

勢力が突然台頭してきて内閣政治を創造し、その内部で反対者がひそかに成長するのを待つ、と

いうのではない。要するに英国政治の成功は反対者が力を得たからであることは凝いない。その

政府党は政治用語では『王の僕』といい、野党は『王の反対党』という（36）」。「王の僕」を

「Ei喝’ssenⅦ止S」、「王の反対党」を「Ki喝，sqppositim」と称する、と章はことさらに註

記している。

政治的反対意見の表明が制度として許容されることが政治統合にとって必要であるという主張

を裏付けるのがJ．S．ミルの『自由論』であった。反対党の存在を認めるのが政党の条件である

という主旨のメイの見解を紹介した上で、保守政党と革新政党の双方が必要である理由を述べた

『自由論』の次の箇所を引用している。

「政治においても、秩序または安定を標梼する政党と進歩または革新を標梼する政党とが、政

治生活の健康な状態にとって共に必須の要素であるということは、［今日では］ほとんど取り立

てていうまでもないこととなっている。……これら二つの考え方のいずれもが効用をもっている

所以は、相手方に欠陥が存在しているためであるが、しかしまた、二つの考え方のいずれにも、

理性を失わさせず常軌を逸させないものは、主として相手方の反対というものなのである（37）」。

自由主義の本質は諸対立および諸意見の交錯する過程であり、意見の闘争から共同の真理が求

められるということにあり、その前提として、相手に説得されるという心構えをもつ、党派的拘

束から独立している、利己的な利害に捉われない、ことが必要とされる。

異なる意見の角逐を尊重する章士別にとって、異質な意見、反対意見を排除する思想は、それ

が民主主義的であるか否かを問わず、自由主義の思想的な敵であった。

章士別の説く調和は、第二革命において武力衝突した2つの政治勢力、すなわち「国民党」と

「蓑政府」、あるいは「革命党」と「政府党」（38）に向けられ、章は調和諭の立場から双方を批

判の姐上に乗せている。両者が「［政策の］施行」において争うのではなく、「根本原則」にお

いて争ったことが武力衝突を導出した最大の原因であると章は考え、「衰政府」と「革命党」が

標梼する「根本原則」を次のように規定している。

「今の政府が今の形になったのは彼らに根本原則があったからだ。それは何かと言えば、つま

り大権総擾主義である。革命党は死を顧みず奮闘したが、彼らにも根本原則があった。それは何
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かと言えば、つまり共和建設主義である（39）」。

「大権総撹主義」は「独裁帝制の精神」であり、「近世民主政治」とは氷と炭のように融合し

ないものであり、一方「共和建設主義」は「大権政治」と溶け合わないものであると章は説明し

ている。

「政府党」は「衰総統の雄才大略」が「乱党」を残滅して初めて統一が可能になると説き、

「革命党」は、第一の失敗は衰世凱と和睦したことであり、衰氏の陰謀が「政党」を擾乱させて

いるのだから、「すべての旧勢力」を撃破しなければ自らを保つことはできないと説いている。

だが、「この2説は、私の説く調和の意義と相容れるものではない」と章士別は第二革命の原因

を分析している（40）。

このように、社会内部で相互に排他的な価値体系をもつ政治勢力による政治的反対が暴力の行

使に至ることなく、政策の「施行」を焦点になされなければならないと説くのが章士別の調和論

である。「調和は立国の大経」であることを、すなわち「調和」が国家建設の大原則であること

を諸政治勢力が理解できぬことに中国の共和制の未熱さと政治的不安定の原因が求められている

のである。

章士別の調和論は政党政治と責任内閣制を根幹とする議会主義的主張と表裏するものである。

革命後の中国社会内に必然的に生起する政治的反対、すなわち利害や意見の対立を、政党や政府

という具体的政治集団に吸収させ、それぞれの政治集団が信条体系や価値体系を異にしながらも、

譲歩と妥協を重ねながら、議会主義的諸制度の枠組内において討論することによって共和制を確

立し、民国を発展させるというのが章士別の主張である。

反対の制度化という自由主義的な政治思想は、章士別の場合その多くをJ．S．ミルに負ってい

る。「異なった意見の存在が必要である」ことについて、章はミルの『自由論』第3章冒頭から

次の部文を引用する。

「人間は誤りのないものではないということ、人間の真理は大部分は半真理であるに過ぎない

ということ、相反対する意見を十二分に最も自由に比較した結果として出て来たものでない限り、

意見の一致は望ましいものではなく、また、人間が現在よりもはるかに、真理のすべての側面を

認識しうるようになるまでは、意見の相違は害悪ではなくてむしろ為めになることであるという

こと。……人間が不完全である間は、異なった意見の存在していることが有益であるのと同様に、

異なった生活の実験の存在していることもまた有益なのである（41）」。

モーリーはミルの弟子と評されており、事実『調和論』の最終章においてミルの『自由論』の

主要な論点を要約している（42）。章士別自身も「モーリーは今日のミルである（43）」と述べてい

る。すなわちジョン・モーリーの調和論は19世紀におけるミルの自由論だと評価している。しか

らば『甲寅』雑誌期の章士別の調和論は、「反対の制度化」の主張に限定してではあるが、2け世

紀中国の自由論であったということができる。

（3）政治的寛容

『甲寅』雑誌掲載の論説の多くは時局の具体的問題を論評するものであった。章士別の調和論

も、辛亥革命後の混乱を極めた政治的対立とその結果としての内乱とへの対応から生まれた現実

的有効性を狙った政策論だといえる。だが、章士別の議論の焦点はむしろ一般的な政治学原理に

関する理論的な問題に置かれていた。すなわち、国家建設の政治的側面に関わるより根源的な諸

問題について考察を加え、それによって中華民国の政治現象を評価しているのである。

章士別にはその理論的深層に「政治」というものの成立原理についての定見があり、それが章

に調和論なる政治論を説かしめている。章士別は『甲寅』雑誌の創刊号の巻頭論文の冒頭でこう

述べた。「為政に本有り。本は何くにある。日く、容有るに在りと。何をか容有りと謂ふ。日く、

好同悪異ならずと（44）」。すなわち政治の根本は寛容の精神にあるのであり、寛容とは自己と同
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一であるものを求めたり（好同）、自分と異なるものを憎んだり（悪異）せぬことであると説く。

「同を好み、異を悪む」ことは多元的な価値の並存を認めぬいわば閉塞した思想であり、自己

の立場のみを絶対化する硬直した政治的教義であるといえる。そしてこの「好同悪異」の存在が

現在の中国の窮状をもたらしたと章は考えている。「われわれが今このように苦しんでいるその

原因は結局どこにあるのだろうか。私はさまよい求めて4文字を結論として得た。好同悪異がそ

れである（45）」と章は述べる。

「好同悪異」批判は、社会の進歩の観念と密接に関連している。章士別は「好同悪異」の本質

を「獣性」、「野性」であると規定し、「好同悪異」という野蛮性の存否をもって西欧社会の発

展と中国社会の停滞とを描き出している。第二革命で南京攻撃を担当した張勲の弁髪の軍隊や華

北の農民反乱軍である白狼軍の残虐さは「好同悪異」をなすがためであるとして、章は中国社会

の後進性について次のように述べる。

「これによってわれわれの野性は、今にいたっても除去されていないのがわかる。それが顕在

化すると兵犬を用い、潜在化すると政治学術を施した。そうして数千年間、治乱が循環し、社会

の機能はついに一日たりとも今日の欧米のように発達することがなかった。それは、皆この野性

に束縛されていたためなのである（46）」。

章士別によれば、そもそも社会というものは異説を受容すれば進歩し、異説を排除すれば退歩

するのであり、欧米社会が発達しえたのは、例えばコペルニクスの天体諭、ニュートンの力学、

ダーウィンの進化論等の異説を受け入れたゆえである。他方中国は二千年間「好同悪異之野性」

がくり返したち現われ、専制体制を支える軍隊と体制教学とが社会の発達を阻害し、今日におい

ても消滅せずに現在の政局の混迷を招致している（47）、というのが章の認識である。

「獣性」「野性」という引照基準の比較的曖昧な文明論的な観点からの言及であるとはいえ、

「好同悪異」という分析視角から、章士別は中国社会の歴史的特殊性を停滞の相のもとに捉え得

た。そしてこの政治的寛容の主張は、中国の後進性を脱却する方法、中国の政治統合と政治発展

のための方法であった。政治的寛容という倫理的基盤を共有しえてこそ、混乱や内戦といった政

治的退行に陥ることなく反対勢力を結集し反対意見を表明することが可能となる。「好同意異」

批判は「反対の制度化」論の政治文化的側面であった。

（4）政治統合論としての調和論

調和論は自由主義的な政治理論である。そしてそれは多様な政治的要素をひとつの政治的共同

体に収赦させるための理論でもある。各政治的要素は凝集力と反発力との動的な平衡の中でひと

つの政治体を形成しつつある。これが近代国家の性質であると章士別は考えた。章士別はこのア

イディアをジェームズ・プライスの著作『歴史と法律学の研究』から得ている。

プライスはニュートンの天体力学の考え方、つまり向心力と遠心力、および2力の均衡とを政

治学に導入して次のような洞察を行なった、と賞賛して章士釦は次の文を引いている。

「社会組織というものは無数の人間、無数の集団を合わせてその範囲とする。その人間や集団

を相互に繋ぎとめるのが向心力であり、逆にそれを瓦解させるのが遠心力である。国家の憲法は

いくつかの法の集大成である。その法が道理であり基準であるのは、それらがみなひとつの社会

を組織し制御し統合しているからである。そしてこの2力の作用は期せずして表出する。向心力

が現れると分子は密着し、社会はますます強くなる。遠心力が現れると分子は排斥しあい社会は

必ず分裂する（48）」。

そして章士別は次のように議論を展開する。革命によって社会は分裂する。これを防そには、

遠心力を集団の内部に保持して外部に出ないようにさせることだ。その離反を利用して攻撃した

りしてはならない。そうなると力の盛衰は一定ではなくなり相互に排斥しあう局面が生ずる。次

から次へ排除しあい、混乱を繰返し、国家は崩壊する。よって2力が排斥しあうのは大乱の道で
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あり、2力が守りあうのは平和の道である。これはプライス氏の著書を読み、沈思して理解でき

たことである。2力が守りあうのは憲法に他ならないと章は説いている（49）。

かくして章は、アメリカ、フランス、イギリスの各憲法を比較したうえで、次のような結論を

述べている。どのような国家でも向心力と遠心力の双方を具えている。向心力を保持して国家を

肇園にすると同時に、遠心力の総量を調査してそれを法律の範囲内に引き入れた上で、相応の機

能を果たさせることが肝要である。「換言すれば、両力を互いに調合して一定の軌道を形成させ、

それを保持し逸脱させないようにすることだ。そのほかに道はない。他の道はいずれも政治的自

殺の愚計である（50）」。

章士別にとって向心力と遠心力との均衡関係は動態的であるべきであった。1915年、日本の中

国に対する21ヶ条要求が民族主義的心情に火をつけていた。日本亡命中の章士別は、国家全体の

ために反衰闘争を一旦停止して一致団結する必要があることを主張した。「五月九日国恥記念日」

の日付をもつ「時局痛言」において章士別は次のように述べている。

第1に「中国が滅亡しないのは列強の勢力均衡の賜物であって、わが国自身にこれに対処する

何か能力があるからではない」。

第2に「国人は自らを損なうばかりで勢いを盛り返すこともなく、わがまま勝手の破廉恥三昧

である。勢力均衡の状況下では一緒の望みは瞬く間に見えなくなってしまう」。

第3に「20世紀に国家を建設するには、いささか国家の原理を顧みて国中の利害、情感、希望、

意見の異なる点を調和できるようにし、各方面の優秀分子が協力しあい、平和と進歩の基礎を仲

間喧嘩で壊してしまうことのないようにすべきである。そうすれば危機に際しても全国一敦の防

衛が可能となる。ああ、今や、外交の屈辱はまさに突然の一喝となった。哀しいかな。わが国人

はどうして思いを一つにできないのか（51）」。

反義運動を実行する「欧事研究会」は状況に応じて衰世凱政府に対する力学的関係を動的に変

更することができる、という発想は政治諸力の天体運行的平衡を重視するところから生じている。

そして見逃してならないのは、平衡を生みだすべく期待されているのが「各方面の優秀分子」で

あることである。

調和論の背後には、向心力の原動力として、政治的凝集力を生みだす触媒として、政治エリー

トの役割を重視するというエリート主義的な志向が存在する。民国元年の章士別の政党政治論に

見られたように、エリートの集合的結合力に依拠した政治統合を目指すという観点がここにおい

ても持続していることが判明する。

「時局痛言」を発表した2ケ月後、章士別はこの観点を別の文脈においてではあるが、次のよ

うに表現している。

「わが国の民智の低さは、まことに普通選挙を主張できない程度である。だが国中に、政治に

参加できるような一部の優秀分子がいないとは誰であれ信じないであろう。それが信じられるよ

うなら、専制政治もまた行うことができない。何故か。専制を行うには、結局人を派遣して統治

せざるをえないからである。したがって、私の理想とする立憲政治は、初めから普通の民智を基

礎とするのではなく、一部の優秀分子の間で組織を作り、相互に比較し研磨し吟味し調合するの

である（52）」。

議会主義政治論を説く章士別は近代中国史上突出したリベラリストであったが、決してデモク

ラットではなかった。むしろ「多数の専制」といったデモクラシーのもつ負の側面を嫌悪した思

想家であった。自由主義とエリート主義とが共存したゆえんである。

第3節　専制批判と討蓑の論理

（1）専制批判の論理
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専制が凶凶しいものであることは章士別にとって議論の余地がなかった。ホップハウスが『民

主と反動』中に引用したドイツの歴史学者モムゼンの言葉、「立憲政治は進取的であり生命力に

富んでいるが、専制政治は停滞的で死体のようなものだ」を章士別はいたく気にいった様子で二

度にわたり引用している（53）。

衰世凱側による宋教仁の暗殺と黄興に対する中傷とが、章士別が衰世凱討伐の軍事蜂起に踏み

切る契機となったが、しかし、章は自分が黄輿や孫文よりも急進的であったのは「私は衰世凱が

皇帝になるという固定観念をもっており、両先生にはこれがなかったからである（54）」と述べて

いるように、そのより直接的な動機は、すでに章が自ら関与することに苦渋を覚えていた「蓑の

秘事」、衰世凱の帝制復活の陰謀にあった。

章士別をも含めて、第二革命の推進者たちに共通に見られる特徴として、衰世凱の軍隊との闘

争を「専制」との対決と捉え、「共和制」の発展を擁護するものであることが前提とされていた。

調和諭における専制批判の論理は、専制は寛容を欠くがゆえに野蛮にはかならないという、進

化論的、文明論的な観点から生み出された。そしてこの論理は「革命党」もまた寛容の欠如ゆえ

に野蛮であることを論証した。

章は政治的反対意見の表明を制度的に保証する共和制の発展こそが、野蛮を文明へと転換して

ゆく過程であると考えた。章の楽観主義はこのような議会主義的共和制の進展が、専制の野蛮と

革命の野蛮とを払拭すれば必然的に文明がもたらされると考えた点に現われている。

このような文明論的な発想はモンテスキューのそれに負っている。「中国は専制国家であり、

その原理は恐怖である（55）」と評価したモンテスキューは、近代中国の矢口識人に「専制」は最悪

の政体であるという観念を与えるのに寄与したようである（56）。章士別もその例外ではなかった。

章士別は、厳復訳の『法の精神』第25編第15章の末尾の一節、「専制の国はつねに同を喜び、

異を恵む性格を持つ。異なる者は反乱の触媒だと見なすからだ（57）」を引用し、モンテスキュー

に依拠しながら、次のように専制批判を行なっている。

すなわち「専制」は「君主独裁」であり、その性質は「他人が自分に同ずるように強制する」

ことである。これは人間生来の性質から発するものであり、「ゆえに専制は獣欲である」。章は

この「専制」に対抗するには「諌詳」、「革命」、「立憲」の三策があるとし、（1）「諌評」は

「専制の欲するものではない」がゆえに振殺され、また（2）「わが歴史上の革命は」「よき政略」

を欠いたため、逆に反対勢力を強化する結果に終っており、よって（3）「立憲」は中国では神話

時代から清朝まで主張するものが存在しなかったが、「専制好同の弊」を克服するにはイギリス

がなしたような「立憲」によるしかない、と主張する（58）。

このように章の専制批判は、専制政体自体を「獣性」の所産であり政治的後進性の発現である

と捉え、「好同悪異」への断罪という形で表明されている。そしてイギリス的「立憲」制度によ

る君主権の制限を方策として称揚している。「立憲」こそが反対の制度化を促す道である。

（2）革命独裁批判

ところで、章士別の専制批判の論理は両刃の剣であり「共和制」をも攻撃してゆく。むろん章

は自己の立場は究極的には「共和を尚ぶ」側におくと表明している（59）。攻撃は「共和制」自体

にではなく、「共和制」を担うべき勢力に対して向けられている。

「共和制」について章は次のように述べている。そもそも「共和」は革命が旧姓（旧王朝）を

覆すことで成立するが、革命政権は「理想上の組織」を国家に施そうとして、「一国最強の権」

を掌握し濫用する。これは「人を強いて己に就かしむ」ことであり、「国人を圧迫し自分に従属

させることである。これが極まれば反動が起こり滅亡してしまう。これが繰り返され、人は痩蛇

のように危険なものとして共和をみるようになる（60）」。

章士別の攻撃は、「共和制」の担い手たちが目的遂行に余りに急激にすぎ、反対勢力の存在を

認める寛容の精神を欠いたため、かえって反動を招来し、結局は議会の解散、政党の禁止、地方

自治の廃止、政府系議員のみによる約法の修正など、総統政府による「専制」を導くことになっ
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たという現実の政治展開を考慮してなされたものである。

章士釦は共和制から専制が発生する状況について多大な関心を寄せている。章はモンテスキュ

ー『法の精神』第8編第2章「民主制の原理の腐敗について」に啓発されその諭旨をたどりながら

次のように述べている。

共和制（章士別は、止血，ocra土ieを「共和」と訳している）が腐敗する2つのケースがあり、

不平等が進む場合と極端な平等化が進む場合とである。前者の場合、共和制のもとで各人は自由

であるゆえにより多くの利益を獲得しようとし、やがて国家は無数の小専制君主から構成される

ようになる。そしてついにはただ一人の大専制君主が登場する。また後者の場合、極端な平等の

結果、己れのみを尊いと見なし、己れと異なるものを残滅せんとする絶対の専制が生まれる。よ

って章士別は「共和制の下で専制が発生するのは、その第一の欠陥は調和立国の原理を理解して

いないからである。天下の事柄では、両端が存在しなければ中心も存在しない。モンテスキュー

氏は共和の欠点とは不平等と極端な平等であると述べた。不といい極端というが、ならば明らか

にその中間が存在する。その中道を獲得すれば共和は繁栄する」と結論する（61）。

共和制の堕落を防止する「調和立国の原理」とは「反対の制度化」と「政治的寛容」の主張で

ある。調和論は「専制」批判と「共和制」推進者への批判とを含む革命後中国の政治的安定を目

的とした理論であった。しかしながら、いかにして「中道」を得ることが可能となるのであろう

か。「国民党」と「蓑政府」が護持する「原則」を前にして、章の調和論はその方法としての限

界性を露呈させる。

章はいう、「そもそも調和は双方が譲歩することを意味する」のだが、「2つの原則があって

調和の障害となっている。ひとつは大権総撹主義であり、ひとつは共和建設主義である。よって

双方は協議して調融和合するための方法を講ずるべきである」と（62）。

だが「双方」が「協議」しえぬゆえに武力衝突しているのが現状である以上、寛容の精神とい

う倫理性の修得による衝突の制度化は、方法論としては一種の循環論に陥る。その現実的有効性

はむしろ疑問視されていた。

「欧事研究会」は1915年夏から梁啓超ら進歩党系人士と協力のうえ雲南軍の蜂起計画の実現に

向けて動き出した。当時章士別とともにあった程潜はつぎのように回想している。「蓑世凱を打

倒してもその部下たちが我々との戦闘を継続するだろうことは予想できた。また我々とともに討

蓑をおこなった同志たちも政見の相違から分化がおこり、その分化したうちの一部の勢力はやは

り我々との闘争を継続するだろう。我々の内部も意見が完全に一致していたわけではなかった。

章士別の調和諭はおそらく中国で実行されないだろう。私と李根源はこのことについて常に論争

していた（63）」。

第三革命の終了後の政局は、まさに「調和」とは逆の方向へと進み、南北両政府の並立状態に

陥り、章士別は南北統一のため奔走することになる。それについては第6章で述べる。

（3）討蓑の論理

調和論には奇妙に矛盾する点がある。調和論は政治統合のための理論であり、政治的反対が武

力衝突に至ることのないように、「反対の制度化」と「政治的寛容」による自由主義的な政治体

系の確立を説くものだが、章士別自身は、むしろ自ら第二革命、第三革命という政権転覆をねら

う武装蜂起に2度にわたり参加している。矛盾は章士別の理論と実践との帝離の中にある。

この点ついて、章士別の「国家」についての考察を手掛かりに分析をすすめたい。

章士別は「自覚」という論文で、国家と個人の関係について次のように述べている。「国家は

政治組織の一種であり、一国の人がみなこの組織に包括されることが第一の条件である。つまり

一国の人全員がこの組織の存在に同意しているのである。全員だといえなくとも、最大多数が安

全無事であれば、国家は平和と進歩を得ることができる」。だが、「人間が社会にあっては、す

べての意見、感情、利益、希望は断じて一致しがたい」ものであり、極少数の反対者が多数を説

得することができなければ、最後にはその罵粋を逃れて他の国籍を求める自由を行使することが
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できる、と章は説く（64）。

続けて章は、契約論的な人権論の主張を思わせる見解を述べる。「国家の職務は、一面では個

人の私権を輩国にし、一面では社会の秩序を維持することにある。この人権自由の理と公安国利

の道とを融合させて間隙のないようにできれば、その国の文化はこれ以上はないような観止の境

地に達するだろう」。このよう「国家」は「個人の私権」を保護する「職務」を負うと章士別は

説き、人は禽獣とは異なり政治的観念をもち、「公共和平の代価」として、自らが自らの「私権」

を制限することが必要であると強調する。人は「自らその限度を考慮しなければならない。そし

てその限度内において、割くべき権利はこれを割き、減ずべき要求はこれを減ずる。これが憲法

の由来するところであり」、憲法とは「一国の権利の規定書」である、と（65）。

国家とは憲法にもとづき人権を保護するためにつくられるが、「公共和平」のためには私的権

利は制限されるべきであり、それについては大多数の国民の同意が、つまり国民の自発的服従が

必要であるという。このような章士別の国家論は、明かに西欧の国家論、政治社会像であり、中

国の伝統思想から現われ出たものだとは言いがたい。

章士別の自由主義的な国家論には、国家からの個人の離脱の契機が組み込まれている。「代議

制が確立し、公論を表明する道ができ、交通運輸網も整備され、さまざまな職業が交錯しあい、

国中の是非と利害の所在は姿を隠すことなく明確になる」が、この是非と利害とが「一致」の基

盤を獲得できないとき「国家の意義はそこで終わり、無政府の意義がそこから始る」と章は述べ

る（66）。

章士別の「自覚」のこの論点に触発されたという証拠はないが、陳独秀は『甲寅』雑誌上に

「愛国心と自覚心」を発表し、欧米の愛国とは個人の権利や幸福を保証する団体（国家）を愛す

ることをいうが、国民を保護しない中国の場合、国として愛するにたりないと主張し（67）、大き

な反響を呼んだ。これを受けて李大別は「厭世心と自覚心」を書き『甲寅』雑誌に投稿し、国家

が愛するにたりないのなら、新たに愛しうる国家を建設するよう奮闘すべきであると述べた（68）。

陳独秀の文章に対する十数通の問責の書簡が『甲寅』雑誌社に寄せられ、章士別は陳独秀を弁

護すべく文章を発表した。章は陳と李の議論を前提に、ルソーの『社会契約論』第3編第10章お

よび第11章の「国家の解散」説を持ち出している。

章の説く「国家解散」説はおおよそ以下のように述べられる。国家は社会契約からなり、契約

とは人が部分的な自由を国民の総意の下におき、その制裁を受けることである。総意とはソブリ

ニデイのことであり、定まった代表機関がそれを明示する。ときに暴虐なものが現われ、その一

人の意志と国民の総意とが敵対することがある。そして多くは暴力によってソブリニティが抑圧

され、暴力が用いられる度に国家の組織は変容し、やがて何人もその一人の意志と抵触するもの

がなくなり、かくして総意は死に絶える。立法権は国家の心臓であり、行政は脳である。脳が麻

痔しても人は生存できるが、心臓が止れば救済できない。したがって、国家の存立に必要なのは

法ではなく立法権なのである。ソブリニティが一人に纂奪されれば、たとえ法令は多くとも、人

民の総意とは関りがなく、国家はここに解散する。自由に生きる人間はただ自分の意志にのみ服

従し、決して他人の意志には服従しない。いわば総意とは自分の意志であり、それゆえに国家の

下にあっては義務が生ずる。だが、好悪な権力者がわが総意を奪い、われに自分の意志を捨てて

他者の意志に従えと強要するならば、われは社会契約の成立以前の自由を回復して、再び自然状

態へと踏み入るだけである。「したがって国家を解散するとは社会契約を破棄し、もとの自己を

回復することである（69）」。

章士別は、陳独秀や李大別の愛国論議は、ルソーの「国家解散」説に帰着すると考えていた。

「建国」とは国家を解散した後に建設を行うことであると説く章は、「国を愛さないというのは、

すでに解散した国家を愛さないという」ことであり、「今ふたたび建設する国家を愛さないのは

よくない」。したがって陳独秀のように「国は愛するにたりず、国が亡んでも恐れるにたりない

と説くもの」は、「ルソーの説にしたがい国家はすでに解散し、民族の自由はすでに回復したと

みなして、そしてその次にいかにすべきであるか」を考えてほしいと章士別は主張する（70）。

契約論からいえば、圧政への抵抗は主権を有する国民の権利であることを章士別は学んでいた。

元首の政治責任を質すための革命権は憲法上の権利であることを説くボーンハックの言葉を引用
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する章は（71）、続けてルソー『社会契約論』の冒頭、第1篇第1章の次の一節を引用している。自

由主義者章士別が武力蜂起による政府顛覆を主張する根拠となる一節である。

「ある人民が服従を強いられ、また服従している間は、それもよろしい。人民がクビキをふり

ほどくことができ、またそれをふりほどくことが早ければ早いほど、なおよろしい。なぜなら、

そのとき人民は、〔支配者が〕人民の自由をうぼったその同じ権利によって、自分の自由を回復

するのであって、人民は自由をとり戻す資格をあたえられるか、それとも人民から自由をうばう

資格はもともとなかったということになるか、どちらかだからだ（72）」。

こうして章士別は、ルソーを媒介に調和論と討裏の論理とを接続している。ルソーの「国家の

解散」説とはいわば国家建設の再履行の論理でもある。章土釧がルソーに依拠するのは、『民立

報』期にはなかった『甲寅』雑誌期の特徴である。

日本亡命当時の章士別はルソーを熟読玩味している。西洋の学術の紹介者として先輩格にあた

る厳復が、天津『庸言報』第25・26期に「民約平議」を発表し、ルソーを痛罵した。これに対し

章士別は、『社会契約論』を縦横に引用することで、厳復の論点に逐一反論を加え、厳復はルソ

ーの自由平等論に不服であり、その厳復の立論の根拠はハックスレーの『人類自然等差』（

肋Ⅹ1q㍉伽t鹿胞t血加画王研げ換わであることを論証している（73）。章士別が目にし

ているのはフランス語の『社会契約論』であることはその引用のしかたからわかる（74）。反衰運

動の最中の章士別によるルソーの評価は、とくに当時厳復は衰世凱の再帝制化を支持する等安会

に名を連ねていることを考え合わせると、中国近代思想史における西洋思想の受容の問題として

も興味深い。

一方では議院内閣制論の確立と政治問題解決の制度化を主張し、そのための「一致」の土台を

模索しながら、他方では、現実に武力行使によって政権の争奪を行わねばならない「敵」に対処

しなければならないという、反義運動期の章の政治論として、ルソーの「国家の解散」が主張さ

れている。「国家は解散できるが、民族は解散できない（75）」と説く章の立場は、『蘇報』時代

の革命論を支持するナショナリズムの主張者であったかつての章士別を努贅とさせる。そして章

の議会主義政治論の背景には、政治なるものについて国家と個人の関係から説きおこす原理的な

考察が存在していることがわかる。たしかに調和論自体は積極的に何らか特定の政治的主張を行

うものではなく、「不一致」を前提とした「一致」の獲得を可能とする条件を求める主張であっ

たが、それと表裏して目前の政治体系の全面否定と国家建設の再履行を敢行する論理が潜んでい

た。そして国家建設の方法はすでに調和論の中で述べられていた。

すなわち、「今日の政局の唯一の解決の方法は、機会をみつけて、全国の人の聡明才力を進発

させ、情感と利害を融和させて、国憲を規範として、国俗を変容させ、それを共に信奉して、欺

きあうことのないようにさせることである（76）」と。章士別の調和諭は討蓑の論理であると同時

に政治統合の方法論でもあったということができる。

小結

章士別が1912年2月に民国の課題として「政府の形式」を取り上げたときに、すでに「国家の

形式」は自明なものとして前提されていたことを改めて想起したい。民国はすでに共和制となり、

それゆえ内閣制か総統制かが緊要な問題であると説かれていた。しかしながら、章士別が「衰氏

称帝の固定観念」を懐胎したとき、民国は共和制であるという自明の前提は脆くも崩れ、共和制

は最早あれかこれかの選択肢のひとつに過ぎないものとなってしまった。もうひとつの選択肢で

ある専制は制度を超越した「野蛮」にはかならず、章の主観においてはこれに対抗し、国家建設

をやり直すことは決して制度の破壊ではなく、それがたとえ「国会の自殺」を意味したとしても、

章にとってはむしろ共和制再確立へ向けての前進のための後退であった。

調和諭自体は決して何らかの積極的な政治的主張をなすものとして構想されているのではない。
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章は「私がこの論を書いたのは、決して僅かでも先入観があるのではない（77）」と述べ、また

「調和は実際家の言であり、はじめに堅固で破ることのできない原則があって、これを先入主と

してしまうことを避けるのである（78）」と述べている。そして章は「為同の弊」を払拭し「調和」

することで、天下の人材を集めることができ、優秀な人材が不当に排斥されることがなくなれば、

清廉で正直な人物は自由に発展する地を得て、各々の才を各々の用にあてれば、問題はなくなる

だろうと考えている（79）。

自由主義の敵を駆逐すること、これこそが、第二革命、第三革命という衰世凱政権打倒のため

の武装蜂起に章士別自らが参加した理由であった。
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（36）秋桐「政本」『甲寅』雑誌、第1巻第1号、1914年5月3日、9責。「王の反対党」は日本にも

認められており、日本では「陛下の反対党」ということを指摘している（秋桐「政治与社会」前
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掲、24貞）。

（37）章士別が引用しているのは厳復訳『群己権界諭』であるが、ここでは塩尻公明・木村健康訳

『自由論』岩波文庫、1971年、97貢にしたがった。秋桐「政本」同上、、9貢。

（38）秋桐「政力向背論」前掲、17貢。

（39）秋桐「調和立国論上」前掲、5貢。

（40）秋桐「調和立国論上」同上、5貢。

（41）秋桐「調和立国諭上」同上、16貢。訳文は塩尻公明・木村健康訳『自由論』岩波文庫、1971

年、114－115貢。章士別は自分の訳ではなく、厳復訳『群己権界論』を使用している。

（42）EdwaェdAlexarder，地肌ey，thiversityof他shi喝t皿，1972，P．67，On伽rcmise

に関する評価は、i鮎d．即．54－68．

（43）秋桐「政治与社会」前掲、6頁。

（亜）秋桐「政本」前掲、1責。原文は、「為政有本、本何在、日在有容、何謂有容、日不好同悪

異」。

（45）秋桐「政本」同上、6貢。

（46）秋桐「政本」同上、6責。

（47）秋桐「政本」同上、7貢。

（48）Ja聡SBm，‖Ⅱ妃ActicnofCerrtri匹taladCentrifugalFbrcesonPolitical

α汀迫titutionl．，inStLKHesin必S±αγaZXl血画．秋桐「政力向背論」『甲寅』雑誌、
第1巻第3号、2貢。

（49）秋桐「政力向背論」前掲、3頁。

（50）秋桐「政力向背論」同上、17貢。

（51）秋桐「時局痛言」前掲、2貢、7貢。

（52）秋桐「共和平議」『甲寅』雑誌、第1巻第7号、1915年7月10日、2貢。

（53）秋桐「国家与責任」『甲寅』雑誌、第1巻第2号、1914年6月10日、17責。秋桐「政治与社会」

前掲、23頁。引用はモムゼン『ローマ史戯5わryof鹿喝からである。モムゼン（恥dor

独Ⅹ汀nSen，1817－1903）は19世紀ドイツを代表するノーベル文学賞授賞の学者で、『ローマ史』、

『ローマ研究』、『ローマ国家法』、『ローマ刑法』など記念碑的な業績をのこした。章士別は

「立憲政治」、「専制政治」と訳しているが、前者の原語は「comstitution（憲法）」、後者は

「d過01止i弧（絶対主義）」である（Ib肋0旧e，蜘感触臼00，恥Ⅳ恥Ik，

G．P．n止man’S鮎r退，1905，p．122．）。

（54）章土釧「与黄克強相交始末」前掲、145貞。

（55）モンテスキュー『法の精神』上巻、野田良之・稲本洋之助・上原行雄・田中治男・三辺博之

・横田地弘訳、岩波書店、1987年8月、157貢。

（56）『法の精神』を媒介に中国のような「君主専制」は最悪の政体であるという観念が当時の中

国に広く流布していたことについては、佐藤慎一「近代中国の体制構想－専制の問題を中心に」

（溝口雄三・浜下武志・平石直昭・宮嶋博史編『アジアから考える［5］近代化像』東大出版会、

1994年6月、所収）を参照。

（57）秋桐「政本」前掲、7貢。モンテスキューの表現に遡れば、該当部分は「（専制的な大帝国

では）最初は外国人に対して寛容である。なぜなら、君公の権力を害すると思われないものには

少しも注意が払われないからである。そこでは、あらゆることについて極端に無知である。ヨー

ロッパ人はいくらかの知識を提供して気に入られるようになることもできる。これは手始めとし

てはよい。しかし、なんらかの成功が得られ、なんらかの論争が起こり、なんらかの利害関係を

もちうる人々にそれが知られるや否や、この国家は、その本性上、特に平穏を必要とし、最小の

混乱といえども国家を顛覆させうるので、新しい宗教とそれを説く人々とは直ちに追放される」

（モンテスキュー『法の精神』下巻、野田ほか訳、岩波書店、1988年2月、43貞）。

（58）同上、7「8貢。

（59）秋桐「調和立国論上」前掲、5貢。

（60）秋桐「政本」前掲、10貢。
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（61）秋桐「民国本計論」『甲寅』雑誌、第1巻第10号、1915年10月10日、10貢。

（62）秋桐「政本」前掲、27貢。

（63）程潜「護国之役前後回憶」前掲、14－15貢。

（64）秋桐「自覚」『甲寅』雑誌、第1巻第3号、1914年7月10日、4－5責。

（65）秋桐「自覚」同上、6貢。

（66）秋桐「自覚」同上、5貢。

（67）独秀「愛国心与自覚心」『甲寅』雑誌、第1巻第4号、1914年11月10日。

（68）李大別「厭世心与自覚心」『甲寅』雑誌、第1巻第8号、1915年8月10日。

（69）秋桐「国家与我」『甲寅』雑誌、第1巻第8号、1915年8月10日、5頁。心臓と脳髄の比喩をは

じめ、この部分はまさにルソー『社会契約論』第3編第11章の後半にはかならない。

（70）秋桐「国家与我」同上、11頁、10貢。

（71）駄m血k，〟Jg加ム若鮎atSJdⅣe．秋桐「帝政駁義」『甲寅』雑誌、第1巻第9号、5責。

（72）秋桐「帝政駁義」同上、6貢。ルソー『社会契約論』桑原武男・前川貞次郎訳、岩波文庫、

1954年、15貢。

（73）秋桐「読厳幾道民約平議」『甲寅』雑誌、第1巻第1号、1914年5月3日

（74）また、たとえば秋桐「帝政駁義」前掲、6責では、『社会契約論』第1編第1章の冒頭の一部

を原文つきで長い引用をしている。

（75）秋桐「国家与我」前掲、10貢。

（76）秋桐「調和立国論上」前掲、28貢。

（77）秋桐「政本」前掲、12貢。

（78）秋桐「調和立国論上」前掲、5責。

（79）秋桐「政本」前掲、17－18貢。
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第5章　第三革命における章士別と軍務院

はじめに

第1節　欧事研究会の結成と章士別

（1）中華革命党の成立

（2）欧事研究会の結成

第2節　雲南蜂起と軍務院

（1）護国軍の蜂起

（2）軍務院の生成と消滅

小結

はじめに

1914年10月までに総統権限を制限する「天壇憲法草案」が完成していた。衰世凱の対策は、憲

法の施行以前に正式総統に就任してしまうというものであった。正式大総統に選出されるために

はなお国会が必要であり、蓑は第二革命後も直ちに国会を解散することはなかった。新たに制定

した「大総統選挙法」に基づき、10月上旬に総統選挙が行われた。蓑世凱は「公民団」に衆議院

を包囲させて圧力をかけ、議員が会場を出ることを許さず、3度投票を繰返し夜10時ようやく表

が総統に選出された。

正式総統となった衰世凱は、「憲法草案」を棚上げし「増修臨時的法案」（新約法）の制定に

よって大総統権限の制限を削除しようとしたが、衆議院がこれを否定したため、国民党、憲法起

草委員会を解散し、最後には国会を解散した（1914年1月10日）。国会解散後、蓑世凱は新約法

の制定を行い（1914年5月1日公布）大幅に総統権限を拡大し、さらに1915年1月の「修正大総統

選挙法」では総統の任期を10年に延長し、再選は無制限となった（修正前は任期5年、再選は1回

までであった）。事実上、終身の独裁者の地位を獲得したといってよい。

注目すべきは、蓑世凱にとっても正統性獲得にあたっては、「約法」遵守が重要であったとい

う点である。非議会主義的な国家統合を求める蓑世凱の総統としての権力は、その権威の源泉を

議会主義的な「約法」に求めていた、という倒錯した関係は、中国政治がもはや清朝以前の王朝

体制の正統性原理に回帰することが不可能となっていたことを示している。事実、衰世凱の帝制

復活の試みは全国的な反対によって挫折している（1）。

東京へ亡命した章士別らは討衰運動のための組織づくりを始めていた。『甲寅』雑誌刊行の背

後には欧事研究会の組織的活動があった。欧事研究会はやがて梁啓超・蕪鍔ら進歩党との協力体

制を整え、雲両省軍を討蓑のための軍隊にすることに成功し、これを護国軍と命名した。ここに

護国運動が開始し、さらに並立各省を統括する軍務院が設立された。　ところが蓑世凱急死後、

南北二つの政府が出現するという非常に危険な政局がにわかに発生し、いかに速やかに、正式国

会を開催して正当な代表権を持つ政府を組織し、同時に軍務院を解消するかが政治問題化するに

いたった。

本章では、欧事研究会を結成Lかつ両広都司令部秘書長、軍務院秘書長として第三革命に参戦

する章士別の思想と行動の解明を目的としている。
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第1節　欧事研究会の結成と章士別

（1）中華革命党の成立

第二革命失敗後、国民党の組織は壊滅的状態となり、党員も各地に分散してしまった。国内残

留者は、地下に潜り上海の租界などで密かに再起を画策するか、政治から完全に身を引いてしま

うか、あるいは高給をもって衰世凱政権に取り込まれるかであった。海外に脱出した者は、香港

・マカオ、あるいは南洋において華僑の援助を獲得しようとしていた。そして主要な幹部たちの

大部分は日本へ逃れ、1913年秋には第二革命参加者の7～堵けが日本に亡命していた（2）。

国民党要人たちは失敗の原因を次の4つの側面から分析していた。（1）国民党の敗因は何か、（2）

何故政治的軍事的に受身の立場に立ったのか、（3）敵味方の勢力状況、（4）今後の戦略をどうする

か、である。

（1）については、党組織が純粋でなく、同盟会を国民党に改組して後、規律と意志が弛横し、

党の戦闘力を弱体化させてしまったからだと認識された。よって党組織の純化と党内教育と規律

の強化が今後重要であるとされた。（2）については、辛亥革命後、各省の軍隊はほぼ「憲政派」

の手にあり、国民党は確実な軍事力を掌握していなかったことが原因であったと考えられた。（3）

については、現状では衰世凱には、北洋陸軍、官僚機構、御用政党があり、その勢力は拡大する

だろうが、いずれも評判が悪く人心を掌握できないので長くは持たないと予想された。（4）につ

いては、同盟会の三民主義の綱領は国民党に改組するさい宋教仁によって稀釈され進歩党の政綱

と大差ないものとなってしまったが、これはたいへんな過ちであったと結諭された。したがって

今後は三民主義を綱領としすべての反義勢力を有効に組織すべきであると唱えられた（3）。

このように敗因を認知しながらも、しかし、領袖孫文のリーダーシップの在り方をめくり、孫

文と黄興との間で亀裂が発生し、それが組織全体に及ぶことになった（4）。

孫文は、第二革命の「失敗の理由は義民の兵力が強力だったからではなく、実際は同党の人心

が分散していたから（5）」であり、その責任は黄興にあるとして黄興を責め、自らは党員の党首

への服従を第一義とする指導者型の革命政党、中華革命党を組織し、「革命方略」を制定するな

ど軍事力を具えた強力な組織による再革命を志向した。1914年7月8日、東京築地の精養軒で中華

革命党の成立大会が開かれ、孫文が総理となった。

（2）欧事研究会の結成

黄興は中華革命党への参加を拒絶し、日本からアメリカへと去った（1914年6月末）が、中華

革命党の指導のスタイルに反発した黄興支持グループ20人余りが黄興を首領とする新たな結社を

結成した。李根源（日本の陸士卒業、同盟会員、前雲南講武堂監督）が主導者となり、おりから

の第一次大戦を背景に欧州事情の研究を名目として1914年8月に「欧事研究会」が組織された。

明確な組織綱領はなく、責任者や指導者は明示されなかったが、軍人や湖南出身者の多かったこ

と、また旧同盟会・国民党の時代から孫文とならぶ人物であったことから、黄興が想定されてい

た。

成員には、南京討東軍秘書長として黄輿の幕下にあった章士別など黄興の支持者をはじめ、江

西の李烈鈎、広東の陳桐明、安徴の柏文蔚、四川の熊克武ら第二革命に参加した各省の軍事指導

者が多くを占めた。また谷鐘秀、彰允葬、呉景演、欧陽振声、張耀曾ら国民党中の穏健派および

共和統一党の党員もその一翼をになった（6）。

1914年1月に上海の谷鐘秀、楊永泰、丁世噂、孫潤字、慮信らが月刊誌『正誼』を、同年5月に

は東京の章士別が月刊誌『甲寅』を創刊し、後の新文化運動の指導者となる陳独秀、李大別、高
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一滴らの助力を得て、衰世凱政権を批判する論陣をはった。

欧事研究会にとって対処が難しかったのは、当時の中国国内の民族主義的熱気と自らの反政府

運動とをどう結びつけるかであった。1915年1月にはじまる日本政府の対華21ヵ条要求と軍隊の

増派による威嚇に対し、中国国内では日貨排斥、救国儲金などの抗議運動が行われ、民族主義吋

気運が急速に高まっていた。この熱気が休刊中の『甲寅』雑誌の再刊を促す要因となったと推測

する。

蓑世凱政府は、日本亡命中の革命派は日本の軍事力を導入して北京政府の打倒をはかる、（異

民族である満洲軍の援助で李日成の叛乱軍を撃退した）明夫の呉三桂のような「売国党」である

と宣伝し、さらに、中国の市場開放を条件にして日本政府の革命党に対する援助を求める孫文の

前年5月の大隈重信宛書簡を公開した（7）。これに対し欧事研究会および黄興派の軍人たちは、自

分たちは呉三桂ではないこと、自らは党派よりも政治を、政治よりも国家を重んずるものである

こと、国家を重視することと政府に反対することとは区別すべきであることを声明した（8）。

つづけて章士別が起草した長文の声明が発せられた。欧事研究会の対時局通電である。この声

明では、第二革命の討蓑の初志が述べられ、次いで彼らが「外力を借りて」政府を転覆させよう

としているというデマを否定し、私利に拘泥して国益を顧みない衰世軌の専制を批判した。「世

界各国を眺めると、いずれも民族によって国を建てている。いかに悪い状況にあろうとも、民族

内部のことは民族自らが処理すべきである。他民族に頼れば国は保てないことは、殿鑑遠からず、

呉三種の例がある（9）」と述べるこの声明は、「挙国一致し日本の無理な要求に反対すべく、反

義活動を即時停止して、衰世凱が対外問題に専念して国権を維持するようにさせる」ことを訴え、

多く同志のの賛同を得た（10）。章士別は書いている。「内乱とは内政に限っていうのであって、

ひとたび外侮が至れば、全国は敵も友もなく共に敵慌心を表す。これが国家の常識であり、民族

の正義である」と（11）。

しかしながら、21ヶ条要求は5月7日の日本側の最後通牒を経て、5月9日に北京政府により受諾

されるに及び、この日を国恥記念日として全国民に訴えるなどといった国内の熱気に呼応するよ

うに、欧事研究会側も蓑世凱との「停戦」を解除し、再び反衰運動を展開している。

1915年夏から、蓑世凱の周囲では帝制化へ向けての世論形成が始められた。7月に総統府顧問

グッドナウの「共和と君主論」が発表され、次いで1明後の8月14日には、楊度・孫兢琴・厳復

・劉師培・李饗和・胡英の6人による簑安会が結成され、楊度の「君憲救国論」、劉師培の「国

情論」などの論文が中国には立憲君主制が適しており、国体を共和制から君主制に変更するべき

だという主張を展開した。これによって衰世凱による国体の変更と帝制化への動きが明確となり、

国体問題が議論の的となっていた（12）。一般に、国体とは主権の所在を指し、主権が国民と君主

とのいずれに在るかによって決定される。一方、政体とは、権力行使の方法を指す（13）。

簑安会の主張に対し最も速く反応し、しかも影響力の大きかったのは梁啓超の論文であった。

第三革命の青写真を描いたこの人物は、当時の政論家のうち最も明断にこの国体変更に関する問

題をとりあげている。梁啓超は熊希齢内閣の閣僚、幣制局総裁という官界でのキャリアから、衰

世凱の帝制化を逸早く予見し、政治顧問、考察沿江各省司法教育事宜など政府要職への任命を辞

退し、北京を離れ天津に隠棲していた（14）。

梁啓超は筆安会発足のわずか1週間後に「異哉所謂国体問題者」を著し、国体変更の不可を主

張した。梁の論点は、国体は議論によってではなく事実によって決するがゆえに共和制から君主

制への人為的国体変更に反対した（15）。

「異哉所謂国体問題者」が発表されると、章士別は梁啓超の波乱に満ちた政治活動に敬意を表

明し、梁の意図は「小人の心」で推し量りえないと強く梁を支持した。ある批判者が、国体は問

うべきではないという梁の所論に対し、貴公が国体を問わないなら、蓑世凱による国体変更の完

了後に政治活動を再開しろと攻撃した。章士別はこれに対し、「問う」とは英語の「叫eStiq」

であり懐疑的に問題視することを意味しており「論ずる」のとは異なる、梁は国体について大い

に「論じ」ているが、現在の共和国体を問題視してはいない、国体「問う」べからずという主張

は、フランス第一共和制憲法が国体修正案の発議を禁止し、トクヴィルがルイ・フィリップ憲法
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の修正不可を宣言したように、国体の変更不可を訴えているのだ、と弁護した（16）。

1915年11月上旬、欧事研究会の会議で上海に出向いた章士別は、旧知を訪ねては討蓑のための

団結と協力を求めている。例えば第二革命で湖南を独立させた前湖南都督の諾延闇を虹口に訪ね、

貴君らは義憤にかられて帰国して活動しているが後ろ楯となる実力があるのかと問う講に対し、

章士別は「義憤もあれば実力もある。義民の集団は分裂瓦解しており滅亡は目前である。我々は

名分も言葉も正当であり、罪ある者を征伐するのである。実力を擁すると称する暴君も防ぎきれ

ない。もちろん反義にはまだ多くの困難がある。だが皆が一致団結し、衆知を集め力を合わせれ

ば、困難は克服できる」と答え、躊躇する講の説得を試みている（17）。

雲南での軍事蜂起のために天津を離れた梁啓超は、1915年12月18日に上海に到着すると、ただ

ちに欧事研究会と接触した。翌19日に、章士別が上海の聖母院路の自宅に梁啓超を招き会談を行

なった。梁の論文「異哉所謂国体問題者」のこと、衰世凱打倒後の国家建設のこと、雲南蜂起を

指導する察鍔のことなどが話題になった。章士別は梁啓超に対し「皆は以前からの知り合いで友

人同士です。松坂［察鍔］は玉が砕けても白さを失わず、金が溶けても堅さは変わらないような

好漢であると私たちは信じています」と語っている（18）。蕪鍔の雲南派遣は章士別も了解してい

たと認められる。また、清末以来の衰世凱のライバルであり、討裏革大元帥として第二革命に参

加したため亡命中であった琴春煙が、張耀曾（同盟会員、もと雲南都督府参議、衆議院議員）と

ともに、ペナンから香港を経て上海に至り、梁啓超と会談している（19）。

欧事研究会と進歩党との協力関係が密接になるとともに、この時期には旧同盟会の黄興派と孫

文派との関係修復が進められ、章土釦のいう討蓑に必要な一致団結の局面が現実化している。

琴春煙と章士別は翌年1月下旬、ともに日本を訪れ、梁啓超が日本に派遣した周善培をともな

い、孫文、張継、戴季臥居正らと何度か会談を行なった。このとき琴春煙は、加藤高明、頭山

浦、犬養毅ら日本側の要人とも会い、さらには民間と軍部からの資金援助と借款、武器供与の契

約を結んでいる（20）。

しかしながら、旧孫文派・中華革命党との協力関係は限定的なものにとどまった。

上海から日本へ戻った章士釧は、霊南坂に孫文を訪ねたときのことを次のように回想している。

孫文がため息をつき、章土釧は左に琴春煙、右に黄興を抱えているが、2人が援助してくれれば

私は成功できると言うので、章はこれに答えて、琴春煙は清朝の遺臣だったが無理に（第二革命

に）協力させて、その結果亡命させることになった。だが貴君らは彼を慰撫するわけでもなく、

かえって（清朝の）官僚だと罵倒している。私には貴君に協力するよう彼を説得するいわれはな

い。だが黄興と貴君とは長い間の協力者であり、現在はまだ傷がのこっていても、貴君の命令な

ら彼が従うことは私が保証する。仲をとりもつ人を求めなくてよいはずだと答えると、孫文は黙

してしまったという（21）。

孫文個人に対する忠誠を誓い、栂印を押して入党するという中華革命党が排他的で狭陰な組織

原理に束縛されていた。これが、他の政治集団との協力関係樹立の障害となってしまった。その

結果、朱執信・部鐙が広東で、陳其美が上海で、居正が山東で武装蜂起に成功したにもかかわら

ず、孫文派は少数派にとどまり、孫文はその資格からいえば、独立各省の共同の指導者にまつら

れてしかるべきだったが、実際は、討衰運動の主流からはずされ、軍務院にも彼の席はなかった
（22）

0

第2節　雲南蜂起と軍務院

（1）讃国軍の蜂起

第三革命の計画は梁啓超が主導したが、黄興および東京・上海の欧事研究会が雲南の護国軍設

立に重要な役割を果たしていることは見逃せない。
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欧事研究会は早くから討裏の軍事活動の根拠地として雲南に着冒し、1915年8～9月には方声涛

（日本の陸士出身の同盟会員で元雲南講武堂の教官）を昆明に派遣し調査を行なっている。これ

と前後して同年九月未、北京の蕪鍔（前雲南都督）が秘密裡に自ら西南に赴き武装蜂起するので

助力を請いたい旨をアメリカの黄輿に連絡して来た。これを受けた黄輿は東京に手配を依頼した。

1915年11月上旬、各地に分散していた欧事研究会員が上海に集合した。アメリカから鉦永建が、

昆明からは方声涛が、東京からはまず程潜と李根源が、ついで秋毅、冷遇、程子槽とともに章士

別が、相前後して上海に到着し、さらに上海在住の、谷鐘秀、楊永泰、欧陽振声、張季鸞がこれ

に合流した。

雲南の現状に関する方声津の報告に基づき、張孝椎が連絡役となり蕪鍔の北京脱出を援助する

こと、第二革命において江西討義軍総司令であった李烈釣（もと雲南講武堂教官、前江西都督）

が雲南との連絡を始めること、宗旨や党派の違いを越えて蓑世凱の帝制化に反対する勢力と一致

行動することなどが協議された。旧進歩党との協力提携が承認されたわけである（23）。

かくして、欧事研究会の張孝准、石陶鈎らが天津、長崎、神戸、上海、香港、ハノイをへて雲

南に到着するまで、察鍔に同伴し船と護衛の便宜をはかった。また黄興は雲南都督の唐継尭（蕪

鍔の後任者）に対し、察鍔の雲南入りは討蓑の軍事行動のためであり、雲南都督の職を奪うため

ではないことを電報で説明している。すでに10月に唐継尭と連絡がとれていた李烈鈎も12月に香

港経由で雲南へ向い、12月17日に李烈鈎が、19日に察鍔が昆明入りを果たした。この二人の有名

な軍事指導者は、唐継尭ら雲南側の大歓迎を受け、12月25日、雲南は北京政府に対し独立を宣言

し、第三革命の幕が開いた（24）。

李烈釣（元江西都督）と蕪鍔（元雲南都督）の2人の著名な軍事指導者をえた雲南都督唐継尭

は、都督府において連日会議を召集し、討裏革の組織と軍事行動の発動を決定した。共和党の軍

隊だとの誤解を避けるべく「共和軍」の名称を採用する案は捨てられ、護国軍と命名された（正

式宣言は12月25日）。察鍔が護国第1軍総司令官、李烈鈎が第2軍総司令官、唐継尭が第3軍総司

令官となり、それぞれいくつかの梯団と支隊が下属するという構成をとった（25）。

（2）軍務院の生成と消滅

雲南独立（1915年12月25日）後、護国軍の健闘によって、貴州（1916年1月27日）、広西（3月

15日）、広東（4月6日）、四川（5月12日）と各省が独立した。

南方各省の独立、自らの側近たる渇国嘩ら5将軍の帝制廃止勧告など、窮地に追いこまれた衰

世凱は、3月22日、帝位の取消しを発表した。そもそも衰世凱の即位は、国民代表大会の決定を

受け入れるという体裁がとられたため、これを返上し「大総統」に復職することで事態の収拾を

はかろうとしたのである。これに対しあくまでも蓑世凱の退陣を要求する西南の独立各省の指導

者は、雲南に唐継尭、広西に陸栄延、責州に劉顕世、広東に龍済光・陳桐明がおり、各省が内戦

によって自滅せぬよう独立後の各省を統御し連絡・統合する最高機関、つまり「政府」の設立を

求めていた。

梁啓超の考えでは、臨時約法を尊重するかぎりこの政府はあくまで臨時の政府である必要があ

り、それを明示しなければならなかった。梁はこれを軍務院と命名した。そして軍務院は黎元洪

副総統を大総統に任命しなければならなかった。蓑世凱が国賊として大総統の資格を失ったから

には、約法の規定によって、副総統をその後継者とすることが、軍務院の合法性を保証するから

である（26）。また黎を総統に据えることで、総統後継者をめくる指導者間の内紛を予防するとい

う効果もあった（27）。

広西独立後、梁啓超と陸栄延は琴春煙の広西入りを要請した。今春煙はもと両広総督、雲貴総

督で、広東都督の龍清光と、広西都督の陸栄延の都督就任は彼の抜擢によることもあり、両広を

取りまとめる適任者であると同時に、清朝高官としての経歴ゆえに、また第二革命の討東軍大元

帥としても、衰世凱と対抗しうる人物として、軍務院樹立に必要な人材でもあった。

1916年4月14日、章士別が早春煙に随行し広東省の肇慶に到着した。温宗尭、周章培、程子槽、
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楊永泰、文群、呉貴国らが同行した。梁啓超、陸栄延、張嶋岐らも悟州から合流し、会議が開か

れた。この肇慶会議により、5月1日、両広都司令部が樹立され、琴春煙が都司令、梁啓超が都参

謀、李根源が副参謀、章士別が秘書長に就任した（28）。

組織令によれば、両広都司令部は広東・広西両省の軍隊を統轄し、一切の軍務を管理し、政務

・財務を兼務すると定められ、組織としては、参謀部、秘書庁、参議庁、外交局、財政庁、塩務

局、餉械局、副官処と各所属機関が設けられ、また広西・広東の現有兵力と各地独立軍および各

路の民軍を亜申旅に編成し、約臥7千人が都司令の指揮下に入った（29）。

軍務院設立に関しては、独立宣言はしたものの討表に消極町な広東都督龍済光の合意が得られ、

5月6日、軍務院の成立が通電された。各省都督、両広都司令部参謀、2師以上の総司令を撫軍と

みとめ、唐継尭（雲南都督兼護国第3軍総司令）、劉顕世（責州都督）、陸栄延（広西都督）、

龍済光（広東都督）、早春煙（両広都司令）、梁啓超（前司法総長）、察鍔（護国第1軍総司令）

、李烈鈎（護国第二軍総司令）、陳柄焼（広西陸軍第1師師長兼護理都督）、戴戟（護国第1軍左

翼総司令）、羅侃金（護国第1軍右翼総司令）、呂公望（漸江都督）、劉存厚（四川陸軍第3師長

護国軍総司令）、李鼎新（海軍総司令）が撫軍となり、撫軍の互選により撫軍長唐継尭、撫軍副

長琴春煙、政務委員長梁啓超が選出された。章士別は軍務院秘書長に任命された（30）。

前大総統衰世凱は「国憲を素乱し、公然と乱をとなえ」「謀反の大罪を犯したゆえに」、民国

大総統のあらゆる資格を喪失したこと（「護国軍軍政府第一号宣言」）、民国2年9月公布の大総

統選挙法第5条の規定により、副総統黎元洪が前大総統にかわり中華民国大総統となること（

「護国軍軍政府第二号宣言」）、大総統が職務執行不能のさいは副総統が代理し、副総統が執行

不能のさいは国務院が代替すると規定されているが、大総統たるべき黎元浜は就任できずにおり、

よって副総統、国務院も存在できず、ここに軍務院を暫時設立し、国務院の正式成立まで、軍事

および行政の一切の政務を撫軍の合議制によって処置すること（「護国軍軍政府第三号宣言」）

が宣言された（31）。

1916年5月に軍務院秘書長となった章士別は、その後マラリアに感染したため広東から上海に

帰り入院した。軍務院秘書長の職は暫時虞鋳が代行した。ときにアメリカから帰ってきた黄輿は

入院中の章士別を見舞っている（黄興は7月8日上海着）（32）ので、章は約2カ月間上海に滞在し

たようである。軍務院のわずか2カ月の存在期間の大部分を章士別は上海の病院ですごしたこと

になる。章の軍務院に対する貢献はその設立と解散とにどまった。

6月6日の衰世凱の早すぎる死によって軍務院は失速した。護国軍の大義名分は消失し、にわか

に的法回復の問題と、軍務院廃止の問題が早急に解決の必要な問題として浮上してきた。とくに

後者は、同一国家に2つの政府が存在するという、きわめて危険な状況を生み出す可能性があっ

た。

約法回復の問題の争点は、民国元年の臨時約法と民国3年の中華民国約法のいずれに基づくべ

きかという点であり、実際には民3約法を支持する国務院と民元約法を支持する軍務院との対立

であった。ここでいう国務院は5月8日に衰世凱の命令により政治堂を改称して成立した機関であ

る。

発端は、6月6日の段祓瑞の国務院名義の電報で、約法第29条の規定により副総統である黎元浜

が大総統の職務を「代行」すると通達されたことである。ここにいう「約法」は民国3年公布の

新約法を指している。これに対して6月9日に孫文が約法回復の宣言を発表したのをはじめとし、

黄興、梁啓超らも民国元年の旧約法を回復すべきであり、黎元洪副総統が昇格して、大総統に

「就任」しなければならないことを主張した。

黄興は「わが民国の根本法とは、元年に参議院が定めた臨時約法である」と述べ、梁啓超は、

民国3年の約法は蓑世凱の指定した約法会議が担造したもので、参議院を通過しておらず、「絶

対に法律として認めることはできない」こと、また国務院は元年の約法で定められた機関であり、

3年の約法には規定がなく、3年の約法にもとづくならば、段祓瑞の国務院は存在根拠がなくなる

こと、そして、行政官には法を議論する権利はないことを指摘した（33）。

段祓瑞の反論はなお続いたが、唐紹儀、伍延芳、蕪鍔らの反駁と、6月25日の駐海海軍司令官
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李鼎新らの元年約法の回復要求をへて、6月29日、黎元洪大総統が民国元年の臨時約法の回復を

公布し、約法回復の問題は終結した。

黎元浜は約法回復を次のように宣言した。共和国体は、第一に民意を重んずる。民意が依拠す

るのは憲法のみである。憲法の成立には国会を必要とする。わが中華民国国会は3年1月10日に停

止して以後、2年の時を経ているがいまだ召集されていない。開国以後5年になるが、憲法はいま

だ定まらず、根本も固まっておらず、各方面の政務を行うすべがない。すみやかに国会を召集し、

憲法を定め、民の意志と力を合わせ、国の本を固めるべきである。憲法が成立しないうちは、憲

法の成立まで、中華民国元年3月11日公布の臨時約法を遵守する（34）、と。

軍務院廃止の問題とは、軍務院の即刻廃止論と廃止延期論との論争である。軍務院は当初から

暫定機関であることが明らかにされ、組織条例第10条「軍務院は正式の国務院が成立したときに

これを廃止する」という規定により廃止する時期も明示されていた（35）。

したがって即刻廃止賛成派は、政府は法律を尊重し民意に従っており、共和擁護の目的は達成

されたので、軍務院は成立宣言にのっとり廃止すべきであると主張し、一方反対派は、いまだ帝

制の残存勢力が中央にいすわり、元首は飾りにすぎず、国会は躁潤されているので、廃止を延期

すべきであると主張した（36）。

梁啓超、察鍔、陸栄廷らが即刻廃止を支持し、琴春煙、唐継尭が尚早諭を唱え、そして上海の

国民党員、黄輿、諸人鳳、章柄麟が「叛徒は死んでいない」「残存勢力がまだいる（37）」という

理由から廃止に反対した。蓑世凱の衣鉢を継そ段祓瑞に対する警戒にもとづく主張であるが、後

の広東軍政府設立の萌芽であるということができる。

厳密にいえば、国務院は未成立なので組織条例第10条の規定は適用できない。したがって、法

律論としては廃止尚早諭が正論である。ところが、梁啓超らの即刻廃止論は、国務総理はすでに

大総統によって指名されたが、国会が召集されておらず、そのため国務院の組織は国会の承認を

得ていない、だが、国会閉会時には大総統が先に総理を任命して、それを国会が追認することが

許されているので、すでに成立したと同等である、という理由で軍務院組織条例第10条の規定を

適用しようとしたのである（38）。

梁の性急さの理由は、この機関が恒久化し軍務院の名義を利用する者が現われ、あるいは復辟

派の台頭をゆるすことになることを「最も憂うべきこと」だとする危候にある（39）。

梁啓超の連日のような南北統一と軍務院の解散要求を承けた唐継尭撫軍長は、7月14日、全撫

軍の連名で軍務院を廃止し、国家の一切の政務は、元首、政府、国会の管理にゆだねることを宣

言した（40）。こうした中国は再び統一されることになった。7月21日に軍務院秘書長の章士別が

北京に赴き、軍務院廃止の事務処理にあたることになった（41）。

1916年8月1日、臨時約法第53条により北京において第1期国会第2次常会が開催された。参衆両

議員519人が開会式に参加し、黎元洪が大総統の就任宣誓を行った。9月上旬、段棋瑞を国務総理

とすること、および各部の総長の人事が追認され、10月30日に渇国埠が副総統に選出された。

その翌日、1916年10月31日、章士別にとって「最も付き合いやすい（42）」友人、黄興が、上海

の自宅で病死した。享年42歳であった。

小結

章土釧にとって欧事研究会の結成と梁啓超・察鍔らとの共同による討衰運動は、自らの専制批

判の思想を実践に移すことを意味していた。それは「反対の制度化」と「政治的寛容」を内実と

する自由主義政治を実現するために不可欠の手順のひとつであった。

第三革命の評価は両義的である。衰世凱の帝制化は中国における議会主義政治の未熱さを印象

付ける事件であり、また他方、雲南の蜂起から軍務院の生成と消滅にいたる経過は、民国元年の

「約法体制」を遵守するという点で議会主義政治がある程度の正統性を発揮した事件でもあった。
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「約法は民国の生命である」と梁啓超が述べたように、反義闘争を支える論理は、共和制と臨時

約法に関する一連の信条体系であり、護国軍の守るべき「国」とは、約法に基づいた正統国家と

しての中華民国であった。これが帝制から共和制へと「国家」体制を復元させる原動力のひとつ

となった。

しかしながら、注目すべきは、この復元力の実体が「地方」の「軍事力」であったということ

である。第二革命では長江下流域の軍隊が中心となったのに対し、第三革命は西南の軍隊が中心

となった。いずれも「地方」の「軍事力」の台頭という点で国家建設上の問題として重要であっ

た。

1911年、1913年、1916年に起った南方諸省の独立事件は、19世紀末から20世紀にかけての中国

の変動のありようを顕著に示している。地方主義は必ずしも分離主義と同義ではなく、地方自治

の発展による統合の契機をも含有している。しかしこのような形の統合にはきわめて長い時間が

必要となる。亡国滅種の危機意識を生むほど強烈な世界資本主義の干渉と侵略を受ける中国には

充分な時間的余裕はなく、短時間で政治統合を達成し国家建設を推進する必要があった。そのひ

とつの方法は、社会的エリートを政治結社へ結集させ、規模は小さいが能率的で強力な政府を獲

得し、後見的な立場から中国の発展へ向けて保護主義的政策を実行してゆくという議会主義的方

法であった。

議会外部に強大な勢力があり政党政治を破壊するのは、民国初期の政治の特徴である。第二革

命における国民党にせよ、第三革命における進歩党・欧事研究会にせよ、政党が政治問題を解決

するために、結局は武力の行使に頼らざるをえなかった理由は、議会主義の原理である討論と投

票によってではなく、暗殺と買収、脅迫と懐柔によって悪意的な権力行使を意図する非議会主義

的な政治勢力に対抗する必要からであった。このような状況で問題解決に有効なのは、イデオロ

ギーによって強化された組織、統一された政策と優秀な指導者のもとでの、効率的な軍事力の行

使にはかならなかった。護国軍と軍務院には、軍事力と根拠地をもった政党による国家建設とい

う現代中国政治史の一端を垣間見ることができる。

衰世凱の死後、軍務院の存在は2つの政府が出現する危機を招いた。この点で無視できないの

は段祓瑞の態度であり、どの約法を回復すべきかをめくる対立において、最終的には段が蓑政権

下で制定された約法を非合法と認めて、ようやく黎元洪が大総統命令を発し、民国元年の臨時約

法を合法とすることができたという点である。

共和制の回復に寄与したのは、唐継尭、陸栄廷ら軍務院の撫軍に名を連ねた地方実力者と、段

祓瑞、靖国嘩ら蓑世凱の遺産継承者である。軍事力という非議会主義的方法で回復した議会は、

以後の歴史においても議会外の勢力に脅かされつづけた。第三革命後に統一された政府と議会は、

再度南北に分裂することになるが、その過程については次章で検討する。

［註］

（1）衰世凱に対する議会の抵抗については、宝成関「民初国会述諭」『社会科学戦線』1985年第4

期、を参照。

（2）程潜「護国之役前後回憶」『文史資料選輯』第亜韓、中国文史出版社、1責。

（3）程潜「護国之役前後回憶」同上、2－3貢。

（4）孫文と黄興の対立について以下を参照。狭間直樹「孫文思想における民主と独裁－中華革

命党創立時における孫文と黄興の対立を中心に－」『東方学報』第58冊、1986年3月。石彦陶

「黄興拒絶参加中華革命党新議」『史学月刊』1987年第3期（『復印報刊資料中国近代史』1987

年第7期、所収）。Ch”n－tuHsu一一eh，肋甘飽iLqaZd触aizp館飴volution，Stanford

uliversityPress，1961，pp．164－169．

（5）孫文「致黄興書」1915年3月、中国社会科学院近代史研究所中華民国史研究室・中山大学歴史

系孫中山研究室・広東省社会科学院合編『孫中山全集』第3巻、中華書局、1984年、165責。
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（6）章士別「欧事研究会拾遺」『文史資料選輯』第24韓、263－264貢。楊思義「二次革命失敗後国

民党人的形形色色」『文史資料選輯』第亜韓、126責。李新他主編『中華民国史』第2編第1巻、

中華書局、1987年、665－667貢。成員としては、このほかに銀永建、李書城、冷遇、章梓、趨正

平、方声済、林虎、李明揚、贅振腰、湖南の程潜、張孝准、陳強、程子槽、谷鐘秀、彰允葬、楊

永泰、徐博震、韓玉辰らが知られている。

（7）王仲「黄興与欧事研究会」醇君度編『黄興新論』武漢大学出版社、1988年、21ト212責。

（8）章士別「欧事研究会拾遺」前掲、269－270頁。この声明は1915年2月11日付で、林虎、熊克武、

冷遇、張孝準、秋毅、章梓、程子槽、陳強、贅振鵬、程潜、李根源の署名によりなされた。

（9）章士別「欧事研究会拾遺」同上、26㌢270責。この声明は1915年2月25日付で、黄興、陳桐明、

柏文蔚、鉦永建、李烈鈎らの署名によりなされた。王仲「黄興与欧事研究会」前掲、212貞。

（10）李書城「辛亥善後黄克強先生的革命活動」『辛亥革命回憶録』第1集、中華書局、1961年、

213－214貢。

（11）秋桐「時局痛言」『甲寅』雑誌、第1巻第5号、1915年5月10日、5貢。

（12）楊度および簑安会については、陶菊隠『簑安会“六君子”伝』（中華書局、1981年）を参照。

中国において国体問題が議論されるのは、1915年が初めてではなく、すでに武昌蜂起につづく南

北和議交渉の時期になされている。とくに1911年12月18日から31日の北方代表の唐招儀と南方代

表の伍延芳との交渉は、君主立憲か共和立憲かという国体問題に終始した（野沢豊・中村義・渡

部惇「辛亥革命期の指導者をめくって」『歴史学研究』25臥1961年、35貞）。

（13）A．P．ダントレーヴ『国家とは何か』石上良平訳、みすず書房、1972年、123頁を参照。こ

こにはボダンの国家形態と政府形態に関する議論について整理された説明がある。

（14）梁啓超「国体戦争窮歴談」『飲氷室合集』専集之三十三、143貢。

（15）梁啓超「異哉所謂国体問題者」『飲氷室合集』専集之三十三、的責。なお、「異哉所謂国体

問題者」の分析については、川上暫正「梁啓超と反義運動について」『学習院史学』15、1979年

1月が詳しい。

（16）秋桐「評梁任公之国体諭」『甲寅』雑誌、第1巻第18号、1－2責、5責。

（17）程潜「護国之役善後回憶」『文史資料選集』第亜輯、16貢。

（18）程潜、同上、19貢。

（19）郭廷以『中華民国史事日誌』第1冊、中央研究院近代史研究所、1979年、214責。

（20）王輔宜「護国軍起義時期与日本密談借款購械的内幕」政協文史資料研究委員会ほか編『護国

討衰親歴記』文史資料出版社、1985年、102－105頁。陳錫祓主編『孫中山年譜長編』第2巻、中華

書局、1991年、974貢、978責。今春煙は、章士別、張耀曾とともに日本に行き、個人の名義で日

本円百万円と武器を借入、これによって護国軍は広東を攻撃することができたと回想している

（琴春煙『楽筆漫筆』近代中国史料叢刊第66韓、文海出版社版、20責。）。

（21）章士別「与黄克強相交始末」中国人民政治協商会議全国委員・文史資料研究委員会編『辛亥

革命回憶録』第2集、中華書局、1962年、138貢、148貢。

（22）金沖及「護国運動中的幾種政治力量」『歴史研究』1986年第2期、『復印報刊資料中国近代

史』1986年第6期所収、109－111貢。黄興と中革命党については、石彦陶「黄興拒絶参加中華革命

党新議」『史学月刊』1987年第3期、『復印報刊資料中国近代史』1987年第7期所収を参照。ま

た、中華革命党については、寺広映雄「中華革命党と孫文革命思想の形成」『中国革命の史的展

開』汲古書院、1979年。王王封奇『中華革命党之研究』（台北）正中書局、1979年。肋d

Fri血1，励施ゼ乃W飴voluticm：btuzfSelbvc）lutiwAtlb，，uliversityof

ChlifomiaPress，1974を参照。

（23）程潜「護国之役善後回憶」『文史資料選集』第亜輯、14－15責を参照。

（24）毛青注編著『黄興年譜長編』中華書局、1991年、453頁、456貢、亜0貞。董方杢『梁啓超与

護国戦争』重慶出版社、1986年、87責、101－103責。この時期に黄興と欧事研究会員は、広西都

督の陸栄延に反義独立の説得にあたるとともに、上海在住の政界の有力者である唐紹儀、王寵恵、

温宗尭、張書、伍廷芳らとも反義活動について協議している。

（25）董方至、前掲、106貢。『護国運動資料選編』上、中華書局、一九八四年、135－136責。察鍔
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の雲南入りは欧事研究会の援助を得て成功したが、そもそもは梁啓超の周到な計画にもとづくも

のであったことについては以下を参照。毛青注・李贅・陳新憲編『察鍔集』湖南人民出版社、

1983年、「前言」。魂明「察鋳出京与蓑世凱的智聞及史実訂正」『中州学刊』1986年第1期、

『復印報刊資料中国近代史』1986年3月、所収。「従軍日記」『飲水室合集』専集之三十三、

121－127頁。董方室、前掲、172－194頁。護国軍内部の政治的構成については、金沖及「護国運動

中的幾種政治力量」『歴史研究』1986年第2期（『復印報刊資料中国近代史』1986年第6期）を
参照。

（26）「国体戦争窮歴談」前掲、145－146責。

（27）呉貫因「丙辰従軍記」丁文江・遡豊田編『梁啓超年譜長編』上海人民出版社、1988年、763－
764貢。

（28）李根源『雪生年録・民国五年丙辰』、『護国運動資料選編』下、前掲、564－565責。琴らの

肇慶入りは19日だという説がある（董方室、前掲、224責を参照）。

（29）「都司令設立始末」『革命文献』第47輯、523－526責。

（30）「都司令設立始末」同上、783貢。鐘凛之「護国軍軍務院活動概況」政協文史資料研究委員

会ほか編『護国討衰親歴記』文史資料出版社、1985年、267－269責。軍務院の組織については、

「護国軍軍政府第四号宣言」『飲氷室専集』専集之三三、9－10頁。由雲龍「護国史稿」『近代史

資料』1957年第4期、存草学社編集『護国運動』崇文書店、1973年、所収、105－7貢。

（31）『飲氷室専集』専集之三十三、7－9頁。

（32）章士別「与黄克強相交始末」中国人民政治協商会議全国委員・文史資料研究委員会編『辛亥

革命回憶録』第2集、中華書局、1962年、148頁。董方杢『梁啓超与護国戦争』重慶出版社、1986
年、224貢。

（33）「黄興通電」『護国運動資料選編』下、前掲、675貢。「唐紹儀梁啓超通電」同上、687－689
責。

（34）「黎元洪恢復的法召集国会令」『護国運動資料選編』下、前掲、689貞。楊助畑『近代中国

立法史』台湾商務印書館、1935年、222－225責。

（35）「護国軍軍政府第四号宣言」『飲氷室専集』専集之三三、9－10貢。

（36）「都司令設立始末」『革命文献』第47韓、532責。

（37）章柄麟の7月3日早春煙・李根源・章士別宛電報、湯志鈎編『章太炎年譜長編』上冊、中華書
局、1979年、532責。

（38）「致各省都督各総司令電」7月1日、『飲氷室専集』専集之三三、69頁。

（39）「致各省都督各総司令電」6月28日、『飲氷室専集』専集之三三、69貞。

（40）「都司令設立始末」『革命文献』第47韓、533責。

（41）「梁啓超復号春煙電」『護国運動資料選編』下、前掲、751責。

（42）章士別「与黄克強相交始末」中国人民政治協商会議全国委員・文史資料研究委員会編『辛亥

革命回憶録二』中華書局、1962年、149責。
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第6章　南北和平会議の政治力学

はじめに

第1節　章士別の思想的影響

（1）『甲寅』日刊の発行

（2）李大別の調和論

第2節　北京安福国会と広東非常国会

（1）安徽派の台頭と安福国会

（2）護法運動と南方国会

第3節　南北和平会議の開催と章士別

（1）章士別の軍政府秘書長就任

（2）日本における章士別の唐紹儀工作

（3）南北和平会議の開催

（4）第三の議会構想

小結

はじめに

1916年8月1日、黎元洪大総統のもとで3年ぶりに議会が復活し、519名の議員の参加を得て開会

式が行われた。「共和復活時代（1）」の開幕である。復活した議会はただちに臨時約法に代わる

正式憲法の制定に着手した（2）。だが「共和復活時代」は短命であった。

対独参戦問題をめぐり大総統黎元洪と国務総理段祓瑞とが衝突し、段棋瑞は、安徽派の各省督

軍とともに中央政府からの離脱を宣言、天津で臨時政府樹立を画策するという動きに出た。段祓

瑞派の圧迫を深刻に受け止めた黎元洪は、大総統辞職と議会解散を条件に安徽督軍張勲の調停案

を受け入れざるを得ず、北京を脱出した（3）。北京入城後の張勲は1917年7月1日を期して清朝復

辟のクーデターを起こしたが、わずか半月後には段祓瑞、渇国嘩らの「討逆軍」に鎮圧され、段

祓瑞が北京政府を回復して国務総理に就任した（4）。

このような北京における安徽派の台頭に対する反撥から、広州にもうひとつの政府（軍政府）

が設立された。ここに武力統一を掲げる南北両政府が分立対峠し、議会も分裂してしまった。南

北間の対立が持続すれば全面的な内戦勃発と国家分裂をまねく危険があった。よってこれを防止

すべく南北双方の協議による統一が模索された。

北京大学教授章士別は、広東軍政府の招帝により軍政府秘書長に就任し、南北和平会議の南方

代表として和平会議に参加した。軍政府は孫文を首長とする大元帥制から7人の総裁の協議で政

策決定を行う総裁制へと改組されたが、それは武力北伐論から和平交渉促進論への政策転換を意

味していた。この政府改組と、それに続く南北和平会議開催にいたる過程において章士別は重要

な役割を果たしている。

本章では、南北和平会議に参加した章士別の視点を借りて、ふたつの政府の生成と変容、およ

び南北和平会議挫折の原因を探究し、「約法体制」の崩壊という観点から当時の政治的環境の特

徴を解明することを目的としている。
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第1節　章士別の思想的影響

（1）『甲寅』日刊の発行

1916年5月中旬、日本留学中の李大別は、反蓑運動に身を投ずべく日本を離れ上海に到着した

が、半月後の6月6日に衰世凱が急死して事態は収拾に向かった。李は7月初め、北洋法政学堂の

同級生白堅武をともない、広東で患ったマラリヤ治療のため上海白克路の宝隆医院に入院中の章

士別をたずねている（5）。章士別は、その後、肇慶と北京を往復し軍務院の解散事務を終え、湖

南省選出の参議院議員として北京へ行き、北京東城の十条朝岡に住むことになる（6）。李大別も

衆議院議長湯化龍の要請により北京で『農鐘報』の主筆となった。

李大別はやがて自堅武と『憲法公言』を創刊したが、主催者である孫洪デの暗殺未遂事件で出

版は頓挫してしまった（7）。このとき李大別は章士別から新たに発刊する『甲寅』日刊の編集者

に迎えられた。『甲寅』日刊は『甲寅』雑誌の続刊として、1917年1月28日に北京で創刊された。

「1917年に私は北京で『甲寅』日刊を発行した。守常［李大別］を誘い一緒にやることにした。

守常が『甲寅』日刊に書いた文章は私より多かったし、彼は毎日出勤して仕事をし、私より勤勉

であった。『甲寅』日刊は、当時の政治の偏向を正すことを目的にしており、学説や主義を問わ

なかった（8）」と章士別は述べている。『甲寅』日刊は停刊する6月まで150期が刊行され、章士

釦、李大別、高一滴が執筆者となり、李大別は約70篇を書いている（9）。

李大別は1917年1月28日「『甲寅』之新生命」を著し、『甲寅』が日刊になったことは、『甲

寅』の努力と進化であり、我が国民を奮発努力させ進化させるのが『甲寅』の唯一の責任である

と宣言した。翌日、美は調和の産物であり「『甲寅』の美は、宇宙の美」であると書いた（10）。

当時の李大別の見解は多く章士別と軌を一にする。当時、憲法制定において世論を騒がせた地

方制度と対独参戦の問題に関しても同様であった。

地方制度に関する章士別の見解は、強圧的な国家主義は分裂の芽を残してしまうゆえに、連邦

制的国家主義、すなわち連邦政治を通じて国家主義を養成していくべきだと主張し、現実的には

旧国民党と旧進歩党との不一致が国家にとって致命的となる可能性を指摘し、旧国民党は憲法研

究会の意見を受け入れるべきであることを主張した（11）。李大別は章士別の見解を受けて中央と

地方はニュートン力学の引力と斥力のように反発しつつ引きつけあうものだとしつつ、憲法制定

上の処置としては、地方制度の問題は棚上げにし、他の条文の完成を待ってから討議すべきだと

主張している（12）。

1917年2月に始まる対独参戦問題の紛糾は結局のところ「共和復活時代」の議会を再度解散に

追い込むことになる。米国の対独断交につづき、日本の支持を受ける段祓瑞内閣が対独断交と参

戦準備を開始し、これによって国内世論は賛否をめくり沸騰した。

章士別は参戦には反対で、「わが国はアジアの勢力均衡主義のもとに生存している」のであり、

「アジアの勢力均衡主義が破れると、わが国に発言権はなくなる。双方が各々の主義を維持する

という観点にたてば対立はわが国に有利になる（13）」とし、対独断交が中国を不利な立場に追い

込まないように政府は慎重に考えるべきだとした。やがて章士別自身は、「政府の定める外交政

策には、始終疑をいだく一人であるが、国家の前途から考えるとすると、己の意見に固執するわ

けではない（14）」と述べ、中国が中立国の地位を放棄して協商国に加入することを支持した。

李大鋸の意見は明快で、対独断交と協商国加入を主張し（15）、今は全国の視線を対外関係に集

中させ、挙国一致へ赴かせるべきときであり、無意味な党争をおこなってはならないと批判し

（16）、章士別が述べたように対数問題は国家的問題であり、国家存亡のときに政府を攻撃して、

これを利用して連立内閣を主張し政権の一部をかち取るのは「愛国之士」のなすべきことではな

く、「一致対外之精神」にそむくと主張した（17）。

当時の李大釧の時論は章士別の見解と呼応していた。参議院議員でもある章は3月12日、『甲
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寅』日刊の「創設特別国務会議増造不管部之国務員問題」というコラムにおいて、特別国務会議

を創設して無任所の国務員を増設し、ここに荏野の各派の領袖を招くことにより各派の感情を融

和し、対外的意見を統一することを主張した（18）。李大別は同じコラムにおいて章の提案を支持

し、アスキス内閣、ロイド・ジョージ内閣をはじめ各国の無任所大臣増設を論じながら、それが

「政権の基礎を固め一致の精神を実現する（19）」ものであると主張している。

李大別、章士別とともに『甲寅』日刊の編集にあたった高一滴は当時を次のように回想してい

る。

「章士別は北京で『甲寅』日刊を創刊し、彼に代わって社論を書くよう私たちを誘った。今日

は守常［李大別］が書き、明日は私が書く。その翌日は守常、翌翌日は私、とかわるがわる一日

おきに『甲寅』日刊に論文を書いた。私たちは文章で研究系を攻撃し、現政府を攻撃した。とこ

ろが章士釦は彼らを支持しており、私たちの主張に賛成しなかった。守常は真理だけを考える人

で情実など気にしたりせず、気にいらないものはすくに痛属した。章士別は守常と交渉しにゆこ

うとはせず、私に相談にゆくよう頗んだ。だがどうしてこれができようか。人の主張というもの

は気ままに変えたりできないものだ。後になって、内政を語らずに外国のニュースだけを書くこ

とで話しがついた。そのとき10月革命が勝利をおさめていた。そこで守常はあいついでロシア革

命を紹介したのである。私たちは各新聞の比較的新しいニュースを総合して紹介した。これがま

た章士別の反対に遭った。張勲の復辟のとき、私たちは声明を掲載し、『甲寅』日刊を離れたの

である（20）」。

高一滴は日本留学時代からの李大別の友人であり、『甲寅』雑誌、『農鐘報』、『甲寅』日刊、

『新青年』に参加し、北京大学の教授職をつとめるなど、その経歴も李と重なっており、たえず

李の理解者であった。彼の回想は『甲寅』日刊期の李と章の関係が、かなり早い時期から組齢を

きたしていたことを示している。

だが、楊洪章は、当時の記事からは、（1）章士別と李大別は当時の段頑瑞政権を支持しており、

高の言うように、李大別が研究系と現政府を攻撃したことはない、（2）張勲の復辟以前に10月革

命は起こっていないので、この時点で章と李の意見が分かれることはない、（3）李と高が『甲寅』

日刊を離脱する「声明」は発見されていない、ことを指摘し、（1）『甲寅』日刊は調和折衷の政

治的立場から研究系と国民党の過激派の政治的偏向をただそうとしたのであり、（2）張勲復辟後

に章と李が上海へ逃れたので、自然に『甲寅』日刊との関係がなくなったにすぎない、と論じて

いる（21）。

高一滴の回想中、ロシア10月革命とあるのは時期的には2月革命のことであろうと推察される

（22）が、その後の章と李の関係から楊洪章らの議論は支持できるものである。

（2）李大別の調和論

李大別の調和諭は、張勲のクーデタ失敗後の段祓瑞政府と「安福国会」による「武力統一」政

策が強調される政局を背景に、梁暫超ら研究会系を直接の批判対象として展開され、主に『太平

洋』に掲載された。雑誌『太平洋』は、1917年3月北京で創刊され、同じく『甲寅』雑誌の参加

者であった李剣農が編集長となり論陣を張った。当時の『太平洋』は、形式的にも思想的にも

『甲寅』雑誌を模倣し継承するものであった。たとえば、第1巻第1号の李剣農の巻頭論文「調和

の本義」は、章士釦の「調和立国論」を引用しながら、調和の意義を説いたものであり、『太平

洋』の中国内政に関する主張の中心はこの「調和」の精神にあったといえる（23）。

『太平洋』誌上に発表した論文「偽調和を斥ける」において、李大別は章の調和論を受容しそ

れに依拠して政局を認識しようとしている。「政力が正しい軌道をはずれてから、衝突軌轢のさ

まは日に日に激しい。深識の士は調和立国の論をたてた。それは政力向背の理を明らかにし、新

旧の両種の勢力がそれぞれ一定の限度を守って相対立するよう願い、極端に走ることがないよう

にすることを意図したのである。好同悪異の性質にしたがい、禁異存同の妄挙に任せて、反動を

もたらし、ついには両者とも敗れてほろんでしまい、国家も莫大な災いを被る。これは政治の良
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い現象というものではない（24）」（傍線は引用者）。文中の「調和立国の諭」、「政力向背の

理」とは、章士別が『甲寅』雑誌に発表した論文「調和立国論」と「政力向背諭」を指す。「好

同悪異の性質」とは章士別の自由主義思想の鍵となる概念であった。

李大針は続けて次のように述べる「そもそも政治には1日として対抗がなければならず、かつ1

日として調和がなければならないことがわかる。もし対抗の力が平衡するにいたらなければ、互

いに争いあうのは必然の勢いであり、調和をいってもむだである。もし2つの力がすでに相殺し

あう状態に達していれば、互いに争うこともなく、調和する以外にない。この道理はスペンサー、

ミル、モーリー、クリステンセンが信奉し、秋桐、剣農、一滴諸君も信奉した。私もこれを篤く

信じて疑わない（25）」と。秋桐とは章土釧、剣農は李剣農、一滴は高一滴を指している。

このような表現からかつて章士別が主張した調和諭を李大別は忠実に膳襲していることが判明

する。章士別の調和諭をめくる思考は、政党、選挙、国会、政府、憲法など実際上の政治過程を

軸に回転しており、調和論によって達成さるべきものは、優秀な人材の結集による国家の統一と

独立であった。一方、李大別の思考は、章士別ほど明確なものを軸に展開するのではなく、「共

和復活時代」を眼前にし、「青春中華の創造」を確信しつつ切望するという情緒的なものをも包

摂しうる、より抽象的な潮流を対象に展開している。つまり李大別の政治的なものについての言

明の後景には、一種の宇宙論的哲学とも呼ぶべき次元からの発想を兄いだしうる。李はスペンサ

ー（厳訳『群芋幹言』）に依拠しつつ次のように述べる。

「宇宙万象は対抗においてなる。また対抗によって、流転がおこる。これにより新旧が代謝し、

無限に進化してゆき、天地が形成される。政治の道理もこれと通じている。ゆえに政治上の調和

の目的は、すなわちこの不断に進化する新旧の問題を解決することにある（26）」。

このように李大別の調和論の特徴は、「対抗」に重点がおかれ、抽象的な「新」と「旧」が陰

陽の「気」の哲学のごとく扱われ、宇宙的自然現象を政治的現象と同一視していることにある。

そして李烈鈎が調和論によって主張せんとした要点は「進化」にあった。しかも注意すべきは、

李が留学先の日本から帰国した1916年においてすでに萌芽していたいくつかの着想が、再び章士

別とともに『甲寅』日刊の編集に携わるようになった1917年に、調和諭という枠組みを獲得しつ

つ、その枠組みにおいて急速に成長し発現したということである。李大別の調和論はその直接的

な着想を章士別の政治論としての調和論から付与されたが、むしろ政治をも包摂する宇宙論的哲

学を展開することにより、社会や民族や国家の「進化」を説くところに李大別の独自性があった

といえる（27）。

李大別は1918年7月1日の『言治』季刊第3冊に、「調和之法則」、「調和謄言」の2篇を発表し

ている。宇宙には2種の力があり、この2力があい対抗しつつ調和してこそ、社会は秩序を保ちつ

つ進化するのであると述べ（28）、再び調和論を展開してみせた。

1918年後半以降、李大別は調和論という主題で文章を発表することはなかったが、「対抗」し

あうものの「調和」による進歩という調和論的枠組みによる発想自体はなお色濃く残され、まさ

にロシア革命への評価とマルクス主義の解釈はこの調和論的枠組みに方向づけられることになり、

調和論的基盤においてマルクス主義の思想的受容がなされることになる。

1916年反意運動に参加すべく帰国した章士別は衰世凱死後の国会回復において湖南省代表の参

議院議員を勤めながら（29）、北京大学文化部長陳独秀に迎えられ、北京大学教授兼図書館主任と

なるが、やがて広東軍政府の首席総裁となった琴春煙に招かれ、南方国会に参加すべく広州に向

かうことになる。そのさい章士別が自らの後任として図書館主任に推薦したのは李大別であった

（30）。章の李に対する信頼の深さを示している。

第2節　北京安福国会と広東非常国会

（1）安徽派の台頭と安福国会
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北京を支配下に置いた段祓瑞は、北京脱出直前の黎元浜から再度国務総理に任命されたが、手

続上議会の承認を欠いており、その法的地位は不安定であった。解散前の議会は段祓瑞に対する

事実上の不信任案を可決していたことから、旧議会が再召集されれば段の総理再任を否認する公

算が大きく、段は議会復活を阻止しなければならなかった。

段頑瑞が採用した国会復活阻止策は、中華民国は「復辟」で一旦中断した、それゆえ新たな中

華民国を「再造」するのが北京政府の使命であるという解釈であった。それは、臨時参議院の樹

立→国会組織法・議員選挙法の制定→議員選挙→新国会開催という、民国元年の国家建設過程の

再演を意味していた。この計画は現実政治において次のような形で具体化された。辞職した黎元

洪の後を承けた代理大総統の渇国埠が、各省に参議院議員の派遣を要請し、11月、参議院を開会、

1918年2月、新たな「国会組織法」「議員選挙法」を公布、8月12日に新国会を開催した。この国

会は安徽派の政団「安福倶楽部」にちなみ安福国会と通称された。

安福国会は民国2年の国会と異なり、例えば衆議院議員選挙資格は21歳以上から25歳以上に、

不動産所有500元以上が1000元以上に、年納直接税が2元以上から4元以上に修正され選挙権資格

制限が厳しくなっている。また被選挙人は80万人に1名であったものが100万人に1名と改変され、

衆議院は596名から406名へ、参議院は274名から168名へと議員定員も削減された。そして広東・

広西・四川・雲南・貴州・川辺特別行政区など西南各省区がこの北京政府の措置に反対したため、

実際に選出された議員数は衆議院325名、参議院142名の計467名となり、第1期国会の870名のほ

ぼ半数となってしまった。そして安福派議員は467名中330名あまりを占め、「安福倶楽部」が圧

倒的多数の第1党となった（31）。

「民国」の断絶を前提とし、他派の排除によって成立したのが、1918年の北京政権であった。

議会もその規模や代表構成からみて安徽派のための議会であったといってよい。

（2）護法運動と南方国会

孫文は、段祓瑞の新国会召集を「軍閥政権」による「約法」の操珊であるとみなし、「民国の

存亡は的法に懸っている。約法が無効となれば民国は滅ぶ」（32）と主張し、護法運動を提起した。

護法の法とは「約法」を意味している。孫文においてはなお、約法、国会、共和といった観念が

中華民国の政治体制を支える正統性の根源であった。

1917年7月、復辟に反対し上海から広州へ赴いた孫文は、北京政府との対決姿勢を明確にし、

広東に新たな政府と議会、すなわち軍政府と非常国会を設立した。それは辛亥革命の完遂を当面

の目標とする、軍事力の時代の再来を意味しており、政府の目的は武力北伐にあった。

まもなく孫文の訴えに共鳴した国会議員が南下を始め、8月下旬には150人あまりの議員が広州

に到着していた。だが法定人数不足のため国会開催は不能となり、8月19日、臨時措置として非

常国会の開催が宣言され、25日の開会には議員120余人が参加した。非常国会では「中華民国軍

政府組織法大綱」13条が通過し、陸海軍大元帥の選挙と、軍政府の組織が議決され、軍政府の主

要な任務は叛乱の平定と「臨時約法」の回復であること、約法回復まで軍政府が西南各省の中央

政府となることが規定された。9月1日、大元帥選挙会が行われ、孫文が陸海軍大元帥に当選した。

翌日、陸栄延、唐継尭が元帥に当選したが、2人は就任を拒否した（33）。

孫文の軍政府は、広西・広東を地盤とし湖南進出をはかる陸栄延、および雲南・貴州を支配し

四川進出を狙う唐継尭との「連合政府」であった。陸、唐の孫文支持は、孫文の名声に依拠し段

祓瑞の「武力統一」政策と対抗するためであった。だが、広東における孫文の権力の無制限の拡

大は、自らの権力基盤の喪失をもたらしかねないことを意味し、決して歓迎すべき事態ではなか

った（34）。

軍政府の成立は内戦の開始を意味しており、1917年末までに湖南、四川で戦端が開かれ、南方

軍が北方軍を駆逐していた。護法戦争に関する孫文の主張は、武漢会師を目指した分路北伐であ

ったが、西南各省の軍隊は、戦局拡大は自軍の衰弱をまねくため、湖南、四川の各都市占領後は
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北上を止め、戦争目的の解釈をめくり孫文とはニュアンスの相違が生じていた。

軍政府内部での孫文派の影響力を抑制する動きは、西南派の軍権独占の要求として立ち現われ

た。すなわち西南連合会議（あるいは軍事連合会、護法各省連合会議）の結成がそれである。各

省の代表は広州において連合会議結成案の条文化を進め、12月兼に「中華民国護法各省連合会条

例」9条が起草され、翌1918年1月に公布された（35）。西南軍内部の団結強化という観点から、孫

文も当初は結成に賛同していた。だが、この時点ですでに広州では孫文と広西派軍人とが武力衝

突し関係修復不能の状態となっていた。

当時、非常国会には、（1）孫文擁護の民友社（謝持、馬君武、居正、林森）、（2）非常国会多数

派の益友社（呉景凍、王正廷）、（3）歴史的に広西派、雲両派と関係が深く、早春煙を領袖とす

る政学系（李根源、楊永泰）の3つの派閥があった。こうした動きの中で、政学系と広西派が益

友社を抱き込み、4月の非常国会で軍政府改組案が可決された。改組の主眼は大元帥制を総裁制

に改めること、すなわち最高指導者の座から孫文を引き摺り降ろすことであった（36）。

1918年5月4日、「修正軍政府組織法案」全38条が議会を通過し、大元帥制の廃止、7総裁によ

る合議制が規定され軍政府改組が決定した。5月20日に総裁選挙が行われ、孫文、琴春煙、陸栄

延、唐継尭、伍廷芳、唐紹儀、林藻博が政務総裁に選出され、琴春煙が首席総裁に推挙された。

実質的には西南連合会議が軍政府の名を継承したことになる。孫文は「わが国の大患、武人の角

逐より大なるはなし。南と北と、同じ穴の路のごとし（37）」と広東政権を非難し、21日、大元帥

辞職を宣言し広州を離れた。

西南側が当時上海に蟄居していた琴春煙を首席総裁とした理由としては、琴が第三革命のさい

広東軍務院の要職にあったこと、もと両広総督、雲貴総督という経歴から西南各省の続合の象徴

として最適であったこと、日本でも名を知られており日本の外交的支持を得る可能性の高いこと、

そして琴春煙は上海で直隷派との接触があり北京側との交渉経路として極めて重要であったこと

などが挙げられる（38）。今春煩は第二革命の討義軍大元帥就任以来、南京討東軍秘書長の章士別

と交流があった。第三革命では早春煙が両広都司令部の都司令、章士別が秘書長に就任した（39）。

やがて軍政府秘書長となる章士別が軍政府と関るのは、琴春煙の代表としてであった。

第3節　南北和平会議の開催と章士別

（1）章士別の軍政府秘書長就任

当時の北京政権内部には直隷派と安徴派があり、各省の督軍、省長、師旅長の大半は直隷派か

安徽派かに属するという状況であった。靖国埠と段戒瑞はともに蓑世凱の遺産継承者として長ら

く対抗関係にあり、渇段間の摩擦激化が、直隷派と安徽派の紛争に拍車をかけていた（40）。

直隷派は満国埠の「和平統一」政策にもとづき、西南の広西派・雲両派と連携することで、安

徽派の専横を防止しようとした。当時直隷派の和平交渉の中枢となったのは、長江流域に勢力を

もち、南京で「和平救国会」の結成を提唱していた李純（江森督軍）であった（41）。

李純と西南側とには2つの連絡経路があったことが確認できる。ひとつは李純の顧問である李

廷玉が1917年12月から両広に赴き、主に陸栄廷ら広西派と交渉する経路である（42）。

もうひとつの経路は、李純が章士別を通じて琴春煙と連絡する経路である。そして李純と章士

別の仲介をしたのが李大別であり、李大別を李純に弓悸合わせたのが李大釧の友人で李純幕下に

あった白堅武であった。1917年10月18日、南京に到着した李大別は白堅武を訪ね、21、22、23日

と李純と会談している。一且上海に戻った李大別は、11月臥10日に再び南京で李純と会い、11

日に北京へ出発した（43）。帰京後の李大別は、章士別の後任として北京大学図書館主任に就任し、

章の方はその後何度か上海へ赴いている。

靖国埠も、琴春煙に対し南北間調停のための出馬要請を行なうべく、停戦布告後、章士別に琴
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春煙の説得を依頼した。渇国埠の親書を携えた章士別は、南京から帰京した李大別と入れ替わる

ように、1917年12月30日早朝の列車で上海に向かった（44）。琴春煙は「南北当局および全国の憂

時の士が大いに憤り、前非を改め、真の調和を基礎とし、ふたたび国家の建設を行うべきである」

という考えを述べ、調停に乗り出す意志を表明した（45）。帰京した章士別は1月25日、靖国埠に

会見し、早春煙の時局に対する意見を伝達した（46）。

軍政府の改組がなされた1918年5月、再度渇国埠の委嘱を受けた章士別は上海へ赴き琴春煙と

会見した。章は、南北双方で戦線の膠着した当面の状況は調停の好機であることを述べた。章と

同行して南下した張耀曾（前司法総長、北京大学教授、政学会）は、調停の条件は南方の旧国会

放棄と、北方の段祓瑞辞職であるとし、旧国会を回復する必要はなく、迅速に新国会を召集すべ

きだと主張した（47）と報道された。上海で早春煙と、南京で李純と会談した章士別と張紹曽（靖

国埠の密使）が北京に帰り、5月28日に礪国埠に報告した。章は、和平の可能性があり自らも尽

力するつもりであると語っている（48）。

1918年3月、北京の安福国会開催が確実になると、広州では非常国会を正式国会とする気運が

生まれ、6月12日の正式国会開会予定を宣言し、北京残留議員の南下を呼びかけた（49）。

広州にも正式国会が成立すれば、北京政府との対立はさらに悪化する。南北統一のための和平

交渉実現をねらう章士別としては、正式国会はもちろん非常国会の存在すらも統一の障害であっ

た。章の南北統一計画は、非常国会の解散と、見返りとしての段頑瑞辞職とによって武力統一政

策を廃止させ、新議会の召集と新政府の樹立を目指すものであった。議会が政府を生みだすべき

であるというのが議会主義の原理である。だがこの「国会と内閣とを交換する」説は、非常国会

を拠点とする孫文派の猛反発を受けた。

例えば中華革命党系の『民国日報』は、章士別を名指しで批判し、大略次のように報じている。

最近の「調和派」に章士別、張耀骨、谷鐘秀など西南代表の資格で調和を説くものがいる。個人

的な野心に駆られた彼らの「調和」説は、非常国会の解散を条件としている、だがそれは護法の

主旨に背くものであり、まして段棋瑞内閣を解消するという条件は段白身の認めるところではな

く、決して成功しはしない（50）。

また『民国日報』は、広東で孫文が護法北伐論を堅持し、北京の段祓瑞が主戦論を堅持してお

り、両者の存在は彼の派の首領の活動に不利である。そこで一方で軍政府の改組によって孫文を

排除し、一方では段祓瑞を排除して渇国埠の和平交渉を推進しようとしている。章士別らは、段

を降ろし和平を行う策を唱え西南の指導者を惑わそうとしており、調和を口実にして私利を求め

ている、と批判した（51）。さらには、目下「調和に熱心な人」が西南代表の名義を騙り北京政府

と迎合しようとして、国会を放棄して内閣と交換するという説を吹聴しており、張耀骨、章士別、

琴春煙がそれである（52）、と非難した。

こういった批判記事を通して、章士別の和平計画は、広東・北京両政府に武力統一政策を放棄

させること、そのためには孫文派と安徽派とを政治の舞台から降ろすことが盛込まれたいたこと

が判明する。

広東の非常国会は、正式国会開催予定の6月になっても定足数不足のため開催できなかった。

定足数の問題を解決すべく、民国2年の「議院法」を改訂し、開会後1ケ月を超えて参加しない議

員の解職と、連絡があっても開会後2ケ月を超えて不参加の議員の解職を規定した。こうして1カ

月後には、参議院議員51名、衆議院議員147名を解職、さらに2カ月後には、参議院議員58名、衆

議院議員69名を解職したうえ、候補議員から正議員を補充した。後に問題となるいわゆる民八議

員（広州での水増議員）がここに誕生した。定足数を満たしたことで非常国会は正式国会となり、

北京で安徴派の新国会が開催された1918年8月、広州でも国会が閲会された（53）。

琴春煙は7月初めに上海から広州へ赴き軍政府総裁に就任。軍政府政務会議の推挙を承け、8月

21日、軍政府首席総裁に就任した。琴は政学会系の人材をを優遇し、章士別を秘書長、劉彦を政

務庁長、楊永泰を広東財政庁長、銀永建を兵工廠監督、徐博霧を広東審判庁庁長、冷遇を内政部

次長代理部務に任命した（54）。

章士別の回想によると、当時章は政治には関らず、北京大学で論理学を講義していたが、1918

年夏、突然、広東軍政府が章士別を秘書長に推挙したという特電が新聞に掲載され、章本人のみ
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ならず大学当局をも驚かせたという。章士別は、数日後、上海から海路香港に行き、列車で広州

に到着し、広東軍政府首席総裁早春煙らの歓迎を受け、軍政府秘書庁において秘書長に着任した
（55）

第1次世界大戦の終了とパリ和平会議の開催にともない、中国国内でも南北統一の気運が生ま

れ、武力統一を主張していた安徴派も、和平には積極的には反対しなかった。事実、章士別は軍

政府に参加するにあたり、段祓瑞を訪ねてその承認を受けている（56）。1918年9月、北京の国会

は、安徽派の意向によって徐世昌が正式大総統に選出され、渇国埠は下野することになった。と

ころが徐世昌は、自らの威信を高め地位を強固にすべく、安徴派の干渉を廃除する方策を模索し

はじめた。徐と早春煩は清朝の督撫で同僚の間柄であり、また蓑世凱との関係から徐と唐紹儀と

は長い間の交友があった。琴春煙もこの機会を利用し、徐と和平交渉を進めようとした。結果と

して徐は靖国埠の政策を継承することになった。

（2）日本における章士別の唐紹儀工作

1918年10月、軍政府は章士別を特使として日本に派遣した（57）。海外情勢の視察が目的である

と公表されたが、日本政府に対する援助要請が真の目的であった。在南京総領事は、広東軍政府

が、南北調停問題、南方承認問題、借款問題などについて協議するため章士別を日本に派遣する

ことを9月10日に在広東総領事に伝えている。当時の日本は、対中国政策を変更し、段頑瑞に対

して武力統一政策の放棄と段自身の引退を勧告するなど北京政府支持を抑制する一方、広東政府

に対する関心を強めていた（58）。

来日した章士別は、1918年10月13日に内田康哉外相と会見、翌14日には幣原外務次官と会見し

た。南北統一の問題が話題となった（59）。16日、章士別は就任まもない原敬首相に面会した。原

は前内閣が採っていた北方派援助政策を変更したことを述べ、南北統一政府の早期樹立を勧告し

た（60）。章士別の訪日目的は、北京政府に対する援助中止、広東軍政府への支持要請に加えて、

南北和平交渉実現のための国際世論の支持獲得であった。

訪日した章士別には、軍政府に協力するよう唐紹儀を説得するという、もうひとつの使命があ

った。当時、軍政府総裁の唐紹儀は改組に反対し広東を離れ、熱海で静養していた。唐招儀説得

にあたり、章士別は南北和平会議開催案を持ち出し、唐にその中枢を担うよう要請した。章によ

れば、当時軍政府内部では南北和平会議が話題になったことはなく、章の意見として密かに計画

していたという。広東の情勢が不穏であり、時間をかけて準備しなければ、再び軍隊が侵略した

り内部闘争などで、軍政府は瞬く間に崩壊してしまうことが予想されたからである（61）。上海で

の和平構想の具体像は章士別の構想によるものであったとみられる。

南北和平会議開催案と唐招儀代表就任については、章の広東帰還後、琴春煙の事後承諾を得る

ことができた。軍政府に対する唐紹儀の不満は、陸栄廷ら広西派の存在であった。章は広西派将

校のうち琴春煙支持派を鍵として内部の意思統一をはかり、さらに琴春煙が上で主宰し楊永泰

（政学系、広東財政庁長）が傍らから協力する体制を築き、ついに唐紹儀に和平会議の総代表と

なることを承諾させた。こうして1919年2月20日に軍政府の言う上海会議、つまり南北和平会議

が開かれることになった（62）。

（3）南北和平会議の開催

和平会議は上海租界の旧ドイツ総商会を会場として開催されることとなった。事前折衝では、

初め北方代表を李純、南方代表を早春煙とする案がだされたが、最終町こは、北方総代表が朱啓

鈴、南方総代表が唐紹儀、分代表南北各9人（後南方は10人）とされた。前者の場合、章士別・

李大別の連絡経路が直接生かされることになったであろう。大総統が潟国埠から徐世昌へ替わっ

たという北京側の事情で、渇国嘩－李純という系統から、徐世昌－朱啓鈴という系統へと切
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り替わったものとみられる。代表の姓名は次のとおりである（63）。

北方総代表：朱啓鈴。分代表：呉鼎昌（安福系）、王克敏（直隷派）、方枢（安福系）、江有

齢（安福系）、劉恩格（安福系）、李国珍（研究系）、江紹傑（安福系）、徐仏蘇（研究系）施

愚（直隷派李純の代表）。秘書：周語春・貢土毅。

南方総代表：唐招儀。分代表：章士別（琴春煙の代表）、膠嘉寿（雲両代表、唐継尭派）、曾

彦（広西派陸栄延の代表）、郭春森（広東莫栄新の代表、陸栄廷派）、劉光烈（四川熊克武の代

表）、王伯季（貴州代表）、李述鷹（隣西代表、千石任派）、餞嘱望（海軍・福建代表）、彰允

葬（湖南代表、講延蘭派）。秘書：鍾文糧。

朱啓鈴の保存による北方側の楢案では正式会議で記録のあるものは8回あり（うち2回は談話会

に変えられる）、その他の非正式の会議は20数回を数える。正式会議では総代表のみが発言し、

意見のある分代表はメモを総代表に送るという形式をとった。ただし談話会ではみなが発言し討

論することができた（64）。

正式会議は、1919年2月20日の開幕から、5月14日に双方の代表が辞任するまで開催された（第

1回会議が2月21日、第2回が22日、第3回が24日、第4回が26日、第5回が28日）。最初は駅西と湖

南での南北両軍の停戦実施の問題、北京政府が日本と内密に締結した日中軍事協約の公開の問題

で紛糾した。2月28日の第5回会議以後、隣西停戦の問題が解決できず和平交渉は1ケ月間停止し、

4月9日から非公開の会議を開催した（65）。

非公開となった4月9日の第6回会議では、双方の総代表が議題とすべき問題を提出し、会議を

談話会に切り替え、議案の統廃合を行なった。その後会議は1ケ月間中断したが、5月6日、第7回

会議が開催され、山東問題について討論がなされた。双方の総代表名義で中国領土である青島の

返還を強く要求する意志をパリの中国特使に打電しすることで一致した（66）。中国現代史上の画

期的事件である五四運動が北京を皮切りに全国各地で展開されていた影響がうかがえる。

5月13日、最後となった第8回会議が開催された。まず唐紹儀が、今回の和平会議での各議案は

大体同意を得たが、他に法律問題と国家が処理すべき問題が8項目あるとして、それについて説

明を行った。8項目とは、（1）パリ講話会議の山東問題処理案は不承認。（2）日中秘密軍事協定の

無効宣言、関係者の厳重処分。（3）参戦軍、国防軍、辺防軍の即時撤廃。（4）不適当な督軍、省長

の更迭。（5）前総統黎元洪の民国6年6月13日の国会解散命令の無効宣言（旧国会の復活）。（6）和

平会議の人選による政務会議の設置（和平交渉の条件の履行はその監督を受け、統一内閣の組織

はその同意による）。（7）討議審査済みの各案の個別処理。（8）徐世昌の臨時大総統就任職権行使

の承認（統一国会による正式総統選出まで）。

以上の8項目を統一承認の表明とし、最大の譲歩とする。第1項から第7項までが実現して第8項

が認められるのであり、第1項から第7項が実行されない限り、第g項も無効である、と唐紹儀は

提案した。これに対し朱啓鈴は、第5項の国会問題に反対し、旧国会の回復という南方側の要求

は受け入れられないと発言した。結局双方とも見解不一致で、唐紹儀は引責辞任の意志を表明し、

朱啓鈴も国会問題はもはや調停不能であることを述べ、辞任するにいたった（67）。

争点を確認しておけば、唐紹儀案の第5項は北京の安福国会の正統性を否認することを意味し

ており、朱啓鈴としては絶対に承認できない内容であり、また第2・3項はとくに段祓瑞ら安徴派

にとって受諾不能の事項であった。注目すべきは、第6項において、和平会議が主体となり全国

から名声高き人物を選出し政務会議を設置し、政務会議が統一国会の開催、新内閣の樹立といっ

た新政権創出の全過程を監視するという構想である。

かくして和平会議は、開幕から3ケ月足らずで、双方の総代表が引責辞任して閉幕した。会議

記録からわかることは、会議の進展を阻んだのは、国会問題を解決できぬためであった。双方の

総代表は人選を代えての会議継続を希望したが、会議は事実上これによって終焉を迎えた。その

後、北方は王揖唐を、南方は温宗尭を総代表に任命したが、双方が顔を合わせることすらなかっ

た。

（4）第三の議会構想
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南北和平会議の挫折は、広州における政学会系議員の立場を弱体化させる結果となった。和平

交渉の障害となることを危慎した政学会は、広東の国会において憲法制定が議題となる都度、集

団退席して反対し、南方のみによる憲法制定を阻止していた（68）。

1919年11月より事実上停会していた憲法会議が、1920年1月未に再開された。唐継尭、伍廷芳、

林藻博、李烈鈎、唐紹儀は憲法制定を支持したが、これに対し章士別は南方国会単独の憲法制定

に反対を表明し、琴春煙がこれに賛同した（69）。章士別としては、和平交渉を進める上で、正式

国会の開催、独自憲法の制定といった、南方の自立化を極力抑制する必要があった。和平会議に

は南方代表の一人として参加していたが、章士別の目的が南北両政府の統合による新政権樹立に

ある以上、必ずしも南方側と利害を同じくしていたわけではなかった。

1920年1月26日の参議院会議では、「章士別は議員であり、和平会議代表であり、護法政府秘

書長でありながら、約法に叛き、制憲を破壊している。まことに議会の毒虫、民国の公敵である」

と章士別を攻撃した。章の議員除名の動議が出され、採決の結果、145人中127人の起立賛成によ

って章士別の除名が可決した（70）。

1920年後半、南北両政府は大きな変動を迎え、章士別と軍政府との関係も終幕を迎えた。北京

政府では、1920年7月、安直戦争が勃発、安徴派が直隷派に敗北し、8月、北京政府は徐世昌大総

統と直隷派が支配した。広東では同年10月、孫文指導下の広東軍の巻き返しに直面した琴春煙が

「卑事険危」という理由で、章士別を北京に派遣し、広東の自主自立の解消について北京政府と

交渉させた（71）。章士別は徐世昌に対しあくまでも和平交渉を要求したが（72）、ときすでに遅く、

20日、陳桐明の広東軍に恵州を占領された琴春煙は大勢不利とみて辞職し、翌24日、琴春煩、陸

栄延、林藻博ら4総裁の名義で、軍政府の取消しと北京への服従を宣言、これに応じた徐世昌は、

南北の「和平統一」を宣言したが、広東には孫文を大元帥とする護法軍政府が誕生し、南北分立

の局面が再現された。

章士別と軍政府との関係の結末は以上のとおりである。章土針はその成功の困難を知りながら、

自らが駒となり、あえて南北和平会議を推進した。その背後には、第三の新議会を南京に成立さ

せるという構想が存在していたことが指摘できる。

章士別らは南北和平交渉の過程で、南方の国会を放棄する提案をしているが、それは「事実上、

国会の回復は困難であり、最終的には参議院を残して衆議院を改造することで譲歩し、交渉を容

易にする（73）」という提案とも関連した。

上海での南北和平会議が双方の思惑から膠着してしまっていた。これに対しふたっの議会の存

在を解消する新たな方法が模索された。それは、そもそも和平交渉実現の原動力であった李純と、

王克敏、谷鍾秀らが別に新旧国会議員を召集し、南京で憲法制定を行うというものであった。す

なわち、ふたつの議会の存在という根本問題を解決するためには、衰世凱時代の天壇憲法制定会

議が起草した憲法草案を継続完成したうえで、国民会議を開催して憲法を通過させ、そこで新た

に総統を選出し、南北の争端の解決と時局の収拾を謀るという、南京国会設立計画である（74）。

1919年5月に、章士別と谷鐘秀が南方国会を犠牲にすることを主張したという風聞がたち（75）、

事実、章は5月未に南京へ赴いている（76）。また翌年のことになるが、192時8月下旬、章士別は

王克敏、李述麿、劉光烈とともに上海から南京に赴き、李純と会見し、和平について交渉したと

伝えられた（77）。上海での和平会議の事実上の終了後も、五四運動に象徴される第一次大戦終了

後の中国に噴出したナショナリズムと国家統一要求を背景に、南京での国民会議の開催と新憲法

制定による統一政府と新国会の樹立を通じて、章士別の持論である「調和論」の現実化を模索し

たのではないかと思われる。

1919年11月より、章士別は江精衛、呉稚曙と上海に西南大学を設立する計画の実現に奔走する。

陳独秀、蕪元培が章士別に協力し、江蘇教育会、璧南学校、中華職業教育社、婁球中国学生会な

ど上海の教育界もこれを支持した。章士別は、西南大学設立の主旨は学問の独立と学者の養成で

あることをいい、ついで英国の教授奨学金Professorshipと学生奨学金Schlarshipの制度を説明

し、そして国内外同胞がこれを提唱するよう希望した（78）。章士別の考えでは、西南大学を、学
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問の独立と文化運動の中心とするということであった（79）。また、章は、上海の商科大学設立に

さいしては発起人となる（80）など、後に教育総長として学校行政を担う志向がここにうかがえる。

こういった章士別の教育関係者との交際も、第三議会設立の準備工作でもあったように思われる。

安直戦争の勃発と孫文大元帥による広東掌握によって、南京国会案は非現実的な計画となって

しまった。章士別は大学設立にあたりかねてよりヨーロッパへの視察旅行を計画していたが、

1921年1月、ようやく政府の派遣旅費を得て出国することになった（81）。1907年に次そ、章士別2

度目の訪欧となった。

小結

南方にしてみると「和平会議の成功」とは、非常国会に由来する南方の正式国会（旧国会）の

解消、あるいは北京移転を意味していた。そしてそれによって、小は、軍費・兵器・食糧などが

北方の政府官僚に掌握され、分配は不平等となり、大は、軍民両方とも官僚の任免は北方の命令

のままとなり、草職令が下されてそれに背けば「反逆」とされてしまう状況をまねくことが予想

された。南方側にとって和平交渉の成功は必ずしも期待すべきものではなかった。よって章士別

が言うように、「西南は5省の地盤をもつだけで、対等に2つの中国を作ることはでき」ず、南方

側にとって「和平会議の主張は、時間稼ぎと情勢の安定をねらった（82）」戦略的な措置にすぎな

かったといえる。

北方にとっても同様に、権力資源である安福国会（新国会）の解散をもたらし、大総統徐世昌

の地位もそれにより消滅するがゆえに、「和平の成功」は自殺行為であった。よって安徴派は直

隷派を牽制しつつ和平決裂を画策していた。章士別は、呉鼎昌（北方分代表、安徽派）の朱啓鈴

（総代表）への指示では「態度は強硬であるべし。つとめて決裂へ向かへ」であったことを指摘

し、北方代表に和平実現の意図はなかったと述べている（83）。

南北和平会議の進展を阻んだのは、南北両政府が双方とも内部に複雑な利害関係を抱えたこと

による。北方にとっては軍事力の制限と参戦軍・国防軍・辺防軍の解散が実行されることになり、

南方とっては、逆説的に北京政府の軍政両面での行政的な影響力の強化が予想され、双方とも政

府内部での派閥間力学の変容がもたらされ、敵対派閥の拡張が懸念された。しかしながらより根

本的な原因としては、和平会議の成果は、両政府の正統性の基盤である議会の存亡に影響を与え

るからであった。

当時の南北両政府における議会は、各政権の正統性を証明する根拠であると同時に、国家統合

を行うにあたっては、その障害となった。南北双方共、派閥性の強い性格をもち、派閥主義的な

原理で離合することになった。軍事力とと同様に議会も党派性をもち、各派閥の従属物となって

いた。第1次世界大戦の勃発と戦後の講和会議の開催と日本の台頭という国際政治を背景に、空

前の民族主義的気運が醸成されていたが、そういった状況下では、国家を分断する原因となって

いる議会は権威ある存在ではなく、各党派の道具のごときものであり、ナショナリズムを吸収し

増幅する機能を果たすことはできなかった。

1920年代初め、章士釧は中国における議会制の発展に対し極めて否定的な見解を表明した。章

の目に映る中国の議員は、個人や党派の利益擁護のためには政治的理念を放棄し、自己の役職に

関わるあらゆる特権を殖財の機会とみて私物化し、一旦議員に選出されれば、事実上法的資格を

喪失していても、法を曲げてまでも議席にしがみつくなどの醜態を演じ、およそ国民代表の観念

を体現する存在ではなく、根本的に「名望家」的な資質を欠いていた。それゆえ中国には代議制

は不適であると章は論じている（84）。

1910年代末の中国においては、ふたっの議会が各々の正統性に固執したがゆえに、和平交渉で

は「国会問題」が最大の障害となり、国家統一を阻害する結果となった。そして安福国会にみら

れるように、議会は派閥の利益擁護の道具となり、また「議院法」改正による非常国会の正式国
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会化にみられるように、議会が地方的な利益の擁護者ともなった。

ふたつの議会の出現の歴史的背景には、第三革命で未解決のまま棚上げされていた南北間の軍

事対立が存在していた。北方の段祓瑞、渇国埠ら衰世凱の遺産相続者と、南方の陸栄延、唐継尭

ら護国軍の中枢を担った西南の地方実力者、および広東の孫文派といった諸勢力の重層的な対立

が、南北政府の統合を目的とする南北和平会議を誕生させる要因となり、同時に和平交渉を阻害

する要因ともなった。

南北和平会議の背景を探れば、議会が軍閥の政治的道具と堕した事情が判明する。根本的な政

治問題が軍事力で解決される時代に、議会における討論は無力であった。そして派閥主義の存在

と公共性の欠如という議会内部における弊害が議会を未成熟のままにとどめることになった。や

がて民国元年に成立した「約法体制」の正統性の基盤は腐蝕してゆき、1920年代は、「約法体制」

の護持（直隷派の法統論）とその否定（連省自治諭、国民会議運動）との角逐の時代となる。
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日間編集業務に携わり、『農鐘報』を去った。縮写組『李大別伝』人民出版社、1979年、29貢。

（8）章士別「李大別先生伝章序」張次渓『李大別先生伝』1951年8月、3頁。

（9）『甲寅』日刊は1917年7月の張勲の復辟事件で章士別、李大別らが北京を逃れたため自然に廃

刊になった。

（10）「調和之美」『甲寅』日刊、1917年1月29日（『李大別文集』上、前掲、1984年10月、257貞）

（11）守常「省制与憲法」『憲法公言』第4期、1916年11月10日（『李大別文集』上、同上、237－

238責、509貞）。

（12）同上、238貢、242貢。

（13）秋桐「加入欧戦問題之意見」『甲寅』日刊、1917年2月11日（金淑琴「李大釧与章士別」、

中共中央党史研究室科研局編『李大別研究文集』新華書店、1991年、282貢）。

（14）秋桐「約法上宣戦同意之解釈」『甲寅』日刊、1917年3月10日（金淑琴「李大別与章士別」

同上、282貞）。

（15）守常「我国外交之曙光」『甲寅』日刊、1917年2月9日（『李大別文集』上、前掲、276－278

貢）。

（16）守常「今後国民之責任」『甲寅』日刊、1917年2月11日（『李大別文集』上、同上、284貞）。

（17）守常「論国人不可以外交問題為譲権之武器」『甲寅』日刊、1917年2月17日（『李大別文集』

上、人民出版社、1984年10月、296－297貞）。

（18）李剣農『戊成以後三十年中国政治史』中華書局、1980年、p．262。章の意見は採用されなか
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ったが、国務院は「国際政務評議会」を組織した。

（19）守常「創設特別国務会議増造不管部之国務員問題（三）」『甲寅』日刊、1917年3月14日

（『李大釧文集』上、人民出版社、1984年10月、335－338貞）。

（20）高一滴「回憶五四時期的李大別同志」中国社会科学院近代史研究所編『五四運動回憶録』中

国社会科学出版社、1979年、鎚0貢。

（21）楊洪章「早期李大別対改良派和革命派態度的演変」前掲『李大別研究文集』156責。また、

金淑琴も、参戦問題に関する両者の見解を検討し、基本的に相違はないことを指摘しており、大

きな示唆を受けた。金淑琴「李大別与章士別」同上『李大別研究文集』282－283貞を参照。

（22）李大別が10月革命を論評するのは「庶民的勝利」（1918年11月）、「BoIshⅣi訓的勝利」

（1918年11月）であり、『甲寅』日刊に発表した「俄国革命之遠因近国」、「俄国共和政府之成

立及其政綱」、「俄国大革命之影響」（いずれも1917年3月）は2月革命を論じたものである。

（23）中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編訳局研究室編『五四時期期刊介招』第3集、生活・

読書・新知三聯書店、1959年、333－334貢。

（24）守常「閲偽調和」『太平洋』第1巻第6号、1917年8月15日（『李大別文集』上、人民出版社、

1984年10月、499貞）。

（25）守常「蘭偽調和」同上、499貢。

（26）守常「閣偽調和」同上、500責。

（27）呂明灼「李大釧思想従進化論到階級論的発展」（『哲学研究』1982年第3期）を参照。

（28）李大別「調和謄言」『言治』季刊第3冊、1918年7月1日（『李大別文集』上、前掲、555－556

貢）。

（29）劉毒林『辛亥以後十七年職官表』（近代中国資料叢刊第5輯）。

（30）粛超然他『北京大学校史』（上海教育出版社、1981年）では、1917年11月としている（41貢、

59貞）が、ここでは『北京大学二十周年紀念冊』の「職員一覧」による1918年1月説にしたがう。

これについては、『李大別伝』前掲、34貢を参照。

（31）徐矛『中華民国政治制度史』前掲、82－84責。とくに張勲復辟直後の段頑瑞による新国会の

召集と安福国会の開催については、李南海「北洋政府的政権転移与政争－以民国七年総統、副

総統選挙為例」『国史館館刊』復刊第16号、1994年6月、が詳細に論じている。

（32）「反対北京政府舅組織新国会重開参議院通電」1917年10月3日、中国社会科学院近代史研究

所中華民国史研究室・中山大学歴史系孫中山研究室・広東省社会科学院合編『孫中山全集』第4

巻、中華書局、1985年、210貢。

（33）徐矛『中華民国政治制度史』前掲、155貢。

（34）高橋勇次『孫文』日本評論社、19亜年、125－126責。当時の西南軍閥の事情については、池

田誠『孫文と中国革命』法律文化社、1983年に詳しい。

（35）「莫栄新等連名宣布護法各省連合会条例通電」1918年1月20日『護法運動』神鉄道場、473－

474貢。

（36）謝彬『民国政党史』前掲、88－81頁。徐矛『中華民国政治制度史』前掲、160貞。

（37）「辞大元帥職通電」1918年5月4日『軍政府公報』第78号（『孫中山全集』第4巻、前掲、471

貢）。

（38）「李烈鈎推考春煙唐紹儀為外交代表教諭意見密電」1918年1月6日（『護法運動』前掲、457

貞）。

（39）李根源『雪生年録・民国五年丙辰』、『護国運動資料選編』下、中華書局、1984年、564－

565貢。

（40）葉恭緯「一九一九年南北和議之経過及其内幕」『文史資料選輯』第26輯、47貞（以下、葉恭

緯「内幕」と略記）。

（41）葉恭縛「内幕」同上、亜貢。

（42）王樹椀「国会問題与南北和会」『中華民国初期歴史研討会1912－1927』中央研究院近代史研

究所、1984年4月、347貢。また、李延玉の李純宛電文は、「李廷玉所存電稿」、中国科学院近代

史研究所・近代史資料編輯組編輯『一九一九年南北議和資料』中華書局、1962年、1－12貞を参照。
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（43）張静抑・馬模貞・蓼英・銭白強編『李大別生平史料編年』前掲、45－46貢。編写組『李大別

年譜』甘粛人民出版社、1984年12月、53－54頁。李純と李大別、章士別については、末次玲子

「五・四運動と国民党勢力」中央大学人文科学研究所編『五・四運動史像の再検討』中央大学出

版部、1986年、301貢、に教えられた。

（亜）「最近之和戦形勢」『民国日報』1918年1月4日。

（45）「琴春煙開明調和真義電」『民国日報』1918年1月10日。

（46）「章行厳口中之和議談」『民国日報』1918年1月27日。この章の伝達内容が報道されると琴

春煩は報道の内容は根拠がないと声明した（「今西林最近之声明」『民国日報』1918年1月26日）

。章士別が単なる伝令役ではなく、独自の見解をもって行動していたことを意味している0

（47）「調和派之弁法乃和是」『民国日報』1918年5月16日。「調和派之真象」『民国日報』1918

年5月18日。

（亜）「政聞紀要」『一九一九年南北議和資料』前掲、419責、422貢。「琴陸又運動和議」『民国

日報』1918年5月31日。

（49）「国会自行集会啓示」『申報』1918年5月6日。

（50）「調和難成事実」『民国日報』1918年5月23日。

（51）「調和派活動之内幕」『民国日報』1918年5月17日。

（52）「調和派之真象」『民国日報』1918年5月18日。

（53）徐矛『中華民国政治制度史』前掲、163貢。「議院法」第7条では開会1カ月後も登院しない

議院の解職と、事故による登院不能の報告がある場合は2ケ月まで延期できることが規定されて

いた。

（54）李雲漢「政学会与護法運動」『中華民国初期歴史研討会1912－1927』中央研究院近代史研究

所、1984年4月、327貢。

（55）章士別「我之上海会議観為葉道庵作」『文史資料選輯』第26韓、64－66貞（以下「上海会議

観」と略記）。

（56）章士別「上海会議観」同上、64貢。

（57）章士別「上海会議観」同上、66貢。

（58）「9月11日付、在広東太田総領事ヨリ後藤外務大臣宛（電報）」『日本外交文書』大正7年、
第2冊、下巻、1035貢。末次玲子「五・四運動と国民党勢力」前掲、89－90貢。

（59）「10月13日付、内田外務大臣章士別会談」『日本外交文書』大正7年、第2冊、上巻、、亜－

49貢。「10月14日付、幣原外務次官章土釧会談」同上、49－50貢。

（60）原圭一郎編『原敬日記』第8巻、乾元社、1950年、59責、71責。末次玲子「五・四運動と国

民党勢力」前掲、90貢。李剣農『戊成以後三十年中国政治史』前掲、294貢。

（61）章士別「上海会議観」前掲、66責。

（62）章士別「上海会議観」同上、67貢。

（63）葉恭縛「内幕」前掲、謂－39責。

（64）葉恭縛「内幕」同上、40貢。

（65）葉恭縛「内幕」同上、40－42貢。会議の交渉内容の詳細については、各会議の議事録（『一

九一九年南北議和資料』前掲、146－183貞）を参照。

（66）菓恭縛、「内幕」同上、42－45貢。「第六次会議記録」「第七次会議紀事」『一九一九年南

北議和資料』同上、224－229貢、254責。

（67）葉恭縛、同上、45－47貢。「第八次正式会議」『一九一九年南北議和資料』同上、260－264貞0

「唐紹儀等致軍政府電」『一九一九年南北議和資料』同上、260－264貢。

（68）徐矛『中華民国政治制度史』前掲、163貢。

（69）「憲法会議之第三幕（続）」『民国日報』1920年2月2日。

（70）「廿六日之参議院常会」『民国日報』1920年2月3日。

（71）「専電」『申報』1920年10月8日。「章士別北上」『申報』1920年10月9日0

（72）「専恵一」『申報』192時10月22日。「専電」『申報』1920年10月24日0

（73）「上海機関部報告各万有犠牲国会謀和電」『革命文献』第50韓、407貢。
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（74）朱啓鈴「関於南北和議事復業退庵」『文史資料選輯』第26韓、押．62－63

（75）「専電」『申報』1919年5月16日。

（76）「南京快信」『申報』1919年6月2日。

（77）「章士別王克敏赴寧」『申報』1920年8月24日。

（78）「四団体公宴四要人」『申報』1920年1月20日。

（79）「西南大学之進行観」『申報』1920年3月4日。

（80）「上海等弁商科大学初誌」『申報』1920年3月28日

（81）「専電」『申報』1921年1月27日。

（82）章士釧「上海会議観」前掲、67貢。

（83）章士別「上海会議観」同上、68貢。

（84）章士別「論代議制何以不適於中国（上）」『申報』1923年4月18日。章士別「論代議制何以

不適於中国（下）」『申報』1923年4月19日。
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【第2部】「新たな政治統合論の模索」
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第7章　章士釦の新国家建設構想

はじめに

第1節章士別の連邦統一構想

第2節ギルド社会論と農業立国論

（1）欧州視察中の章士別

（2）湖南帰郷中の章士別

（3）北京の章士別

第3節「法統」論争と連省自治運動

（1）「法統」の回復

（2）黎元洪の失脚と章士別の南下

（3）章士別と連省自治運動

小結

はじめに

世界連邦構想と民族自決といった国際的潮流による影響と、「約法体制」への失望感による各

省区での制憲・自治への期待感の増大は、連邦制への志向とともに、中央政府ではなく自らの手

による憲法制定とそのための代表者会議の開催気運を産み出しており、これが1920年代初めの中

国の政治状況を特徴づけている。

章士釦は、民国初年にはバジョット、ダイシーら19世紀末の英国流議会主義政治論の主張者で

あったが、1921年の渡欧を契機に大きな転換を迎えた。議会主義政治制度の中国への導入には否

定的な見解をもつようになり、そして、工業国である西欧諸国とは異なり、農業を基幹産業とす

る中国にとって、より適合した政治機構を模索し、新たなる国家建設案を構想するにいたった。

本章は、1920年代における訪欧直後の章士別の思想と行動の検討を手がかりとして、章士別に

よる中国における代議政治発展の否定と、それに代わる新国家建設の構想とを明らかにすること

を課題としている。

第1節章士別の連邦統一構想

ヨーロッパへ出発する4カ月前の1920年9月、すでに広東軍政府の地位を失い上海・南京を往復

し南北和平会議の再開（あるいはそれを隠れ蓑とした第三議会開催）を画策していた章士別は、

連邦から統一へ、という新しい政治統合の方法を提起してみせた。統合のためのあらゆる方法が

行き詰まっており、絶望感が支配的となっていた当時の状況認識に対応したひとつの提案であっ

た。

「近来政治を論ずる者は、南北のどちらかを問わず、新旧どの勢力かを問わず、どの派閥であ

るかを問わず、当局か否かを問わず、みなどうしようもない［没弁法］と言っている。……結局、
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この膨大な国家を『没弁法』の3文字の間に葬り去るままにするのか（1）」。

章士別は、これまで「約法体制」で採用されてきた政治統合のための主要政策の無効性を次の

ような表現で論断している。

「今最も賑々しく語られているのは、統一、廃督、裁兵、借款、選挙ではないか。だが私の見

るところでは、それらはすべて無駄なことがらだ。政府のそのようなやり方でもって統一ができ

るだろうか。軍閥がこれほど抜雇していて廃督裁兵ができるだろうか。新銀行団の条件がかくも

苛酷なのに外債の借入が可能だろうか。可能だとしても少数の財布を膨らませるだけで国家と人

民に何か益があるだろうか。大局がこれほど混乱していて選挙が滞りなく行なえるだろうか（2）」

統一、廃督裁兵（各省督軍の廃止と軍縮）、借款、選挙といった統合のための積極策は実施不

能となっている、というのが章士釦の現状認識である。「約法体制」下での政治統合の方法では、

中華民国建国後10年目においても、それらは実効性を発揮できずにいることの承認である。章士

別は、それら積極策に代えて次の5つの消極策を採らざるをえないと主張する。

（1）中央政府は軍隊を保持しない。陸軍部所属の軍隊は各省に分割し、各省督軍の管轄として

当地で給料を与える。

（2）各省は維持できるだけの軍隊を保持する。給料の支出については中央政府は一切不問とし、

各省の民意機関と軍民長官とが協議して定める。

（3）各省は各省の予算を編成し、各省の憲法を制定する。中央および他省はこれに干渉しない。

各省憲法は各省の事情に応じて制定は必ずしも一律ではない。督軍を置く省もあれば廃止する省

もある。十万人の軍隊をもつ省もあれば、千人の軍隊をもつ省、軍隊のない省もある。

（4）各省の人民と軍民長官とが衝突して自治の基礎を樹立し、結着をみてから予算を計上する。

そして各省が各々適当な方法によって代表を選出し、北京あるいは他の場所で連省会議を開催し、

中央官制を定め中央の予算を編成する。それによって中央政府は新官制、新予算によって職権を

行使する。

（5）現在から上記の職権を行使するまでの過渡期間において、中央政府はもはや統一を謀り選

挙を行い官吏を任命する必要はない。内閣の各部で廃止すべきは廃止し、併合すべきは併合し、

縮小すべきは縮小する。各部の人員は少なくとも3分の2に削減する。こうすれば中央の行政費は

余裕が生じ借款の必要もなくなる。

章士別のこの方法は、これまで中央政府の専権事項であった軍隊維持、予算編成、憲法制定と

いった権限を各省に譲渡し、各省が各省内で国政レベルの事業を達成したうえで、代表を派遣し

て「連省会議」を開催したのちに中央政府が組織される、しかも機能を大幅に縮小した政府とし

て組織される、という方策である。この「消極策」について章は次のように解説する。

「こうしてみると、中央政府が行なうべき政策は、統一せず、借款せず、軍人に対処せず、…

…せず、…‥せず、であって、これを三不主義、数不主義という。もしこの主義をしっかりと実

行すれば、繰り返すうちに下準備がなされて、統一せずとも自然に統一し、借款せずとも自然に

資金ができ、軍人に対処せずとも軍人は自然に軌道上を進むようになる（3）」。

このように中央政府は何事もするな、という章士別の提案は、連邦論のヴァリエーションであ

る連省論のひとつであると見なしてよい。そしてそれは次のような形で、連邦統一論と称しうる

政治論として主張されている。

「民国孔4年、わたしが東京で連邦論を主張すると、多くの人が反対した。連邦は不吉なもの

だと考えたからだ。だが今日連邦さえも実施できなくなるとは思いもよらなかった。現荏の情勢

についていえば、邦連を説くしかない。しかしよく考えてみると、邦連でもおそらくは早すぎる。

さっぱりと造邦を説くほうがよい。上述した何項目は、要するに造邦の準備にはかならない。造

邦から邦連へ。邦連から連邦へ。連邦から統一へ（統一と単一とは異なる。誤解してはならない）

。その順序は決して乱してはならない。この道理が理解できれば、今統一を唱えることは一種の

夢想にすぎない。目覚めよ。目覚めよ（4）」（引用文中の括弧は章士別）。

「造邦」とは各省の政治建設をいい、「邦連」とは各省の部分的な連合体をいい、「連邦」と

は全国的な連合体をさす。「造邦」から「邦連」へ、「邦連」から「連邦」へ、「連邦」から
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「統一」へという段階で政治統合を達成してゆくという構想である。章士別が「統一と単一とは

異なる」と殊更に注記しているのは、「約法体制」下で追究されてきた統合の方法は、あくまで

も単一国制を前提にしていたが、この「数不主義」の政府をもつ「消極策」による方法は、独立

各省の多元主義的な「統一」であることを指示している。この政治統合の方法は明らかに「約法

体制」を逸脱するものであること、すなわち北京政府が固執する「法統」論を否定するものであ

ることは容易に予見できる。

章士別は上の引用中で「民国孔4年、わたしが東京で連邦諭を主張」したと述べているのは、

「第二革命」敗北後亡命先の東京で発刊した『甲寅』雑誌において章士別が盛んに鼓吹した連邦

論のことを指している。民国元年、議会主権に基づく中央政府、すなわち責任内閣制を主張した

章士別は「立法集権行政分権」論を説き中央集権論に対する限定を試みていたが、亡命中の

1914－1915年には、「聯邦論」、「学理上之聯邦論」、「聯邦諭答播君力山」、「聯邦諭再答播

君力山」を著し、蓑世凱の中央集権化政策に対抗する意図のもと、ブロック、ブルードン、デュ

ギ一、エスメイン、プライス、フリーマン、ダイシー、バージェス、イエリネック、ボーンハッ

ク、ウイロビー、モーリーらの連邦制論を紹介してみせた。章士別の「学理上之聯邦論」の主張

は、各「邦」の絶対的独立を要求するのではなく、主権国家の統一性の内部に多元性を与えよう

とする相対的な連邦論であった（5）。

孫文、梁啓超といった清末期の連邦諭の紹介者たちも民国初年には単一国制へと変貌しており、

「臨時約法」は単一国制の根本法として制定された。反義運動の際、国民党は本来綱領でもなか

った連邦制をもって衰世凱政府に抵抗したが、衰死後の「共和復活時代」には単一国制による統

合論へと回帰し連邦制論は下火になっていった。章士別の『甲寅』雑誌期の連邦論は、必ずしも

中国の現実政治に適用すべき具体的な政治論として展開されたわけではなく、可能な選択肢のひ

とつとして理論的に検討されたものであった（6）。

しかしながら章士別が上述の連邦統一論を表明した当時、すなわち1920年代初めは、政治統合

論としての連邦論が高潮してきた時期であった。連邦論は時代の主張であったといってよい。

徐矛によれば、1920年前後には連邦論関係の論説が急増し、例えば『太平洋』は「聯省自治号」

（第3巻第7号、1922年9月）、『改造』が「自治問題研究」と「聯邦研究」（第3巻第4期、第5期、

1920年9月）、『東方雑誌』が2号連続で「憲法研究号」（第19巻第21号、第22号、1922年11月）

など特集を組み、連邦制に関する論文を大量に掲載した。なかでも影響力の強かったものとして、

先にみた章士別「造邦」をはじめ、楊瑞六「時局問題之根本討論」、蒋百里「同一湖談自治約一

封信」、藍公武「我的聯邦論」、李剣農「民国統一問題」（篇三）、孫幾伊「自治運動与聯邦」、

寧協万「憲法宜採聯省民主制」などがあった（7）。

胡春恵によれば、1920年代に連邦諭（あるいは連省自治論）が盛んになった理由としては、民

初の連邦論と地方主義が存続していたこと、上記のような理論としての連邦思想の論説が急増し

たこと以外に、次のような1920年代に特徴的な内外の要因を数えている。

まず、外来思想の刺激として、ウイルソンの14ヶ条のひとつである、世界各国が連邦制の精神

によって超国家的な連邦組織を樹立し各国の独立と領土保全を保障し国際紛争を調停し、世界秩

序を創出するという世界連邦の構想の影響、アメリカ合衆国が50州の連邦制により一国をなすよ

うに、全国家が「連邦世界」となるという思想の影響があったこと、そして、デューイ訪中後の

国内世論としてアメリカの連邦制と自由の精神とが結びつけて理解されたこと、新たに誕生した

ソビエト連邦が連邦制を採用していたこと、ウイルソンの民族自決論が中国人の地方自治の観念

を強化したこと、デュギ一、ラスキ、E．パーカーらの多元主義国家論の輸入が始まったことが

外来因として指摘される。

次に、議会による憲法制定の試みがことごとく失敗したことを背景に、国民の直接参加による

制憲運動が、第1次大戦後のナショナリズムの発展とともに勢いを得てきたこと、それにより省

レベルでの自治と制憲の観念が醸成されていたこと、民国建国以来の長期にわたる戦乱による疲

弊と厭戦気運の高まりから各省の独立と住民自治による政治的安定が期待されるようになったこ

と、そして上海で行なわれていた唐紹儀と朱啓鈴の「南北和平会議」が暗礁に乗り上げたことに

よって、武力統一と和平統一とを問わず、国家統一の実現が極めて困難であることが判明し、こ
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れがもたらした深い失望から郷土愛にもとづく郷土白酒に希望を兄い出したこと、これらが連邦

論隆盛の内在因となった（8）。

章士釧の新たなる国家建設と政治統合の模索と連邦制への着目は決して孤立した思想的営為で

はなく、同時代の政治的、思想的趨向との相互関係のなかでなされたものである。そしてそれに

加えて、章士別の場合、第1次大戦後のヨーロッパに赴き、戦争による経済的疲弊と社会主義的

労働運動の台頭に直面するヨーロッパの思想的対応を直接に見聞したことが、同時代に共通な精

神的基盤の上に章のユニークさを載せることを可能にした。次節では章のヨーロッパでの知見に

ついて検討しよう。

第2節ギルド社会論と農業立国諭

（1）欧州視察中の章士別

1921年1月、章士別は戦後の教育事情を視察すべく半年間の予定で欧州に派遣されることにな

り、旅費5千元の支給を受け、28日に北京を出発した。北京からは津浦線で南下し、上海にて神

戸より回行して来るフランス郵船公司のオルマンペック号を待ち、2月17日フランスへと旅立っ

た（9）。

この旅の途上、紅海へ向かう船中で、章士別は章柄麟に書簡を送った。その中で章柄麟がかつ

て著わした「代議然否論」（1908年、『民報』第24期）に言及し、「兄の先識巨胆に敬服せざる

をえません」と述べ、議会制度の中国への導入不能を論じた章柄麟の先見の明を賞賛し、中国で

は議会制度という「この制度ができてすでに10年になるが、あちら立てればこちら立たずで、弊

害が百出しています。弟が従来の所持してきた信念は跡形もなく消えました。橘も推南に移れば

硯になってしまうのです」と述べ、西欧起源の議会政治の中国への移植について否定的な見解を

表明し、中国における議会制度の有効性に疑問を投げつけた（10）。

ロンドンの章士別は作家のH．G．ウェルズを訪ね、同席したG．バーナード・ショー、A．J．

ペンティらと農業国と工業国の違いについて議論する機会をもった。

ある日『世界文化史大系』を出版してまもないウェルズはその郷園に章を誘い、中国の国政を

語った。ウェルズは、瀕死の民主主義に替わるものはまだ登場してないこと、代議制の伝統のな

い中国が英国の模倣をするのは不幸であることを語り、ショーは、演劇における制作者と享受者

の比喩をもって政治を論じた。だが後の章士別の政治論を知るうえで重要なのは社会学者ペンテ

ィの見解であった。ペンデイはもとエンジニアで、労働の質と良心的生産者の保護を説く『ギル

ドの復興』（1906年）を著わすなどギルド社会主義論の先駆者であるとされる。

ペンティは章に対して「業治論」すなわちギルド社会主義の中国への適用可能性を指摘し、お

およそ次のように述べた。

英国では国政と民衆の利益との帝離という代議制の弊害をただすため、ギルド制が提唱された。

この制度は政治を実際にもとづいて運用するものである。最初の弊害の除去策は、国民を分割す

ることである。分割の最も自然な尺度は職業である。職業は人が命を託すものである。よってギ

ルドはより深く個人と関わることになる。いまギルドの運動は英国から欧米にまで拡がっている。

思うに、行会はまだ亡んでいない中国ではより多く業治（ギルド）を行う機会がある。中国で実

行すれば、西洋を反省させる手本となる（11）。

このペンティの見解に対してウェルズとショーは賛同したり反発したりした。だが代議制導入

の困難に対する見解は同じだった（12）。こうしたフェビアン協会系のイギリス社会主義に直に触

れたことが章士別の政治的信念に与えた影響は甚大だった。とくにペンデイに触発されるところ

が多く、章は自ら『聯業救国諭』という英文の小冊子を著しペンティに送ったほどであった（13）。

章士別が1921年より22年にかけて再訪した欧州でまざまざと見たその疲弊衰弱ぶりは、章に西
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欧代議政治への失望をもたらし、新たな政治制度の模索へと駆り立てる刺激となった。それはペ

ンティらの影響のもとに、代議政治の衰退から「業治」の隆盛へといたる論理をとることになっ

た。帰国後の章士別はそれについて次のように語った。

「業治は欧州民治の崩壊後に起った新流である」と章は言う。「民治」とは「デモクラシー」

である。「近世代議政治が屍となったのは20世紀の初年である。産業問題が日増しに紛糾し、議

員の徳性の堕落があらわになり、パーラメントの信望が漸次失墜していった」。大戦の勃発に議

会は対応できず、「軍権」が支配し、終戦後は「社会党」が起った。「議会政治はこのふたつの

厄災によって、ここ10年来躇いたまま復興できずにいる」。こうして「民治が衰えると、これを

継そのが業治であった。イギリスではギルドといい、ロシアではソビエトという（14）」。

「業治」とは「グループ制伽oup紗st印」である、と章は言う。つまり、職業を持つものは

まずそれぞれの職業集団を治め、それを集めてグループをなし、そして一つの総グループとして

一国を治めるのだと。章士別はこれに基づいて、中国における「業治」を展望し、「行」「会」

の組織が健在であること、中国は農業国であることなどを主要な理由として「明農建国」の農業

立国を主張している（15）。

「業治」論、つまりギルド社会論に触発され、農業を基幹産業としている中国で建設すべき政

治体制についての新たな構想を、章士別は訪欧中に語っている。

1922年8月、章士別はドイツから帰路につくが、経由地リヨンで、当地の中仏大学の北京大学

同学会と湖南同郷会の依頼に応じて講演を行うことになった。これは章の愛国学社以来の旧友で

当時中仏大学校長の呉敬恒（呉稚嘩）の強い推薦によるもので、講演会場には多くの学生がつめ

かけた（16）。

章士別はそこで中国の産業化の重要さとこれまでの発展の緩慢さに触れながら、農業を基盤と

した自給自足的な経済発展、全国の各部分の自主自立、集権的な国家建設への批判、湖南の自立

を説いた。

「人びとには職業があることが大切である。中国の現状で最も恐るべきことは、人民に職業が

ないことである。私は英国で、中国人は無職業を職業としていてその前途には大きな危険がある

ことを英国の学者たちと論じた。もし国民のひとりひとりに職業があって、己れの長ずるところ

にもとづき努めて進歩を追求すれば、中国の生産の発達と物質文明はすくにも期待できるだろう。

湖南省は米も麦もたいへん豊かだが、人民の飢えて泣き叫ぶこと、他省よりも甚だしい。もし湖

南の米と麦を他省に輸出しなければ、湖南は門戸を閉ざして自立できる（17）」。

この講演には、農業に対する関心という、1920年代の章士別の政治論の特徴がよく表われてい

た。帰国後の章の論文から説明不足を補強してみよう。

欧州で章士鋸が観察したのは、第一次大戦後の戦争に荒廃しきったヨーロッパの状態であった。

これについて章は工業と農業という視点から説明を試みている。章は、工業国と農業国のそれぞ

れの特徴を次のように描いてみせた。「工業国は建設を言い、進歩を求め、物質を争う」のであ

り、「農業国は礼儀を説き、名分を尊び、器械をいみきらう」。すなわち、「欲寡なく、仕事は

簡略、財は足り、争わない、というのが農業国の精神であり、欲多く、仕事は繁雑、陰に陽に争

って財をみたす、というのが工業国の精神である（18）」と。

「いま工業は衰え、工業に代わって興るのは農業である。そこで農業復興の論が出て、私は欧

州でこの論を聞いた」。だが「欧州でいう農治などユートピアにすぎない」。ところが、わが国

は農業国である。「わが国の開化した原因は農業に集中したからであり、これは古先聖王の精意

がもたらしたもので、偶然ではない」。「全国の農村組織のほとんどは壊されていず、礼を重ん

じ、譲を講ずる風習の余韻はまだ見ることができる。伝統思想に接した人物もまだ跡を絶ってい

ない（19）」。

以上のような論理によって、章士別は農業立国諭を主張する。「業」からいえば農業立国とな

り、組織からいえば農村立国であると解しうる。工業と農業という視点を獲得することによって

章土釧が論証しているのは、中国の農村には「重礼讃譲」の風習が残っているということにある。

したがって、農業立国とは、礼教立国と換言しうる。章自身、中国において「変わることのなか

ったものは何だったろうか。私が思うには礼と農だけである（20）」と明言している。
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「党治」（政党）ではなく「業治」（ギルド）に、「工業」ではなく「農業」に活路を見出そ

うとする章士別が構想したのは、礼教によって善導され、礼節をわきまえた人々が農業を営み、

工業国のように他と利を競わず、自給を専らとし、「グループ」として緩やかに連帯し国家を形

成するというものであった。

（2）湖南帰郷中の章士別

1922年9月に帰国した章士別は、同年1月に逝去した父の喪に服すべく郷里に帰った（21）。リヨ

ンでの講演で湖南の自治独立を推奨したことから推測できるように、父の死を媒介にして、章の

頭の中ではすでに、今回の欧州旅行で体得した「業治」論と農業立国諭とが、郷里の湖南省と結

びつけられていた。

章はベルリン滞荏中に帰国後に実践すべき新潮南建設案を錬りあげており、興にまかせて『革

新湖南成放歌』を書きあげた。一句七言を主とする、五七雑言の古体詩で、全文1124字の大作で

ある。前半では、楊篤生、黄興、察鍔ら湖南出身の英雄を語り、己れの過去を振り返り、後半で

は湖南の改革を説いた。その末尾の一部を引いてみよう。

「……湖南人は勤勉倹約で昔から農業をよくした。立国の方途はこれ以外にない。わが国の文

明は農業に基づいている。ほかに匹敵するものがあるだろうか。だから湖南人よ、ともに湖南へ

労働に赴くのだ。新たに宋玉［屈原に次く戦国末の文学者］の魂を招き、再び貢生［前漢の文学

者で長沙王の太博・貢諺］の策を展開する。湖南人よ盆を傾けたように汗を流せ。そして軍隊に

は入らず、学校に入れ。湖南人よふいごのように熱い息を吐け。そして豆を煮ないで、鉄を鍛え

よ。湖南人よ麻のように血の涙を流せ。そして一滴一滴と自由の花に浸透させよ。湖南人よ真珠

のように才知をあらわせ。そして一粒一粒とはめ絵を仕上げてゆけ。……（22）」。

長沙近郊の実家から省都長抄にもどった章士別は、10月8日午後3時、省教育会において「文化

運動与農村改良」の演題で講演を行った（23）。リヨン中仏大学での講演を努贅とさせる内容であ

った。この講演の主旨を要約すれば次のとおりである。

中国の工業は未熟で欧米とは比肩できない。欧米は工業立国だが、中国は農業立国である。湖

南省の生産物は米が主体であり、農業が前提である。

範囲の狭い新村を組織することから始める。それには、まず職業と人口の統計をつくり、生産

物と欠乏品を調査する。次に銀行と販売局を設立し余剰生産物を出荷して、その利益で欠乏品を

購入する。銀行は生活券を発行する。失業者に道路建設や植樹を行わせ、その労働に対し生活券

で支払う。現地の生活は現地の生産物でまかなうようにし、次第に図書館や農事研究社を設ける。

基礎が固まれば文化も自ずから盛んになる。

新村の組織を全力で押し進めるべし。省政府の援助を希望する。将来他村でも模倣すれば、新

村連合会を組織し、優秀な分子を一堂に集め、共同で研究する。村長は真の人材を求めて責任あ

る地位につけるようにする。

湖南は今まさに自治を行おうとしている。新村建設の事業は手を緩めてはならない。省が主

体となり各村各県にやらせるよりは、各村各県が主体となり省へと帰納してゆくのがよい（24）。

以上が章の講演の要点である。章の主張の特徴は、社会全体の経済的基礎を確立することを強

調する点にある。すなわち、村を単位とする小規模な地域において、農業を手掛かりに基層から

社会資本の蓄積を行うことであった。章の説く「農村立国」とは、購買局の設置による外部との

交易、村内紙幣の発行と失業の解消、小学枚の運営による人材育成、道路・建築などインフラ整

備を各村ごとに達成し、これを県レベルから省レベルへと拡大してゆくという、まさに国家建設

の細胞レベルからの再履行と呼びうるものであった。

講演を終えた章士別はその夜、趨恒暢総司令の招待宴に招かれた。趨恒腸は章の講演に感動し、

実地調査を行って行政に役立てるべく、李剣農、楊瑞六、彰一湖らの学者を招いて自治研究会を
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設立し、章士別に会長になるよう依頼したり、また内務司長兼省務院長あるいは教育司長に就任

して湖南に貢献してくれるよう嘱望したりした。超の申し出に対し、章は、自分は政治には関わ

らず、社会活動に尽力するつもりであるとし、いずれも椀曲に拒絶したようである（25）。李剣農

らは先に見たように『太平洋』雑誌において連邦論を鼓吹した論説家たちであり、李剣農は湖南

省憲法の起草にも関わっていた。趨恒腸は章士釧を湖南省憲法の起草者となった湖南省出身の留

学経験を有する知識人らと同等の人材と見なし、自らのブレイン・スタッフとして抱え込もうと

したようである。

章士別はこの後長抄の各地で1週間に4回続けざまに講演を行った（26）。その主旨は湖南省教育

会での講演と同様に、中国の後進性を指摘し、農業人口が8～婿叫を占める中国では、ゼネストと

いった工業国であるヨーロッパの社会主義運動の方法は適用できないこと、欧州の大問題は労働

者の解放であるが、中国の大問題は農民の解放であり、農村改良が必要であること、などの諸点

を訴えた。

章士別はその農村改良の方法について繰り返し語っている。例えば学術研究会での講演の次の

ような表現は具体的でまことに興味深い。

「中国に必要なのは農村改良の方法である。まず小さな地域を見つける。小さければ小さい程

よい。その地の生産物をすべて計算する。1年でどれだけの生産があり、どれだけの価値がある

か。その価値を基準に一種の村券を発行する。これは幣制革命である。これはすでにドイツで行

われている。将来は各国でも行われるだろう。この村券は金銭本位ではなく、生産物本位である。

村の生産物はすべて共同で保管し、公共売買社を設立して共同に紙幣で購入し、余剰生産物は各

地に販売する。村内で生産できないものは各地から購入してくる。村内の人民は、それぞれの能

力に応じて分業を行う。学齢に達した児童は義務教育を受ける。人びとが仕事をもち食えるよう

になってから、1年の仕事の量はどれだけになるかを計算し、これを年々拡大してゆき、人びと

の生活レベルを向上させてゆく（27）」。

章士別の農業立国論は決して近代科学や工業化に背を向けたものではない。「要するに、他人

の帽子を自分の頭にかぶると、どんなものでも合わないものだ。われわれが新文化運動に従事す

るには、まず基礎を建築することから始めなければならない。決して屋上から作り殆めてはなら

ない（28）」と述べて、欧米の社会制度の盲目的な模倣では中国の発展をもたらすことはできない

とし、むしろ各地域が自力で運営できる限りにおいて、科学技術の応用や工業生産の向上を奨励

している。例えばある講演では、農村改良の方法とは、（1）科学知識により組織的に耕作を行う

こと、（2）失業者を農業に従事させること、（3）農民と知識人とを結合させることが主軸となるこ

とを主張し（29）、また別の講演では、中国を改良するなら農村教育から着手しなければならず、

工業は、まず小工場制からはじめ、それを各農村に広めて、日用品、必需品の供給をおこなうよ

うにする、と指摘した（30）。

章士別のこのような農業と農村の重視、小地域の自力更正による経済建設、「公共販売社」に

よる農産物の統一購入と余剰生産物の統一販売、自前の技術による小工場生産などは、権力関係

はなお曖昧ながら、同時代の青年学生が主張した、日本の白樺派に範を取った「新村運動」や、

ロシアのナロードニキに倣った「ヴ・ナロード」の運動の影響を章士別も被っているようにもみ

える。

だが、それ以上に湖南省での章士別の演説に共通して見られる特徴の多くは、ペンデイの思想

の影響に負うものである。

ペンティは、章士別訪欧の直前に刊行したその著書『ギルド、貿易、農業』において、農業の

リバイバルによる共同体の理念の再生、失業問題の解決、食糧供給、都市人口の農村還流による

都市のヴァイタリティの回復を説き、農業の活性化の最大のメリットは都市失業者を農業労働者

として農村に吸収することであると主張している。これは、失業者を農業に従事させるという上

述の章士別の「農村改良の方法」に採り入れられている。

そしてペンティの主張であるところの、農業ギルド（卸icul血al伽ild）による、価格の統

一、通貨管理、互助センターの設立、生産物の購入販売、さらには土地の管理と所有などは、章

の説く「販売局」、「公共販売社」の機能と対応している。さらに「農業ギルドは、大工や鍛冶
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屋などをも含む中世のギルドと結合し、さらに地方自治体とも融合する。そして農業ギルドは物

物交換が可能な範囲で成り立ち、昔から存在する村共同体（villa辟COmmune）とも結合する」

というペンティの所説は、章の農業立国論の立論根拠である、農村には「礼を重んじ、譲を講ず

る風習」が残っている点の強調に符合する。

最後に、ペンデイの外部世界との貿易を前提とした、生産の増大と消費の抑制（prdLlCi喝

m）re，COnSumi喝1ess）という主張は、既存の利益の分配ではなく、新たに利益をつくり出せと

いう章の講演に反映されている。これらは、章の農業立国への注目がペンティのギルド社会論か

ら生じたものであることを明確に示している（31）。

章士別の農業立国論は、奇妙な融合物である。そこには伝統的な要素と近代的な要素とが結び

つけられていると同時に、ヨーロッパの概念や制度が、中国の小農村の経済計画と結びつけられ

ている。

（3）北京の章士別

湖南滞在中の10月13日、章士別は一等大綬嘉禾章を授与するという大総統令に接した（32）。こ

れが北京政府による章士別への働きかけの第一報となった。11月には章士別は政府教育部の要請

を受けて、北京農業大学（1922年12月に北京農業専門学校より改組）校長に就任し、12月30日に

は、熊希齢、江大饗、察元培、周自斉、孫宝時、王正延、黄炎培、李根源、餞漢祥、措輔成とと

もに、章士別を教育基金委員会委員とする大総統令が出され（33）、さらに翌1923年1月11日には、

章士別を中央編訳館総裁とすることが報道された（34）。

多くの役職をもち多忙となったにもかかわらず、章士別は湖南での講演と同主旨の講演を以後

各地で繰り返している。たとえば、1923年1月20日には、上海の徐家匪の里南商科大学の要請に

より、「欧訪之感想」という演題で講演を行い（35）、また2月5日には同文書院の講演会で、工業

国日本と農業国中国の親善合作を訴えた（36）。4月8日、江蘇省教育実業連合会の南京での集会に

招待された章士別は、欧州の制度は中国に適用できないこと、、経済問題解決の鍵は欧州は工業

に、中国では農業にあり、よって農業立国が必要であるという持論を披渾した（37）。

脱政治志向であった1920年代初めの章士別にとって、欧州へ旅立つ直前には主に上海で西南大

学の建設準備に奔走していた経緯もあり、学校運営は自らの情熱を注寸にたる事業であった。か

つ当時農村立国を主張していた章士別にとっては、北京農業大学の校長職は自らの国家建設理論

とも無関係ではなかった。

北京国立農業大学校長に就任まもない1923年1月14日、章士別は上海に下った。目的は、新設

の農業大学の教員を物色するためであると報じられた（38）。1月25日、章士別が農業大学の教員

募集を正式に発表し、「師生農民の力を合わせて合作し、将来の農村立国の基礎を樹立すること

を主旨とする」と述べ（39）、翌26日、上海を離れ南京経由で北京へ帰った（40）。

農業大学は1923年3月5日に関学し（41）、新校長の章士別は学生のために尽力した。関学にあた

っては学生が不満に思っていた旧教職員を罷免した。章に好感を持った農大の学生は、章の意に

沿うべく、北京国立8校共同による彰允轟教育総長指弾の政治運動に不参加を表明した（42）。ま

た章は、1923年3月25日、政府の司法干渉に反発して北京を去った察元培を天津へ訪ね、学生運

動の解決策を協議し（43）、さらには元宵節の提灯行列で発生した警官の学生殴打事件のことで章

は議会において政府を批難した（44）。

だが、章土釦と農業大学との良好な関係は、1923年6月の政変で章が上海へ逃れたことで終わ

った。章士別白身は上海へ逃れて以後、校長職の辞任を再三要請していたが、翌年になってよう

やく教育部で批准され、1924年4月7日に公文書が上海に届いている（45）。

第3節「法統」論争と連省自治運動
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（1）「法統」の回復

1920年代初めの「法統」論争は、民国政治の正統性があからさまに議論される契機となったと

同時に、正統性原理の形骸化の端緒でもあった。

1920年の安直戦争後、政権を掌握した奉天派と直隷派の派閥間の乱轢から紛争が生じ、民国6

年の国会に依拠する直隷派の「法統」論と民国8年の国会に依拠する奉天派の「法統」諭とが対

時し、それぞれの「法統」が争われた。1922年の奉直戦争の結果、奉天派に勝利した直隷派は北

京政府を支配下におくや、「法統」の回復を強調することで政権樹立の正統性を獲得しようとし

た。

「法統」回復論の主張者は、呉侃字ら直隷派の実力者たち、黎元洪の参謀である吟漢章・金永

炎、旧国会衆議院議長の呉景凍、天津に引退していた旧国会参議院議長の王家裏らであった。直

隷派主導による「法統」の回復とは、具体的には「臨時約法」と旧国会の回復、および黎元洪の

大総統復職であった。このことはまず（1）安福国会選出の徐世昌は大総統の資格を失い、次に（2）

北京が「法統」を回復すれば、広東は「護法」の根拠を喪失し、そして（3）藻口で第三政府、す

なわち連省政府の設立を計画していた「連省自治」派は、北京の「法統回復」で計画を中止せざ

るをえなくなる（46）ということを意味していた。

黎元洪が大総統に復職し、民国6年（1917年）の国会解散令を取消し、旧国会が北京で回復さ

れた（1922年8月1日）。登録者414人のうち354人が出席した。ここにおいて民六議員と民八議員

とのあいだで論争が起こった。民六議員とは1917年の旧国会の議員、民八議員とは、1919年に広

東の非常国会が正式国会を開催したさい補充された新議員を指す。旧国会の回復とは、南北国会

の統合を意味しており、それについて、（1）民六議員で南下して民八議員となったもの（資格あ

り）、（2）民六議員で安徽派政府に就いたもの（資格喪失）はそれぞれ明確であったが、（3）民六

議員で広州の護法国会で除名されたもの、および（4）護法国会で補選されたもの、この2つの議員

資格が問題視されたのである（47）。

7月23日、張継ら上海滞在の民八議員は「法統維持会」を結成し、北京でも一部の民八議員が

「法統学会」を組織した。彼らは北京の法統を否定し、広州国会こそが合法的であると宣言し、

民八議員の正統性を主張した。民八議員は孫文の激励と孫洪伊の勧誘を得て、紛々と北上し、8

月30日に衆議院議場に聞入して議長を殴るなどの実力行使に及び、これによりほぼ2週間の間国

会は開会できなかった。結局、1922年9月に、民八国会諭の最右翼である広東派の鄭魯・謝持が

陳畑明討伐のため孫文に呼び戻され、直隷派を支持する王家裏・呉景嫌らの民六国会諭が定着す

る一方、政府は政治討論会なるものを設置して失業した民八議員を吸収する策を出し、民八議員

の大部分は次第に軟化して落着をみた（48）。

章士別は、このような「法統」という正統性原理をめくってなされた論争を、中国における議

会主義政治の発展にとってむしろ阻害要因であるとみていた。すでに述べたように章士別自身は

中国における議会政治の定着に希望をもてず、欧州にてギルド社会論を研究し、中国の政治発展

にふさわしい統治機構を新たに模索し始めていた。

1922年10月の長抄の学術研究会での講演において章士針は、中国の各種の問題が解決できない

のは、「飯碗問題」が解決できないからであるとした。すなわち工業立国の欧州の議員は、資本

家層の代表として、自らの経済的な背景にもとづいて政治活動をおこなっているので、下野して

も「食べて」ゆけるが、一方、中国の議員は「食べて」ゆくために議員となっているので、下野

すれば「食えなく」なる。よって中国では議員でいるために滅茶苦茶をするのである（49）。章士

別がこのように述べたことは、欧州からの帰国後に直面した「法統」をめくる中央政界での紛争、

回復された旧国会内の「醜態」が彼をいたく失望させたことを物語っている。国政を論ずる以前

の、議員の議席確保への見苦しい執着と、軍閥戦争の結果に左右される「法統」は、後述すると

おり、章にとって議会主義政治制度の中国への導入が不適当であることを証明する事実にはかな

らなかった。
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（2）黎元浜の失脚と章士別の南下

黎元洪の失脚と雪線の大総統就任を契機に、章士別は明確に「法統」否定へと傾斜した。

黎元洪の復職を経て、政局の安定した1年後、直隷派は白派の大総統を望み、黎元洪の任期満

了を半年練り上げて速やかに次期大総統選挙を施行すべきだと国会で主張した。黎は、直隷派の

議員と閣僚の抵抗、および軍警に保護された「公民団」を名乗る遊民の威嚇を受け、1923年6月

13日に天津に脱出した（50）。

章士別を含む曹錠の大総統選挙に反対する国会議員は、黎元洪の失脚を知った6月13日から陸

続と天津に逃れ、体勢挽回を画策する黎元洪と合流した。19日までに250人あまりの国会議員が

天津に到着している。議員らは19日夜8時、黎元洪宅に集合し、呂志デ、田桐、章士別の3人を代

表として上海に派遣することを決定した。計画では、まず（1）北京の国会議員が総統を選出する

ための法定人数を不足させ、次いで（2）南方で国会を開催し、それから（3）憲法会議を開催するこ

とになっていた。そのための議員の南下の方法としては、（1）1週間以内に先遣隊150人を上海に

送り、（2）北京から陸続と天津に来る者を第2陣として上海に送り、（3）最後に天津で事務処理に

当たっている議員がその他の議員とともに上海へ向かう、という順序だった（51）。

章士別は、6月23日に天津から通電し、北京で議員を監視し選挙を強要するなどのことがあれ

ば、それは法抑こ無効であり、その罪は問われねばならないと主張し（52）、自身は計画どおり南

下を開始した（53）。

6月26日、「国会議員」代表として上海へ到着した章士別は、各要人との連絡を開始した。最

初に頼りとしたのは上海在住の旧友で義兄弟の章柄麟であった。章士別は「今年北方の軍閥が乱

をなし、元首を放逐する政変があった。別は南に難を避け、兄の近くにいる。政治を論じては兄

と協力することを頻りに求めた。最近わが『墨字談』のことでかたじけなくもお弓卜立ていただい

た。兄と知り合って20年、今ほど気持ちの通いあったことはない（54）」と伝えている。ついで27

日、章士別は田桐、呂志伊とともに漸江督軍の慶永祥を訪ね協議を行った（55）。天津に集合した

議員を支持し南下をうながしたのは、安徴派の実力者である慶永祥であり、当時は章士別の最大

の援護者であった。

南下した議員たちにとって、北京の動向は正統から逸脱するものであった。1923年7月2日、章

士別を含む離京議員132人は、北京で開催された憲法会議（呉景凍副議長）に対し、神聖なる国

会の威信が失われ法規が素乱した現在、国家百年の根本大法を制定するのは禍根を残すゆえに、

現在は延期することを求める決議を行った（56）。

上海に集合した国会議員は、上海斜橋の湖北会館に国会の上海移転のための準備処を設け、7

月14日には、220人の参加を得て国会移転の集会を開催することができた。だが、結局のところ

22日までに登録を済ませたのは参議院議員110人、衆議院議員290人で、法定人数に足りずこの日

の開会は不可能となった（57）。

北京残留議員は軍警の監視によって南下を牽制され、同時に、高凌宗、呉硫麟、王統芝ら直隷

派議員の運動で「出席費」「節敬」「歳費」「票価」などの名目による買収が進んでいた。8月

24日には、呉景漆が中心となり北京残留議員を召集し談話会を開催し、国会に出席した議員に対

し出席の都度100元を予備費から支給すること、10月10日で任期の切れる議員の任期を延長する

ことを提議した。これによって南下した議員たちも陸続と北京に参集し、ために章士別らの上海

への国会移転の計画は完全に挫折する結果となった。他方北京側は、新大総統を選出するための

法定人数不足の恐れがなくなり、10月の選挙会で曹鑑が大総統に選出された（58）。憲政史上名高

い曹鍍賄選事件である。

章士別はすでに西欧の議会制度の中国への導入には否定的な見解を表明していたが、曹鑑の

「賄選」という中国における議会政治が見せた負の現象を目の当たりにし、1924年4月の『申報』

紙上に「代議制はなぜ中国に適さないかについて」という文章を発表し、西欧の議員と比較参照
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しつつ、独特な観点から中国政治の特徴を指摘した。論旨は、1922年10月に湖南での「飯椀問題」

についての講演を敷街したものだが、江蘇省議員が省予算案の審議において教育関係費を減額す

る一方で自らの歳費の増額を行ったというエピソードを枕に、代議制を支える議員の経済的基盤

の異常さを指摘している。章士別の比較政治文化論として興味深い指摘である。その要点は以下

のとおりである。

英国の議員は納税者の代表であり、代表と納税とは不即不離である。封建時代から産業革命を

へて、現在は工業の最盛期となったが、どの時期においても代議制は資産と密接に関係していた。

少数の資本家が多くの資産を持ち、資産の多い階層ほど多数の議員を持った。政党設立、宴会、

寄付、選挙など議員の政治活動はすべて国庫に頼らずに自前の資金で行われ、しかもその活動は

東洋では想像もできぬくらい豪華で規模壮大に行われる。1912年に労働党の要求で各人亜0ポン

ドの歳費が決まったが、それは中国の参衆両院議員の歳費以下の額である。それでも英国の議員

たちは歳費収入を恥辱として慈善事業に寄付してしまった。

議員が資産をもっていることは政治のあり方にも影響している。（1）政治に賄賂は不要となり、

すべての主義主張は、その論理的な価値において比較される。（2）失脚しても生活の基盤は動揺

しないので、朝野を問わず、ともに国家のために勤め、いずれの政党も従容と政権を交代する。

それゆえ政敵を倒すことは飯を食うためではなく、犬や豚にも等しい卑劣狂暴な政争はない。（3）

政治活動の設備が貧弱だったり、募集した人材が未熟だったりすることがない。（4）政党の資金

は独立しているので、国民は政党を国賊だとは思わない。

だが、中国の場合はちょうどその逆となり、（1）議員の品行は悪く、豚のごとく醜悪で、自ら

を売り歩き、主義などは問わない。（2）政客は今日失脚すれば明日には餓死同様となる。敵を打

倒するのは自分の生存のためであり、政治的主張とは無関係である。策謀をめそらしてありとあ

らゆる手段を用いる。（3）どの政党も規範のととのった機関や新聞がなく、常識をそなえた主任

や幹事がいない。（4）国民は議員を憎悪しており、議員は不正と倣慢、汚濁とでたらめが身に染

みついていて、代議の2文字には何の意味もない（59）。

このように説く章士別の目からみれば、中国の「富」のあり方とは、100人分の食糧を1人が食

べ尽くし他の99人は餓死するという形態であった。欧州とは異なり中国では大資本家が未成熟で

あるので、99人分の「富」を掌握するのは、大資本家ではなく、「兵」、「官」、「議員」であ

る、と章は言う。「兵」は員数をごまかして余分な軍糧を得て私兵を養い兵力を拡大し、城邑を

焼いて民家からわずかばかりの銭糧をかすめ取る。「官」は国家の財産を奪い、官職を売り、公

を騙って私利を貴るなど、看守が泥棒をするような振る舞いをする。「議員」は平民を欺き、政

府を裏切り、同僚を売り、賄賂の集まる所、権益のある所は人目を慣らずむさぼりとろうとする
（60）

章士別の説く代議制と議員の経済的自立との関係は、そもそも1912年の段階の章士別の政党政

治論においてすでに暗示されている。章の構想する政党政治は、「一致」のための基盤を共有し

うる社会層を担い手として、論争は「政策」上の「不一致」のみから発生すると想定され、すく

れてエリート主義的な特徴をもっていた。「政治によって生きる必要がなく、政治のために生き

うるということ」が「名望家（ホノラツイオーレン）」の無条件の前提条件であるとM．ウェー

バーは説明している（61）が、章士別は中国の議会主義政治を支える担い手が「名望家」的な資質

を欠いているがゆえに、議会の機能不全が生ずると考えている。軍人・官僚・国会議員は、自己

の役職に関わるあらゆる特権を殖財の機会とみて私物化している。議員たちは、一旦議員に選出

されれば、事実上法的資格を喪失していても、法を曲げてまでも議席にしがみつく。章士別にと

っては、こういった政治の醜悪な側面が集約的に噴出したのが曹鑑の時代の政治であり、それは

中国において代議制が不適であることの証左であった。

（3）章土鋸と連省自治運動
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直隷派の支配する北京政権の「武力統一」策に対抗する地方督軍は「省自治」あるいは「連省

自治」を唱え、言論界では胡適、章柄麟ら発言力の大きい知識人の一部がこれを支持し、陳独秀、

柔和森ら共産党系の知識人が反対にまわった。

国会の上海移転が不可能となった章士別らの選択肢としては、直隷派の脅威に対し「連省自治」

策による漸江防衛を試みる漸江督軍慶永祥の庇護下で、慶永祥を中心とした新政府樹立を模索す

る方途が残された。当時の章士別は黎元洪の身辺におり、各方面との連絡にあたっている。7月7

日には、章士別は、慶永祥としては黎元洪の南下には反対しないが孫文および西南との連絡には

反対であることなど、章柄麟と慶永祥の間の意志伝達の仲介を行い（62）、7月16日には、章柄麟、

江精衛、措輔成、および黎元洪代理の金永炎・韓玉辰とともに、慶永祥への報告を終えて杭州か

ら上海に戻った部漢禅から虞の意志を聴取し、各方の見解の調整をおこなっている（63）。

各省の連席会議が具体化するのは、7月22日、黎元洪の代表である金・韓両名が時局問題で各

要人と討論し、おおよその主張を、早春煙、唐紹儀、章柄麟など上海居住の長老の発起により各

省に通電したことから始まる。その主旨は「各省連合会議」の開催であった。この通電は、措輔

成が唐紹儀の、章士別が琴春煩の説得を行って得た成果でもあった（64）。8月上旬、章士別は、

章柄麟、江精衛らとともに「各省連席会議」の上海召集を協議している（65）。

1923年10月5日、雪線が賄選で総統に選出されたのに対し、9日孫文が全国に向け曹鍍討伐を宣

言し、段祓瑞、張作意、慶永禅に同時挙兵を訴えた。1924年秋に実現する反直隷派三角同盟の濫

鰻である。10月10日、曹鈍が北京で就任すると、上海、杭州、蕪湖では反曹鑑の市民デモが起こ

った。慶永祥は、10月12日に北京政府との公文書の交換停止を宣言して、曹錠の総統就任に反対

を表明し、各省連席会議は翌13日に江精衛らが筆頭となり「各省連席会議代表」の名義で曹鑑反

対の通電を行った。ここにいたり、賄選不参加の議員と黎元洪派の政客とが杭州、上海に集結し、

新政府を杭州に樹立し、慶永祥を反直隷派運動の中心にすえようという動きが起こった（66）。

章士別としては長らく琴春煩および政学系との関係が深かった。同時に農業立国論の実践の上

では湖南の趨恒暢からの支持があり、また23人の湖南議員とともに、8月9日湖南議員倶楽部を設

立する（67）など湖南側との連絡網を持っていた。また、9月にようやく上海へ到着した黎元洪に

は秘書がいないため章柄麟、章士別、措輔成の3人が一切の文書作成の任務をも果たしたことか

ら、黎元洪とも提携することができた（68）。

章士別と連省運動との関わりは、人脈と連絡網の多様さにも関らず、あるいはそれゆえに、か

なり間接的なものとなった。天津から上海へ到着した直後の6月27日、章士別は談話を発表した。

南下の理由は北京の喧騒を逃れるためであり、たまたま天津で国会同人と黎元洪の委嘱を受けて

上海に来ることになったにすぎず、南方での国会開会には参加するが、章自身の本意としては、

一切の党派問題に関わらないで著述に専念したい、と述べていた（69）。

1923年10月、章士別は上海で『新聞報』の主筆となった。その論調は、連省自治を説き、曹錠

を選出した収賄議員を非難し、代議制を攻撃し、旧文化の称揚に傾くというもので、「ウイルソ

ンについて」「レーニンの死について」「マクドナルド内閣について」「農治術意」などが話題

となったようである（70）。この間に、かつての『甲寅』雑誌を継そ、『甲寅』周刊発刊の用意が

なされた。『甲寅』周刊の創刊は1925年7月だが、1924年1月5日にすでに『甲寅』周刊の創刊と

出資に関する広告が行われ、連絡先は上海威海衛路328号甲寅周刊善備処と通知された（71）。

1924年7月28日、上海で章柄麟を主席とする「連省自治会」の準備会が開催された。民国の統

一は、まず省権を躁瀾する勢力を打破し、各省を単位とすること。国憲の制定には、まず法統を

掲げる国会を消滅させ、連省会議を根本解決の中枢とすること。連省自治の実現には、まず偽憲

法の付与する自治を棄却し、人民自決を主張すること。以上の政策を主旨とする同志を糾合し

「連泊社」を設立することを各省議会に宣言した。章士別はこの「連治社」蕃備処の成員に名を

連ねている（72）。このことは、章士別の新構想が「自治」の性格をもつことの傍証として理解で

きる。

章士別の政治論と連省自治諭とは親和性の高いいくつかの接点があった。

議会政治に代替する政治論である農業立国論や「業治」諭における政治統合の方法について章
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士別は次のように述べている。「中国は農業立国の制を保存するのがよろしい。これからは農村

［振興］を提唱し、一村に自衛自治させてゆく。一村がそのようになれば、一県一省もそのよう

にならないことはない。そして農村制を各省に押し広めれば、国は治まることができる」（73）。

また「業治」論においても、各ギルド・グループの総和として国家体制が構想されていた。

章士別の新構想の本質は、全体よりも部分を優先する点にあった。章のギルド社会論とは多元

主義国家を建設する方途であった。「昔の国家は土地を基礎としていた。ギルドの国家は職業を

基礎としている。昔は中央集権であったが、ギルドは各職業の分権である。これを多元国

Pluralisticstatesという（74）」と章は説明している。

章の所論を敷街すれば、小地域自治体（村落）の自治を確立し、この小地域自治体を基礎単位

に漸次より規模の大きな緩やかな連合体を形成し、ひとつの国家となることだと言えよう。

章士別の農業立国論とギルド社会論は、1920年代の「達省自治」論と密接に関連している。章

の「連邦統一」の構想では、まず「造邦」があり、「造邦から邦連へ、邦連から連邦へ、連邦か

ら統一へ」と進んでゆく。「造邦」とは軍隊管理、予算編成と省憲法の制定による各省自治の確

立をいい、各省の代表が「連省会議」を開き中央官制と予算を決め、これに従って中央政府が職

権を行使するにいたる出発点であった。

連省自治論の主張者である李剣農は、連省自治とは、まず（1）各省が省憲法を制定し、省憲法

に基づいて省政府を組織し省を統治する。次に（2）各省が代表を派遣し連省会議を組織し、連邦

憲法を制定し国家統一を達成する、と説明する（75）。翻っていえば、農業立国諭とギルド社会論

は、「連邦統一」諭に対応した主張であった。農業立国の主旨は「外侮を防そ道をゆっくりと図

る」ため「まず国の本を安んずる」ことにあり（76）、統一へと向かうひとつの過渡期という性質

をもっている。権力構造の不明確さの理由をこの点に求めることができる。そしてそれは現状の

支配関係の温存維持を意味することでもあった。

小結

「約法体制」期における現実の政治史の動向を決定したのは実力、すなわち軍事力であったが、

正統性の獲得なくして政治権力を行使することはできず、それなくしては、第一次世界大戦後の

国際環境において、独立主権国家を建設し国際的にも中国を代表する政府を樹立することは困難

であった。だが、「約法」であれ「法統」であれ民国前期の正統性原理自体が論争の対象となっ

たことは、体制を維持する不可視なイデオロギーから、操作可能な道具としてのイデオロギーに

転じたことを意味している。「約法体制」は統治機構の崩壊に先立ち、統合原理の正統性の腐蝕

が進んでいた。

平和を希求する一般国民は、南北政府間の紛争は「法統」に原因があり、「法統」さえ回復さ

れれば国家統一の問題は解決され天下太平となると考えており、政客も軍人もいかにももっとも

らしく「法統」理論を弄んだが、しかし「看板は看板にすぎなかった」と李剣農が説明している

ように（77）、辛亥革命以来の「約法体制」は、1922年の「法統」論争においてその形骸化した姿

をさらすこととなった。それは、やがて到来する正統性原理としての「約法体制」崩壊の予兆で

あった。

章士別の場合、反直隷派の立場から「法統」回復の主張がもつ党派性を非難するとともに、訪

欧を契機に議会主義政治の中国への適用をいったんは断念し、「約法体制」を否定した。そして

それに代替する政治論を、「連邦統一」論、あるいは農業立国論として提示した。それはいわば

小地域単位を出発点とした国家建設の再履行であった。そしてその実現のひとつの手がかりが当

時長江流域諸省で唱えられていた連省自治の主張であった。

英国のギルド社会主義論の影響を被った章士別の新たな構想では、農村の重視、小地域の自力

更正による経済建設、「販売局」あるいは「公共販売社」による農産物の統一購入と余剰生産の
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統一販売、土地所有の管理、現物本位紙幣の発行など、郷村を単位とした社会的統合の達成を志

向するものであった。章士別の政治思想という面で重要なのは、政治改革を行なうには、制度改

革ではなく社会経済的土台の改革をともなわねばならないという主張の登場である。

農業立国論は、現実に実行されることのなかった構想であった。それゆえ建設さるべき政治社

会の権力構造がはなはだ不明確なまままとなった。そしてこのことは、この主張が「自治」の理

論でありながら、「統治」を正統化する論理として既存の支配被支配関係を温存する機能をもつ

可能性があったことを示唆している。

章士別が湖南省を訪れたさい、省長の趨恒腸は、10月1日に「湖南省憲法」にもとづいた湖南

省長選挙によって初の「民選」省長に選出されたばかりであり、彼の就任宣言は章士別の起草に

なるともいわれている（78）ことを勘案すれば、章士別の演説が湖南省における趨恒腸の「統治」

を正統化する意味をもっていた。

当時、湖南省における労働運動は職烈をきわめており、とくに1922年10月は労働運動の高揚し

た時期であり、卑漢鉄道スト、安源炭坑スト、省営水口山鉱山スト、土建業・理髪業の賃上げ、

労働条件の改善要求などがあいついだ。そしてその背景には、社会主義青年団湖南支部の結成

（1920年10月）、毛沢東、何叔衡らによる中国共産党湖南区委員会の設立（1921年10月）など湖

南におけるマルクス主義団体の成長が指摘できる（79）。

章士別の農業立国論の主張のひとつとして、農業人口が大多数を占める中国では、ゼネストと

いった欧州の工業諸国の社会主義的方法は用いるべきではなく、中国の大問題は、労働者の解放

ではなく、農民の解放であり農村改良が必要であることが説かれた。そして農村に濃厚に残って

いる礼教の美風による農村再建が主張された。このような内容を含む章士別の政治論は、趨恒腸

による「統治」と労働運動の弾圧とを暗黙のうちに承認するか支持する傾向をもっていた。それ

は工業国の社会主義運動の導入への反対や、中国固有の文化を保護せよとの主張などとも関連し

ている。換言すれば、章士別の小地域の連合による国家建設という構想は、例えば当時の湖南省

の支配層の権力掌握を前提とするという、現状追認的な、体制迎合的な要素をもっていたのであ

る。

第2次奉直戦争のさなかの1924年10月、濁玉祥軍のクーデターにより曹鑑・呉侃字が追放され、

張作某の支持を得た段頑瑞が政権を樹立した。この段祓瑞政権の樹立には章士別が関与してゆく

のだが、そのことと章の新たな国家建設の構想とはいかなる関係にあるだろうか。これについて

の考察は第9章の課題である。

［註］

（1）章士別「造邦」『東方雑誌』第18巻第28号、1921年1月25日、111貢。これは行厳・弱男「造

邦」『改造』第3巻第5期「聯邦研究」1920年9月、の再録である。

（2）章士別「造邦」同上、111頁。

（3）章士別「造邦」同上、112貢。

（4）章士釧「造邦」同上、112頁。

（5）秋桐「聯邦論」『甲寅』雑誌、第1巻第4号、秋桐「学理上之聯邦論」『甲寅』雑誌、第1巻第

5号、秋桐「聯邦論答播君力山」『甲寅』雑誌、第1巻第7号、秋桐「聯邦論再答藩君力山」『甲

寅』雑誌、第1巻第9号。また民国元年においては、例えば、行厳「内閣制与聯邦制」『民立報』

1912年3月8日、行厳「統一聯邦両義主之真詮（答毛君季同書）」『民立報』1912年4月4日がある。

章士別を含めた当時の連邦論については、李剣農『戊成以後三十年中国政治史』前掲、310責、

および石川忠雄「清未及び民国初年における連邦制と省制論」『法学研究』第42巻第9・10合併号、

1951年、を参照。

（6）清末民初の連邦制論については、徐矛『中華民国政治制度史』上海人民出版社、1992年7月、

とくに第12章「連邦制度」を参照。
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年1月15日の章柄麟の書簡については、「与章行厳論改革国会書」『華国月間』第1巻第5期（湯

志鈎編『章太炎年譜長編』下冊、中華書局、1979年、742貢、所収）を参照。またこの章柄麟の
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（12）銭基博、同上、409貢。

（13）白吉庵「風雨槍桑九二春一記章士別先生」『人物』1985年第4期、1985年4月、102頁。

（14）章士別「論業治」『甲寅』周刊、第38号、1927年1月1日、4貢。
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（21）白書庵「章士別」前掲、57貢。
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第8章　新文化運動批判と文化的保守主義

はじめに

第1節　新旧文化に関する論争

第2節　章士別における政治と文化

（1）章士別の東西文化論

（2）章士別の新文化運動批判

小結

はじめに

湖南省への愛着や農業立国論など192時代の章士別の政治論の背景には、東西文化論争での論

戦にみるように当時の中国の社会文化面に対する強い関心があり、それを章士別の文化的保守主

義として割出することができる（1）。

東西文化論争とは、狭義には梁啓超の「欧湛心影録」の連載と梁漱漠の「東西文化及其哲学」

の講演からはじまる東西文化を論題とした論争をさしている。この論争は、第一次大戦とロシア

革命の影響下で、今後中国は何処へいくのかという関心からなされ、北伐後の南京政権の成立ま

で続けられ、結論のないまま立ち消えとなったが、のべ十数年にわたり、数百人が参加し、千篇

あまりの論文と数十冊の著作が発表された（2）。

中華民国という新しい国家体制は相次く内戦でいまだ動揺を続け、他方日本を始め帝国主義の

侵略的な対中国政策が展開されるという当時の状況下で、「中国固有の文化」なるものが発見さ

れ生産され続けたわけであるが、これを五四期の啓蒙主義的欧化諭を圧服するためだけに現われ

た「復古の逆流（3）」にすぎないという評価はなお一面的にすぎる。加うるに、中国近代史にお

いては、中国文化と西洋文化の相違というテーマに関する議論は、「西洋の衝撃」以来現在にい

たるまでの適時的な普遍性をもった問題でもある。東西文化の関係に関する問題は中国近代の知

識人にとっては踏み絵のごときものであったといえる。

本章では、1920年代前半における「東西文化」論争における章士別を対象とし、新旧文化に関

する論争、東西文化に関する論争での章士別の言説を分析し、農業立国諭の背景にある章の文化

論を抽出しその政治的意義を考察する。

第1節　新旧文化に関する論争

東洋文明と西洋文明に関する問題は新文化運動の提唱者の問題意識をいたく刺激したようであ

る。運動の勃興にともない東西文化の関係が問題視され、それと重複するように新旧文化に関す

る論争がなされた（4）。やがて陳独秀、李大別ら『新青年』の欧化論に対し、杜亜泉らの『東方

雑誌』が東西文明の調和融合を主張し論争が始まった（5）。

こうした最中の1919年秋、章士別は上海、広州、杭州において、新旧調和論をテーマにしてあ
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いついで講演を行なった。これが論壇を刺激して、『時事新報』の張東謀、『東方雑誌』の杜垂

泉、陳嘉異らが論説を発表し、論争を招くことになった。この時期の論争の特徴は、東西文化の

調和の可否をめくってなされたという点にある。すなわち西洋の科学技術の導入と中国の精神文

明、道徳文明の保護は可能かどうかという問題であった。そして同時に、東西文化の問題は、中

国における新旧文化の問題へと議論の重心を移動してゆく。

1919年9月の裏球学生会での章士別の演説は、章行厳「新時代之青年」と題され、『東方雑誌』

第16巻第11号（1919年11月）に収録された（以下しばらく引用は特にことわりのない限りこれに

よる）。

章士別の新旧調和諭の中心的主張は、すべてのものは変化するが、変化は歴史と伝統の中から

生まれるものであり、しかも漸進勒こおこるものだということである。章士別にとって「歴史は

人類社会の貴いもののなかでも最も貢いもの」であり、「新時代というのは、決して無から有が

生ずるように天外からとんできたものではない。代代連綿と絶えることなく継承されてきたもの

である」。したがって、たとえば民国元年10月10日に清朝から民国に交代したなど、朝代の転換

は一定の日時を指定できるが、時代の精神の場合は明確な境界線を引くことはできないのだと章

は述べる。

このような章士別の歴史的時間に関する説明は、過去は潜在的に現在に存在しているという時

間的体験に特徴づけられる保守主義者のものであるといえる（6）。保守主義者にとっては、現存

するものはすべて、それがしだいに生成してきたという理由によって積極的価値をもつと実感さ

れる。『新青年』派の過激な伝統破壊と精神領域をも含めた徹底的な西欧化の主張を前にして、

章には伝統破壊による過去からの断絶に対する不安と過激な進歩主義に対する懐矧まあったが、

変化そのものに対する恐怖はなかった。

章士別の説くところによれば、胡適が白話を提唱し古典文学に反対したことは一面において正

しかったが、最近の新文学運動では古いもの一切を排斥することを「新」だと称する極端な主張

が登場しており、章士別はこれに対して反感を覚え、「新」の現れ方に関する白身の見解を次の

ように説明している。

「およそ前進するには立脚する基盤が必要である。古いものが基盤である。旧がなければ、新

もない。旧を保たなければ新をむかえることができない。新を迎えない弊害は、進化しないとい

うことだ。旧を保たない弊害は、ほとんど自殺であるということだ」。

章士釧の説く新旧問題の解決法は調和である。章によれば、どの時代にもその時代にふさわし

い政治と学問があり、その最もふさわしいものを「新」という。「宇宙の進歩は2つの円が合体

ししだに分離してゆくようなものだ。移行するが超越ではない」。新と旧が混在していることを

調和と言いい、調和こそ社会の進化の「至精之義」である、と章は説く。

章士別は歴史的進化の結果としての新しいものの登場を否定することはない。この講演で章は

「一国の優良な政治とは、国民が努力して経営することでもたらされる。こうしてこそその国は

第一等の存在価値がある。このような責任は、青年諸君にある」と述べ、最近の学生と各団体の

運動は、国家を少数の売国者の手に委ねるのことを否定する萌芽であると、五四事件以降の学生

市民の反日運動を高く評価している。

西洋と中国の各々に優れた文化があると説く章士別の調和論は、比較の観点から中国の悪しき

伝統を発見し断罪する鏡でもあった。章は、中国人の思想では自らが君王になろうとし、社会の

一分子としてみなと共同で国家を形成することができず、独善的で公共善を考えない、と「古い

思想」を非難している。

この講演で、福田徳三、吉野作造ら日本の思潮の影響で、改造と解放が論壇の最新語となって

いるが改造も解放も古いものを基準とするゆえに調和の中に包摂される、と章士別が述べたこと

に対し、『時事新報』の張東拝が激しく反論した。張東謀は、1919年9月に『解放与改造』を創

刊したばかりで、章の指摘を自分に対する椰抱と受けとめ、社会の進化も生物の進化と同様に、

ド・フリースのいう突然変異によって起るとし、章の新旧の漸進的移行説を批判した（7）。
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張東諒の章士別に対する反論が呼び水となり、賛否様々の議論が続けて発表された。渚力山と

程秋が章士別の新旧調和説に反対し、同時に張東諒の突然変異説にも同調せず、生物進化論の社

会への応用に反対した。また蒋夢麟は、調和とは新思想が旧思想に代替してゆくことであって、

新思想は進化を求めて旧思想を攻撃するのが自然である。したがって調和をいうのは新に活動を

停止しろというのと同じだと調和論を批判した。陳嘉異は、冷静に双方の見解を要約紹介して検

討しつつ、新旧の「自然調和」を論証し、張東諒の観点を反駁するとともに、新思想派の理論上

の一面性を指摘している（8）。

この論争は歴史における進歩と発展はいかにして生起すべきかについてなされたわけだが、畢

寛、進歩はもたらされねばならないという点に関しては、調和論と突然変異論の双方から受け入

れられた。この論争を通じて、過去との連続性を重視し、秩序の混乱を避けた漸進的変革を力説

する、という保守主義思想の特徴を章士別の所論に認めることができる（9）。

第2節　章士別における政治と文化

（1）章士別の東西文化論

東西文化論争の火付け役となった梁啓超と梁激涙の思想は、対象範囲や論証のスタイル、議論

の方向など相違点はあるが、しかし同時代の中国の危機的状況に対する文化論的な反応であった

という点において、多くを章士別と共有している。

第一次世界大戦終了直後、梁啓超は欧州各国を訪問し（1918年12月末から1920年3月）、この

旅の「ヨーロッパ旅行中の一般的観察および一般的感想」が「欧湛心影録」の一部として『時事

新報』に1920年3月3日から25日にかけて連載された（10）。

中国の文明をもって西洋の文明を補強し、双方を化合して新しい文明をつくることが必要であ

ると説く梁啓超の「欧訪心影録」の主張に反発したのが、当時北京大学の若手教授である梁漱浜

の『東西文化及其哲学』であった（11）。『東西文化及其哲学』は出版後1年で、十数万冊売れ、

百篇余りの論文と十数冊の小冊子がこれについて論評したという（12）。

梁漱浜の東西文化理解の特徴は、東西の相違は段階の相違ではなく、本質上の相違であること

を前提に、中国文化が近い未来において世界文化の指導的地位に立つべきことを主張した（13）。

梁啓超は両洋文明の融合調和と相互補完を説き、梁淑浜はインド・西洋・中国の三種の文明を

モデル化したうえで、将来において西洋モデルから中国モデルへと選択を変えてゆくこと、つま

り西洋化の完成を経た後の孔子精神の復興を説く。しかし、一方の融合論と他方のモデル選択論

と相違はあるけれども、ふたりの梁の東西文化に関する主張には、中国の西欧化と中国固有の文

化の復興を同時に主張するという共通点がある。当時の東西文化論は、いわば1920年代という新

しい条件下での「中体西用」論であったように見える。

梁漱涙は生涯において影響を受けた人物のひとりとして章士別の名をあげ、臆天中学堂に入学

してから『帝国日報』『民立報』『国風報』『教立周報』に掲載された章士釦の文章を読んだこ

と、『甲寅』雑誌のころから文通を初めたこと、1916年に「軍務院」の解消の任務で章士別が北

京に来たとき初対面となったことなどを語り、「私は行厳先生のこういった独立不轟の性格がた

いへん好き」で知り合う以前から精神和こ意気投合したと述べている（14）。

当時、章士別が著した梁漱涙の『東西文化及其哲学』の書評に、最近まれに見る名著であると

称賛した、「原化」がある。梁漱浜の見解のうち、とくに文化と天才の関係に関して注釈を加え

ながら、自身の独特の文化論を展開している。

章は、梁漱涙が世界の文化を西洋、インド、中国の3つに分け、文化は天才の創造だとし、唯

物史観が環境の影響を重視しすぎるのに不満であるとしていることに賛意を表わしつつ、しかし

天才も環境の産物であると補完する。「文化とは、そもそも時、地、人の3要素を合せて成り立
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つ」のだが、新文化を主張するものはこの道理をわきまえていないので、固有の文明を破壊して

西洋化を追求するが、それは本末転倒であると、新文化運動の偏狭さを批判している。

最後に、中国では、開国以来、「西方の工業化」の影響で東方文化が生存できるか否かという

問題が出現し、西洋も最近の戦争で千万単位の死傷者を出し、戦争廃止の望みもほとんどなく、

西方文化が生存できるか否かという問題が登場し、シュペングラー、ペンティらがその問題に取

り組んでいることが述べられ、文化は東西に関わらず今破産に瀕しており、再び奮い立たせねば

ならない時期にあり、梁漱浜の提言は時宜にかなったものであること、今後は中国の農業本位に

よる救済を考えるべきことが述べられる（15）。

ここに章士別の文化論の簡明な概略をみることができる。歴史の変化に関する以前の見解に変

わりはなく、さらに欧州旅行での見聞が、中国固有の文化に対する関心をかき立てたようである。

その点は次にみる新文化運動への批判においても同様である。

（2）章士別の新文化運動批判

1925年7月、章士別は『甲寅』周刊を創刊する。『甲寅』周刊は1926年3月の第35号をもって停

刊するが、同年12月に復刊し、1927年4月の第45号まで継続される。

1925年、いわゆる「甲寅派の反対（16）」が起った。章士別が「評新文化運動」を発表し、胡適

を直接の批判対象として新文化運動に反対したのである。「評新文化運動」は1923年、上海『新

聞報』に発表されたが（17）、『甲寅』周刊に再録されたものである（18）。

新文学運動は、胡適の「文学改良都議」（『新青年』第2巻第5号、1917年1月）と陳独秀の

「文学革命論」（『新青年』第2巻第6号、1917年2月）を契機に『新青年』派知識人を中心に展

開された文学革命運動で旧文学からの脱皮を口語文による文学を主張するものであり、この文学

革命と儒教批判による啓蒙運動が新文化運動と呼ばれている。これに対して最初に反撃にでたの

は林好であり、1919年『妖夢』『荊生』の短編小説を書き、新文学派を痛属し、1921年には、胡

先城、梅光迫、呉怒らが雑誌『学衡』により文語文復活運動を起こした（19）。

「甲寅派の反対」はこのような背景においてなされた。「反対」は主に文学に関わる問題に限

定されているが、その議論の内容は『甲寅』周刊を通じての章士別の文化と政治に関する思想を

うかがわせている。

「評新文化運動」では、まず章士別の北京農業大学の枚長時代の体験が動機として語られてい

る。章士別が前年の大学の受験生の答案を整理してみると、口語文が3分の2を占めたが、出来は

よくなかった。「これはすべて胡適の責任である。彼が口語文を提唱してから5年後の今は中学

生たちの大学受験の時である。それで今年は農大の受験生に口語文を禁じたら、答案は言葉も意

味も明瞭なものになった」と述べ、文語文を賞揚する（20）。

新文化運動に対する章の論点は次の3つである。第1に「文化」というものは突然生ずるのでは

なく、一民族が歴代伝わってきた特性を守り、それがある環境に接して、その時代の精神となっ

たものであり、それゆえ文化には東洋、西洋などの形容詞が付いていなければならない。つまり、

過去の典章文物を切り捨てた文化など存在しない、と章は言う。第2に「新」とは旧に対して言

い、新は旧の中で育まれて生まれてくるのであり、一切の旧を捨てた新などありえないと説く。

第3に「運動」というのは大衆の参加が必要であるが、文化というものは精緻微妙なもので、少

数の人が独占し、士民衆虎の共に語りうるものではないとしている。さらに、口語より文語が優

れる点として、詩的リズムがあること、語彙が豊富であることを指摘している（21）。

章士別にとって文化とは抽象的な存在ではなく歴史的に形成され現存するものであった。中国

固有の文化がそうであるように、西洋各国の文化もまた数千年にわたる新旧の連続と蓄積によっ

て形成されたものであった。東西の両文化には、共通点と相違点があるけれども、胡適らの新文

化運動は中国文化全体を抹殺し西洋文化の相違点をのみ求める運動であり、歴史的文脈を切断し

た皮相な模倣にすぎないと章はうけとめた。

章士別の反論は『新青年』のあまりに過激な旧文化・旧思想への排撃に危機感を持ち、旧文化
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の抹殺を防ごうとしているのであり、この意味において章士別は守旧の立場にたつことになる。

章士別はこの点についてつとに自覚があり、「私は決して頑固守旧の者の徒ではない（22）」と釈

明しなければならなかった。

章士別の文化論は礼教と農業を強調する当時の章の政治論をも基礎付けている。

章士別の「評新文学運動」も胡適に反論し文語の長所を論じたものだが、中国固有の文化の特

質を礼教に求め、「いにしえの聖人」が人間の自然状態に秩序を与えるべく「礼」と「文」のふ

たっをつくり、四千年来わが国の君相師儒がたゆまず努力して広めてきたものが「礼教」であり

「文化」であると述べている（23）。そして当時教育総長の職にあった章士別は、農大での経験に

もとづき入試改革をはじめとする大学改革に着手してゆくが、そのさい「学風整頓」の要とした

のが礼教であり、また女師大事件における学生の抗議運動に対しても「学紀の大乱、礼教の荒廃

（24）」だという観点から対処した。

中国文化の根本精神は「調和持中」であるという梁淑浜の主張を受けて、章士別は、中国の文

化が「調和持中」の精神を有する理由は、中国が農業国であって、古代の君相師儀が農業国にふ

さわしい政治と道徳を作り、それを四千年間絶え間なく継承してきたためであると評した（25）。

すでに前章で述べたように、章士別の文化論は、訪欧後に提唱される農業立国論と表裏している。

訪欧中の章は戦争に荒廃した戦後のヨーロッパの状態を観察し、建設・進歩・競争という工業国

の精神を斥けて、寡欲で礼儀を重んずる農業国の精神を賞賛した（26）。

章士鋸は1922年の湖南省での講演で、中国の社会的生活基盤の全体的な向上を主張して次のよ

うに述べた。「少数者は文明にいるが、多数の人は野蛮にいる。少数者が豊かに満ちたりて、多

数の人が飢えて凍えている。このような状況では価値ある文化運動などありえるだろうか。基礎

ができあがってないのだから、口先でむなしく文化を強調するだけだ（27）」と。章士別にとって、

胡適らの新文化運動は、欧州の、すなわち工業国の、「口先」だけの単純な模倣のように見えて

いたのであろう。

中国文化の特徴を農業社会であることに見出すというのは章士別に限らず、当時の多くの政治

思想家の共有するところであった。たとえば梁啓超は1920年のある演説で、西洋と中国では、政

治上社会上の固有の基礎が異なり、中国は互助精神、礼教、祖先崇拝によって特色づけられ、中

国は小農制度が発達し資本主義は成功していないが、現在は、農業を経済の基礎としており、中

国の前途は悲観すべきでないことを述べ（28）、また、のちに郷村建設理論と実践で先駆者と目さ

れる梁淑浜は、中国独自の国家建設の道を模索し郷治論を提起したが、山東曹州中学において

「農村立国」について講演していることからみて、その萌芽ははやくも1923年に存在したことが

知られている（29）。

章士釧の反論は新文化運動に対する誤解や議論の噛み合わぬ点も見られるが、口語か文語かと

いう文体の問題よりも、『新青年』のあまりに過激な旧文化・旧思想への排撃に危機感を持ち、

中国の伝統の抹殺を防ごうとしているのだと考えられる。この意味においては、章士別は守旧の

立場に立っていると言える。

章士別の新文化運動批判に対し、胡適は1925年『国語』周刊に、「章さんはまた謀反をおこし

た（老章又反坂了）」という、いかにも口語文にふさわしい題の文を書き、章君はただ腹を立て

ているだけで全く理屈が通ってないとたしなめた（30）。

胡適と章士別は古文と白話文をめくり論争を行なったが、それは戦閲的なものではなく文人同

士の椰稔の応酬の類に属するものであった。2人はあるとき偶然に宴席で一緒になると、ともに

歓談して紀念撮影を行ない、章士別はその写真に白話詩を書いて胡適に贈った。章の詩は、「仰

姓胡来我姓章、仰講什磨新文学、我開口還是我的老腔、双双井坐各有各的心腸。将来三五十年後、

這個相片好作文学紀念看。吟、吟、我写白話歪詞送把仰、総算是俺老章投了降」（あなたは朗と

いい、私は章という。あなたは新文学とかを教え、私は物を言えば昔のまま。おたがいにそれぞ

れの考えで座っている。この写真、50年後にはいい文学史上の記念品になるだろう。は、は、は。

私はでたらめな白話を書いてあなたに送る。結局この章さんが尻尾をまいたわけだ）。胡適は文

語詩を書いて章に応えた。胡適の詩は「但開風気不為師、共生此言吾最善。同是曾開風気人、願

常相親不相即」（但だ風気を開くのみにして師と為らず。共に此の言を生じ、吾最も喜ぶ。同に
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是れ曾て風気を開くの人、願わくば常に相親しみ、相部しめざることを）（31）。

章士別の「評新文学運動」も同じく胡適を直接槍玉に挙げている。中心的な主張は「評新文化

運動」とほぼ同じであるが、「文化」という点について、看過しえぬ論点を提出している。すな

わち、「人の本は獣であり、人性は獣性である」。そこで「いにしえの聖人」が「礼」と「文」

のふたっをつくり、君子たちは人間の「天賦の自然」を「善導」したのであり、この「礼教」こ

そが「文化」なのであると（32）。

この論点は最早完全に口語と文語の問題を離れているが、詩書礼楽や古聖賢の教えを媒介する

のが文語であるとすれば、文語を擁護することは、「礼教」を擁護することにつながり、内面的

にはむしろ深く関連しているのである。

小結

1920年代の東西文化論争で言及された問題は、さかのぼれば清末の中学西学の争いの延長上に

位置する問題であり、時代を下れば、例えば1930年代の全面的西欧化諭と中国本位文化建設論と

の論争（33）、ひいては1980年代の「文化熱」と称される中国の伝統文化と「現代化」に関する移

しい議論（34）にいたるまで、中国の国家建設と近代化を目的としている点において問題構造の枠

組みは同じである。

アリットが言うように、集団的アイデンティティの危機にさらされた「後進」地域の反応とし

て、「精神的文化的根絶に対する恐怖から、『西欧のテクノロジーをそなえた中国の（あるいは

印度、日本、その他の）精神』という決まり文句がありとあらゆる形で現われる」ことがある。

ドイツにおける大ゲルマン主義、ロシアにおけるザパドニキ（西欧主義者）に対するスラボフィ

ルの観念と大スラブ主義、さらには、イラン・トルコの汎イスラム運動、日本帝国主義の支柱と

なった大アジア主義などもその例だとみることができる（35）。1920年代の中国も同様に、文化的

アイデンティティの危機に直面し、「中国固有の文化」なるものが発見され、製造されることと

なった。

ニスベットによれば、シュペングラーやアダムス兄弟ら、20世紀初頭の欧州の保守主義者は、

近代性の核心そのものである「進歩の哲学」に対する文化批判を行い、社会主義者以上に徹底的

に、技術至上の工業社会に対する批判を展開したようである（36）。章士別は、欧州滞在中にこの

ような思潮に触れている。直接の影響関係は明確にできないが、確かに章士釧らの農業社会への

関心の裏面には、第一次大戦後のヨーロッパの疲弊した姿とともに、「人間を労働者と資本家の

2つの階級に区分する（37）」競争社会という工業社会の負の側面に対する危候があり、このこと

が中国の近代化のたどるべき道程についての展望を複雑なものにしている。

章士別は歴史の発展は新文化と旧文化の連続的変化によるものだと考え、そして中国固有の文

化が、実質の理解されないまま唾棄されつつあることに強い危候を抱いていた。かくして章士別

は新文化運動に反対した。新文化運動に反対すれば守旧派だとおとしめられるのは承知の上であ

った。章は「新時代之青年」を「新旧」と改題して『甲寅』周刊に再録するにあたり、最近あた

かも自分が職権を借りて新傾向を抑圧しているかのように復古復古の声が耳にあふれるようにな

ったが、権力の地位は一日のこと、立論は人としての道であり、新文化運動以来、自分の考えは

変わっていないと述べている（38）。

章の文化論はまさしく保守主義者のものであった。その意味において、新しいものに対する欲

求が皆無であったわけではない。むしろ条件にあうかぎり、新旧変化の帰結として新しいものの

登場を歓迎した。北伐期における共産党の活躍に対する章の評価はそのようなものとしてみるこ

とができる。共産党員は「共産」を信じて「教」としており、回教徒がコーランを奉じ、キリス

ト教徒が福音を崇めるよりも勝るものがあり、中国共産党は自律心をもち、果敢に仕事をし、悪

俗を矯正し、人を助け決して己れを益することのない厳正さをもち、上は委員から下は車夫まで
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共通の念に貫かれ、党命によって軍を思うままに動かすなど、共和以来文人は武人の下に息を潜

めてきたが、前清の文人が武人を操縦していた状況が共産党によって再現したのだと称賛してい

る（39）。「反動」は絶えず生まれてくるという章士別の歴史観に符合した見方であるといえる。

［註］

（1）近代中国における文化的保守主義の系譜については、鄭大華「現代中国保守主義思潮的歴史

考察」『社会科学戦線』1992年第2期、清光偉「“五四”文化保守思潮興盛的原因及地位」『中

国人民大学学報』1993年第1期（『復印報刊資料　中国現代史』1993年第4斯所収）があり、それ

ぞれは章士別を新旧文化調和論者、東西文化調和論者と規定している。また近代中国の保守主義

のひとつの特徴は、それが大体は文化的保守主義（α1七∬乳lcomer柁止i弧）であって、基本的に

現状維持に傾倒する社会政治的保守主義（sociqpliticalcomerVatism）ではなかった、という

ベンジャミン・シュワルツの見解が示唆的である。SCWZ，BerLjaminI．，HNbtes on

CcwBerVatismin（吏neralardinChirRinParticular’’，inCLwlotte Ftmed．，7加

工血bof仇昭二飴聯α】α班はerVa臼ve〟erna臼veS血鞄押出icanα止血，Ⅰ血rvad

thiversityPress，1976，P．16．

（2）これについては、陳軽の先駆的な業績がある。陳は、五四期における東西文化の問題に関す

る論争には三つの段階があり、第一段階は1915年の『新青年』の創刊から1919年五四運動までの

新文化運動の勃興期で、第二段階は1919年の五四運動以後、第三段階は梁啓超の「欧訪心影録」

と梁漱浜の「東西文化及其哲学」の衝撃から始まるとしている。陳粧『五四前後東西文化問題論

戦文選』中国社会科学出版社、1989年3月増訂本、所収の前言を参照。また、石川禎浩「東西文

明論と日中の論壇」（古屋哲夫編『近代日本のアジア認識』京都大学人文科学研究所、1994年所

収）は、茅原華山と李大別を主要な対象として1910年代の日中両国の東西文明論の影響と帝離と

を論じている。

（3）劉景富「章士別与『甲寅』周刊」王維礼主編『中国現代史大事紀事本末』上、黒竜江人民出

版社、1987年、305－6責。

（4）例えば以下を参照。陳独秀「吾人最後之覚悟」『青年雑誌』第1巻第6号1916年2月。李大別

「東西文明根本之異点」『言治』季刊第3冊、1918年7月1日、『李大別文集』上巻、560責。また、

李のこの論文については、後藤延子「李大別の東西文化論一東西文化論争中の位置と思想史的意

義－」『信州大学人文学部文学科人文科学論集』第11号、1977年3月を参照。

（5）杜は、愴父の筆名で「静的文明与動的文明」、「戦後東西文明之調和」、「迷乱之現代人心」

の諸論文を『東方雑誌』に発表した。

（6）カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』鈴木二郎訳、未来社、1968年、2亜責を参

照。

（7）東諒「突変与潜変」『時事新報』1919年10月1日、東掠「答章行厳君」『時事新報』1919年10

月12日、前掲『五四前後東西文化問題論戦文選』192責、196責。

（8）東諒「答播力山君与程秋君」『時事新報』1919年10月26日、前掲『五四前後東西文化問題論

戦文選』205責。夢麟「新旧与調和」『虚報』1919年10月13，14日。陳嘉異「我之新旧思想調和観

一為質張君東幸美与章行厳弁論而作」『東方雑誌』第16巻第11号、1919年11月。

（9）バークに基づくこのような保守主義思想の特徴については、ヒュ一・セシル、栄田卓弘訳

『保守主義とは何か』早稲田大学出版部、1979年11月、42貢、および石川晃司『保守主義の理路』

木鐸社199時11月、57頁、を参照。

（10）『飲氷室合集』専集之第二十三巻には、「欧瀞中之一般的観察及一般的感想」上下計24篇の

ほか、「欧行途中」3篇、「倫敦初旅」6篇、「巴黎和会鳥轍」5篇、「西欧戦場形成及戦局概観」

5篇、「戦地及亜洛二洲紀行」4篇、「国際聯盟評論」3篇、「国際労工規約評論」2篇が収められ

ている。
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（11）梁漱瞑『東西文化及其哲学』商務印書館、1987年影印版（1922年1月初版）（上海商務印書

館の初版と再版は本文318貢、三版以降は本文216貢の組版となっており、貞数が異なる）。

（12）方克立・曹耀明「梁淑瞑非理性主義哲学思想述評」周陽山主編『従五四到新五四』時報文化

出版企業有限公司、台北、1989年、340責。

（13）イヅプ・ホンヨツクは、梁漱浜にとって中国固有の文化は、人間の自主的道徳的な節操を開

発するものにはかならなず、西洋デモクラシーの個人志向のメッセージは本質的に梁の考えと一

致するものであり、梁淑涙は、中国固有の強さに西洋の要素を付け足そうとしたと評価している。

肋咤⊥馳Ip，HL血gStmi喝adtI℃Ideaof伽cracyinMdemCtirR”，肋ai皿，

恥1．17Nb．4，Octdbr1991，p．474．梁漱浜の思想については、さあたって以下を参照。木村英

一「梁漱浜の思想－『東西文化及其哲学』について」『東亜人文学報』第3巻第3号、19亜年1月0

鳳Im，恥，7臨血sfα血血】二鳥喝餓U撼昭感触α血館以jemaOf腹血軌

Berkeley：thiversityof払1iforiaPress，1979．

（14）江東林『梁淑瞑問答録』前掲、43－5貢。梁漱瞑「我的自学小史」『梁淑瞑全集』第2巻、山

東人民出版社、1990年3月、695－6責。アリットによれば、梁漱涙は1912年に天津国民報の記者と

なり、レポーターとして例えば察元培、章士別など新民国の要人たちと接触したとしている0

瓜Im，aⅣリi昆d．，p．45．

（15）孤桐「原化」『甲寅』周刊、第1巻第12号、1925年10月。

（16）近藤春雄『現代支那の文学』京都印書館、1945年、81貢。

（17）李何林編『近二十年中国文芸思潮論』生活書店、1971年、61貢。

（18）孤桐「評新文化運動」『甲寅』周刊、第1巻第9号、1925年9月12日。尚、「評新文化運動」

は『甲寅』周刊、第1巻第14号、1925年10月17日に掲載された。

（19）近藤春雄、前掲、73－81貢。また梅光迫については、侯健「梅光迫与儒家思想」（博楽詩等

著『保守主義』時報出版公司、民国69年、所収）がある。

（20）孤桐「評新文化運動」前掲、5貢。

（21）孤桐「評新文化運動」同上、5－11貢。

（22）章行厳「新時代之青年」前掲、161貢。

（23）孤桐「評新文学運動」前掲、4貢。

（24）章士別「停耕北京女子師範大学呈文」『甲寅』周刊、第1巻第4号、1925年8月8日、2貢。

（25）孤桐「原化」前掲、6責。

（26）孤桐「農国梓」『甲寅』周刊、第1巻第26号、1926年1月9日、9貢。

（27）「章行厳昨日講演記」『大公報』（長沙）1922年10月9日。

（28）梁暫超「在中国公学之演説」『東方雑誌』第17巻第6号、192時3月。

（29）木村英一「梁漱涙の思想－『東西文化及其哲学』について」前掲、21－22責。

（30）李何林『近二十年中国文芸思潮論』前掲、61－69貢。

（31）「明通二、三幸」『文匪報』1988年5月3日。および許金城『民国外史』近代中国史料叢刊第

21韓、文海出版社、115貢。

（32）孤桐「評新文学運動」前掲、4責。

（33）史微「三十年代“全盤西化諭”初探」葉書鐸・劉桂生・王俊義編『民族文化虚無主義評析』

中国人民出版社、1990年。

（34）類書は多いが、さしあたって簡潔なレビューとして、呉修芸『中国文化熱』上海人民出版社、

1988年を参照。

（35）伽yAlitto，IITheCcmeIⅥ止iveasSage：LiangShudrdl，inα迫rlotteFurthed・，

7臨工血由of伽酢ご助成秒唱皿α邦en摺止か窄JUer脱臼曙5血軸以iG∽伽血，肋d

thiversityPress，1976，p．220．

（36）ロバート・ニスベット、富沢克・谷川昌幸訳『保守主義－現実と夢』昭和堂、1990年5月、

136貞。アダムズ兄弟はアメリカの歴史家。兄ヘンリー・アダムズは機械技術が人間の統御を超

えて発達しついには文明の破滅をもたらすと考え、深刻な懐疑に陥った。

（37）「長沙通信　章士別在湘之行動」『申報』1922年10月14日。
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（38）孤桐「新旧」『甲寅』周刊、第1巻第8号、1925年9月5日、6－7責。

（39）章士別「論共産教」『甲寅』周刊、第1巻第43号、1927年2月19日、8貢。

第8章　馳辟130



第9章　臨時執政府の成立と章士釧

はじめに

第1節　「国民会議」と「善後会議」

（1）臨時執政府の樹立と章士別

（2）孫文北上と「国民会議」運動

（3）「善後会議」の開催

第2節　閣僚としての章士別

（1）章士別における「法統」の否定

（2）国憲起草委員会

小結

はじめに

1925年、代表原理の異なる2つの全国的代表「会議」が対抗していた。社団代表・職能代表か

ら構成される「国民会議」と、各省の軍政民政の最高責任者から構成される「善後会議」である。

1910年代とは異なり1920年代半ばは、五四運動と五三〇運動に象徴されるような、社会各層の政

治参加要求と帝国主義的侵略の顕在化に対抗するナショナリズムの高揚、地方分権化の進展など

が、新たに国家建設の重要な要因として浮上してきた時期である。新体制は、単なる青写真では

なく、台頭しつつある諸社会勢力の錯綜する利害関係を調停しうるものでなければならなかった。

ふたつの「会議」はどちらも辛亥革命以来の国家建設の再履行を目指す新たなる政治統合論の

提起であるという共通点をもち、その点では双方とも「法統」の断絶を主張していた。

1923年半ば以後現実政治との関与を避けていた章士別が、奉直戦争にさいして安徴派のブレイ

ンとして新政権樹立に参加してゆくが、本章では、その過程を明らかにし、それと章の新たな国

家建設の構想との関係について考察する。

第1節　「国民会議」と「善後会議」

（1）臨時執政府の樹立と章士別

1924年9月の江新戦争の勃発を機に上海の章士別は段祓瑞に招碑され天津に赴いた（1）。段祓瑞

は1920年の直暁戦争に敗北し天津に閑居していたが、段麒瑞の居所には、孫文、張作東など反直

隷派の実力者の代表が頻繁に出入りしており、段祓瑞は反直諸派三角同盟の一角として重要視さ

れていた。江漸戦争、すなわち安徽派の漸江督軍産永祥と直隷派の江蘇督軍斉饗元との衝突は第

2次奉直戦争の導火線となり、1924年9月4日、張作霧が慶永祥に呼応して曹鍍・呉侃学に正式に

宣戦した（2）。その翌日の9月5日、章士別は前隣西督軍の陳樹藩（安徴派）とともに天津に到着

した（3）。
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10月23日、渇玉祥は熱河より兵を率いて北京を急襲し、曹鑑を監禁した。呉侃字は天津、上海

をへて漢口へ逃れ、ここに奉直戦争が終結した。このクーデターの主役となった国民軍総司令渇

玉祥、副司令胡景巽・孫岳は、段祓瑞の擁立と孫文の北上を電報で要請した。これに応えた孫文

は11月13日に広東を出発した。

段頑瑞との会談のため、11月9日に渇玉祥が、翌10日に張作霧（鎮威軍総司令）と慶永祥（新

海聯軍総司令）が天津に到着し、段祓瑞、渇玉祥、張作霧、慶永祥の「天津会議」が開催された

が、合意に達することはできなかった。呉侃竿はすでに北京からの独立を表明しており、11月13

日には南京で会合していた斉攣元、孫伝芳、斎耀南ら直隷派の各督軍も、長江流域の8省独立の

通電を行った。これによって北京における全国的な規模での新政権の樹立が危ぶまれ、11月15日

午後1時、張作霧、渇玉祥、慮永祥、胡景巽、孫岳が天津曹家花園で緊急会議を開き、3時間の討

議をへて、段祓瑞を中華民国臨時執政に推戴することを決定し、ただちに段宅へ赴き臨時政府の

組織を要請した。漢口の呉侃字、南京の斉饗元ら直隷派は足並みが揃わず、情勢は段祓瑞側に有

利に推移した（4）。

段棋瑞をどのような称号で擁立するかは新政権の性質を占う重要な要素であった。「聯軍統師」

「大元師」の称号は軍政府が用いたことがあり、軍政のみにとどまって、国政全体を含まないう

え、和平の主旨とも合わないので棄却された。とくに「大元帥」は孫文が現在使用している称号

であるゆえ避けられた。また、「臨時大総統」の名義は臨時約法と曹鍍公布の憲法を承認する嫌

いがあるので採用されなかった。結局、3時間の討論の結果、「中華民国臨時給執政」とするこ

ととなった（5）。

章士別によれば、段祓瑞政権を臨時執政府と命名したのは章士別の建議によるものであった。

1924年の天津において元首の名称を協議したさい、章士別と段祓瑞の秘書である桃責は「執政」

の語を用いることを強く主張した。

「最近人びとは毀法造法を主張しており、約法が崩壊し新法がまだ成立しないこの時期には、

総統の旧称は用いることはできず、別に名称を造らなければならないと考えている。以前の軍務

院の撫軍長、軍政府の総裁などは、一地方に限定した呼称のようである。北京に位置して、軍民

ともに統治するには、その意味の上からもふさわしくない。紀元前のヨーロッパ史を読むと、ロ

ーマに初めて民主制が敷かれたとき、コンスルを置いた（6）」と章士別は言う。そして章はこの

「コンスル」に「執政」の訳語を当てたのである。

黎元洪が曹鑑ら直隷派によって天津に駆逐された1923年、上海に移り政府を樹立しようと主張

する黎に対して、章士別は「執政」の名称を用いることを主張していた。黎に対し「私は法統の

説を取らず、臨時執政の制を以て進言した。成立することはなかったが、そのとき執政の語はわ

が国の政治と関係ができた。これが晴矢である。段頑瑞が登場し、この以前の語を再び提案した

にすぎない」と章は述べる（7）。

「執政」の名称は『春秋』、『史記』、『漢書』など中国の古典にも見える語であるが、段祓

瑞臨時執政の称号は、古代ローマのコンスルに由来するものであった。これにとどまらず段祓瑞

政権の成立には章士別の存荏がその構想に大きな影響を与えたようである。上述の11月15日の天

津における緊急会議のさい、段祓瑞は自宅に居り、その階下では段宅に寄宿中の章士別が段の長

子である段駿良と終日会談していた（8）。同日の報道では、天津の段宅に弁事処が組織され、章

士別が秘書長となるとあり（9）、11月22日の段の上京にあたっても章士別が軍府秘書など段祓瑞

政権の要職に着く模様である（10）と報じられた。段祓瑞としても夙に名を知られる章士別を智嚢

として抱えることは望ましいことであった。

11月22日に天津から北京に移った段祓瑞は、24日「中華民国臨時執政」に就任し、翌25日、臨

時執政令により章士別が司法総長に任命され、即日就任した（11）。政府秘書長と目された章士別

にあえて一閣僚のポストだけが与えられたことになるが、その背景には段頑瑞の意向とは別に、

安徽派内部に、章の影響力拡大を懸念する動きがあったようであるが、これについては次章で詳

述する。
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（2）孫文北上と「国民会議」運動

1910年代の孫文の「護法運動」が臨時約法と国会の擁護を目的としていたのとは異なり、国共

合作期の孫文の「国民革命」は帝国主義と軍閥の打倒を目時とする農民と労働者を主体としてお

り、それは「護法運動」の清算と総批判とを理論的根拠としていた（12）。

この「約法体制」の否定を目指す運動の出発点となるのが「国民会議」であり、その開催を要

求する全国的な運動は、1924年10月の孫文の「北上宣言」を直接の契機として勃興した。

第2次奉直戦争開始後、孫文と段祓瑞および奉天派とが連合して北京の直隷派を討伐する計画

は10月初めの段階で合意されており（13）、直隷派を追放した北京政変後の1924年10月25日、渇玉

祥は各実力派の参加による和平会議の召集を提案し、孫文の北上を要請し、ついで濁玉祥、段祓

瑞、張作霧らも孫文の早期入京を要請した。孫文はこれを承けて、国民党内の異論を抑え、北上

して「ともに統一建設の方略を計る」ことを決定し（14）、「北上宣言」（11月10日に発表した

「対於時局之宣言」）で「国民会議」構想を表明した（15）。

「北上宣言」では、「北伐宣言」と「中国国民党第一次全国代表大会宣言」の主張を繰り返し、

「13年来、軍閥自身は新陳代謝したが、その性質と機能は蓑世凱から曹鑑、呉侃学まで同じであ

る」。したがって軍閥とその後ろ盾である帝国主義を打倒し、不平等条約を撤廃することが北伐

と国民革命の目的であると述べた。そして時局についての主張として、「国民会議を召集し、中

国の統一と建設を計る」こと、「国民会議」召集以前に、「現代実業団体」「商会」「教育会」

「大学」「各省学生連合会」「工会」「農会」「共同で曹呉に反対する各軍」「政党」の9方面

の代表の参加する予備会議を召集し、「国民会議の基本条件と召集期日、選挙方法を決定する」

ことを要求し、最後に「国民の命運は国民の自決にあり、本党がもし国民の援助を得れば中国の

独立、自由、統一の目的は、奮蘭して完全に達成することができる」と宣言した（16）。

ここにみる孫文の「国民会議」構想は、いわば1912年の南京での臨時参議院の召集と臨時約法

の制定という中華民国の樹立にかかわる手続きを、各省の代表にとどまらず職能集団へと拡大し

た形での再演を目指しているようにみえる。

「北上宣言」発表後、孫文は宋慶齢をともない広東を出発し、香港、上海、神戸を経て、12月

4日、天津に到着した。各地で大歓迎を受け講演会が設けられ、「国民会議」構想が演説された
（17）

孫文の「国民会議」構想（職能団体代表会議による全国統一構想）は、1923年1月26日の「和

平統一宣言」を継承したものとみられるが（18）、「国民会議」という呼称と共に、その具体的な

構想は、もともと陳独秀の提起を受けた形になる。1923年2月に陳独秀は、西欧の議会政治が中

国では実現できないことを指摘し、各職能代表の選出からなる「国民会議」が、議会にかわり職

権を行使することを主張していた。

陳独秀は、中国の議会政治の腐敗と堕落は、中国社会の状況に適合しない欧米の議会制度を無

理に模倣したためであるとし、「これを救済する方法は、革命的手段を用いて現行の各級議会の

組織法および選挙法を廃棄し、現存する団体（工会、商会、教育会、律師公会など）の選挙で成

立する国民会議、市民会議、県民会議によって、現在の職業議員の国会および各級の地方議会に

取って替わることである（19）」と主張した。陳独秀の場合、革命手段の行使、都市型の団体を担

い手とする点で相違するが、中国における議会政治の否定と、政権創出議会の召集など章士別の

業治論との論理的な類似性には驚くべきものがある。

陳独秀の「国民会議」の見解は、1923年の「中国共産党対於時局之主張」（第2次）において

共産党の方針として宣言された。そこでは同年6月の三全大会での国共合作の決定と、曹鑑によ

る黎元洪の駆逐という政局の急変を踏まえ、新たな代表者会議の開催による局面の打開を狙う上

海総商会などの動きを評価しつつ、「北京の国会はすでに軍閥の塊儲」であるとし、「われわれ

の主張は、国民革命の使命を帯びた国民党が全国の商会、工会、農会、学生会およびその他の職

業団体によびかけ、多数の代表を推挙し、適当な場所において国民会議を開催することである。

……国民会議こそが国民を代表し、憲法を制定することができ、新政府を建設し中国を統一する

ことができる。そして国民会議こそが民意を仮託して政府を組織し、中国を支配する各方面の権

第9章　Pa辟133



力を否定することができる」と述べられていた（20）。

孫文の「北上宣言」は、孫文が共産党の「国民会議」の主張を受入れることの宣言でもあった。

これによって共産党は孫文を支持し、第4次「時局之主張」においては、直面している危機を救

済する方法は「各省の軍閥の和平会議や国是会議」でもなく「数人の元老の善後会議」でもなく、

「国民党が現在呼びかけている国民会議」であるとし、「このような国民会議こそが中国の政治

問題を解決することができる」と指摘し、国民党への支持、国民会議予備会議の北京開催、「臨

時国民政府」の樹立を表明した（21）。

共産党が「国民会議」運動の一環として「臨時国民政府」の樹立を掲げたことは、この運動が

新政権樹立による中国全土の平和統一を目的とする政治統合の試みであると同時に、現実に段祓

瑞を中核とする臨時執政府樹立を宣言した天津の張作霧、段棋瑞、渇玉祥ら奉天派、安徴派の勢

力と対抗関係に入ることをも意味していた。共産党は孫文の北上と同時に、「国民会議」の召集

と不平等条約の撤廃を要求する大衆運動を起こした。11月から12月まで、上海、南京、徐州、安

徴、漸江、湖南、湖北、北京、天津、済南、石家荘、張家口などの人民団体がしきりに通電、宣

言を出し、中共と孫文の主張を支持し、「国民会議促成会」を設立した。共産党はこの運動を党

の社会的基盤建設の好機ととらえ、労働者、学生の参加を促し、運動の拡大を提唱してゆく。

むろん孫文ら国民党と共産党の説く「国民会議」案には相違点が存在していた。孫文の「国民

会議」は西欧の三権分立思想の影響を受けた、五権分立の共和政体を志向していたが、これに対

し共産党は、ソ連のソビエト政権、レーニンの植民地半植民地の労働者のソビエト政権の思想の

影響を受け「議政合一」の国家を志向しており、新政権の性質について認識を異にしていた（22）。

しかしながら双方とも「国民会議」が「約法体制」下の旧国会に替わるものであることで見解

は一致しており、直隷派が支配する北京政府の正統性を否定するという点においも共通していた。

（3）「善後会議」の開催

臨時執政就任を声明する11月21日の段祓瑞の電文では、「法統」は最早崩壊していること、徹

底的改革を行うべく全国の智恵と力のすべてを結集する必要のあることを述べ、その方法を提示

した。すなわち「現在2種類の会議の組織を考えている。一つは善後会議といい、時局の紛糾を

解決し、建設方案を準備することを主旨とし、1カ月以内に召集する。…‥二つ目は国民代表会

議といい、アメリカのフィラデルフィア会議の先例にならい一切の根本問題を解決するもので、

3カ月以内に召集する」。その開催要領は「善後会議」が決定して公布する、と述べた（23）。

「善後会議」の開催要領である「善後会議条例」は梁鴻志が起草にあたり、北京東四三条の段

祓瑞宅で開催される閣議において煮つめられ、章士別をはじめ贅心湛、呉光新、葉恭縛ら主だっ

た閣僚9人が参加した2回目の会議で、議題とすべき問題と、参加人員の資格の問題を解決し、全

13条が逐条討論のうえ通過した（24）。

「善後会議条例」は12月24日に公布され、参加資格者は、（1）国家に大きな功績のあるもの、

（2）今回の賄選討伐と内乱制止をした軍事最高首領、（3）各省区および蒙・蔵・青海の軍民長官、

（4）特殊な資望、学術経験を有する者で臨時執政の要請と特派によるもの（ただし30人を越えな

いこと）、の4種類であると規定され（第2条）、また会議の議題は、（1）国民代表会議の組織の

方法、（2）軍制の改革に関する事項、（3）財政の整理に関する事項、（4）その他臨時執政が提出し

た事項、の4項とされた（第五条）。会議は北京で開催され、期日は1カ月とされた（25）。

この規定に基づき、参加資格の「（1）国家に大きな功績のあるもの」として、孫文と黎元洪の2

名が、「（2）今回の賄選討伐と内乱制止をした軍事最高首領」として、張作霧、慶永祥、鴻玉祥、

胡景巽、孫岳、唐継尭、閣錫山、鄭土埼ら各地の軍事指導者68名が、「（3）各省区および蒙・蔵

・青海の軍民長官」として各省の督弁と省長など56名が、「（4）特殊な資望、学術経験を有する

者で臨時執政の要請と特派によるもの」として補充3名を入れて、唐紹儀、章柄麟、琴春煙など

33名が「善後会議」代表として指名された（何人かは重複している）（26）。第（2）類の「軍事最

高首領」が多数を占めることは一目瞭然であり、その多くは第（3）類の「各省区の軍民長官」と
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同一人物か同一派閥の人物である。

1924年12月30日に病をおして北京入りし、市民10万の大歓迎を受けた孫文は、1925年1月17日

病床にて江精衛に口述筆記させ、段祓瑞に宛て電報を打った。孫文は段に対し、「国民会議」の

ほかに「善後会議」を開くのは誤っていること、妥協案として（1）「善後会議」には実業団体、

商会、教育会、大学、各省学生連合会、工会、農会など人民団体の代表を入れること、（2）「善

後会議」は軍政、財政を議論するけれども、最終決定は「国民会議」に任せることを条件に、

「善後会議」と「善後会議条例」に賛成すると通知した（27）。

1月29日、段祓瑞は孫文宛の書簡において、「善後会議」を目前に控えて「にわかに条例を改

め開会を延期すれば、おそらく平和統一の前途に支障がでてくる」という理由で孫文の条件を拒

否した。ただし孫文の意見を尊重し、「善後会議」に専門委員をおくことを決定し、各省省議会

議長、教育会、農会、商会の各会長、および北京・天津・上海・漢口の総商会会長を専門委員会

委員として会議に招聴することを決定した（28）。段祓瑞は「善後会議」の後に開催が予定されて

いる「国民代表会議」を孫文の提唱する「国民会議」と同一視する一方、「善後会議」と「国民

会議」との職権の相違を強調した。だが、孫文の要求する各団体代表の「善後会議」参加は拒否

され、専門委員会には工会（労働組合）と学生会の代表は含まれず、また専門委員となるのは各

省行政長官の所在地の団体に限られた。そして専門委員は意見を陳述することはできたが議決権

はなかった。

1月31日、国民党中央執行委員会は、段祓瑞執政政府の「善後会議」召集は軍閥の延命策にす

ぎず、「善後会議条例」は「人民の公意」に背くものであって、それは段頑瑞が「軍閥勢力を連

合し以前の割拠の状況を復活させようとする鉄証」であるという理由から、「善後会議」に反対

すること、人民の自主的な代表選出による「全国国民会議促成会聯合会」を北京で開催すること

を主張した（29）。

「国民会議促成会」運動は孫文の「北上宣言」以後隆盛し、1924年12月、上海の143団体の400

名余りの代表による「上海国民会議促成会」の結成を皮切りに、各省、各都市、各県に促成会が

成立し、その多くは「善後会議」の開催反対を主張した。

例えば、「天津国民会議促成会」は、学生連合会、学術演講会など21団体によって12月18日に

結成され（30）、「広東国民会議促成会」は、省教育会、総商会、工人代表会など11団体を執行委

員とし12月12日に成立した（31）。そして、北京では「北京国民会議促成会」が、1月4日、北京大

学第3院大礼堂で成立大会を開催した。200余りの団体から400人余りの代表が参加し、易培基

（全国国立大学聯合会代表）、顧孟余（北京教育会代表）、王中東（京兆教育会代表）、雷殿

（民国大学代表）らが出席し、「国民会議」開催の緊要性を訴えた（32）。

中国共産党は、こういった「国民会議促成会」の運動を共産党の社会的基盤建設の好機ととら

え、促成会という名称を各地で統一して用いること、一地方に促成会を複数組織しないこと、労

働大衆、中小商人を促成会の重要な構成員とすることを運動方針とし（33）、段祓瑞の「善後会議」

を批判して「もし国民が段氏が開催しようとする善後会議に自己の代表を参加させるのであれば、

段氏の国民会議の召集は虚偽の宣言であることを暴露する。国民会議促成会は人民の真の機関で

あり、善後会議中、最大多数の国民代表を有することを要求すべきである」とした。共産党は即

刻、全国の労働者、農民、学生、手工業者に「ただちに組織し、軍閥の陰謀を制止し、善後会議

に最大多数の国民代表を参加させるよう要求し、国民会議の召集に努力する」ことをよびかけ

（34）、国民党との協力の下、北京での「国民会議促成会聯合大会」の開催準備を行なった。

かくして3月1日に北京で開催された「国民会議促成会全国代表大会」は20余省区と120余の各

地方「国民会議促成会」の代表と来賓計200人以上の出席を得て、「善後会議」を非難し、「善

後会議」に提出された「国民代表会議条例」に反対した。会議は1ケ月あまり開かれ、4月16日に

閉幕した。

一方、「善後会議」は2月1日より開催されたが、出席すべき166人のうち出席者は86人で法定

人数に不足し、13日になってようやく第1回会議が開催された。3月16日の第7回会議までに奉天

派と組齢をきたし、一旦休会して3月31日に再開し、4月20日の第22回会議を最後とし、21日に閉

会となった。「善後会議」においては、結局「国民代表会議条例」、「軍事善後委員会条例」、
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「財政善後委員会条例」の3条例が通過し、4月24日に公布された。段祓瑞は、京師警察庁に命じ

「北京国民会議促成会」および付設の「全国連合会」など5団体を解散させた（35）。

会議の期間中の3月12日、孫文が北京で逝去した。北京郊外の西山で行われた慰霊祭には数十

万人の弔問客が訪れた。「国民会議の開催と不平等条約の廃止は最短期間で実現しなければなら

ない」という孫文の遺嘱を達成することが国民党の機関決定とされた（36）。

こうして北京における「国民会議」の運動は一旦頓挫することになった。しかしそもそも「国

民会議」とは民衆に政治活動の経験を与える機会であり、民衆を政治闘争に参加させる手段にす

ぎないと考えていた共産党は、つとに「国民会議促成会全国代表大会」の決議は一切段祓瑞に採

用されることはなく、人民の合法的要求は無駄に終わだろうと予測しており、党の政策体系のう

ちのもうひとつの選択肢である段棋瑞政府に対する暴力革命、武装闘争へと切り替えていった
（37）

0

第2節　閣僚としての章士別

（1）章士鋸における「法統」の否定

章士別は1924年12月1日、段頑瑞は「法統」を踏襲するのではなく完全な革命を行うものであ

ると表明し（38）、12月4日には、自宅を訪ねた新聞記者たちの質問に対し逐一答え、次のように

執政政府の立場を説明している（39）。

〔記者：〕今度の段氏の臨時執政就任は、完全に張作霧、慶永祥、濁玉祥、胡景巽、孫岳ら5人

の擁立によるものであり、決して法律に基づくものではない。自ら革命を行なったわけでもない

にも関らず、どうして革命政府を組織し、執政府大綱を公布して「法統」を継承するのか。その

理由を聞かせてもらいたい。

〔章士別：〕段棋瑞が臨時執政となったのは、多数の希望に基づいているのであり、張作霧、

慶永祥、礪玉祥、胡景巽、孫岳ら5人の電報に基づいているのではない。この5人は今回の革命の

発動者であるにすぎない。臨時執政府というものは、革命をするものであり「法統」とは無関係

である。段祓瑞が「革命政府」なるものを組織しなかったのは、第一に、自らを革命の事業を行

うものだとはみなしていないからであり、また第二に、このような政府は暫時の過渡的な性質を

もち、多くの問題を紛糾させるよりは、むしろ粗末なありあわせのもので簡単にすませ、将来の

二つの会議が解決するのを待つ方がよい。これに「法統」をこじつけようという意図はない。

〔記者：〕執政府はもともと一時的な権力として設立されたのなら、執政府が存在する間は、

中国には正式政府がない状態におかれることになる。今執政府の内部ではどのように正式政府を

設立し、いつ執政府を解消するかについて考慮がなされているのか。

〔章士別：〕正式政府については国民会議が組織の方法を議決する。このことについては段祓

瑞の馬電［11月21日の電報で、善後会議と国民代表会議の召集を主張］がすでに略述している。

現在の見込みでは、半年後には正式政府が成立しているだろう。

〔記者：〕世論は今、各勢力がそれぞれできることをやり、一致の精神により分業して役目を

果たすことを望んでいる。たとえば、各紙が毎日、段祓瑞が軍事問題の解決を担当し、孫文が民

主精神の発揚と民主政策の計画を担当することを主張しているなどは、その顕著な例である。今

執政府内部の人にはこういった覚悟はあるのかどうか。

〔章士別：〕正式政府の組織は、国民会議の議決による。国民会議は善後会議の決定による。

善後会議の召集方法と召集大綱は、孫文先生が北京に到着するのを待ち、再び協議して決定する。
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最後に、章士別は次のように結論を述べた。要するに、執政府の挙動およびその組織に関して

は、率直に言えば、執政府内部にも不満に思っている者がいる。だがこのように暫時人を満足さ

せられない点は、将来きっと国民の公意によって正してゆけば、重大な問題とはならないであろ

う、と（40）。

「善後会議」の構想がいかほど章士別の意向を反映したものであるかは、今のところ確証でき

ないが、各代表による「善後会議」に依拠する「国民代表会議」の開催とその決議に基づく憲法

の制定および政府の組織という国家建設の計画は、9月に天津の段祓瑞のもとで時局の推移を呪

みながら練り上げた章の構想とも髄厳のないものであると思われる。上のインタヴューからうか

がう限り、孫文・国民党との決裂が明確化する以前の段階では、章士別は、段祓瑞と孫文の合作

を中心とする大同団結的政治統合を考えていたようである。これは直隷派を駆逐するクーデター

を行った礪玉祥の国民軍の行動原理でもあった。すなわち章士別が段頑瑞支持を決意したのは、

主に1924年11月の段階での反直隷派同盟の団結を前提とした政治統合が実現可能であるという想

定のもとにおいてであった。

司法総長就任直後の章士別の「仕事」は、「善後会議」開催へ向けた地ならしとして、臨時執

政府の正統性を補強する作業であった。

そのひとつとして、賄選関係議員の検挙がある。1924年11月29日、司法総長章士別は閣議にお

いて賄選事件の検挙を提議して全体一致の承認を受け、これにより翌30日、司法機関に賄選議員

の検挙を命じた。京師地方検察庁は公開された90数名の議員名簿にもとづき、多くの人員を派遣

して賄選議員の私宅および関係銀行を捜索し、証拠の収集を行った。賄選に関与した議員はこれ

によって逃亡せざるをえなくなり、国会は事実上解散した。一方、賄選不参加の「護法」議員は

1924年11月22日、北京に「国会非常会議」を設立する旨の宣言を行い「臨時約法」の擁護を掲げ、

25日には「国会非常会議組織大綱」11条を制定しその正統性を主張した。これに対し天津に難を

逃れた多数の賄選議員は、12月1日、国会はすでに天津に移転したことを宣言した（41）。

1924年12月2日の段頑瑞宅での国務会議で、章土針が賄選議員の検挙の経過状況と国会の天津

移転事件の消息を報告し、討論の結果、賄選の検挙は、議員個人の問題であり、国会全体とは無

関係であって、天津に移ったかどうかは問題視しない（42）、として章士別をはじめ閣僚全員の合

意として、国会移転の宣言を否定した。

この直後、章士別は新聞記者を招待し次のように声明した。曹鑑の賄選事件は全国を混乱させ、

国会が刑事事件を製造し国家を擾乱する総機関となった。臨時政府はつとに革命を標梼しており、

現在「善後会議」開会の日程も発表され、賄選に対しては責任を課するはかない。現在、検察に

事実関係を捜査させているが、今回自分が司法総長になり、友に累を及ぼすこと計り矢口れない

（43）と述べ、「善後会議」開催による政権の正統性獲得に言及し、正統政権による賄選議員の徹

底究明を行う決意表明を行った。

段棋瑞政権は、政権の合法性が保証される「善後会議」の閉幕（1925年4月21日）直後の4月24

日、「国民代表会議条例」の公布とともに「法統取消令」を出し、曹鑑の時代に制定された中華

民国憲法の廃止と「臨時約法」の無効を宣言した。こうして「臨時約法」と、曹線のもとで制定

された「中華民国憲法」とが廃止されたわけである。章士釧は司法総長として、「曹鑑の憲法は

臨時的法の命を革め、執政府が曹線の憲法の命を革める」のであると述べた。「法統」廃止が命

令された2日後の4月26日、国会非常会議の議員らは参議院において抗議の集会を行ったが、執政

府の派遣した軍警に散会させられ、内務部によって国会の印信、書類、器具が接収された（44）。

賄選議員の検挙は「法統」の廃止と表裏しており、新政権の正統性強化のために章士別は「法

統」否定に関する理論的な補強を行っている。「法統は民国政治史の汚点である」と説く章士別

は、「法統」論が依存しているのは（1）「臨時約法」と（2）呉景凍（曹鍍賄選時の衆議院議長）の

存在であるとし、各々について大要次のように論評している。

（1）まず「臨時約法」は民国元年に各省都督が代表を南京に派遣して成立した根本大法である

が、「約法」は、破壊されては復活し、復活しては破壊された。そのため条文に精通するものは

極少数、その主旨を熟知するものも少数であった。こうして「約法」の権威はすべて失われた。
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この法は変乱の際には宣言の材料にされ、政客たちはこれに依存しなければ存在できなかった。

護法、護法と大声で叫んでは人の耳目を塞ぎ、その裏で陰険悪妹な謀略をおこなった。こうして

転覆するたびに国家の元気は損なわれた、と。

（2）そして呉景凍ら「法統」諭の鼓吹者が、「約法」の破壊と復活を繰り返した。呉景湊は、

国会を巣窟とし10年以上にわたり「約法」を売り歩きつづけた。去年は、国会の天津移転を主張

するなど、「約法」の大安売り行った。その醜聞は今でも伝わっている。そもそも法とは、無色

透明であって、これをもてあそぶのは人間である。現在、呉景演は参衆両院を召集して、再び

「法統」を売り出そうしているが、これもまた廉恥の破壊と、政治の撹乱を拡大する企てにすぎ

ない。

以上のとおり章は「法統」論の根拠を分析し「臨時約法」を楯に取った国会の復活を否定した
（45）

陳志譲によれば、中国の政治文化における伝統的な行為準則は「道」であり、「有道」か「無

道」かが判断基準とされ、「合法」か「違法」かという法家的な「法」は、儒家的な「道」を補

助するものであるという。すなわち法はすべて道徳に保護されているべきなのであって、単独の

法は危険きわまりないものとされていた（46）。

章士別も同じく、中国においては古代より「中夏立国の道」としては歴代、儒家の「治」であ

る儒道が排他的に崇拝されており、法家はその説を補強するにすぎないと理解されてきた、と説

く。そのため、英国の「鮎1e ofb叫の観念を「法治」と訳出しても、真の法治の精神ではな

く、儒道を補完する法家の統治策という意味での「法治」であると誤解されてしまう、と章は指

摘する。それは「法」が政治権力者の従属物であることを意味している。章士別が呉景凍らの

「法統」論を名指しで批判しているのは、章にとって呉景凍らの行動はその実例にはかならなか

ったからである（47）。

（2）国憲起草委員会

「善後会議」の閉幕後、臨時執政府では「法統」否定を具体化する作業が始められ、とくに新

憲法制定はその実質的かつ象徴的な意味をもっていた。憲法制定については、まず（1）「国民代

表会議条例」にもとづき国家憲法起草委員会を組織し、この委員会が憲法を起草する。次いで（2）

国民代表大会が憲法を議決するという手順が定められた。

こうして1925年4月18日に「国民代表会議条例」39条が「善後会議」を通過し（公布は24日）、

8月と9月の代表選挙を経て、1926年1月15日に「国民代表会議」を開催する予定となった。これ

にともない憲法制定の計画も進展し、1925年5月3日に「国憲起草委員会規則」9条が公布され、

各省区の軍民長官および臨時執政の指名する委員70名から組織される「国憲起草委員会」が8月3

日に北京で閲会されることが声明された（48）。

司法総長である章士別はこの憲法制定に深く関わり、5月31日の臨時執政令で憲法草案の制定

を命じられ、梁土語、林長民、湯潜、許世英、黄郭、江庸、桃震、李家駒、江栄宝、江有齢、施

愚、徐彿蘇、余索昌、馬君武、方幅、劉恩格、江克虎、斉振林、梁龍、林行規らとともに国憲起

草委員に指名された（49）。

章士別白身は、憲法制定には大いに意欲をみせた。章士別は、「革命」を行う執政政府が「造

法」すなわち「法」の制定を行うのであると述べ（50）、また「毀法」すなわち「法の破壊」の例

として、衰世凱の約法修正（1914年5月1日）、蓑世凱・張勲の国会解散（1914年1月10日・1917

年7月1日）、曹鑑の賄選憲法の公布（1923年10月10日）を挙げ、執政政府は「無法の末運」にお

いて「造法の初基」を開くものであることを説き、雪線の憲法を否定し、臨時執政府による新憲

法制定を積極的に擁護している（51）。

8月3日午前10時、国憲起草委員会が開会し、章士別を含む亜人が参加した。委員会は梁土語を

主席に選出し、以後4ケ月にわたり、憲法草案の制定作業が始められ、（1）総綱（国体、国土、主

権、国籍）、（2）国民之権利義務、（3）国権之分配、（4）国会、（5）大総統、（6）政府（旧称では国
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務院あるいは国務員）、（7）法院、（8）法律、（9）経済（旧称は生計）、（10）教育、（11）軍事、（12）

財政、（13）監察、（14）蕃計、（15）地方制度、（16）憲法之修正及解釈の各項について討議が重ねら

れた（52）。

12月に公布された憲法草案は、1923年の「中華民国憲法」以上に連邦的色彩が濃厚となった。

「中華民国は永遠に民主共和国である」と規定し、「統一」という語を用いず「共和」の語を用

いたことは、「単一」国制ではなく「連合共治」の意味を込めた連邦制の表現であると理解され

た（53）。省自治について大きな権限を付与した憲法草案は、連省自治諭に歩みよった1920年代の

章士別の国家建設構想にとっても歓迎すべきものであった。

近代中国における憲法制定の歴史を回顧すれば、先に蓑世凱の新約法と称される大総統の権限

が強化された「中華民国約法」（1914年5月1日）、1913年の通称「天壇憲法草案」を完成させた

責任内閣制の「中華民国憲法草案」（1919年8月12日）、曹鑑の賄選憲法と俗称される「中華民

国憲法」（1923年10月10日）があった。

そして段棋瑞執政時代のこの連邦制的な「中華民国憲法草案」（1925年12月11日）が完成をみ

たわけである。だが、この憲法草案は「国民代表会議」での承認が必要であり、結局「国民代表

会議」の召集以前に臨時執政体制が崩壊したため、この憲法も発布・施行されないままとなった。

小結

世界連邦構想と民族自決といった国際的潮流による影響と、「約法体制」への失望感による各

省区での制憲・自治への期待感の増大は、連邦制への志向とともに、中央政府ではなく自らの手

による憲法制定とそのための代表者会議の開催気運を産み出しており、これが1920年代初めの中

国の政治状況を特徴づけている。

「国民会議」の運動こそ、1920年代がそれに先立つ時代と異なることの象徴であり、同時に

「国民革命」（北伐）の実現とそれに引き続く「訓政体制」の時代を導く新たな潮流であった。

「国民会議」（または「国民会議促成会」）は、政治的統合の運動であるという側面を持つと

同時に、現体制（張作嘉と渇玉祥の支持を得た段祓瑞の政権）に対する条件闘争を行う運動であ

るという側面をも看していた。

孫文は、軍事力を統合した和平統一のプログラムを用意し、不平等条約の撤廃をあるべき政権

の任務として掲げた。だが、胡漢民や摩仲性など孫文の側近の間では、「国民会議」の召集は中

国の現状においては実現困難であり、不平等条約撤廃の要求も達成至難であることを充分認識し

つつ、これらの目標を掲げることは民意にかなうことであり、党勢拡張に有利であるという党略

上の観点からその宣伝を行うのであって、孫文の政策が段頑瑞に容れられないさいはただちに段

政府との闘争を開始することを決意していた模様である（54）。

また、広東での和平会議の開催を主張していた共産党側が、孫文の北上を支持するに転じた理

由として、地域的な政権としてではなく、全国的な宣伝と動員を展開する戦略を重視するにいた

ったためであった。「国民会議」を召集せよ、不平等条約を廃止せよ、「国民政府」を組織せよ

といったスローガンは最も大衆を刺激するものとして重視されたのであって、共産党としても

「国民会議」が実現可能だとは考えていなかったようだ（55）。

統一国家建設へ向けての「善後会議」は、大軍閥の合同、各省の実力者の連合による憲法制定

会議であり、その憲法のもとで「国民代表大会」という議会が召集され、議会を通じて政府が組

織されるという構想であった。このような構想である限り、章士別にとっては連省自治論の延長

において理解し支持することのできるものであった。だが現実の進展は参加代表の問題をめくり、

段頑瑞は孫文の参加を排除してしまう結果となり、共産党が「善後会議」を評したように「軍閥

主宰の各省軍民長官会議（56）」とみなされ、その開催と同時に全国各地で反対運動が巻き起こっ

た。
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政治的理念の実現という点では、孫文の死によって章士別が臨時執政府にとどまる理由はなく

なった。1925年5月以後、章士別はしきりに辞意を表明している。だが、政治的統合を達成する

一緒の望みはなお臨時執政府には残っていた。その点、章士別には躊躍する余地があった。章士

針がたび重なる段祓瑞の慰留を受け入れ、閣僚として政府に参画した理由である。だが、段戚瑞

には、国民党や共産党とその指示を受けた学生、市民、商工業者の政治参加の要求と民族主義的

な感情の発現を、政治の現場へと反映させることはできず、「国民革命」遂行の口実を与えるこ

とになり、次章で述べるように、武装革命を標梼する示威運動に対処しなければならなくなった。

［註］

（1）孤桐「大愚記」『甲寅』周刊、第1巻第1号、1925年7月18日、7貢。

（2）季宇『段祓瑞伝』前掲、412－413貢。

（3）「国内専電」『申報』1924年9月7日。

（4）「時事述評　北京臨時政府成立」『東方雑誌』第1巻第23号。李剣農『戊成以後三十年中国政

治史』前掲、366－367貢。

（5）「段祓瑞決定入京之経過」『申報』1924年11月24日。「時事述評　北京臨時政府成立」『東

方雑誌』第1巻第23号。「在天津吉田総領事ヨリ幣原外務大臣宛（電報）」『日本外交文書』大

正13年、第2冊、11月16日、477責。

（6）孤桐「孤桐雑記」『甲寅』周刊、第1巻第1号、1925年7月18日、25貢。

（7）同上、25責。

（8）「国内専電」『申報』1924年11月16日。

（9）「国内専電」『申報』1924年11月16日。

（10）「段祓瑞決定入京之経過」『申報』1924年11月24日。

（11）「国内専電」『申報』1924年11月26日。閣僚人事は、唐紹儀・外交総長、襲心湛・内務総長、

李思浩・財政総長、呉光新・陸軍総長、林建章・海軍総長、章士別・司法総長、王九齢・教育、

楊庶堪・農商総長、葉恭綽・交通総長と決定した。章士別は、翌1925年4月14日に王九齢教育総

長の病気休暇によって教育総長を兼任し、五七事件の糾弾により一旦教育総長兼任を退いたが、

王九齢の辞任によって7月28日、正式に教育総長に就任し、同時に司法総長は辞任した（後任は

楊庶堪農商総長）。だが、後任が就任を拒んだため4日後の7月31日には再び司法総長を暫時兼務

することとなり、8月18日には正式に司法総長に就任した。時局柄、火中の乗を拾うがごときポ

ストであった。女師大事件の紛糾の責任を負い、1925年11月10日には教育総長の辞任を願い出て、

1925年12月31日に、司法総長、教育総長を免職となった（後任は司法が馬君武、教育が易培基）

（銭実甫編著『北洋政府職宮年表』華東師範大学出版社、1991年9月、28貞）。

（12）高橋勇治『孫文』日本評論社、19亜年、122－123責、172貢。

（13）段祓瑞の代表許世英が10月上旬に孫文と直接会談のうえ合意し（陳錫頑主編『孫中山年譜長

編』下巻、中華書局、1991年8月、2015－2019貢）、また奉天常駐の呉光新を通して段祓瑞は張作

霧の資金援助を受けている（季宇『段棋瑞伝』安徴人民出版社、1992年6月、412司13責。）。

（14）「粛清余彙綜靖地方通令」1924年11月3日、『孫中山全集』第11巻、中華書局、1985年、278

貢。

（15）孫文の北上、および「国民会議」構想については、野沢豊「中国における統一戦線の形成過

程－第一次国共合作と国民会議－」『思想』477号、1964年3月。波多野善大「孫文北上の背

景－孫文の晩年における『和平会議』の構想－」『中国近代軍閥の研究』第6節、河出書房

新社、1973年7月。野沢豊「中国の国民革命についての序論的考察」『中国国民革命史の研究』

青木書店、1975年5月。野沢豊「第一次国共合作と孫文－国民会議の運動を中心として－」

辛亥革命研究会編『中国近現代史論集一菊池貴晴先生追悼論集－』汲古書院、1985年9月。

劉豊容（貴志俊彦訳）「1924年の孫中山の北上と日本との関係」日本孫文研究会編『孫文とアジ
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ア』汲古書院、1993年6月。

またとくに中国共産党側からの「国民会議」運動への対応については、李世平・陳廷湘「論大

革命時期我党関於“国民会議”主張」『近代史研究』1984年第2期。王金銀「論国民会議運動」

『書林大学社会科学学報』1985年第5期。横山英「国民革命期における中国共産党の政治的統合

構想」横山英・曽田三郎編『中国の近代化と政治的統合』渓水社、1992年12月。とくに坂野良書

「国民会議の構想ならびに運動と陳独秀主義－1923年から1926年までの推移に焦点を合わせな

がら－」『名古屋大学東洋史研究報告』18号、1994年3月は、中国共産党のみならず、孫文・

国民党、上海等各都市商工業者の動勢をも視野に入れた包括的構造的な把握を行っている。また、

陳独秀を首唱者とする1920年代の「国民会議」運動の1930年代における継承形態を論じたものと

して、菊池一隆「『国民会議』を巡る政治力学－一九二〇年代から三〇年代への連動－」

（狭間直樹編『一九二〇年代の中国』汲古書院、1995年9月）を参照。

（16）「北上宣言」1924年11月10日、『孫中山全集』第11巻、前掲、294－298貢。

（17）北上当時の孫文については、劉皇容（貴志俊彦訳）「1924年の孫中山の北上と日本との関係」

前掲を参照。またとくに大アジア主義演説については、藤井昇三「1924年の孫文の訪日と大アジ

ア主義講演」藤井昇三『孫文の研究』勤草書房、1966年4月を参照。

（18）波多野善大「孫文北上の背景一孫文の晩年における『和平会議』の構想－」前掲、353

貢。

（19）陳独秀「中国之大患－職業兵与職業議員」『響導』第19期、1923年2月7日。陳独秀のこの

論文が「国民会議」の濫傷であることについては、野沢豊「中国の国民革命についての序論的考

察」（前掲）を参照。

（20）「中国共産党対於時局之主張」『先駆』第24号、1923年8月1日（中央楷案館編『中共中央文

件選集』第1冊、1989年8月所収、178貞）。

（21）「中国共産党対於時局之主張」『常導』第92期、1924年11月19日（『中共中央文件選集』第

1冊、前掲、304－305貢。）

（22）呂剛「大革命時期国共両党“国民会議一一主張之比較」『中共党史研究』1992年第6斯、63貢。

（23）「段祓瑞擬臨時執政電」1924年11月21日、中国第二歴史楷案館編『善後会議』楷案出版社、

1985年3月、3貢。

（24）「段執政之第二次閣議」『申報』1924年12月8日。

（25）「善後会議条例」前掲『善後会議』4－5貢。

（26）「善後会議会員璧代表姓名住祉冊」同上、41－亜貞。

（27）「孫先生対善後会議之主張」『民国日報』1925年1月28日。「復段祓瑞電」解題、『孫中山

全集』第11巻、前掲、560貢。

（28）「段祓瑞復孫中山函」1925年1月29日、中国史学会・中国社会科学院近代史研究所編・章伯

鋒主編『北洋軍閥』第5巻、武漢出版社、38－39貢。

（29）「中国国民党中央執行委員会関於実現国民会議及巡行示威反対善後会議函」前掲『善後会議』

13－14貢。

（30）「天津国民会議運動」『民国日報』1925年1月5日（前掲『北洋軍閥』第5巻、堪貞）。

（31）「広東国民会議促成会成立」『民国日報』1925年1月6日（同上、亜－45貞）。

（32）「北京促成会成立大会之盛況」『民国日報』1925年1月11日（同上、5ト53貞）。

（33）「中共中央、青年団中央通告」1924年12月、『中共中央文件選集』第1冊、前掲、309貞0

（34）「中国共産党第4次全国代表大会宣言」『響導』第100期。

（35）劉紹唐主編『民国大事日誌』第1冊、伝記文学出版社、1978年、28ト288貢。

（36）「国事遺嘱」1925年3月11日『孫中山全集』第12巻、中華書局、1986年、639ぺ40頁。陳錫蔵

主編『孫中山年譜長編』下巻、前掲、2134－2135貢。

（37）李世平・陳廷湘「論大革命時期我党関於“国民会議’’主張」前掲、35貢。

（38）「国内専電」『申報』1924年12月2日。

（39）「章士別関於段政府之談話」『申報』1924年12月5日。

（40）同上。
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（41）楊幼桐『近代中国立法史』台湾商務印書館、1931年8月、321責。劉紹唐主編『民国大事日誌』

第1冊、前掲、274貢、288貢。徐矛『中華民国政治制度史』前掲、95貢。

（42）「段執政之第二次閣議」『申報』1924年12月8日。

（43）「国内専電」『申報』1924年12月9日。

（亜）劉紹唐主編『民国大事日誌』第1冊、前掲、288責。徐矛『中華民国政治制度史』前掲、98責。

（45）孤桐「合法所」『甲寅』周刊、第1巻第16号、4－5貢。

（46）陳志譲『軍紳政権一近代中国的軍閥時期』生活・読書・新知三聯書店、1979年、106－109貢。

（47）孤桐「合法桝」前掲、5貞。章士別の目を通して見る呉景嫌の姿はかなり誇張があるかもし

れない。呉景演については、管芙蓉『呉景渡与民初国会』民国人物伝記叢書2、国史館、1995年

6月、を参照。

（亜）楊幼桐『近代中国立法史』前掲、322責。

（49）「国内専電二」『申報』1925年6月1日。「国内専電」『申報』1925年7月5日。

（50）孤桐「合法所」前掲、5貢。

（51）孤桐「毀法所」『甲寅』周刊、第1巻第1号、9貢。1925年7月18日

（52）「国憲起草委員会開幕」『申報』1925年8月6日。「憲学会十四日開会記」『申報』1925年8

月17日。

（53）楊幼桐『近代中国立法史』前掲、323責。

（54）「在広東天羽総領事ヨリ幣原外務大臣宛（電報）」12月16日、『日本外交文書』大正13年第

2冊、前掲、512－513貢。

（55）「中共中央第三次対於時局的主張」『常導』第82期、1924年9月10日。野沢豊「中国の国民

革命についての序論的考察」前掲、14－15責。呂剛「大革命時期国共両党“国民会議”主張之比

較」前掲、64貢。

（56）「中国共産党対於時局之主張」『常導』第92期、1924年11月19日（『中共中央文件選集』第

1冊、前掲、304－305貞）。
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第10章　臨時執政府の崩壊と章士別の挫折

はじめに

第1節　女師大事件と章士別の挫折

（1）国恥記念大会

（2）女師大事件

（3）標的としての章士別

第2節　三一八事件と臨時執政府の崩壊

小結

はじめに

章士別に対する負の評価が与えられる歴史的根拠の多くは、段棋瑞臨時執政のもとで司法総長

兼教育総長という顕職にあった時代の出来事に由来している。愛国的青年学生にとって、新文化

運動に反対し口語運動を批判していた権力者章士鋸は「頑固守旧の徒（1）」にはかならなかった。

章土釧が生涯で最も大きな権力を握ったとき、章は最大の危機に向かわねばならなかった。

執政府閣僚章士別は、反体制運動の攻撃目標となり、その「悪行」の多くが取り沙汰されるこ

とになった。政府当局者としての章士別に対する攻撃は、その人格をも含めた全面否定であり、

はじめは罷免を、そして最後には銃殺による処刑までをも要求するにいたった。しかしながら、

そういった「仇敵」としての章士別のイメージの相当部分は、親日政権である段棋瑞政府に対す

る反政府運動が排日気運の上昇とともに職烈になってゆく過程において、反政府側の宣伝によっ

て作り出されて増幅された結果でもあったことは否めない。また安徴派政権内部の諸派閥間の括

抗も派閥をもたない章にとっては不利な材料となった。

とくに、後の時代に聖地延安の芸術学校にその名を冠せられるほど、共産党内部においても尊

敬をかちえた作家魯迅と対立していたことが、当時においてのみならず、今日にいたるまでも、

章士別を「仇敵」の位置においておくことが当然視される原因となった。

本章では、女師大事件から三一八事件にいたるまでの章士別批判の形成をたどり、政治家とし

ての章士別の挫折の過程を解明する。

第1節　女師大事件と章土釧の挫折

（1）国恥記念大会

司法総長兼教育総長としての章士別が直面した最大の問題は、学生運動への対処であった。章

士別の国家建設論は、それ自体とは直接的な関連のうすい、だが無視できない時代の大きな特徴

でもある潮流によって、頓挫することになる。

1915年の日本の21ヵ条要求の最後通牒の通告日（5月7日）と北京政府の受諾日（5月9日）は国
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恥記念日とされ、毎年、学生・市民による反帝国主義デモが行わていた。10周年にあたる1925年

の5月7日は、とくに大規模なデモと集会が予想され、政府教育部は学生の参加を予め禁止した。

だが当日、デモと集会の禁止に抗議する学生デモ隊が、章士別宅へ押しかけ、警官隊と衝突して

数十人が負傷し、18人が逮捕されるという結果となった（2）。

翌日の重傷学生の死を契機に章士別は学生たちの攻撃対象となり、5月9日、北京30余校の学生

隊が鉄獅子胡同の執政府および吉兆胡同の段頑瑞宅に対し、国恥を忘れるな、軍閥を打倒せよ、

自由を勝ち取れとシュプレヒコールを叫び抗議デモを行なった。デモ隊は段棋瑞に対し、逮捕学

生の釈放・死亡学生の国葬・集会出版の自由とともに章士別の罷免処罰を要求した（3）。

名指しの罷免要求が出た章士別は、9日午後は学生との衝突を避けるべく、教育部には出仕せ

ず、夜も帰宅せずに中央飯店に宿泊せざるをえなかった（4）。高まりつつある学生運動の攻撃目

標とされた章士釦は早々に辞意を固め、5月12日には辞表を提出し、北京を離れることにした（5）。

章士別の辞意の背景には、学生からの攻撃のみならず、政府内部の派閥関係に由来する章に対

する反発と、総長職追放の空気が存在していた。

段祓瑞を取りまく派閥は複雑であったが、大きく安福派（王揖唐・曾敏萬）、元老派（許世英

・労仙丹）、太子派（段駿良）が数えられる。渇玉祥の北京クーデターで段祓瑞の再出馬が決定

すると、段の長子段駿良の招きを承けて天津を訪れた章士別は「古今東西を融合する大政策」を

発表し、段頑瑞側近の「小物」たちの献策を吹き飛ばしてしまった。段祓瑞の寵愛を争う安福派

は章の存在に不満であり、そして許世英ら元老派は章の台頭を最も危憤していた。重要機密に関

与する章は、当初秘書長就任予定であったが、内部の干渉で司法総長へと「降格」となり、後に

王九齢の休職後章が教育総長を兼任したため、その勢力は段祓瑞代表として孫文との直接交渉に

あたった許世英をも凌くほど増大し、章士別への嫉視も甚だしくなっていた（6）。

学生たちの章士別罷免要求は、派閥内部の力学的関係に対し大きな作用を与えた。段祓瑞は直

ちに慰留の命令を準備したが、章の復活に反対する意見が現われ、章の慰留命令は暫時留め置か

れることになった。この消息を聞いた章は憤葱をあらわにし、5月18日午後、執政府に赴き直接

辞表を出し天津に向かった。天津到着後、章は黎元洪や政学系の健将某某とともに別の道を切り

開くだろうといった風聞が伝えられた（7）。

段祓瑞の章士別慰留策を阻止させるにいたった理由としては、派閥構成員から総長職の「分配」

が求められたことがあげられる。直隷派を駆逐するために、多くの「政客」たちが奔走したが、

論功行賞が思い通りにならなかった者も多数いた。章が辞任すると、手にできる閣僚の席が2つ

残されることになる。そこで彼らは学生運動に対処するさいは、常に章に対する不満を述べて学

生におもねる論調をとり、四面楚歌の章士別は引退を表明することとなった（8）。

5月24日には、章士別の辞意は固く段も無理に留めない趣で、目下後任を物色中であり、湯瀕、

林長民、郡瑞彰らの名が出ていると伝えられていると報道された（9）が、しかし人材難に苦しむ

政府は、その4日後の5月28日の執政会議において、章士別の司法総長兼教育総長の辞任を慰留す

ることが決定された（10）。

天津から北京に帰った章士別は、6月13日には再度辞表を提出し、教育総長を辞任し司法部問

に専念することを願い出ている。これに対し段頑瑞が自ら章士別との会見を申し出て復職を要請

するにおよび章は再考を承諾し（11）、6月下旬には司法総長に復職した（ただし教育総長は兼任

せず）ようである（12）。

段祓瑞の閣僚人事は、当初より各実力派の代表から構成されていたが、西南の唐継尭との関係

断絶から唐継尭の代表である王九齢が1925年7月28日に教育総長を正式に辞職したこと、そして

農商総長に任命されてはいたがこれまで閣議に参加したことのなかった楊庶堪が孫文の死去で北

京に来たこと、これらを好機として、閣僚人事の異動が試みられた。鍵となるのは章士別であり、

まず7月28日の閣議で章士別を王九齢を継いで教育総長専任とし、司法総長の後任には楊庶堪を

任命することとなった（13）。楊は実入りのいい農商総長に執着し、章士別は司法総長に執着し、

資金難・学生騒動など問題の多い教育総長就任に抵抗したようである（14）。辞令は28日に出たが

章は出仕せず、翌29日に段の意を受けた張伯英が魂家胡同の章宅に赴き説得するにおよび、章は

30日早朝ようやく教育部に着任した（15）。ところが孫文派である楊庶堪の司法総長就任工作は成
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功せず、急転直下、7月31日より章士別が司法総長を暫時兼務することになり、8月18日に正式に

司法総長に就任し（16）、こうしてこの人事をめくる騒動は一段落した。章土針は再び司法総長兼

教育総長となったわけであるが、結果の如何に関わらず、段棋瑞執政政府内部における章士別の

位置がかなり不安定であることを印象付ける出来事であった。

正式に教育総長に就任することになった章士別は学風の整頓に取りかかることを決定し、これ

について北京大学代理校長の蒋夢麟と連日協議を行った（17）。だが、7月9日には女師大、法政大、

工業大、医科大、北大の国立5校の各学生会が、章士別は愛国的学生を圧迫して国恥紀念を禁止

し権力におもねった、それゆえ章が復職すれば再び愛国運動を弾圧するだろうという主旨の反対

宣言を提示し、章の教育総長復職に反対を表明していた（18）。上海で勃発した五三〇事件は直ち

に全国的に拡大した。北京、南京、漢口、広州など全国に波及し多くの都市で労働者、学生、商

人が大規模なストライキに突入し、デモやボイコットがおこっていた。章士別の教育総長就任は

ふたたび学生の政治運動の批判対象となることを意味していた。事実、復職した章を待っていた

のは、女師大の学生騒動であった。

（2）女師大事件

1924年2月、許寿裳のあとを継ぎ北京女子師範大学の女性枚長となった楊蔭橡はアメリカ留学

を経験していたが、その教育方針はかなり「封建的」であったらしく、4月には15名の教員が連

名で辞職するなど着任当初から教職員、学生の不満が高まっていた。楊蔭倫校長の排斥気運は、

1924年秋の3名の学生の除籍処分を契機に表面化し、1925年1月18日の全校学生緊急会議で「駆羊

運動」（楊と羊をかけた表現で、楊蔭喩の追放運動）が提起され、5月9日の学生自治会の幹部学

生6名の除籍を経て、校長側と学生側との対立が本格化し、学生側は枚長の追放を目的に校長室

を占拠し学校を封鎖した（19）。処分を受けた学生には、後の三一八事件の犠牲者・劉和珍、後の

魯迅夫人・許広平が含まれる。

教育部余事という官職にあった作家魯迅（周樹人）は、1920年より北京大学、北京師範大学に、

1923年からは女師大に出講し中国小説史等を講義していた。魯迅が女師大事件において学生側に

立ち、校長の楊蔭稔と対立したことはよく知られた事実である（20）。楊蔭稔の着任後まもない

1924年8月、楊と対立した魯迅が招碑状を突き返し、学生の懇請で教務に復帰するという事件が

あった。以後、魯迅と楊蔭稔、章士別との対立は拡大する一方であった。

デモにでかけた学生が死傷した1925年5月8日夜、魯迅は段祓瑞と章士別に警告の文章を書き、

学生に集会を許可すれば集会だけですむものを、強弓川こ圧迫するので集会以上の騒動になるので

あり、ロシアの革命もこのような経緯で起こったのではなかったか、と弾圧者側の非を含め（21）、

10日には凶獣（列強）に対しては羊となり、羊（学生）に対しては凶獣となる「凶獣のような羊、

羊のような凶獣である」と非難し（22）、13日には章士別を批判する『京報』の記事で「章士釘」

と誤植されたことを話題にして章士別を祁掩した（23）。5月27日、魯迅（署名は周樹人）、馬裕

藻、沈ヂ黙、李泰葉、銭玄同、沈兼士、周作人の7名の女師大教員が連名で「対於北京女子師範

大学風潮宣言」を発表し。女師大枚長楊蔭稔に反対した6人の自治会学生の除籍処分は不当であ

ると主張した（24）。

章士別は、7月28日付の辞令により30日に教育総長に着任していたが、その翌日7月31日に、楊

蔭稔が教育部に赴き章士別と会見し、「駆羊運動」の中心となっている4つのクラスを解散させ

ることを報告して章の承認を受けてから、京師警察庁に赴き保安警察孔40人の派遣を要請した。

翌8月1日朝、警官を率いた学校側は、学生の強制排除を強行した。一部の学生が学内にたてこも

ったが、楊校長側は校門を封鎖し、電線を切り、水道を止め、炊事も止めさせた。女師大学生自

治会は「緊急宣言」を発表し校長を非難し、女師大の窮状を広く訴えた（25）。

8月3日、全国学生総会が全国各地各学校各教育機関ならびに全国同胞に通電し、章士別の学風

整頓令は学風の破壊であり「中国の教育を回復不能の厄運に陥らせる」ものであり、「女師大学
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生は、校内に留まり絶食し、この中国の教育を破壊する老いぼれとたたかっている」と述べ、章

士別に反対し章と結託する楊校長を厳重処分することを要請した（26）。また8月5日、上海各界婦

女連合会が、北京女師大学生全員、章士別教育総長、北京女師大楊校長宛の電報で、武装警察が

女師大を脅迫したことは「教育界の奇恥大辱」であるとし、章と楊を厳しく非難した（27）。

楊蔭稔は8月3日、警察総監朱深に対し自ら書簡を出し女師大からの学生排除を依頼した。その

措置は例えば「警察が全責任を負い、校門を監視し、如何なる人間も如何なる物も（食糧、道具、

書簡）、出校のみを許可し、入校は認めないようにする」といった徹底したものであった（28）。

章士別をはじめ政府側の対策は女師大の廃校という単純で高圧的なものであった。8月6日章士

別が国務会議において女師大の解散を提議し、10日女師大の解散に関する教育部の命令が出され

た。

楊蔭倫および章士釣を非難攻撃する当時の学生側の決議や撒文では、楊蔭槍と章士別とを同一

視するものが多い。だが章士別と楊蔭橡との闇には懸隔がある。女師大廃校の上申書においてで

さえ章士別は楊蔭稔を庇おうとしていない。楊蔭橡が警察総監に出動を要請した8月3日、章士別

は女師大事件の妥当な処理を命令する一方、下僚の陳任中に調査させ、その結果揚があまりに性

急すぎることが判明したので、家族会議の開催によって解決の方法を協議する方針を出している

（29）。章士別が楊の独走を抑制しようとしている様子がうかがわれる。

上申書の最後で章士別は、女師大の学生たちの、その「行為」は罰すべきだが、その「実情」

は憐れむべきであると述べ、学生たちは各省から選抜されており家族や親戚が北京にいないもの

が多いため、大学を解散するとしても性急すぎてはならないとし、教育部の部員を派遣して各学

生の保証人とよく協議させ妥当な処置をとり、決して警察に干渉させてはならないことを訴えて

いる（30）。

だが、女師大の解散措置を知った学生たちは7日の緊急会議で、解散の拒絶、章士別と楊蔭橡

の追放、校務維持会の成立を決め対決姿勢を明確にした。一方教育部は、8月17日、解散した女

師大に替わり北京女子大学を設置することを決定した。これを承けて8月19日、教育部専門教育

司司長劉百昭が武装警官と教育部職員を率いて、接収のため女師大に赴いた。劉に挑発された学

生たちは、劉を包囲して、唾を吐き、罵倒し、劉の上着を破くなど狼籍に及んだという。劉の危

機を伝え聞いた章士別はただちに警察総監朱深に警官隊の派遣を要請し劉の救援に当たらせた。

このときの警官導入が学生たちの章士別に対する反感をひどく増大させる結果となった（31）。

19日についで、20日、22日と劉百昭による強制的な女師大接収がおこなわれた。22日の接収で

は、劉百昭が軍警と三河県の「老嫡子（女ごろつき）」百数十人を引き連れて来た。夏期休暇中

で多くの学生は帰省しており、学校に残っていたのは40数人だった。劉百昭は4人の老嬉子に1人

の学生を引き摺り出させ公安局へ連れていき、その後、逗留先のない学生は報子胡同の補習学校

に住まわせることにした（32）。

当時、農村女性の多くは纏足をしていたが、三河県の貧しい家庭の女性は纏足をしておらず、

伝統的に多くが北京や天津で女中をしていた。三河県の「老嫡子」が雇われたゆえんである（33）。

こうして8月23日、石鮒馬大街の旧女師大に「国立北京女子大学等備処」の看板がかけられ、

新大学としての整備が開始された（34）。一方、女師大の解散に反対する教員と学生は、校務維持

会を中心に教務活動を行い、9月21日、臨時に宗帽胡同で開校し、学生の受け入れを続けた。女

師大の学生たちは看板の「国立北京女子師範大学」の「国立」の2字を消し、そうすることで教

育部との関係離脱を表明した（35）。

この一連の女師大事件において、章士別が北京各校を始め全国各学枚の「公敵」となったこと

は重要である。

8月18日、北京大学評議会は章士別の女師大解散に反対し、教育部との関係を断絶することを

議決し独立を宣言した（36）。ついで8月19日、北京の50余りの学校が、「駆章同盟」すなわち章

士別追放同盟を結成し、「駆章運動」を開始した。北京学生聯合会は、上海、天津、広州に通電

し、女師大への声援を呼びかけ、8月20日には、42団体の代表が北京中央公園において女師大の

救援と「駆章」の方法を協議し、臨時駆章委員会を設立し、愛国運動大同盟の組織が計画された。
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劉百昭の強制接収の直後の8月23日、愛国運動大同盟臨時委員会は、章士別と劉百昭を起訴し、

各校連絡のもとで「回復教育運動」という呼称で「駆章大デモンストレーション」を実施するこ

とが決定された（37）。

愛国大同盟の結成は、帝国主義者と国内の反動的勢力が結託して愛国的国民運動を粉砕しよう

としているという認識にもとづく。そして章士別が女師大学生の「駆羊運動」を「抹殺した」こ

とはその典型的な例であると判断された（38）。愛国大同盟は「駆章運動」と各校の教育部からの

離脱とを同時に進めるとともに、五三〇運動以来の反帝国主義運動をこれに接合しようとしてい

た。9月21日には北京愛国大同盟、各校海案後援会、学生聯合会、民意主義同志会、雪辱大会、

救国団工人雪恥会の各団体が合同で大規模なデモを計画した。この計画は政府の禁止令と数百名

の武装警察の動員による実力行使によって中止せざるをえなかったが、集会予定地の天安門に向

かう沿道では「帝国主義を打倒せよ」、「上海事件の究明に反対せよ」、「関税自主を要求する」

とスローガンを叫ぶものがおり、また「領事裁判権を回収せよ」、「九七惨案を争え」、「章士

別を打倒せよ」と書かれた旗職を手に持ちデモを行おうとするものがいた（39）。このように章士

別は雪達磨式に拡大する大規模な抗議運動の具体町な標的となっていったのである。

教育部の女師大解散の方針に反対し、1925年8月8日、魯迅らが校務維持会の組織を発起した。

これに対し章士別は教育部余事の職に背く行為として魯迅の罷免を上申し、段祓瑞の批准をへて

14日に免職令を下した（40）。許寿裳、斉寿山ら友人らと善後策を協議した魯迅は、北京の50余校

が「駆章運動」を開始していたさなかの22日、罷免の不当を訴える訴状を自ら平政院に提出した
（41）

8月26日、魯迅は、許寿裳、斉寿山ら北京大学教員40人の連名で、「章士別に反対する宣言」

というビラを発表した（署名は周樹人）。その内容は冒頭からたいへん痛烈に章士別を非難した

ものであった。

「章士別の思想は陳腐で、行為は卑劣である。彼が司法総長兼教育総長として最初に行なった

ことは各校に続けざまに訓令を出し、学生の国恥記念集会を禁止することだった。次に行なった

のはでたらめもはなはだしい復古運動を提唱し、新思想を圧迫して時代の精神を抹殺することに

よって寵愛と職位を固めようとしたことである。彼は追放されても悔い改めることを知らず、英

国と日本が同胞を虐殺し、外交関係が緊迫したのに乗じて、こそこそと教育総長に復職した。ま

ことに厚顔きわまりない。……彼は捲土重来して以後、学風を整頓するという名目で教育を破壊

する計画を行なった。女師大の騒動に対して、公認された方法で解決するのでなく、武装警察の

力で脅迫し該校を解散した。また巡警と女中を使って無理矢理女子学生を引っぼり出した。女師

大を直接圧迫し、教育界を間接的に威嚇した。こうして種々の愛国運動を押しつぶすことで一網

打尽にするという彼の目的を達成しようとしたのである（42）」。

このように影響力の大きな作家や教授たちが一斉に章士別を非難したことで愛国大同盟など学

生たちの批判行動はさらに拍車がかかった。

政府側は、国民との合作を行う政権であるという建前上、愛国的運動に対してはなるべく干渉

しない方針を採ってきたが、この9月の大デモンストレーションに対しては、これを禁止する措

置をとることに踏みきった。第1に、ワシントン会議の決定で中国の関税を引き上げる関税会議

の開催を10月にひかえており中国政府としては内政を安定させ諸外国に有利な口実を与えないよ

うにする必要があったこと、第2に、この運動では章士別個人に対するさらに大規模な攻撃が予

想されるので章自身が禁止措置を訴えていたこと、そして第3に、運動の背後には当局が「洪水

猛獣」として恐怖する「共産党」の存在があったことなどがその理由であったようだ（43）。章士

別は五七事件に鑑み、居所を中央飯店から鉄獅子朝岡の執政府内の西院に移し、許可証を持つ政

府職員以外は中に入れないように、衛兵に厳重に護衛させていると報道されている（44）。ここで

抑圧された学生たちの章士別追放運動は、やがて11月の「首都革命」において再燃することにな

る。
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（3）標的としての章士別

章土鋸が学生運動の「悪役」に祭り上げられていくもうひとつの要素が、金フラン問題への関

与であった。

辛丑条約（北京議定書）の膳償金支払いにあたっては、担保となっていた関税と塩税から毎年

の償還分を差し引いた剰余は「関余」「塩余」と称されて中国に返却されることになっていた。

軍備拡充の経費を必要とする政府は「関余」と「塩余」の回収を条件にフランスと秘密交渉を行

い、国務会議において、膳償金を金フラン換算で支払う金フラン案を通過させ、中仏間で正式に

協定を締結した（正式公布4月21日）（45）。この協定は、外交部とフランス公使との協議にもと

づき、財政部の専門委員が協定素案を作成し、これを司法部に送り逐条審査をおこない、妥当と

認めたものであった（46）。

ところが、司法部が審査したさいに司法総長章士別が贈賄を受けたという嫌疑がかけられ、半

年後の10月初に総検察庁庁官爵敬菜が財政総長李思浩、外交総長沈瑞麟を検挙し、その後、財政

部の書類を審査したことから章士別をも検挙する意向である、と報道された（47）。翁敬葉の上申

書では、章土釦が司法部内の意見調整を行なわないまま独断で越権行為を行ない、その結果8千

万元以上もの国庫の損失を招いたことが章士別の検挙理由だとされた（48）。

章士針としては金フラン問題への関与は、官僚としての責務を果たしたにすぎなかった。章は、

李思浩の後任の財政総長陳錦涛宛の書簡において、財政総長の閣僚会議での報告にもとづく処理

であって、一国務員としてはこれを拒否して責任を回避するという道理はなく、政府全体の責任

であることを訴えている（49）。

当時の報道によると、翁敬菓自身は外交財政両総長を検挙した後から休暇をとっており、この

検挙自体が段祓瑞に反対する直隷派の運動による政治的陰謀の可能性があると観測された（50）。

しかしながら金フラン償還協定自体は、ヴェルサイユ条約以後敏感になってきた国民の民族主義

的感情を大いに傷つける問題であった。それゆえ反政府側にとっては政府攻撃の格好の口実とな

った。真偽のほどはともかく、この嫌疑によって章士別白身が金フラン案締結の張本人、すなわ

ち「帝国主義の犬」と冒されるにいたったのである。

おりしも章士別追放運動のさなかにあり、世評では、章士別への賄賂は30万元を最高額に、20

万、17万5千、12万、少ないもので5万だ、3万だと興味本位にとりざたされた。章士別にしてみ

れば、自ら無実を釈明しても信じてもらえるあてもなく「誹誘を止める方法は、何も言わないこ

とである。争いを止める方法は、争わないことである」という姿勢をとらざるをえなかったよう

である（51）。この事件自体は、1926年3月6日になって北京高等検察庁が、李思浩、沈瑞麟、章士

別の3人を不起訴としてようやく結著した。だがこれによって、汚職政治家章士別というイメー

ジが世に知られることとなった。

「駆章運動」は、1925年10月26日の「関税特別会議」の開催を焦点に関税自主権の回復と不平

等条約の取消しを求める民衆団体の政治運動の高揚と連動し、さらに職烈になったた。この高揚

の背景には、「国民会議促成会」の回復と「国民会議」の開催による新政権の樹立を目的とする

共産党北方区委員会を中心とした「首都革命」の実行計画の推進と、奉天派との戦争へ向けて動

き出した国民軍を支持する計画とが作用していたようである（52）。

時局の紛糾を招いた責任を負い、章士別は11月10日、国務総理許世英、警察総監朱深、財政総

長李思浩、交通総長葉恭締、農商次長莫徳恵とともに段祓瑞に対して辞表を提出した。一方、

「関税特別会議」に対して関税自主運動が起こり、章の辞表提出の同日、全国学生総会と広州外

交代表団などの団体が北京で「関税自主示威運動善備会」を組織したうえ、デモを計画し、段祓

瑞の辞職を要求した。11月22日、北京各界は「関税自主国民示威大運動」を挙行し、数万人が参

加した。章士別に対する個人攻撃はこうした大衆運動に組み込まれていった。

1925年11月28日、北京各団体各学校学生教職員が、「現政府を打倒し真の国民政府を建設する」

をスローガンとする大規模な民衆運動をおこし、章士別、梁鴻志、李思浩、朱深らの私宅を襲撃
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し、段祓瑞の辞任を迫った（53）。後世「首都革命」と呼ばれる事件である。梁鴻志は臨時執政府

秘書長で「善後会議条例」を起草した人物であり、李思浩は財政総長として金フラン問題に関与

しており、朱深は警察総監として国恥記念日のデモと女師大事件において軍警を派遣し学生を弾

圧した当局側の責任者であった。

この大規模なデモは、集会を開き、行進を行い、決議文を出し、スローガンを叫ぶという、五

四運動以来の中国における学生運動の方式を踏襲していた。

北京の各団体は、11月28日午前、国民大会開催の布告を各学枚の壁に張り出した。布告には、

集合場所と集合時間が記され、「政局が突変し、現政府は根本から動揺している。北京はすでに

われわれ民衆（学生、労働者、兵士）のものである。われわれはこの機会に乗じ、大規模な民衆

運動を行う」、「国民大会を開き、段祓瑞に辞職を迫り、朱深、章士別、桃震、李思浩の犯罪者

を逮捕処刑する」ことが訴えられていた。

神武門に集合した参加者数万人のうち大多数が学生であった。朱家輝を総指揮兼主席とし、先

の尖った棍棒をもち決死の覚悟の北京学生革命敢死隊、自転車による連絡を行なう交通隊、医大

女子学生の看護自動車隊、工場労働者一万人あまりからなる工人保衛団などが組織された。

集会では主席の朱家輝が開会を宣言し、革命の事業は民衆の努力にあること、今日の開会の目

的は売国政府の打倒と国民政府の建設であることが述べられた。宣言が終わると群衆は大声でス

ローガンを叫び、総指揮の命令でデモ行進に出発した。（1）総司令旗、（2）総副指揮団、（3）学生

軍、（4）敢死隊、（5）工人保衛団、（6）各学校、（7）各団体、（8）市民、（9）救護隊の順序であった。

ときに各種のビラが雪のように空に舞った。ビラは「北京共産党宣言」「国民軍に告そ」「北京

総工会宣言」「国民大会のスローガン」などが書かれており、説60種を下らなかった。予め周

到な準備のもとでの抗議集会であった。

神武門を出発したデモ隊は、鉄獅子胡同の執政府へ向かった。先導は「首都革命」の大旗でデ

モ参加者は各々木の竿の旗職をもっていた。これは従来のデモや示威運動ではなかったことだっ

た。旗暇には「売国奴を殺せ」、「安福派の生き残りを排除しろ」、「民衆大暴動」などと大書

された。労働者、学生の多くは手に巨棒、長いす、戸の枠、窓の格子など、種々の武器を持って

いた。学生軍は軍服軍帽で北京大学隊の人数が最も多く、民国大学がそれに次いだ。敢死隊は約

200人だった。京畿警衛司令部は拳銃と大刀の2連隊をデモ隊につけて秩序維持にあたった。

鉄獅子胡同（執政府）から移動し吉兆朝岡（段麒瑞宅）に到着したデモ隊は、警備担当の国民

軍との軟硬様々な交渉を行い、いくつかの要求項目を議決し吉兆朝岡を撤退した。　次の目標は、

魂家胡同の章士別宅であった。章宅の門戸は固く閉じられていたが群衆は門を破り中に入った。

門内には下僕数人がいるだけだった。群衆は窓や器具をことごとく破壊した。貴重品はすでに運

び去られており、残されているのは粗末な家具ばかりであった。客室に長さ2尺あまりの章士針

の肖像があったのでこれを持ち出し、毀した器具とともに焼き払った。

章宅の他に、南兵馬司の李思浩宅、北池子の朱深宅、西四小蒋坊朝岡の劉百昭宅、東四四二条

の桃震宅、大紅羅廠の稟恭綽宅、表章庫の曽兢筒宅も襲撃の対象となった。

翌11月29日、執行部（国民示威運動委員会）は天安門で国民大会を開会した。国民党が宣言を

発表し、奉天派軍閥の打倒と国民軍の支持を訴え、（1）民衆の指揮する革命政府の樹立、（2）結社

集会言論出版の自由、（3）労働法の公布と8時間労働制の確立、女性労働者・弱年労働者の保護、

（4）農民の保護と不当な徴税の撤廃、（5）各階級代表の参加する国民会議の召集、（6）北京政府と

南方の革命政府との連合、（7）帝国主義に反抗し、不平等条約を取消し、関税自主を実現するこ

と、以上の各項が人民の希望と要求であるとし、これを実現することが新政権の唯一の存在理由

であると述べ、「革命運動万歳。人民の自由万歳。革命政府万歳」と宣言を締め括った（54）。

以上が11月28日および29日の「首都革命」と称される事件の顛末である。

国民会議の開催、国民政府の樹立といったデモ隊の要求項目を見るかぎり、この運動の主旨は

孫文の国民会議運動の精神を踏襲するものであることがうかがえる。デモ隊の旗職の中には国民

党旗があったことからも、当時の国共合作期の国民党の北京市党部（徐謙など）がいかに「革命

化」していたか、換言すれば、いかに共産党化していたかが判明する。孫文死後に西山会議派な

第10章　晦149



どが発生する一因となる国民党の「左傾化」に対する危機感の種がすでに充分に成長しているよ

うすがうかがえる。

またこの「首都革命」にみるような民族主義的熱気が、約半年後の1926年7月に始まる北伐

（「国民革命」）を成功させる背景としてあり、こういった大衆的政治参加の要求の噴出こそが、

エリート主義的な「約法体制」がすでに時代に不適切なものとなっていたことを証明している。

章士別は自宅を「寒家」と称している。その寒家は魂家胡同13号にあり、木材商の所有で、

1918年に十条胡同から転居してきたままである。家賃は月額50元、20間余りの普通の四合院であ

った。夫妻は正房、左麻は書斎、右廟は客間、後照は子どもの勉強部屋にあてていた。各団体に

よる11月28、29両日の示威運動は、11月30日に北京警衛司令部が集会を禁止してようやく下火に

向かったが、章士釧はこの日、自宅を襲撃されたことについて次のように書いている。

五七記念日の事件でわが家は一度破壊されたが、その程度はあまりひどくはなく、妻子は北戴

河に一月あまり避難していた。今度の場合、11月28日早朝のうちに、被害は免れないという知ら

せがあり、妻子は車で北海公園に避難していた。午後5時すぎ、千人あまりが吉兆胡同から移動

してきた。学生か、流現か、渾然としてよくわからなかった。どっとおしよせて門や窓、箪笥、

机、椅子にいたるまで打ちこわされ、わずかな時間に家族5人の家庭が破壊された。「ああ、秀

才、暴をなし、佳籍を観るも、心を動かさず。書生、仇を尋ね、名蹟を燈きて、事なきがごとし」

と章は嘆き、突如として政変が生じ、北京は漸らく恐怖時期に入った。人は自らを守ることがで

きず、国務院は犬のように卑屈であった、と述べている（55）。

報道では章家の被害は僅少であるように伝えているが、実際のところ避難に十分な時間がなく、

章によれば、多数の洋書を含む書籍と、章家に残っている岳父呉保初の墨跡の多くがこのときに

失われたようである。高等教育を受ける青年知識人が平然と「佳籍」を焼き捨てる振る舞いは大

いに章を驚かしたようだ。「11月28日29日の2日間、北京では暴民が義勤し、百年前のパリ恐怖

［フランス革命］の様子であった」と章は述べている（56）。

章士釧は11月10日にすでに教育総長を辞任していた（後任は易培基）が、12月31日になって章

士別の教育総長職と兼任司法総長職の辞任が承認された（司法の後任は馬君武）。その間、夏以

来教育部と対立を続けていた北京女子師範大学が復校している。章の辞職は女師大の「勝利」を

意味していた。デモの余韻のさめやらぬ11月30日、旧女師大の教員・学生が宗帽朝岡の仮枚舎か

ら石鮒馬胡同の女子大学の校地へ復帰した。校門内外に孔400人が集まり、章士別の筆になる

「国立北京女子大学校」の看板がはずされた（57）。

魯迅の免職に関する訴訟も、1926年2月23日には魯迅の勝訴となり、教育部の処分取消を記し

た裁決書が3月23日に魯迅のもとへ送付された。3月31日に国務総理貢徳輝の署名で教育総長（馬

君武）に下された訓令（臨時執政訓令第13号）によって、教育部は魯迅の復職令を頒布し、処分

の取消しが承認された（58）。

第2節　三一八事件と臨時執政府の崩壊

11月28日以後、章士別は東交民巷に避難した。段祓瑞の閣僚は四散してしまい、閣議は内務総

長の贅心湛が主宰していたが、もはや政府とはいえない状態であった（59）。章士別はその後しば

らくは人との往来を避けていたが、やがて北京市内も戒厳が解け、車で市内に出ることにし、乙

3日に一度吉兆胡同で段祓瑞に会い、孔4時間ばかり文墨のことを話すという日常であった（60）。

「首都革命」を標梼した1925年11月末の北京の大衆運動は、国民党北京党部と連携した李大別

ら共産党北方区委員会の計画にもとづくものであった。このことは当時対立が顕著になった親日

の奉天派と潟玉祥の国民軍の軍事衝突を背景に、国民軍を支持し、同時に反奉天派の軍を率いる

郭桧齢の軍事行動を支援することをも意味していた。渇玉祥と密接な連絡関係がある李大別は、
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使者を介して郭桧齢の軍事蜂起を促しており、郭と渇との間にも同盟関係が成立していた。11月

22日、郭松齢軍は「東北国民軍」と改称し傑州で蜂起を起こし、同日、北京では数万人規模の

「関税自主国民示威大運動」が開始され、段祓瑞の下野を要求し「国民政府」の樹立を狙った28、

29両日の大デモンストレーションが行われている。礪玉禅は宋哲元の部隊を熱河へ派遣するなど

郭の軍事行動を援助し、李大別は11月の大衆運動を指揮して集会やデモの陣頭に立ち、段棋瑞政

府の打倒、帝国主義への反対、関税会議の解散を叫んだ（61）。

郭松齢の戦死が、関東軍の援助を受けた張作霧軍に敗北したことから、中国国民の反日感情に

火をつけた。中国共産党の指導下で、上海、南京、武漢、福州、度門、長抄、杭州など各地で、

日本の出兵と張作霧の売国的行為に反対する集会が行われた。12月27日の上海での集会には200

余りの団体と6万人の群衆が参加した。北京では翌年1月に北方区妻の組織による「北京国民反日

大会」が成立し、1月13日、14日、27日と集会とデモ行進が行われた。さらに英国の支援を受け

た呉侃字軍が国民軍を攻撃するにおよび、大衆のデモには反英国・反呉侃学のスローガンが加わ

り、数万、数十万人の規模の集会が挙行された。2月27日には天安門前で開かれた「反英討呉」

の「国民大会」には130万人が参加した（62）。

郭桧齢の蜂起以来、国民軍と奉天軍との間で軍事衝突が頻発していたが、1926年3月はじめ国

民軍の軍艦が天津の入り口にあたる大酒を封鎖すると、3月12日、奉天派を支持していた日本の

軍艦が大活砲台を砲撃した。さらに3月16日には、米、仏、伊、蘭、比、西、日の8カ国が適合し、

段祓瑞政府に対し軍事行動を中止せよとの「最後通牒」を出し、回答の期限は亜時間以内、つま

り3月18日正午までとした。

共産党北方区委書記李大別らは、3月14日に30万人の反日国民大会を開き日本軍の大酒砲撃に

抗議し、3月17日には国民党市党部、北京学生連合会、北京総工会、反日討呉張大同盟など150余

りの団体代表200名が北京大学三院で緊急連席会議を開催し、請願デモを行ない負傷者を出した。

「最後通牒」の期限が切れる3月18日にも、天安門前で「列強の最後通牒に反抗する国民大会」

と称する抗議集会が開かれ、段頑瑞の暴力の証拠として前日の負傷者の血染めの衣服が大会主席

台の前に懸けられ、参加者を奮い立たせたという。会後、再度政府に請願を行った。約2000人の

デモ隊が鉄獅子胡同の執政府門前に達すると、数百名の兵士にとりかこまれてしまった。報道に

よれば、代表数名が貢徳耀総理との会見を要求したが、その間に、群衆は総理との直接会見を求

めて国務院に侵入しようとし、これを制止すべく警備隊が威嚇のため空砲を撃つと（警察側は学

生が先に発砲したという）、群衆は拳銃、爆弾、梶棒で衛隊に抵抗したため、警備隊は実弾を発

射し、多くの死傷者がでた（63）。結局、47人が死亡し、200人あまりが負傷した（64）。三一八事

件である。

この「民国以来もっとも暗黒なる日（65）」の47人の死者のなかには女師大の学生である劉和珍

（23歳）と楊徳群（26歳）が含まれていた。魯迅は教え子である彼女らの死を悼み追悼文を書い

ていている。

「聞けば、彼女、劉和珍書は、そのとき機嫌よく出かけていった。当然、単なる請願にすぎな

いのだ。少なくとも、まともな心の持主なら、こんな網がはられているとは想像もつかないだろ

う。しかし、事実、執政府の前で弾丸にあたった。背中から入り、斜めに心肺を貫き、すでに致

命傷であったが即死ではなかった。同行した張静淑君が彼女をたすけおこそうとしたとき、4弾

をうけた、その一つはピストルであり、その場に倒れた。同行した楊徳群がさらに彼女をたすけ

おこそうとして、撃たれ、弾丸は左肩から入って、胸を貫き右寄りに出て、やはり、その場に倒

れた。それでも彼女は、まだ身をおこすことはできたのだが、一人の兵士が梶棒で彼女の頭部と

胸部に2回強打を加え、その結果、死んだのである（66）」。なお、このとき張静淑をはじめ女師

大の学生9人が負傷している（67）。

李大別らはその晩、中共北京党組織と共青団組織の緊急連席会議を開催し、闘争の続行と死傷

者への慰問を決定し、3月19日、北京の各学校は一斉に授業ボイコットに入った（68）。

一方、段執政は18日夜、段宅で緊急会議を開催し、徐謙、李大釦、李煙混、易培基、顧孟余

（顧兆熊）の5名を国務院前大惨劇の首謀者と認め、19日逮捕を下令した。この臨時執政令では

「徐謙等5名は共産学説の名を借りてしばしば事件を起こした。……徐謙等5名はその所在が北京
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の内外であるかを問わず逮捕して法により処罰する」と記され、貢徳耀（国務総理兼陸軍総長）

屈暁光（内務）、貿徳票（財政）、虚心（司法）、贅心湛（交通）の5人の閣僚が署名した（69）。

この署名者に名を連ねてはいないが、章士別は当時臨時執政府秘書長の職にあり、ほかならぬ章

が18日夜の段宅での緊急会議に参加し逮捕令を起草したと報道された（70）。

3月17日の『世界晩報』は、国務院門前の惨劇の主謀者は執政府秘書長章士別であり、国務院

の警備隊が執政府に指示を要請したとき、章士別が「必要なら発砲してよい」と答えたと報道し

た。これに対し章士別は、その記事は控造であり、警備隊が指示を仰くのは直属長官か国務総理

であって、自分は警備担当の李嶋鐘が執政府に報告を行なったさい、会議の席上ではじめて事件

のことを知ったのであり、「発砲」に関して言われていることは事実ではなく、自分は無実であ

ると抗議した（71）。だが、『世界晩報』は再度章士別を非難し、章に対する弾劾は激しさを増し

た（72）。

ことのほか辛辣な個人攻撃を行なったものに、湖南省出身者朱自強、李晴嵐ら15人の連名によ

る公開書簡があった。この批判文では、三一八事件はあたかも章士別の単独犯であるかのように

扱われている。この長大な書簡では4つの項目についてそれぞれ膨大な理由を付してまことに辛

妹に章士別を非難している。非常に長大な書簡であるが、その要点を拾えば次のとおりである。

（1）青年学生の虐殺に関与しながらも罪を段祓瑞、貢徳健に転嫁しようとするなど「おまえの

人格は完全に破産している」。（2）口を開ければ論理だ論理だと言うくせに、おまえの話はまっ

たく論理的でなく「おまえの思想はあいまいきわまりない」。（3）おまえは農村立国だとかいっ

ているが、それほど農村を重視するなら粗食をして田舎の農夫と一緒になることだ。だがおまえ

は農村に行かないばかりか、ロンドン製のぴかぴかの靴を穿いて、陰謀を企み、人にへつらい、

ついに古今東西空前の虐殺を演出して、帝国主義者に仕える首切り役人となっている。よって

「おまえの政治観念はうそ八百である」。（4）現代の教育思想は啓蒙を重視し、客観に基づくも

のだが、おまえはおまえの主観的独断を青年の頭脳に注入しようとするなど「おまえには教育の

常識はまったくない（73）」。

やがて章士別に対する非難は、執政府全体に対する攻撃と連動してゆき、「段祓瑞、章士別は

軍閥の走狗となり、帝国主義の首切り役人となった（74）」として章士別を帝国主義と軍閥政府の

シンボルとする認識が流布してゆく。

たとえば、「北京平民大学学生会」は「段麒瑞、章士別、貫徳耀ら主謀者の銃殺」を聞争目標

として掲げることを通電し（75）、「中俄大学全体学生」は（1）段頑瑞と貢内閣の犬に迫り24時間

以内に辞職させること、（2）国務院秘書長、執政府秘書長の部漢祥、章士別ら主謀者を銃殺する

こと、（3）愛国的同胞を射殺した執政府の警備隊を処刑することなどの要求を決議した（76）。

章士別が批判対象として象徴化された証拠としては、「段祓瑞、章士別、貢徳耀」の3人がひ

と組みとなり、悪逆政府の代名詞、反政府運動のシンボルとして使用されることにうかがえる。

「段頑瑞、章士別、貢徳輝が愛国同胞を虐殺して後、海軍部の門前には屍が累々と横たわり…

…」、「北京の愛国的民衆および本党同志は、……段頑瑞、章士別、貫徳耀等に包囲殺教され…

…」、「段祓瑞、章士別、貢徳耀等はもともと帝国主義の走狗であり、……（77）」という中国国

民党北京市党部の表現や、「このたびの3月18日の愛国運動では、無事の民衆が帝国主義の走狗

一売国奴段頑瑞、章士別、貢徳耀等に虐殺され、……（78）」という表現、また「段祓瑞、章士

別、貢徳耀等は民衆を虐殺することで帝国主義者の歓心を買おうとし……（79）」といった表現が

それである。魯迅も、三一八事件との関連で章士別を名指しで非難したさいは、段祓瑞・貢徳輝

と組にしている（80）。

こうして三一八事件を直接の契機として段頑瑞庸時執政政府は民心を失い、政権を維持する資

源を失った。執政府は徐謙らに対する「逮捕令」を執行させることもできず、魯迅は「逮捕」と

は「追放」のことであるか、と政府を榔捻してみせた（81）。

こういった状況下で、国民軍のソ連人顧問団は政府の武装解除の好機であると判断し、国民党

および共産党の北方区執行部会議を主宰する李大別を通じて渇玉祥に働きかけ、当時天津前線総

指揮の鹿鐘麟を北京衛成司令に任命し、執政府を占拠させた。4月9日深夜より執政府の包囲を開

始した鹿鐘麟の国民軍が、10日未明、段祓瑞執政府を占拠し、ここに臨時執政府は消滅した（82）。
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イタリア兵営に避難していた章士別は11日午後、段祓瑞の避難先である公使館区域のフランス商

会に到着した（83）。

クーデターで段祓瑞を追放した国民軍も、4月15日の奉天派・直隷派の連合軍の攻撃により北

京を撤退したが、呉楓字、張作霧の支配下においては、もはや段祓瑞政府の復活はありえず、4

月20日、退陣を表明した段は専用車で天津に向かい、章士別もこれに同行した（84）。章士別は段

祓瑞政権と心中することになったといってよい。

小結

大衆の示威運動における章士別批判の多くは、運動のなかで展開された宣伝によって増幅され

た「仇敵」イメージにもとづくものである。

章士別は「臨時執政」の要職に就いたが、だがそれゆえに多くの政敵を抱えることとなった。

古参の段棋瑞側近たちからは嫉視の対象となった。国民会議促成会運動を通じて民衆運動を指導

していた共産党からは運動の標的とされ、さらには国民党内部の派閥分裂にさいしても犠牲の羊

として攻撃されてしまった。

11月末の章土別宅破壊事件の背景には、共産党の台頭に対抗する国民党右派の思惑が働いてい

た。国民党改組当時から国民党内には孫文の容共政策に反対する幹部たちがおり、孫文の逝去後、

彼らは国共合作を放棄すべく、1925年8月に国民党左派のリーダー靡仲憎を暗殺したが、逆に広

州では孤立してしまい活動の拠点を北京に移し、林森、鄭魯、謝持らが中心となり、11月23日、

北京郊外の西山において「国民党1期4中全会」を開催し、共産党員の国民党籍を取り消すことを

議決した（85）。西山会議派の成立である。

1925年11月の「首都革命」は予定した国民軍の呼応が得られぬばかりか、国民軍が段祓瑞を支

持したため所期の目的を達成できなかった。共産党側の論評によれば、国民軍がこのような態度

に出たのは、（1）当日早朝、鄭魯、林森らが自ら鹿鐘麟を訪ね、今度の運動は共産党が指揮をし

ており共産党は即刻北京に労農政府を樹立し中国を赤化するつもりだと「密告」したこと、（2）

国民軍の渇玉祥が段祓瑞を追放する決心がつかず最後まで躊躇したことがその理由であった。国

民党右派は、「首都革命」の当日、集会にごろつきを紛れ込ませ、さらに章士別ら政府閣僚の私

宅を襲撃して破壊させ、その翌日に各新聞社に共産党の暴動的行為であると通報した（86）。

11月の章土別宅の襲撃が、共産党の撲滅を目的に国民党右派が故意に仕組んだものであると解

釈すれば、5月の襲撃の被害が少なく、11月の被害が徹底したものだったことの説明となり、章

士別が犠牲の供物とされたことの証左ともなる。章士別への個人攻撃が段階を追って拡大・増加

するにさいしては、こういった政治的な背景が影響を与えていた。

「臨時執政」の名付け親としての章士別の政治論、国家建設論は、出発点から挫折していたと

いえる。段祓瑞が孫文の国民会議構想を拒否し、新政権樹立に際して国民党を排除した段階で

「臨時執政」は全国民的な政権ではなく、党派的な政権として攻撃の対象となった。そして段祓

瑞が諸外国の在華権益の尊重を表明し、孫文の不平等条約撤廃論と対立したことは、帝国主義の

保偏だという批判を浴びる一因となった。段頑瑞政権には依存できるイデオロギーがなかった。

それは章士別の政治論の特徴でもあった。新国家を建設する使命を帯びた新政権の正統性の基盤

は脆弱で、政治的統合を進める凝集力としてのナショナリズムを「臨時執政」は利用することが

できなかった。ワシントン体制当時の中国におけるナショナリズムは排外運動へと短絡しており、

それは国民党と共産党がより過激に主張していたものであった。そして依拠すべき軍事力は、張

作霧、呉侃字、潟玉祥など軍閥的実力者のものであった。かくして段政権を支える力は何一つな

かった。最後には、三一八事件で最少限の正当性も道義的に喪失し、国民軍と奉天派との戦闘で

拠るべき軍隊を失っていた。

近代中国の歴史において、排外的ナショナリズムの発現が反政府運動になってしまうことがし
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ばしぼある。本来、統合の論理であるべきナショナリズムを、領袖たちは自らに対する対抗勢力

と見なしてしまい、これを憎悪する。また逆に排外的なナショナリズムの担い手にとって、「帝

国主義」の援助を受ける領袖の存在が不道徳なものと観念され批判攻撃の対象とされるために、

ナショナリズムが排除の論理になってしまう。結局、ナショナリズムの統合機能は抑制され、純

粋なイデオロギーではなく党派的なイデオロギーであると認知されてしまう。

帝国主義と軍閥の犬という「仇敵」イメージは反体制運動の中で増幅されたものであったが、

しかしこれが全くの「冤罪」であったわけではない。19世紀後半の英国をモデルとした統治機構

論に大きな特徴をおく章士別の政治論にあっては、国家建設にあたって、民衆的なナショナリズ

ムを利用する充分な枠組みがなかった。またギルド社会論の導入にあたってもそのエリート主義

的な噂好を強く残すことになった。そのため章士別は、流動的な国内外の諸関係を視野からはず

し、不安定な政権の教育行政の担当者としては、ナショナリズム拡大の一翼を担う五三〇事件以

後の学生運動、大衆的示威運動に対して、きわめて硬直した反応をすることになってしまった。

これが1925年後半の章士別追放運動を招く、最大の理由であり、時代の潮流を読み誤った政治思

想家としての章の限界点であった。

本章の最後にあたって、その後の章士別と李大釦のエピソードを記述しておこう。それは不合

理な理由から迫害される政治運動家を保護するという、以後の章士別の経歴上の特徴の最初の事

例でもある（87）。

李大別は段祓瑞政府の打倒運動を指導し、三一八事件では自ら負傷しつつ退却の指揮をとり、

政府の要職にある章士別は、李大別らの逮捕令を起草していた。二人の政治的立場は対極的であ

った。だが、両者の家族の交際はいよいよ親密になり、章士別の三人の息子はみな李大別の生徒

として政治学を習い、李大別の長女李星華は章士別夫人の呉弱男の義理の娘となったという。李

大別夫人とその子女もしばしば魂家朝岡の章士別宅を訪ねて飲食談笑し、一家族のようであった
（88）

1927年4月6日、ソ連大使館に潜んでいた李大別が治外法権を侵して侵入した張作震軍に逮捕さ

れた。張作憲は逮捕した李大別をいかに処置するか迭巡していた。そこで章士別と呉弱男が李大

別の救済に奔走した。章士別は、張作霧の側近である総参議楊宇産に働きかけ、楊宇墨を訪ねた

章は「一時の勢いでこの国土を殺せば、その悪名は永遠に残る」と述べた。楊はこれを聞いてひ

どく驚き張作霧に次第を述べると、張も動揺したようであった。ところがはからずも政客曽崎が

李を極刑に処すべきであることを進言し、また山東を支配する張宗昌が前線から電報で共産党を

根絶すべきであると訴えたため、章士別らの努力もむなしく、4月27日李の処刑が行われた（89）。

李大釧の処刑後、納棺された遺体は彰儀門内下斜街の長椿寺の一室に移された。翌日、李と同

郷の白眉初、李時らとともに、章士別と呉弱男が蝋燭や紙銭をもち供養を行なった。呉弱男は遺

族を慰撫し、章士別は遺族のために友人たちと募金を行った（90）。

1933年4月中旬、中国共産党北京市党部は、ひそかに章士別、呉弱男、白眉初および北京大学

の学生たちと連絡をとり、李大別の公葬を計画し、23日を実施日と決めた。前日の22日に宣武門

外下斜街の妙高漸寺で多数の人を集めて供養を行い、翌23日に香山の万安公募に向かった。見送

りには北京大学の教授も多数いたが、棺桶には共産党旗が掛けられていたため早々に退散し、共

産党同志、大学生、白眉初ら旧友と呉弱男がともに香山へ赴いた（91）。

1926年4月、章士別は段祓瑞と共に失脚した。章士別の政治家としての生涯は段祓瑞執政府の

崩壊と共に終焉を迎えたと言ってよい。以後の政治史において章士別が政治的事件や変動の中心

に位置することはなかった。天津に引退した段祓瑞は、日本軍に利用されることを避け、1933年

に上海に移り1936年に病死した。魯迅は1926年に北京を離れ、度門、広州をへて上海に落ち着き、

中国左翼作家連盟の実質的指導者として活躍し、1936年に上海で病死した。前執政府の高官は南

京政府から逮捕命令がでており、北伐軍の北京占領後の1928年末、章士別は家族と共に欧州へ旅

立ち、英国、ベルギー、ドイツを訪問した（92）。1907年、1921年に続く、章士別3度目の訪欧で

あった。
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317－318貢の中川俊訳によった）。

（81）魯迅「可惨与可笑」『魯迅全集』第3巻「華蓋集続編」前掲、370貞。なお引用部は相浦呆訳

（代表）『魯迅全集』4華蓋集・華蓋集続編、前掲、308責の中川俊訳に拠った。

（82）闇椎新『李大釧和渇玉祥』前掲、139貞。季宇『段祓瑞伝』前掲、438－439責。
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（83）「各社要電」『申報』1926年4月14日。

（糾）「本館要電」『申報』1926年4月21日。

（85）郭緒印主編『国民党派系闘争史』上海人民出版社、1992年9月、ト10頁。

（86）敬「北京民衆反段運動与国民党右派破壊陰謀」『背導』140期。

（87）政治的または社会的改革の過程で個人に加えられる不正を心の底から憎み、非難するのは、

保守主義政治思想の大きな特徴である。ヒュ一・セシル、柴田卓弘訳『保守主義とは何か』早稲

田大学出版部、1979年11月、42貢。

（88）章士別「李大別先生伝章序」張次渓『李大別先生伝』神州図書公司、1951年8月、小5貢。

（89）章士別「李大別先生伝章序」同上、74貢。張静抑・馬模貞『李大別』上海人民出版社、1981

年5月、164－165貢。

（90）章士別「李大別先生伝章序」同上、79貢。章含之「我与父親章士別」前掲、89責。

（91）章士別「李大別先生伝章序」同上、85貢。

（92）白書庵「章士別」『民国人物伝』第4巻、中華書局、1984年、59貢。
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【第3部】　「政治の中の矢口識人」
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第11章　「訓政体制」と章士別の政治的位置

はじめに

第1節　東北大学における章士別

第2節　陳独秀裁判と章士別

（1）陳独秀の逮捕と裁判

（2）章土鋸の弁護

（3）『中央日報』との論争

第3節　巽察政務委員会における章士別

小結

はじめに

中華民国の政治状況は1927－8年をもってその基本的枠組が変容し、それまでの「約法体制」に

代わり「訓政体制」が登場する。1930年代の中国政治を特徴づけるのは、「訓政体制」下におけ

る憲政移行をどのように実現するかという問題と、抗日ナショナリズムをいかに政策的に吸収す

るかという問題である。

1927年4月南京に中華民国国民政府を樹立した中国国民党は、全土の武力統合を達成した1928

年に「軍政時期」から「訓政時期」への移行を宣言し、訓政期の根本法である「訓政綱領」を公

布した。全文6条からなる「訓政綱領」の前文では「中国国民党は総理の三民主義を実行し、建

国大綱の訓政時期にてらして国民を訓練し政権を行使し、憲政の開始までに全民政治を完成する」

と規定された。

しかしながらこの南京の新政権はいまだ不安定であった。反蒋介石系の地方実力者の内乱を平

定し、さらには瑞金に成立した共産党の臨時政府に対し大規模な軍事行動を展開しなければなら

なかった。そして日本軍の脅威の増大と満州事変の勃発は新政権の威信をはなはだしく傷つける

ことになった。国民党内部にも派閥があり、元老派、西山会議派、広西派、左派など、各派閥闇

の利害と正統性をめくり括抗していた。

南京政権が北京政府から継承した遺産は、不完全な国家の自立、莫大な負債、地方軍閥の残存

と制度化の未熟による国内の混沌という状況であり、政権はこういった課題の解決を迫られてい

た。訓政は民主化の延期にすぎず、党中央執行委員会常務委員会および蒋介石といった党内中枢

の一部に多大な権力が集中することは、衰世凱や段祓瑞の北京政府のような軍事独裁の道を歩む

危険性があり、他方、あまりに性急すぎる民主化と憲政体制化は、国家統一は名目的なものにす

ぎず実質的な支配地域が限定されている国民党政権にとっては、党の統治能力と問題解決の能力

を減退させ、各派閥がよりいっそう地方的な軍事力への依存度を高め、いわば政治統合なき民主

化によって憲政移行のプログラム自体が破産してしまう可能性をともなっていた（1）。

章士別は東北大学教授として奉天にあったとき、中国の抗日運動の隆盛の契機となった九一八

事件に直面し、日中戦争の開始を告げる北京郊外の産溝橋事件を、巽察政務委員会委員として迎

えた。1930年代における章土釧の思想と行動にとって重要なのは、陳独秀裁判における弁護活動

である。裁判では章士別が、国家と政府と国民党との概念的な関係をどう理解するかに関する議

論を展開し、訓政国家の理論に疑問をなげつけている。本章では、九一八事件から塵溝橋事件に
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いたるまでの1930年代の章士別を対象とし、陳独秀裁判を通して「訓政体制」の特徴について考

察する。

第1節　東北大学における章士別

1930年春、章士別は張学良の要請で帰国し、東北大学において文学院主任として教鞭をとるこ

とになった。これを契機に国民政府から出ていた逮捕令は張学良の尽力によって抹消された（2）。

亡父張作霧の後を継ぎ東北保安総司令に就任した張学良は、1928年8月、東北大学校長となり、

莫大な私財を投じて大学の発展を計画した。東北大学は、1922年に張作霧の命令で設立された東

三省の最高学府であった。日本の脅威を感じていた張学良としては、侵略に対抗すべく東三省の

発展を促すことが急務であり、そのための人材養成という見地からも、父の遺産である東北大学

の発展に意欲を注いでいた（3）。

反日派の張学良は、1929年12月、東北易職に反対した学校幹部を免職処分にし学内の人員刷新

を行うとともに、教授陣の方も優秀な人材を獲得すべく、金に糸目をつけず、張学良自らが全国

各省の当時の有名な学者の招碑に努めた（4）。

その結果、文法学院には、梁漱浜をはじめ、文学者の唐蘭、歴史学者の博岳芽、そして法学者

で内閣司法総長でもあった羅文幹、中国文学の黄侃のほか、林損、李光忠、余啓昌などが招かれ、

紛々と藩陽に来て講義を行なった。また理工学院には数学者の満祖苛、中国でも有名な建築学者

梁思成、林微音、有名な機械工学者劉仙洲が招かれ、教育学院には、イギリス留学の心理学者陳

雪屏、アメリカ留学の体育学の鄭更生などがいた（5）。

学内では、高亨の「先秦諸子研究」、梁漱浜の「儒家思想体系」、陳雪屏の「自然与教養」ら

の学術講演会が催され（6）、1929年には、中華職業教育社の黄炎培、河北省定県での平民教育で

有名な安陽初などが東北大学を訪れて講演を行なうなど（7）、学術活動も活発に行われた。

章士別が東北大学に着任したのは1930年初めであるが、すでに1928年の張学良の校長就任のと

きに招帝を受けていたようである（8）。章士別は、月額800元の高給で迎えられたほかに、校内に

一戸建の家族用の宿舎が与えられるなどたいへんな優遇ぶりであったようだ（9）。東北大学の教

授の月給は400元であり、他大学より高給であったが、章士別はその2倍の待遇であったことにな

る。経費が充実していたので張学良の関係した学校はとくに条件がよく、ちなみに当時の岡津中

学教員の月給は80～120元、主任や枚長で180～240元であり、これが一般の公務員の収入の孔4

倍であったという。また新民小学の教員は小額のもので月収35元であったが、これは、最低で18

元であった国民政府所属の小学教員の2倍近い額であった（10）。

章士別は、「中国政治思想史」、「形式論理学」などの講義を担当した。当時の章士別の評価

を知るうえで興味深いエピソードが伝えられている。1930年に章が「中国政治思想史」を講義し

たさい、学生の理解の程度を測るため、各人に用紙を配り、理解できたものには「＋」記号を、

理解できなかったものには「－」記号を書かせて提出させたところ、ある用紙に「『三一八』罪

魁」（三一八事件の張本人）と書かれていた。やがてこれを書いた学生には、翌年大学側から退

学を通知する文書が届いたという（11）。学生たちの目からみて、段祓瑞政権時代の「帝国主義の

走狗」「売国奴」というレッテルが消滅していたわけではなかったが、学校側は大学者章士別を

鄭重に保護したことがわかる。

1931年4月、章士別は11人の大学委員会委員の一人に任命され（12）、学校行政の役職を担うに

いたったが、9月18日の柳条湖事件（九一八事件）勃発を契機に、章士別は奉天を去り上海へ避

難せざるをえなくなった。藩陽の校舎が日本軍の兵営となってしまい、東北大学は北平へ移転す

ることになったためである（13）。

東北大学は中国の一地方大学ではなく、日本に抵抗する東北地方と張学良の威信の象徴であっ
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た。章士別自身の声明として日本の中国侵略に対する批判や反対意見の表明があったことはいま

のところ確認できないが、ともかく反日の張学良に重用されることによって、章士別もまた反日

の陣営に入ったといえる。

1932年1月13日、章柄麟、熊希齢らが上海において「中華民国国難救済会」を組織し、章士別

もその呼び掛け人となっている。「救済会」は東北地方の喪失という状況に対し日本軍との戦闇

を回避して自軍を撤退させた南京政府の政策を非難し、国防の責任を全うするためには全国民の

動員が必要であり、そのためには政権を国民に返還し、「国民会議」を召集して「救国政府」を

樹立することを、国民政府および蒋介石に対して要求している（14）。

反日救国を憲政化と、すなわち政治参加の拡大要求と関連づける動きは、「国難会議」召集に

対する章士釧の態度にもうかがえる。「国難会議」は、国家危急の時にあたり挙国一致の救国体

制を樹立すべく、全国各地の声望ある学識経験者を政府が招碑し、1932年4月7日に洛陽で開催さ

れたが、憲政移行が議題とならないことを不満として招碑者の過半数が欠席した。このとき章士

別は、張耀骨、黄炎培、史量才、左舜生、陳啓天、李瑞、沈鈎儒、王造時、渇自由ら上海の有識

者62人とともに政府に電報を打ち、憲政実施の案件を議題としないなら出席しても意味がないの

で敢えて参加しないことを声明した（15）。

さて、奉天から上海に転出した章士別は1931年11月より弁護士としての活動を始めている。

当時、「律師章程」の規定では司法官の資格を有する者は試験免除で弁護士の資格が得られる

ことになっていた（16）。章士別には北京政府司法総長という経歴があり、おそらくこの職歴が該

当したのであろう、1931年11月、章士別は弁護士の証書を受取り、「上海律師公会」（弁護士協

会）に加入して会員となり、蘇州と上海で弁護士の職務に当たっている（17）。章士別の弁護士と

しての出発は順調であったようだ。遅くとも1932年1月には四川路72号の東亜銀行3階に自前の弁

護士事務所を開設するにいたっている（18）。そしてまもなく章士別は旧友陳独秀の弁護を担当す

ることとなる。

第2節　陳独秀裁判と章士別

（1）陳独秀の逮捕と裁判

1932年10月15日、トロッキー派の会合が特務に洩れ、会場で彰述之、濃一凡、王兆群、王武、

謝少珊の5人が逮捕され、同日夜、陳独秀が逮捕された（19）。初代の中国共産党総書記であった

陳独秀は、国共合作期の失策が原因で党内から右翼日和見主義として批判され、1927年8月7日、

漢口で開催された中共中央の緊急会議において正式に総書記を解任された（後任は嬰秋白）。陳

独秀はこの会議に参加せず密かに上海に赴き、トロッキーの政治的主張を支持して新党派「中国

共産主義左派反対派」の結成にあたり、自らは中央執行常務委員として上海に潜伏していたとこ

ろであった（20）。

南京護送後の陳独秀らは一旦軍政部軍法司に移送されたが、処遇については蒋介石の判断を待

つことになり、24日朝の国民党中央談話会（陳果夫が主席、措民誼、陳立夫、陳公博ら20数人が

列席）の席上、蒋介石が電報で、司法の独立と尊厳を維持すべく、陳独秀らの事件を法院の公開

裁判にゆだねるよう電報で提案してきた。談話会はこれを承けて、法院の裁判にゆだねることに

決定し（21）、軍政部も、陳独秀らは軍人ではなく、地点も危害民国緊急治罪法第7条前段の規定

（すなわち戒厳区域内では当該区域の最高軍事機関が裁判する）に合わないので、軍法司の管轄

ではないと判断し、先例に倣い江蘇高等法院（蘇州）の管轄とし、手続の簡素化のため南京に臨

時法廷を設けて（江寧地方法院看守所）審理することとなった。（22）。

最終的な判断は蒋介石が下したが、中央談話会に対して提案を行い、その承認を受けるという、

合議制の体裁がとられている点は興味深い。江蒋合作政権の派閥力学的な一断面である。またこ
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の判決は南京政権が法治主義の確立へむけて歩を進めようとした努力のひとつであったとも理解

できる。

裁判は、逮捕からほぼ半年後の1933年4月14日から始まった。検察側の起訴根拠は、危害民国

緊急治罪法第2条第2款および第6条、すなわち「第2条　民国に危害を与えることを目的に、左に

列する行為の一がある者は死刑あるいは無期徒刑に処す。（1）他人を煽惑し治安を擾乱し、ある

いは叛徒と結託する者、（2）文字、図画あるいは演説により叛国（国家への叛逆－引用者註、

以下同じ）の宣伝をなす者」。「第6条　民国に危害を与えることを目的に、団体を組織し、あ

るいは集会し、あるいは三民主義と相い容れない主義を宣伝した者は、5年以上15年以下の懲役

に処す」が適用された。

初めに陳教秀が訊問され、裁判官と陳独秀の問答が新聞に掲載された。この事件に対する世間

の関心の強さがうかがえる（23）。

例えば、裁判官の「なぜ国民政府を打倒しなければならないのか」という問いに対して、陳独

秀は、（1）現在の国民党の政治は「銃剣政治」である。人民にも党員にも発言権はなく、民主政

治の原則に合わない。（2）中国人の貧困は極点に達する一方で、軍閥と官僚は帝国主義の銀行に

預金することしか知らない。人民は困窮して飢えている。これは亡国の現象である。（3）全国の

人民は抗日を主張しているが、政府は一歩一歩後退している。上海事変では十九路軍が日本軍に

抵抗したが、政府はこれを救援せず、長期抵抗は宣言のみで実際は不抵抗である。「以上の3点

によって、人民はこの民主主義に背き民権の実質のない政府に反抗する義務を有するのだ」と答

えたという（24）。

茶館の壁にさえ「莫談国事」の紙が貼られ、政談が禁じられる時代にあって、かくも明快に政

府を批判する発言が、法廷の裁判記録としてではあれ、新聞紙上で報道されたこと自体に驚かさ

れる。

翌15日に2回目、20日に3回目の公判があり、26日に判決が下され、「陳独秀・彰述之は協力

して文字による叛国の宣伝を行い、各々懲役13年、公権剥奪15年に処す。……裁判確定前の拘留

日数は、2日を懲役刑1日と換算する。事件のうちで犯罪に関する文件および発禁の書籍は、いづ

れも没収する」と宣告された（25）。

陳独秀の逮捕と裁判は、裁判自体が政治的な見せ物であったといってよく、わずか3日で結審

した。だが陳独秀にとっては、トロッキー派の機関誌とはことなり、マスメディアを通して時局

と政府に対する自己の主張を公に宣伝する機会とすることができ、読者としても興味本位な関心

以外に、陳の政府批判には共感を覚えたことであろう。性急な裁判の中では問題は充分議論され

なかったが、当時の政治的環境で批判的な言論がどの程度まで可能であるかを知る標本でもあっ

たといえよう。

（2）章士別の弁護

章士別は、陳独秀逮捕の消息が伝わるや早速に陳独秀の弁護を申し出た（26）。これを承けて陳

独秀と彰述之は11月3日、彰望鄭、呉之屏、章士釧を弁護人として招碍することにした（27）。

章士別と陳独秀は30年前の1903年、『蘇報』事件の後、陳と章は上海の一室に蟄居し『国民日

日報』の発行に没頭していたことがあった（28）。また、第二革命後日本に亡命した二人は、1914

年5月に月刊誌『甲寅』雑誌を刊行し反衰世凱の論陣を張ったこともあった。1920年代以降、両

者の政治的立場は帝離してゆくが、両者は政治主張を越えた旧友の間柄であった。

それに加えて「訓政体制」に反感を覚えた章士別の、国民党政府を攻撃してやまない陳独秀に

対する共感も、陳独秀救済活動を動機付けていた。段祓瑞の失脚とともに政界を引退していた章

士別は、中国国民党内における蒋介石の台頭と北伐軍の優勢が顕著になってきた時期に、国民党

のもつ専制的体質とその「以党治国」説に対し、強い嫌悪感を表明していた。

例えば、章士別は「党治」とは「脚抄匹1itics」であると説き、章の持論である政党政治の
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原則をあげて、国民党を指弾している。すなわち、（1）「党治」は「力漕」であってはならない

が、国民党の方法は「力治」である。（2）英国のトーリー党とウイッグ党のように政党は複数あ

るべきだが、国民党は他党を抹殺しようとしている。（3）政党には「党徳」がなければならず、

反対意見の存在を容認することが原則だが、国民党は自覚以外の人間の異議を認めない。（4）政

党は世論の動静にもとづき交替で政権を担当するものだが、国民党は永久執政であって人民の意

志を入れて政権を放棄することはありえない。このような観点から章は「訓政体制」と国民党と

を非難している（29）。

また、孫文の主張した「以党治国」論は封建政治の現代版たるソ連の共産党独裁やイタリアの

ファシスト独裁とは異なるもので、国民党は絶対に「国民党独裁」を主張するものではないと述

べた国民党長老張継の「以党治国」論弁護を承けて、章士別は「以党治国」がスターリンやムッ

ソリーニの亜裁と異なるというならば、それは「欧州のデモクラシー体制下の政党政治p訂ty

plitics」であるにはかならない。ならばその党は政党政治の原則に従い、主義を異にする他党

の存在を容認すべきである、したがって「以党治国は今日維持し難い諭である（30）」と主張した。

かつて章士別は、直隷派による北京政府支配を次のように批判したことがあった。「一部分が

全権を聾断すべきではないし、一党派が全国を支配するのもよくない。……孫文であろうと黎元

洪であろうと、もし一人が支配するのであれば、彼らに学問や能力がどれだけあろうとも、結局

は役に立たない（31）」。1927年当時の章士別の政治論は、以前の自由主義的な見解へと回帰して

いることが認められる。専制に対する抵抗の論理としての自由主義思想の存在が、陳独秀弁護の

動機の一部となっているとみられる。

当時章士別は全国に名声の聞える弁護士であり、普通の訴訟では高報酬で依頼しても引き受け

てもらえぬほどであったようだが、このときは、章士別白身が無報酬のボランティアで陳の弁護

を願い出たので、人々は「いにしえの義士の風格がある」と賞賛したという（32）。

さて、4月20日の章士別の弁護は、約一時間の長大な弁論となった。章は起訴状の文言を手が

かりに弁護の論を組み立て、各罪状が陳独秀には該当しないことを論証しようとしている。その

要点は次のとおり。

第一に、言論と行為とは異なり、言論により政府を攻撃するのは、いかなる国においても罪と

はならない。共産主義を語ることが犯罪なら、孫文も陳独秀と同罪である。陳独秀の暴動の主張

は言論と理想の範囲内であって、現実に行ったわけではない。危害民国緊急治罪法の「行為」に

は相当しない。

第二に、起訴状に「叛国」、「危害民国」とあるが、そもそも国家とは何であるか。（a）国家

とは、国家を主宰する機関（つまり政府）または人物（領袖）とは異なる。よって機関や人物を

言論により攻撃しても国家に危害を与えたことにはならず、民国という主権在民の国体には抵触

しない。（b）陳独秀の主張する共産主義は、孫文が民生主義の別名は共産主義であると述べたよ

うに、三民主義と相い容れる主義である。（C）陳は国民党政府に反対したことは認めたが、彼の

政府批判の理由3点は、共産党員でなくとも主張していることである。（d）陳には国民党員として

の経歴がある一方、江西の共産党「幹部派」に反対するトロッキー派であり、国民党の最前線の

敵を敵としている。

したがって、以上のことから、起訴状の「叛国」、「危害民国」、「三民主義と相い容れない

主義を宣伝した」は根拠がなく、被告は無罪である、と章は主張した（33）。

マスコミの注目を浴びるこの裁判は、陳独秀にとっては自説開陳の絶好の機会であった。陳の

発言には、例えば「国民党は全国の人民の膏血を吸って軍隊を養い、全国の軍隊を擁して人民の

財物を搾り取り、己れに逆らうものを殺教する（34）」など、まことに辛妹な国民党・国民政府批

判が盛り込まれた。

政治犯としての陳独秀の弁護とは、すなわち確信犯の弁護であり、章士別ならずとも容易では

なかったであろう。逆に陳独秀としては章の弁護は手緩いものと思えたであろう。はたして陳独

秀は法廷で声明を出し、章士釧の弁護の言葉は彼の意見にすぎない、私の政治的主張は私自身の

「弁訴状」にもとづいてほしい、と述べる。これを聞いた傍聴席からは「さすが革命家だ」と声

援が上がったという（35）。
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このときの章士別の弁護の言葉は、陳独秀の「弁訴状」とともに、後に2つのミッションスク

ール（上海の海江大学、蘇州の東呉大学）で法学部の教材として使われたと伝えられている（36）。

陳独秀が逮捕された理由は、起訴状で「危害民国」と規定されたように、「党＝政府」を批判

したことによる。陳独秀が死刑とならなかった要因は、そもそも「共産党の首領」として手配さ

れていたが、実は江西の共産党に対する反対派であり、章士別が弁護したように「国民党の最前

線の敵を敵としている」ことが判明したからであった。

（3）『中央日報』との論争

章士別の弁護の言葉は、「以党治国」を看板とする「訓政体制」の大前提たる国民党の代表原

理に対する攻撃であると受けとめられた。当時中央日報社社長の程槍波は『中央日報』に社評

「今日中国の国家と政府－陳独秀および章士別に答える－」を執筆し、章士別の法廷での発

言に反駁を加えた（37）。『中央日報』は国民党中央委員会の機関紙であり、党の見解を直接に

反映していると見なしてよい。

程槍波の反論はまことに凡帳面なもので、章士別の主張に対し逐一論駁を行っており、論点は

多岐にわる。この反論の中心となる、国民党と国家との関係についての主張の要旨のみを取り上

げれば、以下のとおりである。

今日の中国の現行の根本大法は、「中華民国訓政時期約法」である。この約法の効力は一切を

超越している。「約法」第30条に「訓政時期は中国国民党全国代表大会が代表して中央統治権を

行使する。中国国民党全国代表大会が閉会しているとき、その職権は中国国民党中央執行委員会

がこれを行使する」とあるように、法律上、国民党はすでに中央統治権を行使する団体である。

そして「国家は統治権を行使する団体である」という原則にのっとれば、国民党は、少なくとも

現行の法律、現存の制度にあっては、国家である。したがって、訓政時期約法が合法的に廃止さ

れる以前においては、国民党に反対し、転覆しようとすることは、国家に反対し、転覆しようと

することであり、危害民国、坂国である（38）。

『中央日報』の社説において、章行厳君は法律を学んだ人だが、現行の法律を知らないばかり

か、根本法をも忘れている、これでは万言の弁護も法律上の価値はない、と非難された章士釧は、

「国民党と国家」を著してこれに反論し、大要次のように述べている（39）。

「約法」の冒頭には「国民会議が中華民国訓政時期的法を制定した」とある。「国民会議」は、

中山先生（孫文）が、曹鍍・呉侃字が権力を掌握した時に提唱し、『遣嘱』では、これを重要事項

のひとつに挙げた。国民は党籍により差別されないはずだが、国民党員が大多数を占めた（1931

年5月の）「国民会議」は、国民党会議であった。約法の第30条は、「訓政時期は、中国国民党

全国代表大会が国民会議を代表して中央の統治権を行使する」となっている。「国民会議」を代

表するということが、本条の最もすくれた箇所である。『中央日報』の記者は、これを引用しな

がら、軽率にも文中の「国民会議」の4文字を削除している。一体どういうつもりなのであろう

か。

代表されるものの資格と地位は、代表するものより一段高くなければならないということが、

選挙政治の意味である。国民党が現行の法律の上では国家ならば、「国民会議」は、同一の法律

にあって、どういうものとして語られるべきなのか。呼び名を換えるとして、国家のほかに、更

に太上国家が認められるのか。蛇にヌケガラがあり、魚にウエ（魚を捕える道具）があるように、

そういったものが生ずる源泉は、すべて惜しげもなく捨て去ってしまうべきなのだろうか。

そもそも主権は国民全体に属し、治権（統治権）は政府が掌握し、政府組織の下の中央制度に

定められる。主権は国民全体に属しており、カメラのように全国民の姿を写し少しも遺漏がない

ようにしてこそ、統治権を独占行使する名義を得る。これがすなわち、孫先生が声を大にして呼

びかけた「国民会議」である。「国民会議」以外に、内容、形式ともにこれに並ぶものはなく、

「国民会議」内部の党派は、それと同等などではない。『中央日報』の記者は「国民会議」を蔑
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祝し、主権と治権の境界を曖昧にしている（40）。

ここでの章士別の論点の特徴は、「国民会議」を議会制国家における立法機関としての議会と

同一視することにある。したがって、この「国民会議」を党大会が代替する段階が訓政であると

いう理解に立つ。それゆえ章は、『中央日報』が約法第30条の引用で「国民会議」の4文字が抜

けているとしている。しかし、実際の条文では「国民大会」（憲政開始期の代議機関）が正しい。

訓政時期約法が制定されたのは1931年5月の「国民会議」においてであり、その旨が約法冒頭に

しるされていることから、章の誤解も無理からぬことである。だが逆に、このように一般の議会

制原理から類推して、章のような「誤解」を容易に生ぜしめるような奇怪な論理構成をとる点が、

「訓政体制」の法的根拠の難解さを物語っている。

『中央日報』は「再び今日中国の国家と政府を論ず」で再反論し、章士別が「国民会議」と

「国民大会」とを混同していることを指弾し、各々について解釈を加えている。

訓政時期約法を制定した「国民会議」は、全国人民の代表と国民党の代表から構成されたが、

代表には党籍の制限はないので、「国民会議」は全国人民の代表から構成されたといえる。した

がって「国民会議」の議決により通過したこの約法において本党に賦与された権限はすべて民意

により授与されたものである。国民党と国家の関係は「訓政時期は、中国国民党全国代表大会が

国民大会を代表し中央統治権を行使する」（約法第30条）と定められている。

このように『中央日報』の社説は、章の誤解を正し、国民党と国家は一体であることを強調し、

さらに「国民会議」と「国民大会」の相違について大概次のように説明している。

まず、「国民会議」について。「国民会議」は、総理の北上宣言（1924年11月10日）で使われ

た語である。「国民会議」とは、全国国民がある一時期に「時局に対し中国の統一と建設を謀る」

一種の会議であり、したがって、「国民会議」を召集する最大の動機は、中国の統一と建設を謀

ることにある。その理論的根拠は、①時局の発展を国民の必要に適応させること、②国民が自ら

その必要を選択することにある。総理の「曹鍍・呉楓字が権力を掌握したとき」の主張、及び

『遺嘱』（1925年3月11日）にいうのはすべて「国民会議」であり、「国民大会」ではない。

「国民会議」は時局を臨時に解決する会議である。時間的に暫時のもので、その対象も暫時の時

局問題である。「国民大会」とは性質も職権も異なる。

次に、「国民大会」について。「国民大会」の語は、総理の道教にみえ、その最も具体的な説

明は、建国大綱（1924年1月23日）にある。建国大綱第23条には、「全国の過半数の省が憲政開

始時期に達すれば、つまり全省の地方［自治］が完全に成立した時期に達すれば、国民大会を開

催し、憲法を定め、これを発布する」とあり、第24条には「憲法発布の後、中央統治権は国民大

会に帰し、これを行使する。国民大会は中央政府の官員に対して選挙権、罷免権を有し、中央の

法律に対して創制権、複決権を有する」とある。その職権は、まず憲政時期の開始にあたり「憲

法を定め、これを発布する」ことであり、憲政時期において中央統治権を行使することである。

したがって、「国民大会」は、訓政時期の完成以後に誕生する。換言すれば、全国の過半数の省

が憲政時期に達するまで、つまり全省の地方自治完成の時期に達するまで、訓政時期が存続し、

その間は中国国民党が中央統治権を行使する、ということである。この時期は各省はまだ地方自

治を完成しておらず、国民はまさに保育訓導の内にある。訓政時期の主権は、根本大法により国

民党に賦与されている。国民党以外のいかなる団体も名を列ねることはできない。したがって訓

政時期においては「国民大会」なるものは存在しえないし、訓政時期の最中に「国民大会」が誕

生することはありえない（41）。

以上が『中央日報』の主張であった。章士別は、国民主権の国家にあっては、「党＝政府」と

「国民会議」との関係を、蛇とそのヌケガラ、魚とウエの関係であってはならないと主張したが、

それに対して『中央日報』は、「訓政体制」にあっては、「国民会議」は暫定的な存在にすぎず、

もはやその効力を喪失していると答えた、と解釈できる。章士針は、「国民会議」とは国民党会

議にすぎなかった、と評したが、これに対して『中央日報』は、「国民会議」が国民党会議にす

ぎないのなら、「約法」は全国の「約法」ではなく、党の「約法」にすぎず、国民党が国家を代
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表する資格は法的な根拠がなくなる、だが、章君は、国民党と国家とが一体であることは、全国

の民意が授与したものであることを知らない、と答えて、「訓政体制」の大前提は、党と国家の

一体性にあること、訓政期間中に憲法制定会議である「国民大会」の開催はありえないことを主

張したのである。

行政的な実力をともなわぬ政府が国家の利益にもとると判断されたとき、党が国家であるとい

う「訓政体制」の土台が動揺する。「訓政体制」を支える法的論理は閉鎖回路であり、政権の正

統性根拠が動揺するにつけ、「党＝政府」は「国民大会」の開催を標梼する必要に迫られたが、

しかし、「訓政体制」の性質上、開催の主導権は「党＝政府」にあり、正統性が疑問視され、威

信に欠けた政府には、開催を実行する充分な指導力さえ発揮できなかった。

これ以降、政府は、絶えず憲政期移行の意志を表明し、「国民大会」の開催をうたいあげねは

ならなかった。だが、開催はその都度延期された。1946年11月15日に「国民大会」が開幕するま

でには、おおよそ次のような経過をたどっている。

1934年12月2日に、1936年11月12日の「国民大会」開催が決定されたが、1936年10月15日に延

期となった。1937年2月20日には1937年11月12日の開催が議決されたが、7月の抗日戦開始で延期

された。1939年11月、1940年11月12日の開催を決定したが、1940年9月18日に召集期日が延期と

なり、太平洋戦争勃発により延期期日が不明となった。1943年9月、戦後1年以内の開催を決定、

1945年8月には、1946年5月5日の開催を宣布したが、1946年4月24日に延期された。同年7月3日、

11月12日の開催決ったが、その当日の11月12日、中共と民盟の問題のため再度延期し、1946年11

月15日、ようやく「国民大会」が開幕した。

第3節　巽察政務委員会における章士別

章士別はその後も弁護士として上海にあり、1934年には上海政法学院院長にも就任したが（42）、

1936年秋、巽察政務委員会委員長宋哲元の要請で北上し、法制委員会主任に就任した。章土釧が

反日派の人物と見なされた証左であるとみてよい（43）。

満洲建国後の日本は、河北省（巽）・察喰爾省（察）・山東・山西・綬遠の華北5省を南京政

府から分離させる「華北工作」を実施し、1935年10月ごろから、土肥原賢二（奉天特務機関長）

が宋哲元に華北自治を要求するなど、日本の華北自治工作が本格化していた。すでに日本の工作

により、11月下旬には殿汝耕（国民党蔚密、礫倫両区行政督察公署専員）を主席とする「巽東防

共自治委員会」が成立し（12月には巽東防共自治政府と改称する）、中央からの離脱と自治を宣

言するにいたり、南京政府は、それ以上の「華北自治」の拡大を阻止すべく、12月上旬、「巽察

政務委員会」の設置が決定した（44）。

「巽察政務委員会」は名義上は南京国民政府に隷属していたが、人事行政の権力は宋哲元が掌

握しており、また財政面でも、関税、塩税、鉄道収益などは完全に「巽察政務委員会」の掌中に

あった。委員会の人事問題がこの「政権」の特色を表わしている。組織大綱公布前に宋哲元と何

応欽は各方と「巽察政務委員会」委員の人選を協議した際、多田俊（天津駐屯軍司令官）が呉備

学、斉饗元を含む30人の名簿を提出するなど日本側は人事配置を手段として委員会の支配を企図

したが、「巽察政務委員会」中、29軍系統は、宋哲元、秦徳純、張白忠、石敬事、門致中、粛振

液の6人、東北軍系統は、万福麟、劉哲、胡兢坤、程克の生人で、この10人中、日本との関係が曖

昧な粛振濠を除けば、9人が反日の実力派であり、彼らが「巽察政務委員会」の一切を決定して

いた（45）。

その後日本側は何度か親日派の委員を任用するよう提議したが、宋の対処法は、親日派の委員

を増加する都度、同時に反日派の人士を増員することであった。1936年7月、日本側が湯爾和、

曹汝霧の任命を提議すると、宋哲元は充足遠、劉汝明を任命し（『国民政府公報』第2214号）、

そして1937年4月に、李廷玉、王克敏、冷家僕が辞職すると、宋は渇治安、部哲幣、章士釦によ
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って欠員を補充した（『国民政府公報』第2318号）（46）。

国民政府は巽察政務委員会が必要とするなら各種の専門委員会を設置して各項の問題を討論す

ることを認めていた。巽察政務委員会はこれにより、前後して経済、外交、交通、建設、法制の

5つの委員会を設置した。その職権からいえば確固たる行政部門であったとみられる（47）。

「巽察政務委員会」では宋哲元が決定権を握り、宋とその側近が実権を掌握していた。いくつ

かの重要な部門はみな宋の側近の掌中にあった。例えば、経済委員会は29軍の粛振混、秦徳純、

過之翰が順次就任し、法制委員会は部哲照、章士別が前後して責任を負った。親日派の陳中学、

陳覚生、港硫桂らは外交委員会主席、交通委員会主席、政務処長を担当したが、采は日本との矛

盾を緩和すべく彼らを利用したにすぎず、重要事項に関する最終決定権は自らが掌握していた
（48）

1937年7月7日、支那駐屯軍と29軍の衝突事件（塵滞積事件）が勃発した。7月28日兵力を増強

した日本軍が北平総攻撃を開始するや、城内の29軍と宋哲元は北平を撤退し、これにより「巽察

政務委員会」は消滅した。

「巽察政務委員会」における章士別自身の具体的な言動や思想を知ることはいまのところ困難

であるが、章が法制委員会主任に招碑された意義が、日本側の人事攻勢に対抗するために取られ

た措置であり、章が「反日」派と目されたことは確認できる。

小結

九一八事件が南京政府・国民党の正統性を切り崩しはじめていた。陳独秀裁判と時期を同じく

して、日本軍の熱河侵攻（1933年2月）、塘活協定の締結（5月）があり、清洲国の承認と第4次

包囲掃蕩作戦の頓挫は、蒋介石の威信を傷つけ、国民政府・国民党の正統性根拠を脆弱なものに

する結果をもたらし、正統性をめくる抗争は、党内派閥間から、党外の問題へと拡大した。陳独

秀の見解にみるように、正統性の源泉は、「抗日」という政策を遂行する政権であるか否か、国

民の福利をはかる民主的な参加型の政権であるか否かに求められていた。

陳独秀裁判は、マスメディアを通して、「叛国」、「危害民国」とは何を意味し、国家とは何

か、政府とは何かを問う契機となり、国家と政府と党との関係を考えさせ、議論させる手掛かり

を与えることになった。

章士別の弁護とそれに引き続く程槍波との論争は、訓政時期約法の定める「国民大会」が国民

党主導で召集される閉鎖的な性格をもつものであることを明らかにした。それは「訓政体制」下

では「抗日」に向けての体制内部からの政策転換が不可能であることを意味していた。

陳独秀の国民政府批判はそのことを雄弁に語っているのであり、それは小さなトロツキスト集

団にとどまらず、民権保障同盟をはじめより広範な社会層も共有できる点であった。陳独秀裁判

と章士別の論争は、政府批判運動としての「抗日」ナショナリズムの発展に一石を投じ、第三勢

力の台頭を大いに促進したといえる。陳独秀の逮捕と裁判の闇に中国民権保障同盟（1932年12月

29日本部成立、1933年1月17日上海分会成立）が成立しており、宋慶齢・素元培・楊杏仏・林語

堂・胡適・蒋夢麟など陳独秀救済に奔走した著名人はいずれも同盟の中核人物であった（49）。社

会の関心を浴び、日々鳴り物入りで報道される、この陳独秀という記念碑的な人物の裁判は、彼

らにしてみれば、九一八事件を契機に活気づく抗日ナショナリズムの凝集核の源泉として後の救

国会結成へと繋がる同盟の活動をより組織的なものにする絶好の機会であったであろう。宋慶齢

らの運動は、やがて「救国会」の運動を経て、抗日民族統一戦線へと結実してゆくことになる。

国民党側としては、国民党と国家の一体性を保持すべく、以後、「党〒政府」は訓政の終結と

憲政への移行の意志表明として「国民大会」を開催しなければならなかった。しかもそれは「党

〒政府」の主導によるものでなければならなかった。

「約法体制」が、国家建設が未完成であることを前提にし、その完成（憲法制定）のための方
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法をめくる解釈同士の争い（法統論争）を産み出すというジレンマをかかえたように、「訓政体

制」は、自らの支配（一党独裁）の終焉を約束し、かつその終焉の時期（「国民大会」の開催）

を決定するのは国民党（内部は領袖としての蒋介石の家父長制的支配）であることを強要する体

制であった。

この「訓政体制」固有のジレンマに加え、抗日政策の遂行がより重要なものとなるに及んで、

「党＝政府」はより大きな挑戦を受けることになる。こういった文脈上に西安事件が位置付けら

れよう。

1931年の「満洲事変」から1937年の「日中戦争」開始まで、中国国内では抗日ナショナリズム

の形成が加速されていた。すでに政治の第一線から引退した章士別は奉天・上海・北京において

中国の抗日戦争史上の記念碑的事件である柳条湖事件と慶溝楕事件を間近に見聞することになっ

た。反日の張学良に重用されたことは、章士別が反日の陣営に入ったということを意味しており、

陳独秀裁判の弁護は、抗日政策をとらず遅々として憲政化を実行しない南京政府への批判である

と受けとめられた。そして、宋哲元の「巽察政務委員会」への参加は、章に反日派の烙印が押さ

れたことを意味している。

「国民大会」開催の欺瞞性を指摘し、「以党治国」論の不適切さを批判するという、「訓政体

制」に対する章士別の姿勢からは、自由主義思想への回帰をうかがうことができる。また陳独秀

の裁判における章士別の弁護士としての活躍は、中国の弁護士制度に関する今日の理解できる。

1930年代の章士別の思想と行動を特徴づければ、決して過激なものではなかったが、抗日ナショ

ナリズムへの傾斜であるということができよう。
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（34）「弁訴状」前掲『陳独秀評論選編』下、510－515貢。「陳独秀白撰弁訴状」前掲『陳独秀被

捕資料彙編』212－217貢。

（35）濃清泉「我所知道的陳独秀」前掲、352貢。陳独秀は、1933年2月20日に自らの年来の主張を

明確に公表すべく「弁訴状」をしたため4月17日に高等法院に提出した。たいへんな名文で、陳

独秀の「正気の歌」であるとも評される（鄭朝敏「再談陳独秀」『昆明師専学報』1981年第1期、

『複印報刊中国現代史』弘一8ト24所収）。濃清泉の回想ではこの「弁訴状」は4月20日の章士別

の弁護に発憤して書いたことになっているが、それ以前に完成していたようである。「弁訴状」

の出版については、沈寂「関於陳独秀白撰的《弁訴状》」（前掲『陳独秀被捕資料彙編』212－

217貞）を参照。

（36）濃清泉「我所知道的陳独秀」同上、354貢。

（37）唐宝林・林茂生『陳独秀年譜』上海人民出版社、1988年12月、438貞

（38）「今日中国之国家与政府　答陳独秀及章士別」原載：南京『中央日報』4月26日社評、『大公

報』民国22年4月30日。

（39）「国民党与国家　律師章士別」『申報』民国22年5月4日。

（40）同上。

（41）「再論今日中国之国家与政府　中央日報」『申報』民国22年5月9日。

（42）白書庵「章士別」前掲、54責。

（43）巽察政務委員会は、その成立にあたって日本の侵略とその「華北自治」要求に反対する一二

九運動の攻撃対象となったことから、日本の意志で樹立され日本に操縦されたという促偏説、日

本の侵略の要求に答えたが完全に日本の塊儲となったわけではなかったという半塊偏説が支配的

であったが、しかし近年の研究では巽察政務委員会は南京政府に属する比較的大きな独立性をも

った地方実力派の政権であり、その主体となった宋哲元の29軍は日本を仮想敵としていたと評価

される（龍岱「論巽察政務委員会及其主持者宋哲元」陳世桧主編『宋哲元研究』四川省社会科学

院出版社、1987年12月、所収、194貢、221頁。例えば、促儲説には、鄭玉純「従“華北五省自治”

策劃到“巽察政務委員会”成立的始末」『北京師範大学学報』1985年第5期があり、半促偏説に

は、常凱・桑徳全「試論巽察政務委員会」『近代史研究』1985年第4期がある）。宋哲元につい

ても「反日」を貫徹した愛国的軍人である（張子清「宋哲元再起及其日人之周旋」『天津社会科

学』1993年第2期）と見なされている。一二九運動のさいは「巽察政務委員会を打倒せよ」、

「売国奴宋哲元を打倒せよ」と叫んだ学生たちも、「八一宣言」後の抗日民族統一戦線の進展と、

劉少奇が北方局を指導して極左的傾向を批判し宋哲元と29軍を擁護するよう支持するにおよび、

1937年6月13日の北平でのデモ行進では、「宋哲元将軍の抗戦を支持する」、「29軍の抗戦を支

持する」というスローガンに変化している事実も指摘されている（呂偉俊主編『宋哲元』山東大

学出版社、1989年5月、219貢、224－225貢）。一二九運動については、平野正『北京一二・九学

生運動－救国運動から民族統一戦線へ－』研文出版、1988年、を参照。

（亜）宋哲元と何応欽との協議によって「巽察政務委員会暫行組織大綱」12条が制定された。「巽

察政務委員会」は国民政府の設置した行政機構であること、その管轄範囲は、巽察両省と平津両

市（北京市、天津市）とすること、委員17～27人で、1人が委員長となり、3～5人が常務委員と

なり、いずれも国民政府の直任であること、会内に秘書、政務、財務の3処を設け、処長を各1人

おき該処の業務を主管すること、必要に応じて専門委員会を設置することが定められた。国民政

府は、委員の人数を17～20人と変更したうえでこれを批准し、12月11日に宋哲元を委員長とする
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「巽察政務委員会」の組織を命令し、12月12日に正式に発足することとなった。「巽察政務委員

会」は、一二九運動の反対で設立を延期せざるをえなくなり、12月18日にようやく成立した（呂

偉俊主編『宋哲元』同上、168－169貞）。

（45）呂倖俊主編『宋哲元』前掲、169－171責。その他、王揖唐、王克敏、頁徳輝は、旧段祓瑞派、

高凌蔚は旧直隷派であり、周作民は金城銀行総理、李延玉と冷家康は地方の紳商であり、この7

人は、親日的であるか、日本人と親密な関係にあったが、蒋介石および宋哲元とも親密な関係に

あり、漠軒とはみなせない。王揖唐、王克敏が漢軒となるのは後のことである（同書、172貞）。

（46）李雲漢『宋哲元与七七抗戦』伝記文学出版社、1978年9月、125貢。「巽察政務委員会」の人

事配置において、宋哲元にはもう一つの原則があった。各省市の首長の地位は必ず反日の29軍の

軍官が担当し、その任命にあたっては日本人の干渉を受けない、ということであった（同上、

125貞）。

（47）同上、125貞。

（亜）呂偉俊主編『宋哲元』前掲、173責。

（49）陳漱漁『中国民権保障同盟』北京出版社、1985年、23貢、28貢。

（50）王申『中国近代律師制度与律師』上海科学院出版社、1994年8月、145－155責。

（51）鄭燦輝他編『宋慶齢与抗日救亡運動』福建人民出版社、1986年、52－53貢。
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第12章　抗日戦期の章土針と議会主義政治論への回帰

はじめに

第1節　国民参政会参政員

（1）国民参政会と憲政運動

（2）章士別の政党結成案

第2節　「国民大会」と新憲法草案

（1）政治協商会議の開催

（2）国民大会の開催

（3）議会主義政治論への回帰

第3節　漢肝裁判における章士別

小結

はじめに

本章では1940年代の章士別の思想と行動とを主な対象としている。抗日戦期の章士別は臨時首

都重慶にあって国民参政会参政員の職務を果たしていた。国民参政会は将来の憲政化を睨んで設

置された政府の諮問機関であった。よって超党派的な合議機関としての国民参政会と章士別の位

置についての検討が本章の課題のひとつである。

やがて抗日戦争が終了し、中国における国家建設の事業再開の時期が到来した。それは従来棚

上げになっていた憲政移行の問題、すなわち国民大会の開催と中華民国憲法の制定とが実現され

なければならないことを意味していた。かくして中国の統合と憲政実施に向け、政治協商会議

（重慶）と国民大会（南京）が開催された。それらは抗日戦終了後の政治史上の画期ととなる出

来事であると同時に、章士別の人生における画期ともなった。とくに国民大会において、代表の

ひとりとして憲法草案の審査に関った事実は無視できない。

1946年には対敵協力者の裁判が始まり、章士別は周仏海ら南京政府要人の弁護を行なっている。

弁護士としての活動も1940年代の章士別のひとつの側面である。

そして、最も重要な事は、抗日戦終了後の憲政気運の中で、章士別が1910年代の議会種議政治

論をまったく同じ形で主張し始めたことである。章は、バジョットの議会主権論、メイの政党論、

ミルの自由論、「好同悪異」諭を再び提起して「訓政体制」の終了を受け止めようとしている。

このいわば議会主義政治論への回帰を正当に評価しておかねばならない。

第1節　国民参政会参政員

（1）国民参政会と憲政運動

1937年7月の産溝橋事件以後、章士別は上海に逃れ、そこで南京陥落を迎えた。当時、国民政
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府はすでに武漢をへて重慶に移転しており、日本の占領地域にはやがて促偏政権が樹立された。

北平では1937年12月に王克敏を行政委員長とする中華民国臨時政府が設立され、華北5省を支配

下においた。そして長江下流域では、1938年3月に南京で中華民国維新政府が組繊された。維新

政府の首長となったのは、かつての章士別の同僚で、段祓瑞臨時執政府秘書長として「善後会議

組織条例」の起草にあたった梁鴻志であった。章士別は梁鴻志から政府への参加の誘いを受けた

が拒絶し、まもなく上海を離れ香港へ赴いた（1）。椎新政府は1940年3月に江兆銘を行政院長とし

て成立した中華民国国民政府に吸収、統合され、梁鴻志は監察院院長、立法院院長の職に就いた。

香港での章士別は杜月笠の保護を受けた。杜月笠は上海事件直後すでに香港へ逃れていたが、

杜は章が漢好となるのを心配し、章を自宅に住まわせた。章士別夫婦は社家とともに香港に住み、

西北旅行にも同行するなど家族くるみの交際をもった（2）。

1939年2月、章士別は香港から重慶へ赴いた（3）。章が国民参政会参政員となり、2月12日から

重慶で開催される国民参政会第1期第3次大会に参加するためであった。その後章士別は重慶と香

港を往来するようになり（4）、太平洋戦争の勃発による戦乱を避けるべく陥落直前の香港から重

慶へ移住した杜月笠の求めに応じ香港を引き揚げ、杜月笠と同居することになった。住居は銭新

之（交通銀行董事長）の手配により交通銀行が用意したもので、2庁2房からなった。重慶の嘉陵

江南岸の江山（重慶から10キロの距離）の梅林のある閑静な土地であった（5）。

抗日戦期に、章士別が国民参政会参政員に指名されたことは、中国政治における彼の位置がや

はり無視できないものであったことを示している。

国民参政会は、国民大会開催以前の国民政府の諮問機関として設置された。19光年3月、武漢

での国民党臨時全国代表大会で「抗戦建国綱領」が制定されたさい、「非常時期の国民参政会を

開催し、国民の意志を統一し、抗戦力を増加させる」ことが決議され、「国民参政会組織条例」

15条が公布された（4月12日）（6）。

国民参政会の職権は、（1）重要な施政方針は実施前に参政会で議決する（議決権）、（2）建議案

を政府に提出する（建議権）、（3）政府の報告を聴取し質問を提出する（諮問権）、（4）調査委員

会を設置し政府の委託事項を調査する（調査権）（第2期から追加）、（5）国家予算を決定前に審

査する（国家総予算の初審権）（第4期から追加）、の5つであった。権限のうえからは国民政府

の諮問機関であり、議会主義国家の議会とはまったく異なるものであった。

国民参政会参政員は国民政府が「選抜」し、国民党員が大多数を占め、共産党とその他の党派

の代表は少数派であった。第1期参政員のうち国民党員は89人、共産党7人、青年党7人、国家社

会党6人、社会民主党1人、第三党1人であった（党派代表としての参加は認められなかった）。

参加資格に（甲）（乙）（丙）（丁）の4種類あり、（甲）各省市の公私機関、（乙）蒙古西

蔵の公私機関、（丙）海外華僑、（丁）重要な文化団体と経済団体、のそれぞれから指名された。

章士別は（丁）種の資格で参政員に指名された。各種代表の定員は、時期ごとに変動した。定員

は初めは150名とされたが、第1期会議の開催直前に200名（甲88、乙軋丙臥TlOO）に修正

された（その後も増額された）。

国民参政会に参加した参政員の顔ぶれを眺めると、例えば、共産党からは、毛沢東、陳招轟

（王明）、秦邦憲（博古）、董必武、呉玉章、林祖滴、部穎超がおり、青年党からは、曽靖、左

舜生、李瑞、余家菊、陳啓天、常乃悪らが、国社党からは、張君勤、羅隆基、胡石膏、徐博某、

梁実秋らが、第三党（民族解放行動委員会）からは章伯釣が出ていた。また、救国会からは、沈

鈎儒、陶行知、王造時、史良、張申府、鄭箱書がおり、ほかに職業教育会の黄炎培、江恒源、冷

遇ら、「村治派」の梁漱浜などがいた（7）。抗日戦期から国共内戦期にかけて中国の政界や論壇

を指導する人物たちが集合していることがわかる。

参政会は、1938年7月から1947年6月まで計4期13回の大会（1期5回、2期2回、3期3回、4期3回）

が開催された。

武漢で開催された第1期第1回大会では江兆銘が議長となり、「抗戦建国綱領」を支持した他は、

「省県参事会を設け行政を推進し自治を完成する」という提案を行なった。次いで、19光年10月、

垂慶で第2回大会が開催され、蒋介石の「全面抗戦および持久戦」の方針が支持された。その後

江兆銘が重慶を脱出したため、1939年2月の第3回大会からは蒋介石が議長となり、同年9月9日に
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第4回大会が開催された。

この第1期第4回大会が国民参政会の転換点となった。この大会では、政治の民主化を求める意

見が噴出し、9月15日には深夜に及ぶ「舌戦」が行われ、翌日、参政会は政府に対し、国民大会

の召集、憲法の制定、憲政の実施を要求する決議を行った。これを契機に国民党に対し憲政の実

施を求める世論が沸騰し、この勢いに押された国民党は、同年11月の国民党5期6申全会において、

194時11月12日に国民大会を開催することを決定した（8）。

またこの第4回大会では、国民大会開催の要求と抱き合わせで、「議長が若干の参議員を指名

し国民参政会憲政期成会を組織し政府の憲政を促成する案」が通過した。これにより議長の蒋介

石は、張君勤、周柄琳、措輔成、黄炎培、左舜生、周覧、博斯年ら19人を憲政期成会委員に指名

した。章士別も委員の一人に指名され、憲法草案の作成に従事することになった（9）。

国民参政会内の「憲政期成会」結成にみられるように、当時は憲政体制移行を呪んだ憲政運動

が大後方で活性化してきていた。播梓年、鄭轄奮、石西民、張友漁、張志譲、韓幽桐らは重慶、

成都、昆明で憲政化を求める文章を発表し、また張潮、沈鈎儒、董必武、呉玉章ら国共両党を除

く中間諸党派の参政員が憲政座談会を開催、「憲政促進会」を結成した。彼らは、この第4回大

会での憲政運動の興隆を背景に、のちの中国民主同盟へと発展する「統一建国同志会」をも結成

している。また毛沢東、林祖滴、呉玉章、陳紹爵ら共産党系の参政員が延安で「各界憲政促進会」

を、成都で「国民憲政座談会」を開催した。国民参政会憲政期成会の昆明の会員、羅隆基、羅文

干、博斯年、陶孟和らは独自に「五五憲草修正案」を完成し発表するなど（10）、憲政移行が盛ん

に議論されるようになった。

（2）章士別の政党結成案

章士別は国民参政会丁種選抜の参政員100人の1人であり、また憲政期成会のメンバーともなっ

たが、第1期から第4期の全期間にわたって顕著な発言や活動をした形跡は兄い出し難い。国民参

政会は諮問機関でありながら、ある程度民意を政策決定へと反映させることができた。規定では

各参政員は党派を代表するものではなかったが、参政会内でも多数をたのむ際には、各党派は政

党のごとき存在であった。何ら後ろ盾となる党派のない章士別の場合、すべての活動において不

自由であったであろうと推測する。党派的背景がなかったこと、これが章が参政会内で大きな発

言力を持たなかった一因であろうと考える。

章士別としても自らの理念を実現すべく自前の政治勢力を欲しなかったわけではない。生涯に

わたり政治的党派を結成せず参加することもなかった独立独歩の章士別であったが、一度だけ自

己の政党を結成しようとしたことがあった。

抗日戦の勝利を目前にした19亜年秋、章士別は、政治協商会議の準備期間に、恒社の人員の杜

月笠に対する忠誠を利用し、政党を組織しようとした。恒社とは杜の部下の陸京士が発起した公

開の結社である。章の構想では、杜月笠を新党の党首にし、章士別が背後で操作するというもの

であった。杜月笠は章に迫られ、「良度」で恒社の会議を行った。良度は恒社社員の張裕良の重

慶宅で、嘉陵江の畔にあった。会議では章士別が一方的に新党組織を訴えた。

会議の席で杜月笠は「最高領袖」（蒋介石）がいれば国家に希望があるから、組党は不要だと

説く。また、抗戦初期、上海抗日後援会の成立の日に、陶百川、呉開先、藩公展、童行白の国民

党幹部4人が次のようなスローガンを出した。「1つの組織・国民党、1つの主義・三民主義、1人

の領袖・蒋委員長。これらの指導で全民抗戦をすれば、最後の勝利を奪取できる」と。そのとき

自分はこのスローガンを支持した最初の人間であると杜は述べた。杜は実際は無党派であったが、

しかし恒社同人の多くは国民党籍だった。それで杜は、われわれは蒋先生を支持すればよいので

党をつくる必要はないと主張した。章はなお新党結成に固執するので、結局、杜は、章士別が組

党したら、章を党首にして自分は最初の党員になる。恒社社員が入党するかは各自にまかせる、

と結論した。章の顔を立てた椀曲な拒否であった。こうして章の政党結成案は実現しないままと

なった（11）。一説に、章士別の政党組織案は、そもそも程潜を仲介者とする蒋介石の依頼を契機
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としていたが、最終的に章が提示した構想に蒋介石が満足せず沙汰止みとなったという経緯があ

った模様である（12）。

抗日戦後のことではあるが、1947年3月に章士別は「中興学会」なるものを組織し、初めは学

術活動を専らにするが、将来は政党に発展させるつもりであり、また近々、『甲寅』周刊も復刊

させて、やがて章士別が司法部長になる、という風聞もあった（13）。

章士別は過去、大政治家の参謀として政権の中枢に関与することしばしばがあった。だが、

1940年代には、もはやそのような形では、政党その他の組織的背景のない個人が、政界に大きな

発言力をもつことは困難な状況となっていたと考える。それが、章士別が自らの政党を欲するに

いたった動機であり、かつその成就をみなかった理由でもあった。

国民参政会は「諮問的機関」ではあったが、共産党と他政党の参加が認められなかった1931年

の「国民会議」とは異なり、国内各党派が政治上合作し、国事を討論できる公的空間となり、ま

た野党が執政党を監督し批判する「議会」的な機構となった。その頂点が第1期第4回大会であっ

た。

だがその後、国共間の摩擦が国民参政会の変質をもたらした。1940年4月、国民参政会第1期第

5回会議の席上、何応欽（政府軍政部長）が国共闇の軍事衝突の責任をめくり共産党を攻撃し、

董必武がこれに反駁するという応酬があった。摩擦の背景には、中央政府から独立状態の映甘寧

辺区の存在があった。国共闇の対立は悪化する一方で、昧南事変後の1941年3月に開催された国

民参政会第2期第1回大会に、中共は出席を拒否した。それ以後、参政会は、国民党の反共宣伝の

組織となり、そのため共産党の批判対象ともなった。こうして参政会は事実上、一致団結のため

の「民意表明機関」としての役割を終えた（14）。

第2節　「国民大会」と新憲法草案

（1）政治協商会議の開催

1945年8月28日、延安を離陸した毛沢東が重慶に到着した。再三にわたる蒋介石の要請に応じ

て国共間での和平会談を行うことが目的であった。会談はその翌日から約1月半にわたって続け

られ、10月10日に「政府と中共代表との会談紀要」（通称「双十協定」）が発表された。この協

定では12項目の問題に関する双方の見解と合意とが記された。

解放区の軍隊の取り扱いに関する「軍隊の国家化の問題」、「解放区の地方政府の問題」など、

解決困難だが極めて重大な問題が存在した。双方が合意した国家の再建とその後の政治的方針に

とって重要な事項は以下の数点であった。（1）「和平建国の基本方針について」では、和平建国

にむけて蒋介石の指導下で長期的に合作し内戦を避けること、（2）「政治の民主化の問題につい

て」では、「訓政」を終了し「憲政」を実施すること、そのために国民政府が「政治協商会議」

を開催し、各党派代表、学識経験者とともに和平建国法案と国民大会の開催について協議するこ

とが合意されたが、（3）「国民大会の問題について」では、代表の選出と憲法草案の修正の問題

で双方の合意がとれず、将来の「政治協商会議」での解決に委ねることとなった（15）。

のちに毛沢東が章含之（章士別の娘）に語ったところによると、毛が垂慶での和平会談に赴い

たさい、各界の愛国民主人士と接触したが、あるとき毛沢東が章士別に状況をどう見るか聞いた

ところ、章士別はしばらく考えてから、紙に「走」の字を書いてみせ、「三十六計、走為上計」

（三十六計逃げるにしかず）と言った。章士別は毛沢東に、蒋介石は和平交渉には誠意がなく陰

では内戦の準備をしているゆえ、重慶を離れ変事を避けるべきだと勧告したという（16）。

重慶での毛沢東はいわば宴会漬けの毎日で、国民党、青年党、民主同盟など各党派の要人を始

め、新聞記者やソ連大使、米国大使などとの宴会や茶話会に参加している。だが、無党派である

章士別には毛と交渉すべき案件もなく、同席する宴会などもなかったように思われる。ただ、10
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月8日に開かれた国民党主催の毛沢東一行の歓送宴では、国民参政会参政員と重慶の文化界、新

聞界、党、政、軍の各方面から500人あまりが招待されたというが（17）、これには参政員の章士

別も参加したと考えられる。上で述べたような会話が取り交されたのは、このときであろうと推

測される。毛沢東はその後、9日10日の両日、蒋介石主催の宴会に参加し、11日朝廷安へ向けて

離陸した（18）。

やがて国共停戦協定が締結され、1946年1月10日、将来の国民大会の開催と政府の組織とにつ

いて協議すべく、「双十協定」にもとづき政治協商会議が重慶で開催された（19）。出席者は各党

派代表と学識経験者の38人で、国民党8人、共産党7人、青年党5人、民主同盟9人、無党派9人と

いう構成で、それぞれ、政府改組、施政綱領、軍事、国民大会、憲法草案の5組に分かれ協議を

進めた（20）。

章士別は初めは政治協商会議の無党派代表に選出されたが、その後国民党内部からの反対で取

消しとなったようである。

1946年、国民政府が政治協商会議開催の準備で無党派代表の名簿を起草していたとき、蒋介石

は最初に章士別の名を出し、張群と呉鉄城が賛成した。だがcc系がこれに反対し「章某を代表

にするなら、あなたは彼が加担するのは重慶だと思うかそれとも延安だと思うか。この重要な時

期に政府がこの人物を出席させるのはたいへんまずいことではないのか」と蒋に進言し、これに

より章士別の代表指名は取消された。章士別に対しては、政府は上海『申報』社の接収にあたり、

章士別を総主筆とすることと引き換えに新聞社の独立経営を保証する予定であるという理由で章

を上海に行かせることにした。当時重慶上海間の飛行機は切符の入手が困難で、特別の名目でも

なければ購入できなかった。章士別は上海行きの航空券を入手するために、国民党側の申し出を

承諾したということである（21）。

政治協商会議は1月31日に5項目にわたる「政治協商会議の決議」を発表して閉幕した。政協決

議のうち、「政府組織案」に関しては、国民大会挙行以前に憲政実施準備のため、国民党内外の

40名からなる国民政府委員会をおくことが規定され、「国民大会案」については、1946年5月5日

に国民大会を召集し、第1回大会は憲法制定を使命とすること、代表は、地域・職能代表1200名、

台湾・東北等の地域・職能代表150名、各党派・学識経験者代表700名の計2050名とすることが規

定された（22）。

政協決議の「憲法草案」に関しては、12項目におよぶ憲法の修正原則が定められた。特に「立

法院」に関しては「国家最高の立法機関であり、選挙民によって直接選挙する。その職権は各民

主国家の議会に相当する」とされ、そして「行政院」は「国家最高の行政機関であり、行政院長

は総統の指名により、立法院の同意を経て任命される。行政院は立法院に対して責任を負う」と

されたことは注目に値する（23）。1936年5月の「五五憲法草案」では立法院と行政院は監察院・

司法院・考試院などと併設される「中央政府」の一機関に過ぎなかった。

この行政院と立法院との関係についての憲法草案修正原則は、行政院と立法院とを議院内閣制

における内閣と議会の関係と同様のものとし、総統が実際の政治責任を負わない名目上の元首の

地位となることを意味している。政治協商会議の閉幕後まもなく、国民党は政協の憲草修正は孫

文の「五権憲法」と「建国大綱」に背くとしてこれに反対し、最初の「五五憲法草案」で規定さ

れた総統制の維持を主張、政協の修正原則に盛込まれた責任内閣制に反対した。1946年3月の国

民党第6斯2中全会では、政協決議での「五五憲法草案」の修正はその実施の過程で和平建国の障

害となるものは極力廃除してゆくべきであるとし、国民大会を常設化し、立法院の行政院に対す

る不信任権、行政院の立法院に対する解散提議権を否定した（24）。国民党はあくまでも「訓政体

制」の原理にのっとった憲政化を進めようとしたのである。

政協決議では、国民大会の召集期日は1946年5月5日としたが、その直前の4月凶日に国共間の

紛糾から政府は召集延期を宣言した。6月には国共闇の内戦が本格化し、それと同時に、国防最

高委員会常務会議（7月3日）は、11月12日に国民大会を召集することを決定した。国民党軍が張

家口占領に成功した10月11日、政府は「国民政府令」として11月12日の国民大会召集を宣言した。

青年党と民社党は国民大会に参加する意志を明らかにしたが、共産党・民主同盟は、国民党主

導の国民大会開催に反対し、代表名簿の提出を拒否した。名簿の提出を拒否するにあたり、張瀾
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・沈鈎儒・黄炎培・張君勤・張東諒・張申府・章伯釣・梁漱瞑・羅隆基ら民主同盟代表は連名で

蒋介石に対し「国民大会召集の唯一の目的は、憲法を制定して憲政を実施し、中華民国の民主統

一の基礎を固めること」であるはずだが、「もし国民大会を挙行するのに全国各党派がすべて参

加・合作することを求めず、権力の座にある国民党が単独でこれを行うというのであれば、一党

専制の状態は改められず、全国統一は達成されず」、それゆえ憲法の尊厳も、憲法の効果も失わ

れ、「11月12日の国民大会が、国家を長期分裂、永久内戦の状態に陥れたことになり、国家・人

民の運命は永遠に救われるときがなくなる」と訴えた（25）。

（2）国民大会の開催

1946年11月15日、国民大会が予定より3日延期されて開催された。すでに同年5月に政府は首都

南京に移転しており、南京の国民大会堂が会場となった。参加者1600名のうち国民党が85％を占

めた。章士別は学識経験者代表のひとりとして、この南京の国民大会に参加した。

最初に憲法の制定が議題となり、11月28日、国民党は「政治協商会議憲法草案」を国民大会に

提出した。この「草案」の由来をたどると、この年2月に政協決議にもとづいて政協憲法草案審

議会が設立され、35人の委員が協議を行ない、「起草中組」が修正意見を作成したが、5月の南

京遷都と内戦の勃発で協議不能となり、「基本国策」については議論しないまま残され、結局、

政協の「憲草修正案」は未完成のままとなっていた。国民党はこれを「政協修正案」として提出

すべく、国民大会の予備会議において、孫科が政協憲亭審議会召集人の肩書きで、35名の審議会

成員のうち8名を召集し再度修正を行なった。これが国民党がいう「政協憲法草案」であった
（26）

国民大会では、第1読会で草案に関する代表の意見収集を行い、第2読会で第1読会の修正案に

基づき逐条討論し、第3読会で表現の修正を行い、各条文間の調整を行うという手続きを踏んだ。

草案提出の翌日の11月29日から6日間代表が427件の意見を提出し、12月5日より、9つの審査委員

会を設け提出された意見の整理と審査が始められた（27）。

各審査委員会の分担は、第1審査委員会が前言・紀綱・人民の権利義務・選挙、第2審査委員会

が、国民大会・憲法の施行修正および解釈、第3審査委員会が、総統・行政・立法、第4審査委員

会が、司法・考試・監察、第5審査委員会が、中央と地方の関係、第6審査委員会が、省県制度、

第7審査委員会が、基本国策、第8審査委員会が、蒙蔵地方制度、総合審査委員会が、各審査委員

会の調整と全文の整理を行うというものであった。審査委員会の人選は大会代表団が行い、各組

の人数は、第1線412人、第2組亜9人、第3組255人、第4組137人、第頚飢84人、第6組238人、第7

組522人、第8組90人となった。さらに大会主席団は各組毎に5人から9人の召集人が指名された
（28）

章士別は第5審査委員会の筆頭召集人に指名され、羅卓英、黄季陸、白海峯、伍藻地、劉鵬九、

許孝炎、張棟華ら他の召集人を率いて、憲法草案の第10章「中央および地方の権限」について審

査することとなった（29）。

章士別が主席となった第5審査会は蘇州旅京同郷会を会場として審査が重ねられ、他の審査会

と共に12月14日までに審査を終えた。14日から21日まで総合審査会が開催され、憲法草案総合審

査整理中組が併設され、審査結果の整理が総合審査と平衡して進められた。整理小紋の人員は、

孫科、孔庚、陳普天、王世傑、陳誠、徐博霧、薬玉書、何基鴻、白雲棟、張知本、郡力子、王寵

恵、高一滴、措輔成、博斯年、白崇癌、洪蘭友、雷震、蒋勺田、徐漢豪、林彬とともに、章士別

が指名されている（30）。

21日から24日まで第2読会が開始され若干の修正が行われ、25日の第3読会で字句の変更と整理

を行なったうえ、表決に移り、出席者全員の起立拍手により草案が通過し、ここに「中華民国憲

法」が成立した。憲法は翌1947年12月25日より施行されることとなった（31）。

1947年3月、国民大会で通過した「憲法実施の準備程序」により憲政実施促進委員会が成立し、

関係法規とともに「訓政結束程序法」が公布され、4月には青年党・民社党を組み入れた、国民
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政府の改組を行なった。新憲法に基づく第1回国民大会に向けて、11月21から国民党支配区で普

通選挙が実施されたが、12月25日召集予定の国民大会は選挙の混乱のため延期となり、翌19亜年

3月29日に開催された。この大会において蒋介石が大総統に当選し、5月20日、蒋介石と李宗仁が

それぞれ正副総統に就任した。これにともない蒋介石、孫科の、国民政府正副主席は解任となり、

新旧の五院政府も交替し、ここに訓政期の国民政府が終了し、「訓政体制」は終焉を迎えた（32）。

（3）議会主義政治論への回帰

政治協商会議開催直前の1945年11月25日、章士別は来る政協会議をフランスの三部会と対置し

て捉え、国民政府・中国共産党・民主諸党派の三者に対し、（1）国民政府は全国の真の力量を認

識し「開誠布公」（誠心誠意に公平を持す）の4文字を会議の礎石とし、この会をハイフンであ

るとみなすべきこと、（2）共産党は武器を放棄し真の愛国心を示すこと、（3）民主諸党派と無党派

人士は、至誠の心をもち独立した見解を堅持すべきことを説き、この三者がフランスの三部会の

失敗に鑑みて「調和立国」の真意を失わないことを希望した。そして洛陽の国難会議の轍を踏ま

ないようにと釘を刺した（33）。

1932年4月の国難会議は、挙国一致の救国体制を樹立すべく学識経験者を招碑して開催された

が、招帝者の過半数が欠席し政府の御用会議となってしまい、政府外部の意見が反映されなかっ

た。1946年1月の政治協商会議が14年前の国難会議のように形骸化してしまうことを章土釦は危

慎していた。そして一方では民国初年のように再び調和論が必要とされる時期がようやく到来し

た、と章は感じ、各勢力が自立しつつ譲歩することを望んでいた。この時期章は民初の政治論を

再度主張している。

章士別は、1946年1月に発表した「言論の自由を解釈する」という論文で、「訓政体制」を言

論の自由という点から批判し、新たに到来するはずの憲政の時代に大きな期待を寄せている。こ

の論文においても、民国初年の章士別の政治論が復活していることがうかがえる。

章はまず「祖国復興の1年冒となり、列強国の仲間入りをし、憲政の開始が発せられ、国民は

まさに今から自由の権利を享受しようとしている。まことに盛大な事業でなないか」と大戦終了

後の新たな国家建設を祝福する。だが続いて章は、「自由とは何か。享受するとはどういうこと

か」と問題を提起する。そして主にダイシーに依拠しつつ英国における諸自由の発展の歴史を解

説し、儒家の経典を引きつつ「名は自由だがその実はきわめて不自由である」中国における不自

由の歴史を検討した後、「訓政体制」における自由の消滅を論じ、「上の者が善しとすることは、

きっとみなが善しと認め、上の者が善くないとすることは、きっとみなが善くないと認め」、

「君主が国中の正義を一つに統一できる（34）」ことが政治秩序維持の原則であるとする『墨子』

の「尚同篇」を引用し、墨子の「尚同の術」こそが「訓政の極致」であったと述べる。

章士別の説く自由とは訓政体制とは相反する。それは「尚同」ではなく「尚異」、異質さの容

認を前提とする。

「およそ宣伝機関が専念する目的とはこれにはかならない。だが自由というものはそれとは反

対である。自由とは、尚異を生み出すものである。私はかつて『政本』を著しその冒頭でこう述

べた。『為政に本有り。本は何くにある。日く、容有るに在りと。何をか容有りと謂ふ。日く、

好同悪異ならずと（35）』」。

そして章士別は自説を補強すべく、バジョット、メイ、J．S．ミルの主張を引用している。章

士別は次のように説く。

「バジョットはパーラメントを重視し論鋒鋭くこう述べている。英国の政治は、実に世界に先

んじて政治批判を以て政治としている。政治用語では、政府党を王の僕といい、野党を王の反対

党と称している（36）。国王を基準にして意見を明確にするのであり、これによって国王は政治問

題を処理するのである。これはわが国の墨家の、君主に同ずるという原理とは異なるのみならず、

彼の国の君主が誤りを犯すことがありえないという原理においてまた期せずして反対になってい

る。この言葉が最初に登場したとき、世間ははなはだ驚樗したが、しかし英国人は結局これを法
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律として運用しているのである。

メイはこう述べている。『政党の徳は、まず反対党の意見が広まるままにさせることにある』

と。

ミルはこう言っている。『これら二つの考え方のいずれもが効用をもっている所以は、相手方

に欠陥が存在しているためであるが、しかしまた、二つの考え方のいずれにも、理性を失わさせ

ず常軌を返させないものは、主として相手方の反対というものなのである（37）』と。

英国人が運用している所の自由は上述のとおりである。これを一言で述べれば、私が述べた不

好同悪異［同をこのみ異をにくまず］の5文字につきるのだ（38）」。

このとおりかつての調和諭がそのままの形で繰り返されていることが判明する。民国初年に主

張した政治論が30年後においても妥当すると章士別は考えている。民初の議会主義政治論に対し

てようやく中国の現実政治が追い付いてきたというべきであろう。

章士別はこの「言論の自由を解釈する」という論文の末尾において、「種々な構成分子の明白

な相違を常に念頭においていない哲学や、これを絶えず強調しない哲学は、重要な現実を無視し

ているので、理論としては根本的にまちがっている（39）」というバジョットの表現を引用して政

治社会の構成分子の複雑さ多様さ不均等さを強調し、今後の中国の憲政も危機を迎えること一度

や二度ではないだろうが、「朝野賢達の士」が公共心と誠意とをもち、たとえ進歩はわずかでも

決して退歩しないように願う、と訴えている（40）。そのエリート主義的な政治観の色彩はいまだ

濃厚であるが、1946年の憲政開始を迎えた中華民国に必要なのは、自由主義的な政治原理の定着

であると章士別は考えている。章士別の目から見て、1946年は議会主義政治論への回帰の年であ

った。

第3節　漢粁裁判における章土釧

政治協商会議を目前にし、これに背を向けるように垂慶から上海へ戻った章士別は、現在の延

安中路達巷7号を事務所とし弁護士としての活動を再開した（41）。

当時、章士別が弁護士として扱う事件の多くは漢紆事件であった。1946年4月には、それまで

に逮捕されていた漢好に対する裁判が一斉に始められた。とくに江兆銘の南京政府要人の処遇は

注目の的であった。周仏海、梁鴻志らは章士別の友人で、その家族が弁護を依頼Lに章士別を訪

ねてきた。

南京政府立法院長で、章にとってはかつての臨時執政政府の同僚である梁鴻志は、敗色濃厚の

1945年7月15日に重慶政府に「自首書」を提出し蘇州に引退していたが、10月20日に当局に自首

して逮捕されていた。翌1946年6月5日に上海高等法院において公判が行われ、章士別、朱鴻儒、

李国珍の3人が弁護を行なったが、6月21日死刑の判決を受け、11月9日、上海の提藍橋監獄内の

刑場で処刑された（42）。章士別はこの事件の弁護を引き受けたが、胸のうちは複雑で、梁鴻志の

死刑の判決の当日は気が重く、遺骸の写真を前にすすり泣いていたという（43）。章は殿汝耕のた

めにも奔走した。殿は、1918年に章が日本で外相内田康哉と会見したときの通訳で、1935年に巽

東防共自治政府を設立した人物である。殿も1947年に処刑されてしまった（44）。

漢粁裁判とくに淫兆銘政府関係者の裁判はたいへんなスピード裁判で、南京政府主席陳公博の

場合、公判1回で1週間後に死刑の判決が下った。措民誼も公判は1回で1週間後に死刑の判決、林

相生と梅思平も公判1回で6日後に死刑の判決、梁鴻志は公判2回で裁判開始後16日目に死刑の判

決を受けている（45）。

章土釧が弁護を担当した周仏海の場合、事情が少々異なっていた。抗戦中は国民政府行政院副

院長兼財政部長、中央儲備銀行総裁、上海市長の職にあった周仏海は、すでに1943年に重慶側に

服従する意志を伝えており、日本降伏後は上海地区特別行動隊総司令に任じられ上海の治安維持
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を命じられていた。1945年10月2日、上海地区を接収した第3方面軍総司令湯恩伯軍の手によって

逮捕されたのち、そのまま重慶に護送され国民党の保護を受けていた（46）。江兆銘の南京政府が

英米に宣戦していた関係から、国際世論上、周仏海の戦争犯罪の責任を問わないわけにゆかず、

国民党としては保護する意志はあったが周が有名すぎて公的な援護はできなかった。そこで世論

を静めるべく一旦周を重慶に軟禁し、のち南京へ移し法院の判決に委ねることにした（47）。

周仏海は1946年9月に重慶から南京の軍監房に移され、9月20日、軍から首都高等法院検察処へ

引き渡されて、老虎橋監獄に収容された。その後数回にわたり首都高等法院検察官による訊問を

受け、10月7日に「起訴書」が作成され、10月21日首都高等法院第1法廷で公判が行われた。この

裁判では、周の妻楊淑慧がとくに章士別・王善祥・楊嘉鱗の3人に弁護を依頼した（48）。

章士別らは周仏海に有利な証拠を収集し、これを整理したうえで、第1回目の公判に合わせて

高等法院に提出している。（1）中国人の財産を守るなど人民に有利な処置をとった証拠、（2）軍統

局を通じて中央に自首した証拠、（3）自首後は重慶の命令で行動した証拠として、無線局の設置、

情報の提供、重慶側と連合で軍事反攻を手配したこと、李士群など敵側漢軒を抹殺したこと、顧

祝同（第3戦区司令官）と連絡があったこと、何応飲、陳立夫と連絡があったこと、そして（4）上

海の保安に尽力した証拠であった。証拠を提供したのは、顧祝同、何応飲、杜月笠、周鏑、陳立

夫、蒋伯誠、呉紹封、呉開先など、陸軍総司令（顧祝同）や軍統関係者、国民党中央委員が含ま

れていた（49）。

11月2日に2回目の公判があり、章士別が弁護に立った。章士別の弁護の中心は、周仏海が「策

反工作」、つまり敵（江兆銘政権）の内部に潜り込んで、蜂起と帰順を扇動する任務に従事して

いたという点であった（50）。

11月7日に判決が下り、敵国に共同通謀し、本国に反抗を図った罪で死刑に処す、公権は終身

剥奪、財産は家族の必要生活費を除き全部没収する、という主文であった。12月14日に妻楊淑慧

が再審請求を行なったが、翌1947年1月20日、原判決を支持する最高法院の判決が下された。1月

25日、陳巣夫と陳立夫が連名で蒋介石に対し書状を送り、周仏海（上海市長）、羅君強（当時、

南京政府司法行政部長、上海副市長）、丁黙郁（漸江省政府主席）（いずれも逮捕後は暫時垂慶

で保護されていた）らの抗日戦最後の1年間の行動は、南京・上海一帯で密かに周密な軍事配置

を行い、終戦後は新江・江蘇両省が共産党の手に落ちないようにするという、軍部の計画に従っ

たものであったことを指摘して、減刑を要求した（51）。

章士別は他の漢粁裁判の傍ら、獄中の周仏海をしばしば見舞っていたが、おりから開催されて

いた最後となった国民参政会の第4期第3回大会（1947年5月20日ぺ月2日）において、珍しく果敢

な行動をとった。5月31日の会議において章士別は、国内外の過去の政治犯の釈放の方法になら

い、漢軒事件で拘留されている罪人を判決の軽重に関わりなく一律に釈放することを提案した。

提案は他の参政員46名の連名で、「政府が大赦の範囲を拡充し、拡古の大典を昭らかにし新機を

啓くことを請う案」として提示された（52）。

だが、章士別にとっては悲しい結果となった。6月2日、章の提案が大会に提出されたときは特

に異議もなく通過したが、突然ひとりの女性代表が反対を表明し、これに付和するものが続出し

た。章士別が40分ほど説明に立ったところ、拍手して賛成するものがいたが、反対するものもお

り、折衷派が保留案を出して、決議は次回の大会まで保留となった（内戦勃発のため次回の大会

は開催されなかった）。章の提案に反対したのは、北京女師大出身の張邦珍で、昆明南背中学校

長、第4期国民参政会参政員、国民大会代表を歴任した人物で、当時国民党中央監察委員張邦翰

の妹ということであった。彼女は、章士別が1925年に段祓瑞臨時執政府の教育総長の職にあった

さい、女師大事件で校舎に龍城したが、雇われた「老嫡子（女ごろつき）」百人余りに強制的に

離枚させられ、これを恨みに思っていた。参政会の中には他にも数人の当時の女師大生がおり、

私憤を晴らすべく反対に回ったという。公の場で私憤を晴らすことは反理性、反道徳の行動であ

り、民意機関が代表する民意がこのようなものであるなら、私は中国の民主の前途のために突く、

と周仏海は嘆いている（53）。周仏海は、1947年3月、国民政府の特赦により無期懲役に減刑とな

ったが、19亜年2月28日に獄中で病死した。
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小結

章士別は、その生涯において不当に政治的な処罰を受ける者に対する救済を行なうことがしば

しばあった。李大別の救済運動や、陳独秀裁判における弁護活動などはその顕著な例である。漢

粁裁判における章士別の弁護活動の動機もそういった政治的な理由で不遇な境地にある人物の救

済活動を行うということであった。人民共和国建国以後のことになるが、章士別は1951年9月28

日、毛沢東に宛て書簡を出し、張之洞と段祓瑞の遺族の生活の困難を訴えその改善を要望した

（54）。また章は1954年12月9日にも毛に書簡を送り、王冷斎（慮滞積事件のときの延平県県長で

日中交渉の中国側の首席代表）を第2期政治協商会議の委員にするよう提案している（55）。冷遇

されている人々を救済しようとした小さな例である。

国民参政会において章士別が憲政期成会の一員となり、国民大会では憲法草案審査委員会の召

集人の一人となったことは、法律問題の専門家、あるいは国家建設の理論家としての経験と能力

とが評価された結果であったと理解できる。だが、現実政治に参加し、自説を主張し、影響力を

発揮するには、たんなる専門家や、理論家ではなく、具体的な党派の勢力を背景とすることが必

要であった。都鯖奮、黄炎培をはじめ、張潤、沈釣償、章伯鈎、羅隆基といった人物は、党派代

表として国民党に対して、そして共産党に対して、相応の主張を行うことができたのである。

「訓政体制」と自由主義とは相容れないものだと考えていた章士別が国民政府についてどれほ

ど批判的な見解をもっていたかは、残念ながらその全体像は確認はとれないが、少なくとも国民

政府主導による内戦の停止と、憲政の発展には賛成していたであろうと思われる。「訓政体制」

の終了をもたらすはずの憲法草案の審査で重要な役割を担ったことがその証拠である。だが、や

はり章士別は国民党内部の人間ではなく、政治協商会議の指名においては、共産党側に組するの

ではないかと冒されて敬遠されてしまった。確かに、章土鋸には毛沢東、周恩来をはじめ直接の

知己が多かったし、それが後の和平交渉団代表としてもふさわしい資格を与えていた。

抗日戦終了当時、章士別が自己の政党を欲していたことは重要である。それは党派性なくして

は政治的存在ではありえないという中国政治の特徴をあらわにするとともに、章が来る憲政の時

代において、政党政治が、すなわち議会政治が行われると確信していたことをも意味していると

解することができるからである。青野（閲香堂）という秘密結社を母体にした恒社を、多元主義

を前提とする議会政党とすること自体が無理であったように見受けられる。章士別は孤立無援で

あったが、しかし彼の意図するところは明確であった。

1943年6月、章士鋸は重慶において『邁輯指要』という大部な論理学の書物を出版した。中国

の論理学史上に残る成果であった。アリストテレスの論理学の体系を用いて中国古代の論理学の

成果を分析し新たな解釈を加え、中国においても西洋の論理学に匹敵するほどの確たる論理学の

体系が存在することを証明したことで賞賛を受けた。本書は北京大学（1918年）と東北大学（

1931年）での章の論理学の講義が土台となったが、蒋介石の依頼を受けたことが執筆の直接的契

機となった（56）。

政治の場ほど華々しくはないが、『遵輯指要』を執筆したことの意義は大きく、中国の論理学

史上に残る業績であるといってよい。そしてその政治史上の意義もまた、より広く総動員体制下

の文化政策のひとつとして蒋介石など政策担当者の目から眺めてみることもできるだろう。同時

代の書評の多くが、中国文化を発掘した業績として『遵輯指要』を評価していたことを思い起こ

せば、蒋介石の狙いはほぼ達成されたのではないだろうか。この書物が毛沢東の賞賛を受けるこ

とについては次章で述べる。

［註］
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（1）章含之「我与父親章士別」戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱涙、章士別与毛沢東』香港達芸出版

社、1988年10月、36貢。

（2）章君穀著、陸京土校訂『杜月笠伝』第四冊、伝記文学出版社、1989年6月再版、203責。当時

香港に逃れていた上海『文匪報』筆政の徐鋳成が、1940年8月の杜月笠の生誕記念の宴会に招待

されたとき、章士別がホスト役のひとりであったと回想している。徐鋳成『杜月笠伝』漸江人民

出版社、1982年6月、6頁。

（3）自書庵「章士別」『民国人物伝』第4巻、59貢。章含之「我与父親章士別」前掲、36責。

（4）章士釧『邁輯指要』「自序」時代精神出版社、1943年6月、15貢。1939年、江津（重慶の南西

40キロ）に居を定めたばかりの陳独秀（慮溝楕事件直後に出獄）との交際が復活しており、陳独

秀の書簡から章士別の住所が重慶市中三路緊興新村5号であることがわかる（打水編『陳独秀書

信集』新華出版社、1987年11月、亜6貢、511貞）。また章は194畔には重慶上清寺の居所で、董

必武の訪問を受けたりもしている（章士別「書某江獄」『文史資料選輯』第確‡、64－65貞）。

（5）楊威『杜月笠外伝』金陽出版社、1968年3月、49貢。

（6）徐矛『中華民国政治制度史』上海人民出版社、1992年7月、292－297頁。陳茄玄『中国憲法史』
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第13章　国共和平交渉における章士別

はじめに

第1節　上海和平代表団の章士別

（1）上海人民和平交渉代表団の成立

（2）章士別の代表団参加の理由

（3）上海代表と中共の和平交渉

第2節　南京政府和平代表団の章士別

（1）南京政府代表の人選

（2）国共和平交渉の経過

第3節　章士別の「統一戦線工作」

小結

はじめに

国共間の全面内戦の開始によって国民政府による憲政化の実現は不可能となった。内戦ではア

メリカの援助を受けた国民党軍が圧倒的な優勢を示したが、1947年6月から人民解放軍の反攻が

始まり19亜年には形勢が逆転していた。19亜年9月から1949年1月までの遼藩、推海、平津の「三

大戦役」に中共軍は勝利をおさめ、北京、天津を占領し、長江以北の広大な地域を「解放」して

いた。人民解放軍が渡河し長江対岸の南京へ進攻するのは時間の問題となっていた。

こうした状況下で、章士別の言動の逐一が再度全国の注視の的となる事件が起こった。中共と

の和平交渉を模索し始めた国民党の依頼により、章士別は1949年2月と4月の前後2回、初めは上

海市民として、2度目は政府代表として、共産党との和平交渉のため北平に赴くことになったの

である。

本章では、非国民党員の章士別が政府代表に指名され、やがて共産党の下で「統戦工作」に従

事するにいたる章士別の政治的位置について考察する。

第1節　上海和平代表団の章士別

（1）上海人民和平交渉代表団の成立

1945年から1946年までに国民党が大きな政策転換を行ったことはよく知られている。抗日戦後

の中国では国家建設の方法をめくり各党派の角逐が始まった。1945年10月の国共両党の合意（双

十協定）により、戦後の国家建設上の諸問題の解決はきたる政治協商会議（1946年1月）での討

議に託された。そして政治協商会議の成果である「政協決議」には憲法制定のための国民大会開

催が盛込まれた。

だが国民党にとって国民大会の開催は自らの正統性に関わる問題であった。「訓政時期は、中
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国国民党全国代表大会が国民大会を代表し中央統治権を行使する」（「訓政時期約法」第30条）。

「全国の過半数の省が憲政開始時期に達すれば……、国民大会を開催し、憲法を定め、これを発

布する」（「建国大綱」第23条）。「憲法発布の後、中央統治権は国民大会に帰し、これを行使

する」（同第24条）。すなわち将来の国民大会を代表して統治権を行使するのが国民党による訓

政実施の正統性根拠であった。国民大会の召集、憲法の発布、統治権の返還という憲政移行まで

の一連の過程は国民党が主体となって実施しなければならなかった（国民大会路線）。ところが

各党派との平等な政権樹立を志向する「政協決議」方式の国民大会開催（政治協商会議路線）で

は、蒋介石の指導権は保障されるものの、批判勢力との共存という事態を招くこととなり、それ

によって国民党の正統性が侵食される危険があった。したがって当時の国民党にとっては政治協

商会議路線を国民大会路線に引き戻し、党の支配権を強化することが急務であった（1）。かくし

て国民党は「政協決議」を放棄し、1946年11月、共産党と民主党派の多くを排除した国民党主導

の国民大会を開催した。しかし内戦の本格化によって南京政府による憲政の早期実現は困難とな

った。

内戦では当初国民党軍が優勢を示したが、1947年6月から解放軍の反攻が始まり、19亜年には

形勢が逆転していた。1949年1月までには中共が長江以北の広大な地域を占領し、解放軍の南京

進攻は時間の問題となっていた。ここに国民党内部から停戦と和平を求める意見が現われ、米国

政府がこれに同調した。国民党は再び政策の転換を模索し始めた。広西派の反蒋活動が活発化し、

まず白崇宿が蒋介石に停戦を要求、次いで李宗仁が共産党との和平交渉案を提出するにいたった。

停戦を実現して和平交渉を行い、長江を境界に中国の南半を支配地域として確保する、というの

が広西派の方針であった（2）。

蒋介石は、党首脳部を召集し意見聴取のうえ、1949年の元旦の文告で、共産党と停戦し平和回

復の具体的方法を協議することを表明した（3）。これに対し中共側は1月14日の毛沢東の声明で和

平交渉実施の8項の条件を提示した。8項とは①戦犯の処罰、②偽憲法の廃止、③偽法統の廃止、

④民主原則による一切の反動的軍隊の改編、⑤官僚資本の没収、⑥土地制度の改革、⑦売国的条

約の廃止、⑧反動分子の参加しない政治協商会議の開催、連合政府の成立、南京国民党反動政府

（および各地方政府）の全権力の接収、である（4）。やがて国民党内では和平論が主戦論を凌ぎ、

1月21日、蒋介石が引退を宣言し南京を離れ、職権は李宗仁副総統が「代行」することになった

（5）。以後、国民党の政策は李宗仁主導のもとで和平交渉の実現へと傾斜していった。

中共軍の長江渡河を目前に控える緊迫した状況下で、李宗仁は中共が政府代表を受け入れるか

どうかを確認する事前工作を行なう必要に迫られており、正式な政府代表団を送り出す前に、段

階をおって（あるいは使える駒をかき集めて手当たり次第に）中共側との連絡網を築き上げよう

としていた。李宗仁は1月下旬、まず黄啓漢（政府立法委員）と劉仲華（華中剃匪総部参議）を

北平に派遣し、葉剣英と接触することに成功した（劉仲華はのち北平に残留して章士別一行を出

迎えることになる）（6）。

次に李宗仁は民間人代表団を北平に派遣することにし、まず南京在住の大学教授を構成員とし

た「南京人民和平代表団」を2月6日に北平へ派遣した。代表団は5日間滞在し、葉剣英ら共産党

側幹部と2度会見した（7）が、南京側はこれを大きな成果とは受けとらなかったと思われる。

南京代表派遣と同時に、李宗仁は上海代表の人選を始めた。まず李の参謀格である甘介侯を上

海に派遣し、宋慶齢、陳銘枢、張瀾、張君臥黄炎培、章士別、羅隆基らを訪問させた。李宗仁

自身も宋慶齢、李済深、沈鈎儒、章伯鈎、張東操、顧孟余、梁淑瞑らに書簡と電報で協力を要請

している（8）。

続いて和平推進派の郡力子と張治中が上海を訪れ、民主同盟指導者の張潤、羅隆基らと協議を

行なった（9）。郡力子と張治中は甘介侯と情報交換をおこなったうえ、銭新之（交通銀行董事長）

の同伴で杜月笠を訪問して上海工商界の和平交渉についての意見を聴取し、さらに宋慶齢、民社

党の張君勤と相次いで会談した。一方、甘介侯も陳銘枢と章士別を再度訪問し協力を仰いでいる
（10）

代表団派遣は、流動的な人選と共産党側の意向との兼合いから、最後まで手探りの状態で準備

が進められた。南京政府が最初に接触し、協力を要請した顔ぶれを眺めると、大部分が民主同盟
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の指導的メンバーであることが注目される。中共側との調停役として民盟など第三勢力に頼ろう

という南京側の発想は自然なものであった。

だが、政府は民主同盟からの協力を得ることはできなかった。1947年10月に政府により非合法

化された民盟は、国民党に対してなお厳しい警戒心を持っており、大方針としてすでに中共との

合作が固まっていたからである。民主諸党派の構成員は中共の要請で、19亜年末から喩ホ清市・

河北省平山県李家荘などの拠点へ移動を始めており、1949年3月までに香港から東北、華北に入

った民主人士は350人を数えた（11）。北平解放後は北平への移動がなされ、北方の同志から張滴、

黄炎培、薙隆基ら上海残留組に対する呼びかけも熱を帯びてきていた。1月22日、李済深、沈鈎

儒、馬叙倫ら55人が声明を出し、中共の指導下で革命を完成し新中国を創設すること、中間路線

の存在は許されないことを訴えた（12）。

民盟のほかに国民党が呼びかけたのは上海在住の名望家たちであった。1月31日朝、李宗仁自

らが上海へ赴き、顔恵慶、章士別、冷遇、陳光甫、江庸らの学識経験者・各界名士（多くは無党

無派）2C数人と談話会を行ない、協力を仰いだ。政府はこの日の談話会で会見した無党派の「社

会領袖」である、顔恵慶、章士別、冷遇、陳光甫、江唐の5人に「上海人民和平代表団」を委嘱

することにした（13）。

顔恵慶、章士別、江唐は快諾したが、冷遇（江蘇省参議会議長）は議会開会中のため参加不能、

陳光甫（重慶上海商業儲蓄銀行、中国投資公司などの経営者）は金融の専門家で政治には疎いと

いう理由で辞退した（14）。その後、代表には凌憲揚（雇江大学校長）、欧元懐（大夏大学校長）、

侯徳梼（水利公司総経理）らが加えられ、甘介侯と郡力子が同行することになった（15）が、2月7

日夜、中共側から章士別等が私人の資格で来るなら葉剣英が接待するが、甘介侯の北平訪問は拒

否するという正式回答があり（16）、甘の仲介した凌、欧、侯の3人が健康や業務を理由に辞退し

た。

中共の回答に驚博した李宗仁は再度上海へ飛んで協議を続け、最終的に顔恵慶、章士別、江庸

の3人を代表とすることで落着した（17）。また郡力子が個人の資格で同行し、連絡役の黄啓漢、

張豊宵ら秘書4人、南北通航の任務をもつ金山（共産党地下党員）らが随行することになった
（18）

結局、李宗仁が上海の名望家を集めた談話会が人選の場となった。指名された5人のうち、章

士別と江庸は無党派、顔恵慶（駐英、駐ソ大使）と陳光甫（国民政府委員）は国民政府の要職に

あり、冷遇は民盟常務委員で、中国民主建国会の創設者の1人、1945年7月に黄炎培等と延安訪問

を果たした親中共派であった。いずれも国民参政会参政員の資格を持ち、共産党が受入れ可能な

人物である。最終的に陳と冷は参加を辞退したので、李宗仁の要請に応えたのは、非民盟の親国

民党的立場にある社会的名望家（70歳前後の国民参政会参政員）であったといえる。

（2）章士別の代表団参加の理由

章士別が上海代表団への参加依頼を受講した理由としては、①李大別、陳独秀という友人をも

つ章にとっては、毛沢東、周恩来といった共産党の指導者たちとは旧知の間柄であり、まして

「敵」ではなかったこと、②杜月笠などやはり旧知の上海の実業家たちのために中国の将来を占

う情報を収集すべく共産党の実勢を視察する好機会であったこと、③すでに当時から共産党の秘

密党員が章土別宅に出入りしており、章と共産党とはすでにある程度の連絡が可能となっていた

こと、がまずあげられれる。章士鋸の娘の回想によれば、19亜年から1949年初めの章士別には家

人に会わせない来客がしばしばあった。それは章土釧とともに北平に行った金山で、当時は国民

党のブラックリストにも掲載の地下共産党員だったという（19）。

章士別が和平交渉の上海代表就任を承諾したもうひとつの理由は、それが自らの政治理念の実

現の場だと考えたからだと思われる。

政治協商会議を1ケ月後に控えた1945年11月下旬、章土釦はこの会議をフランス革命前夜の三

部会と対置して捉え、南京政府・中国共産党・民主諸党派の3者に対し、三部会の轍を踏まぬよ
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う「調和立国」の精神を発揮すべし、と主張した（20）。

「調和立国」の精神とは、反対意見の存在を許容し、政敵との共存を可能にする政治制度を追

求する精神である。それは多元主義的議会政治の確立を主張し、専制と独裁に反対する、民国初

期の章士別の政治論の一部であり、「調和論」と称される（21）。政協会議前夜の章は、「調和諭」

が必要となる時の再来を感じていた。章は各政治勢力が独立しつつ協調することを希望し、言論

の自由の視点から国民党の「訓政」を批判し、新たなる「憲政」の時代に大きな期待を寄せた

（22）。だが内戦勃発によって、フランス三部会の例に言及した章の危倶が現実のものとなってし

まった。

1949年1月、国民党広西派が打ち出した和平政策は、章士別には国民党が再び政治協商会議路

線へと復帰し、他党派との合作を求めるものと見えたであろう。李宗仁が国民党内で提起した和

平交渉案には、政治犯の釈放、言論集会の自由の承認とともに、上海を自由市とし政府は軍を撤

退、各党派人士が上海で連合政府を設立、国民政府と中共代表が上海で和平交渉を行うことが盛

込まれていた（23）。李宗仁が上海で章士別らの説得にあたったさいも、これと類似した和平案を

提示したはずであり、章としては自己の理念である議会主義政治を具体化する絶好の機会が到来

したと理解したと考えられる。それはかつて宋教仁の政党政治論と責任内閣政論を支持した『民

立報』期の章士別の政治論の復活であった。

章士別は意気揚々とこの北平行に臨んだ。2月1日夕刻、顔恵慶宅での打合わせ終了後、章は記

者団に対し、上海代表の出発はまったく私人が和平を試みる性質のものであり、和平交渉の大計

は政府代表に全権がゆだねられるのを得たねばならないと語り（24）、またその翌日、章は『申報』

記者に対し、自分は和平のために奔走することを請け負ったが、心中は1枚の白紙であって、い

かなる成算もない。北平に赴いてからこの白紙に書かれたことはすべて持ち帰り、当局の参考に

してもらおう、と語っている（25）。いずれにせよ政府代表が正式な交渉の席に着けるようにする

ことが章士別の使命であった。

議会主義の主張者である章士別の政治論の下地には、社会契約論的発想があった。章はルソー

『社会契約論』第3編第11章の後半を引きながら、国家の解散について次のように指摘したこと

がある。好悪な権力者がわが総意を奪い、われに自分の意志を捨てて他者の意志に従えと強要す

るならば、われは社会契約の成立以前の自由を回復して、再び自然状態へと踏み入るだけである。

「したがって国家を解散するとは社会契約を破棄し、もとの自己を回復することである（26）」。

蓑世凱死後の1916年9月、中華民国再建のための憲法制定会議が開催されたさい、章士別は

「新国家の組織は、昨日すでに出来上がっているというのではなく、まさに今日より始まろうと

しているのである。これを絵画にたとえると、わが国はまっさらな白紙であり、配色も構図も画

家の思いのままである。……このまさに千載一遇の機会を失ってはならない（27）」と、国家の解

散によって政治体制は白紬こ還元され、国家建設が再履行されるという自身の政治論を絵画の比

喩をもって表明したことがあった。192時代の挫折にも関らず、30年の時を隔てて章の政治論は

一貫している。

このたび上海代表として北平に出発する前夜の章士別にとっても、一切の国家建設構想は白紙

還元されており、いかに国家建設を進めるかは全てが和平交渉から誕生すると理解されていた。

章士別としては1946年の政協会議に引き続き、1949年の和平会談でこそ「調和立国」の精神を発

揮すべきと考えたのではないだろうか。「調和論」において章士別は次のように説く。「今日の

政局の唯一の解決の方法は、機会をみつけて、全国の人の聡明才力を進発させ、情感と利害を融

和させて、国憲を規範として、国俗を変容させ、それを共に信奉して、欺きあうことのないよう

にすることである（28）」。章にとって和平交渉の成功とは合議制という平和的方法による国家統

合の実現を意味していた。

「上海人民和平代表団」の一行19人は2月13日、国民党要人の見送りを受け、上海を出発した。

空港では記者団に対し、顔恵慶：「中共側に和平交渉の日時を決めさせられたら大成功だ」。章

士別：「今度の旅では和平を呼びかけるほかに、中共側の提案を随時南京に知らせることとした

い」。江庸：「共産側と協議して南北の通郵問題を解決する」。郡力子：「今回陣笠役をやるの

は、まだ政府の代表が行って話をする時期ではないからだ」とコメントした。一行は青島経由で
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翌14日午後、北平に到着した（29）。

（3）上海代表と中共の和平交渉

北平に到着した代表団一行は、葉剣英（北平市長兼北平軍事管制委員会主任委員）、徐泳（北

平市副市長）、連絡役として北平に残留していた劉仲華らの歓迎を受け、ただちに全員が東交民

巷の六国飯店に投宿した（30）。

2月20日午後、北京飯店で、林彪、董必武、葉剣英らが民主諸党派を招待して北平・天津解放

の祝宴を開催した。各党派、各専門分野にわたり400人余りが参加し、顔恵慶、章士別、江唐、

郡力子も招待された。まず林彪が発言し、北平が和平解放された意義、全国の人民の平和への希

望、米帝に依存して抵抗する国民党の陰謀について触れ、郡力子等に永久の平和のために努力し

てもらいたい、と述べた。続いて葉剣英が次のような演説をした。和平、民主、統一の新中国の

建設が各党派の目的であるが、その方法には天津方式と北平方式のふたつある。天津方式は、軍

事力で反動派の軍隊を粉砕し和平民主統一の障害を排除する方法、北平方式は、談判を通して平

和に問題を解決する方法である。このふたつの方法のどちらになるかは国民党次第であると述べ

た（31）。

葉の演説は、共産党の目的はあくまでも中国全土の支配であり、交渉の余地があるのは、北平

方式か天津方式かという、その方法についてであるという立場の表明であった。林彪や葉剣英の

語る和平交渉とは、国民党の和平派が想定している中国の分割支配の条件交渉とはまったく異な

るものであったことを示している。

21日夜、代表団に朗報がもたらされた。4代表の石家荘における毛沢東との直接会談が決まっ

たというのである。22日以降、代表団は石家荘で毛沢東と会見し、周恩来一同とも会談した。会

談はなごやかな雰囲気で行われ、中共側の和平交渉参加者と会談の場所については3月15日ごろ

に決定する見込みであると通知された。上海代表団は24日午後北平に帰ったが、石家荘出発の際、

毛沢東の李宗仁宛親書が託された（32）。これがこの代表団の最大の成果となった。

黄啓漢の回想によれば、北平に上機嫌で帰って来た章士別は次のように述べた。自分は生涯で

多くの大人物に会ったが、毛沢東は最も自分を感服させた偉大な領袖である。今度の旅行で得た

総体的な印象では平和の障害は南方にあるのであり、北方にあるのではない（33）。章士別がこの

交渉において中共偵胴こ共鳴し、好意を抱いていた様子がうかがえる。

北平での任務を終えた代表団は、26日中共幹部一同への答礼宴を開き、27日、薬剤英らの見送

りを受け西苑飛行場を離陸した。黄啓漢だけは連絡役として北平に残った（34）。

一行は、南京到着後、李宗仁への報告と歓迎宴のために3日間南京に滞在し、3月2日、上海に

帰った。章士別はその足で杜月笹を訪ね、会談した。話題は上海の未来、すなわち共産党が武力

攻撃するかどうかが中心となった。翌日昼、杜月笠は播公展（上海市参議会議長）、徐寄欣（副

議長）、銭新之（交通銀行董事長）ら上海の有力者とともに、自宅で章士別ら3人の和平代表を

慰労した。『申報』はこの日の3人の口調からは中共が上海を武力攻撃する考えはない模様であ

ると報道した（35）。

章士別自身は、北平での感想を『申報』記者に対して次のように漏らしている。

章土釧：和戦の問題に関して中共側の意見はまだ一致していない。おおよそのところ文人は和

平論、武人は主戦論である。周恩来は将軍を称しているが文人たるを失っておらず、彼も和平論

である。

記者：今日の中共はあくまでもマルクス主義を実行するのか、それとも新民主主義を実現する

のか。

章士別：自分はまだ北平に特殊な変化があるとは思わない。物価は南京・上海より高いが、彼

らは粟を標準としているので変動は大きくない。そして物資の流通に努めているので物価を下げ

ることができるだろう。

記者：中共が北平で実施している措置を上海でも採用することができるだろうか。
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章士別：できる。なぜなら北平の措置は温和なものであるからだ。まだ戸口の調査もしていな

い。新聞統制に関して、すでに中共支持に態度を変えた新聞の活動をも停止させたことについて

訪ねたところ「間違いであった」という答えだった。‥…・

記者：博作義本人の自由の問題はどうか。

章士別：我々はまだ不自由な状況を見ていない。博作義は彼らの宴会に何度も参加している。

また自分の北平での行動も自由であった。ただ中共当局は安全のために常に憲兵を派遣して「保

護」してくれた（36）。

以上からは、中共軍入城から半月後の北平に大きな変化はなかったことがうかがわれる。また、

ここで重要なのは、中共がマルクス主義か新民主主義かという記者の問いに章士別がふさわしく

回答していないことである。当時の流動的な状況下では、章を含めて共産党外部からは共産党の

政策方針がどうなっているか捉え難かったとみることができる。

第2節　南京政府和平代表団の章士別

（1）南京政府代表の人選

章士別は3月6日から8日まで再度南京に出向き、程潜（湖南省政府主席）、郡力子、白崇宿、

顧祝同らと意見交換を行なった（37）。章の南京行は政府に和平交渉を督促するためであった。3

月7日、章士別は記者に対し、中共との正式交渉を迅速に開始すべきであって、さもなくば上海

和平代表団の中共領袖との意見交換の成果が失われる恐れがある、と語っている（38）。そして章

のもうひとつの目的は、程潜に中共側への寝返りを勧める毛沢東の意志を伝えることであった

（39）。これが後の程潜の国民党離脱の伏線となる。

政府代表の人選作業は1月22日の行政院臨時政務会議ですでに終了しており、郡力子、張治中、

彰昭賢、黄絹地、鍾天心が代表指名を受けていたが（40）、上海代表団の場合と同様に人選は二転

三転し、最終的には3月未に張治中（西北軍政長官公署長官、行政院政務委員）、郡力子（国民

政府委員）、黄紹竣（戦略顧問委員会委員、監察院副院長、立法委員、国民政府委員）、章士別、

李蒸（三民主義青年団中央幹事、党中央執行委員）、劉斐（国防部参謀次長、戦略顧問委員会委

員）が指名され、張治中が首席代表となった。張治中と郡力子は重慶国共会談代表として「双十

協定」に署名した経験があった。

章士釧が政府代表に選出された理由としては、2月の上海人民和平代表団の経験と、その高い

社会的知名度、国共和平統一に対する積極性、共産党側にも歓迎される人物であったことがあげ

られる。さらに章の指名には党内環境の変化と何応欽の意向が働いた。

章の南京滞在中に、孫科内閣が総辞職する事件が起こり、これに連座して政府代表に指名され

ていた鍾天心（水利部長）が代表を辞任した（41）。彰昭賢（内政部長）は中共の反対ですでに辞

職しており（42）、黄絹地、張治中も各々代表辞任を申し出て慰留されていた（43）。政府和平代表

団の派遣計画は頓挫しかけていた。

南京では新行政院長の何応欽を中心に組閣工作が行われた。新内閣は中共との和平交渉を遂行

する使命を持つ関係上、広く国民党外からも人材が求められた。上海代表として北平に赴いた実

績のある顔恵慶、江庸は高齢と健康を理由に入閣要請を拒否した（44）。章士別の場合は、一時司

法行政部長就任説が流れたが、章の拒絶により入閣報道は誤報であることが判明した（45）。だが

こういった経緯からその後も何応欽が和平交渉の政府代表となるよう章に要請し、章の同意を得

て24日の行政院会議で了承された（46）。章士別の参加により代表団の日的達成の可能性が高まっ

た。

章士釧白身は共産党との和平の成否については楽観的な見方をしていた。

政府関係者との協議に参加すべく24日南京に向かう章士別は、上海駅で次のような主旨の談話
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を行なった。党外人士にも和平代表を委ねる何応欽の今度の要請は、国民党の雅量を示しており、

深く敬服する。このような公平な態度で和平を求めれば成功の希望が大きいと深く信ずる。自分

はこの機会を借りて全国人民のために奉仕し、国共代表間の調停役を務めて和平交渉を成功させ

たいと願っている。

また、記者の、今度の和平交渉に第三方面の人士が参加するかどうかという問いに対し、今回

は国共間の直接交渉であって他の党派および民意代表は参加しないけれども、和平が実現すれば、

その他の党派をも含めた政治協商会議を開催するだろう、と答えた。そして章士別は今回の和平

交渉には双方とも誠意があることを強調し、個人的見解としては、和平交渉が進行する期間内は

共産党軍は渡江しないと考える、と述べた（47）。

この談話から判明するとおり、章士別は国民党の「公平な態度」を評価した。そして交渉成功

後に第三勢力の参加する政治協商会議の開催を想定していた。国共内戦を振り出しに戻し、全党

派参加の政治協商会議によって国家建設の再履行を模索するというのが章士別の構想である。25、

26日の両日にわたる政府国防部での会議を終えた章士別は記者団に対し、双方とも和平を求めて

いるので自分は基本的には楽観している、と感想を漏らしている（48）。

一方、中共中央は、3月26日の北平新華社の放送で、4月1日より北平で交渉を開始すること、

周恩来、林伯渠、林彪、葉剣英、李維漢を代表とし、周恩来を首席代表とすること、毛沢東の8

項条件を基礎とすることを決定したと通告してきた（49）。27日、急遽上海に帰る章士別は、今度

の北平行きでは最初に停戦について討論するのかという記者の問いに、変わらぬ楽観的な口調で

「理論上はそうだ」と答えた（50）。

30日朝、章士別は出発のため再度南京入りした（51）。31日、代表団の先発隊として塵郁文ら秘

書処の人員など計17人が北平へ向かった。章はあくまでも楽観的であったが、政府内部はひどく

緊迫し悲観的であった。31日、顧祝同（参謀総長）が立法院で軍事報告を行い、交渉決裂の場合

は、初夏までに兵力400万を擁する中共軍が渡江するだろうと予想を述べ（52）、同日夜、何応欽

の官邸で催された歓送宴の出席者は和平交渉について話題にすることも少なく、総体としては軍

事的敗北による講和要求であり、形勢不利であるという認識から、皆重く沈んだ気分であったと

いう（53）

各代表はそれぞれが異なる派閥を代表しており、各々の動機と目的をもち、基本的には同床異

夢であって一枚岩ではなかった、と余湛邦（張治中秘書）は記している。張治中と郡力子は蒋介

石派、黄絹地と劉斐は広西派に属し、李蒸は派閥色が希薄で、章士別はまったく無党派の「社会

賢達」（学識経験者）であった。余湛邦の観察では、彼らの和平交渉に対する態度もそれぞれ違

っており、章士別と郡力子は2月に上海人民代表団として北平に行った経験があり、国民党のね

らう長江を境界とした分割支配を実現するのは不可能であることを認識していたため、南京には

帰らない覚悟をしていた。張治中は長期間中共との和平交渉に従事し、南京側の党・軍・政の腐

敗について知悉していた。道理からいえば考えは決まっており、今度の談判は不可能を実行する

のであると出発前に語っていた。だが張は蒋介石との関係が深く、それで分割支配にも固執して

いた。黄絹地と劉斐は李宗仁、白崇宿の委託を受けており、当然、分割支配を実現しようとして

いた（54）。

（2）国共和平交渉の経過

政府和平代表団は、4月1日、南京を離陸、午後北平に到着した。一行は首席代表張治中、代表

の郡力子、黄絹地、章士釧、李蒸、劉斐、顧問の李俊龍、屈武、秘書の播伯鷹、余湛邦、陳樹華、

粛錦屏、蓑永竹、厳北瞑ら、計19人であった（55）。中共側の対応はよそよそしいものであった。

空港での出迎えも少なく、かろうじて中共代表団秘書長の斉燕銘、北平市政府秘書長の辞子正ら

が来ていたが、首席代表周恩来の出迎えはなかった。さらに一行は全員の携行荷物も検査された

ことにも不愉快を覚え、投宿先の六国飯店には「真の平和を歓迎し、偽の平和に反対する」の標

語が貼られてあり、疑念を一層大きくしたという（56）。
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1日夜、双方の協議が行われた。周恩来は始めから厳しい口調で、張治中が出発直前に蒋介石

との協議に赴いたことを非難した。すでに中共には蒋と合作する意志はなく、蒋の引退は偽りで

実際は背後で操縦しており、国民党の和平政策は内戦再開の時間稼ぎにすぎないとも見ていた。

こういった中共側の不信感が、南京代表団冷遇の一因であった（57）。

周恩来の要請で黄啓漢が和平交渉の前提となる8項条件受諾の確認のため南京に戻ることにな

った。その間政府代表たちは2日から7日まで個別に意見交換を行なった。主に周恩来と張治中、

葉剣英と黄招抜、林伯栗と章士別、李維漢と郡力子、轟栄榛と李蒸、林彪と劉斐が組になった。

8日からは毛沢東が代表全員と個別に香山で会見した。初日は張治中、2日目は郡力子と章士別、

3日目は黄絹地と劉斐、4日目は李蒸と虞郁文であった（58）。

南京に帰る黄啓漢に対し周恩来は、解放軍が平和への障害を排除するに十分な実力を有するこ

とを李宗仁と白崇宿に告げるよう要請し、次の伝言を託した。すなわち①解放軍は和平交渉期間

中は渡江しないが、その後は和平の成否に関らず渡江すること。②白崇癌は武漢で国民党軍を指

揮し、漢口北部より南へ撤退すること。③白崇宿は安徽省安慶を出ること。④李宗仁はいかなる

状況でも南京を離れず、多数の国民党の人員を南京に留めておき、広西派の軍隊を南京に進展さ

せ蒋介石軍の攻撃に備えること。以上の4点であった。3日午後、南京へ帰った黄啓漢は、李宗仁、

何応欽と協議し、4日にはアメリカ大使と会見、5日に漢口へ行き白崇宿と会見するなど連絡と調

整に奔走した（59）。

共産党としては内戦はほぼ勝利したと考えており、すみやかな江南接収のため南京・武漢の和

平解放を実現すべく国民党広西派を取り込み、さらに広西派が共産党と適合し反蒋の軍事活動を

行うよう求める政治的工作の機会として和平交渉を位置づけていたことがうかがえる。

黄啓漢の奔走、および李宗仁と毛沢東の電報の往復により和平交渉の条件が整い、「中国人民

の解放と中華民族の独立を基準として、早期に戦争を終結し、平和を回復する」（毛沢東4月8日）

という主旨にもとづき、10日中共は軍事進攻の停止を命令した。国民党側の当面の要求は双方の

停戦であったので、『申報』はこれが代表団の北平での最初の成果であると報道した（60）。

和平交渉の正式会議が中南海勤政殿を会場に2回開催された。第1回会議は13日夜9時に開会し

た。中共起草の「国内和平協定」草案を周恩来が朗読し、南京側はこれを持ち帰り検討すること

になり、ただちに閉会した。周恩来提示の「協定」草案は、前文、「戦争責任は国民党にある」。

第1条、戦犯問題。第2条、偽憲法の廃止。第3条、偽法統の廃止。第4条、軍隊の改編。第5条、

官僚資本の没収。第6条、土地制度の改革。第7条、売国的条約の廃止。第8条、政協会議の開催、

民主連合政府の設立、南京政府の接収。以上8条24項であった（61）。

14日、南京側代表団は40数件の修正意見を含む修正案を作成、張治中がそれを周に渡し、長時

間会談した。国民党の敗北と共産党の勝利は必然であるというのが代表団の共通した見解となっ

ていた（62）。

第2回会議は15日夜9時から開かれた。最初に周恩来が発言を行い、今回の「国内和平協定」は

変更不能の決定稿であること、4月20日を署名の期限とし、南京政府の同意と署名がなければ、4

月21日にただちに長江渡河作戦を開始することを述べた。周恩来は、さらに修正箇所の説明とし

て、連合政府と軍の整編委員会は双方の合作とすること、国民党軍の即時改編を求めること、解

放軍が渡江し地方政権を接収することを述べ、次に具体的な修正点が指摘された。そして最後に、

人民解放軍の渡江と接収に関しては、協定成立後、長江流域の10県で解放軍が渡江し江南地区を

接収する、反乱や協定破壊者は南京政府と共同して平定する、南京政府が署名に同意すれば李宗

仁、何応飲、千石任、居正、童冠賢の5人が北平の署名式に参加する旨が告げられた（63）。

会議終了後、南京代表団は宿舎にもどり検討を続けた。決定稿では修正意見40数件のうち半数

が採用され、戦犯問題や軍隊改編に関して大きな譲歩を得たことから、最後に皆が「協定」承認

で一致した。そこで黄絹地と屈武（顧問）がこの最終案を南京に持ち帰り、李宗仁と何応欽に受

諾を勧告することにした（64）。

16日、黄絹地と屈武が南京に飛んだ。署名期限の20日までの間、政府の返答を待つ代表たちの

心境について、余湛邦は次のように書いている（引用中の括弧は余湛邦）。

「その数日間、代表の心境は複雑だった。出発当初の予想に違わず、任務は異常に困難で、不
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可能を実行するようなものであった。『国内和平協定』を読んだ後は、任務をまっとうする可能

性はきわめて小さいことがわかった。万一を願っていた代表たちの心に一種の敗北感が満ちてい

た（章士別先生のような少数者は例外だった）。南京の返答を焦燥して待ちつつ、各人が今後の

処世を考え、厳しい試練に直面していた」（65）。

章士別は例外だったと余が述べているように、章士別にとっては南京政府が「国内和平協定」

に署名しないことがむしろ不思議であった。李宗仁をよく知る劉斐には李が署名しないことが予

想でき、その旨を章士別に伝えたところ、章は、元来不利な条件でも署名すると述べていた李宗

仁が、条件が大分改善されたにもかかわらず署名しないのは、度胸がなさすぎると憤慨したとい

う（66）。

屈武の回想によると、劉斐が出発前の黄紹紘・屈武に口頭で授けた方策は、第一に、李宗仁、

白崇繕、黄旭初の3人の広西派首領に協定を承認するよう説得すること、この和平協定を拒否す

ることは戦端の再開を意味し、それは国民党と広西派の敗北を意味していること、第二に、決然

と主戦派を封じ込めること、第三に封じ込めが不可能なら、あらゆる犠牲を払っても広西派は連

共反蒋の策をとり、共産党と共に国家建設にあたること、という明快なものであった（67）。

中共側は、国民党に対する姿勢として、以下のことを考慮していた。背後で実権を掌握してい

る蒋介石は和平協定を受け入れない。そこで交渉相手を李宗仁に限り、国民党内での影響力が大

きい李宗仁（代理総統）、何応欽（行政院長）、干右任（監察院長）、居正（司法院長）、童冠

賢（立法院長）の5人に北平で協定署名をさせ、国民党内部の分裂をはかる。そして広西派巨頭

の1人黄絹地は対李宗仁工作に有利、屈武は干右任の娘婿で国民党元老派の説得に適役、よって

黄と屈は南京への連絡役として適任であった（68）。国民党首脳部も中共の統戦工作の対象となっ

ており、共産党の政治的な配慮は重層的であった。

南京に帰った黄絹地と屈武は「国内和平協定」を示し、交渉経過について報告を行なった。白

崇宿は締結に強く反対したが李宗仁は躊躍した。結局、蒋介石の意志を汲んだ国民党中常会と中

央政治会議は、4月19日、20日の協議で、受諾拒否の決定を下した。

李宗仁・何応欽の返電は21日早朝、北平の代表団に届いた。電文の要点は、①中共の協定の基

本精神は不平等、不合理で、和平交渉の態度ではなく、政府は受講できない。②中共は人民の利

益に基づいて再考慮し、まず停戦、その後和平交渉の継続とすべきである。中共の「協定」は征

服者が被征服者に対する態度であり、20日を期限として受諾を求めるのは最後通牒と同じである、

というものであった（69）。ここに和平交渉は決裂し、ただちに人民解放軍による長江一帯にわた

る大規模な渡河攻撃作戦が開始された。

北平に残った南京政府代表団にとっては、その後の身の振り方が大きな問題となった。交渉決

裂当日の深夜、代表団を慰労し、専用機で南京へ帰還するよう促す李宗仁と何応欽の電報が届け

られた。南京に帰るか、北平に留まるか。代表団が苦慮した問題であった。

余湛邦によれば代表たちの態度は次の3つとなった。第一は、北平に留まり状況に応じて和平

交渉を継続する。これは大多数の主張であり、郡力子と章士別もすでにそう決意していた。第二

は、それぞれの理由から、南京、新垂、その他の地に帰るという案であった。第三は、首席代表

張治中の意見で、和平交渉が決裂したからには政府派遣の代表団は（少なくとも首席代表は）復

命Lに戻るべきだという態度であった（70）。

24日、南京から専用機が到着した。だが、そのときすでに周恩来の粘り強い説得、中共の援護

による家族の北平到着などがあり、張治中も残留を決めていた。よって何応欽への返書では、任

務が未達成であること、共産党の慰留を受けたこと、あくまで暫時の北平逗留であることが記さ

れた（71）。代表団は全員北平に留まり、専用機で帰還したものは1人もなかった。この後、南京

にいた黄絹地は上海・香港経由で北平に戻った。屈武は新垂の蜂起を援助すべく暫く新垂に帰る

ことにした。南京政府は、27日午後の行政院会議で、政府和平代表団の解消を決定し、その旨を

宣言した。「政府代表」の名称を「悪用」されることを防止する処置であった（72）。
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第3節　章士別の「統一戦線工作」

人民解放軍の長江渡河後、5月20日までに南京、武漢、上海、西安、梅林、太原、大同、青島、

杭州、蘇州、九江、南昌の各都市が相ついで陥落した。李宗仁は一旦桂林に逃れ、まもなく広州

に移った。

5月18日、章士別は郡力子と連名で李宗仁宛ての長大な書簡を書き、中共は大いに譲歩したが

国民党が講和を拒んだと国民党側の非を指摘し、次のように述べた。「中共の今回の和平論は完

全に公（李宗仁）を対象としたものであった。主戦分子については、鎮圧するのであれ、招致す

るのであれ、公の力を借りてこそ実施できたのだ」。だが「公は私共の意見を採用せず、主戦分

子の脅迫と誘惑に負けて翻然と広州に赴いた」と李宗仁の広州行きを痛罵し、中共は新民主主義

を掲げて連合政府を樹立し、各党派と討論を行なおうとしていることを強調した。また章は5月

20日にも、張治中ら代表5人の連名で李宗仁に書簡を出し、上海方面での戦闘を中止し、速やか

に国家の和平統一に協力するよう呼び掛けた（73）。

当時章士別が従事していた活動はまさに「統一戦線工作」であり、国民党関係者を説得し大陸

に引き戻す任務であった。その手はじめが李宗仁の説得であった。李の帰国は14年後にようやく

実現した。1965年7月20日、章士別を始め、郡力子、黄絹地、李蒸、虞郁文、屈武ら前南京政府

代表団が北京空港に李宗仁を出迎え、再会を果たした（74）。

次に章士別は程潜（湖南省主席）および陳明仁（湖南省政府委員、第一兵団司令官）に働きか

けた。1949年6月上旬、毛沢東・周恩来の依頼を受けた章士釧は、劉斐とともに香港に赴き、長

抄の程潜に書簡を送った。程潜が湖南省で国民政府に反旗を翻し、湖南省を和平解放するように

勧めたのである。また章はとくに陳明仁に対し、第一兵団司令としての過去の戦闘は帳消しにす

るという毛沢東の意向も伝えた。毛沢東自らも程潜に密竜で「蜂起」歓迎の旨を訴えた。程潜は

同年8月、陳明仁とともに国民党を離脱した（75）。

毛沢東の要請による程潜・陳明仁の獲得工作に南京政府和平交渉代表の2人が従事したことは、

共産党にとって重要な意味をもっていた。「程潜将軍蜂起」のニュースは新聞紙上でも大いに報

道され、新華社は和平代表団が中共起草の「国内和平協定」を受け入れ、その成果として湖南の

和平解放を位置づける論評を発表した（76）。多くの都市は天津方式の武力解放となったが、湖南

省の場合は「国内和平協定」を局部的に適用した和平解放の事例としてひとつの模範となった。

当時長江以南の国民党各部隊の将校たちによる対国民党「蜂起」が増加していた。同じく南京政

府代表であった黄絹地は劉斐とともに、香港に脱出した国民党の軍政関係の有力者42人を結集し

「蜂起」した。彼らの9月の声明では国民党陸海空軍の全将校兵士に対し「程潜・陳明仁両将軍

の義挙」に倣うよう呼びかけている（77）。

章士別には香港に脱出した杜月笠を説得するという任務もあった。杜月笠の伝記作者は大略次

のように香港における章士別の状況を記述している。

章士別は杜月笠宅でしばしば国民党要人と同席した。たとえば呉開先（国民党中央執行委員）

は、杜に大陸復帰を勧める章士別に対し、自分は2畔間共産党と戦い、そのやり口はよく知って

いるとし、共産党は今のところ党外人士に遠慮しているが、陳独秀、張国裏、畢秋白など自らの

「元老」や「領袖」でさえ打倒するからには、彼らに随わない同伴者の党外人士も打倒されるに

ちがいないと説く。やがて杜は、章に対する逆説得を開始した。当時共産党の監視下にあった章

に、杜は台湾かその他の地への逃亡を勧め、ついに章は杜の熱心な説得に耳を傾けるようになっ

た。

章士別の香港滞在中、毛沢東が北平で「人民民主独裁」のスローガンを出した。章はこれにつ

いて疑念を抱き、社宅で王新衡（モスクワ中山大学に留学、軍続に属し、当時香港で国民党南方

執行部等備委員）と同席したさい、「民主」と「独裁」とは両極端のものだが毛沢東はこれを一

緒にしていると述べた。王新衝はこれに対し、共産党が提唱しているのはレーニンの基本理論に

はかならない。英米とは異なり、共産党の場合は「民主」と「独裁」は一つになる。口では「民

主」をいうが、なすことはすべて「独裁」である、との見解を語った。続いて杜月笠がソ連に傾

第13章　Page195



倒するより英国に傾倒するほうがよいとし、章にこのまま香港に住むように勧めた。章士別が杜

月笠の説得に迷い出すと、章を監視する共産党特務が疑念を抱き始め、ある日、章が1人自宅に

いるときを見はからい、大陸へ連れ去ったという（78）。

杜月笠の伝記作者が語る香港での章士別の活動に対する評価は一面的ではあるが、相応の真実

を告げているように思われる。少なくとも章士別には「人民民主独裁」に対する疑念があったと

いうエピソードは興味深いものがある。章士別をも含めた非共産党の知識人はあくまでも統一戦

線工作の対象であったことは注目しておくべきであろう。

1949年9月、中国人民政治協商会議開催の直前に章士別は北平に帰り、第1回中国人民政治協商

会議に参加した。この会議には南京政府和平代表の全員が参加していた。

小結

共産党が和平交渉に求めたものは、李宗仁・白崇宿ら国民党広西派の獲得であった。それによ

り北平方式によって江南各地の和平解放を実施する作戦であった。程潜ら国民党湖南派の獲得に

よって湖南和平解放に成功したように、李宗仁を第二の博作義にすることで南京の和平解放を実

現し、やがて武漢、上海など局部的な和平解放を達成してゆくこと、つまり戦力の喪失を避けつ

つ全国支配を達成するというのが共産党の狙いだった。共産党にとって和平交渉とは統一戦線工

作の一部であったといえる。政府の代表団人選では中共の承認可能な人材が選ばれ、また中共か

ら代表就任を拒否される例があったなど、そもそも張治中ら代表団自体が中共の統戦工作の対象

であったといえる。

国民党広西派にとっては、和平交渉に成功すれば、長江以南を支配領域として割拠することが

でき、さらには共産党との合作により蒋介石派を軍事的に排除する可能性もあると見込んでいた。

だが広西派は、国民党全体を支配するにはいたらず、党内分裂を引き起こしてまで和平交渉を完

遂する判断がつかないまま、蒋介石の最終決定により和平交渉は決裂した。

章士別にとって和平交渉代表となることは自己の政治理念実現の好機会であった。

国民党は政治協商会議路線から国民大会路線へと路線を変換し、「政協決議」を否定した。国

民党の独裁強化を狙うこの転換は、いわば頭数を数える代わりに頭を叩き割る方針への転換であ

った。だがやがて戦局の極端な悪化によって和平交渉への政策転換を余儀なくされた。章士別に

は、限定的ながら、再び頭数を数える方針への復帰、すなわち政治協商会議路線の復活であった

と見えたであろう。和平交渉に臨む章士別にとっては、南京政府の存続ではなく、大同団結によ

る新国家の建設こそが自らの任務であった。これが章士別が南京政府の代表として和平交渉に参

加した理由である。

一方、共産党の政権構想にも2つの流れが存在していた。ひとつは連合政府論（1945年4月）で

あり、もうひとつは人民民主独裁論（1949年7月）である。連合政府論は、一党独裁を否定する

複数政党の連合政権構想で、その精神は「双十協定」、「政協決議」に反映されている（79）。人

民民主独裁論は、社会主義建設に先立ち、労働者階級の指導下での統一戦線による政権樹立を目

指す方法で、その構想は「中国人民政治協商会議共同綱領」（1949年9月）に貫徹されており、

やがて1950年代半ばには、労働者階級の独裁が共産党の独裁と等質視されてゆくことになる（80）。

軍事的勝利が明白になった和平交渉当時の共産党の政権構想は、国民党・民主諸党派との協力

による連合政府論ではなく、「共産党の指導と人民独裁の国家権力」を国家建設の条件とする人

民民主独裁論への転換途上にあった。当時の中共の構想は党内でも完全に理解されていたわけで

はない。まして非党員で議会主義政治の枠組で発想する章士別の場合、共産党の構想（人民民主

独裁論）を連合政府論（政治協商会議路線）として理解する余地は充分にあった。

2月に上海代表として北上した章士別は石家荘で毛沢東と会見したが、そのさい中共側の要望

として、迅速に新政協を召集し民主連合政府を樹立すること、南京政府は新政協および連合政府
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の人選に参加し中共（民主人士を含む）と南京政府がこれを協議決定することなどが提示されて

おり（81）、また和平交渉で提示された「国内和平協定」第8条も同趣旨の内容であった。章士別

は中共の政策を、持論の議会主義的政治論と符合した、各政治党派の合議による国家建設の再履

行、つまり政治協商会議・憲法制定・議員選挙・政府発足という計画であると理解した。これが

和平交渉の成否について政府代表のうちただ章士別のみが始終楽観的だった理由であった。

きたる中国人民政治協商会議を目前にして章士別が国民党関係者に対する政協参加（大陸復帰）

の説得に奔走していたさいに、毛沢東の人民民主独裁論に接して困惑したことが事実であるとす

れば、それは、当時の中共の政権構想を、章自身は連合政府論であると見なしていたことを物語

っている。「労働者階級が（共産党を通じて）指導し、労農同盟を基礎とした人民民主独裁」と

は「反動派の発言権を奪い、人民にだけ発言権を与えることである（82）」とし、強制労働や思想

改造が方法として組み込まれている毛沢東のヴィジョンは、（エリート主義的で保守主義的では

あるが）多元主義的かつ自由主義的な政治体制を目指す章士別の政治論とはまったく異質な政治

論であったといわねばならない。厳密に言えば、特定政党の指導を原則とする統一戦線的な多党

合作ですら、三権分立を前提とする章士別の議会主義とは異なる思想である。

政治発展のためには反対意見が存在しなければならないという信念、それこそが章士別の政治

論のラディカルな本質である。それは皇帝専制、一党独裁といった領袖個人に権力が集中する中

国の伝統的な政治秩序観とは相容れない思想である。章士別は、1914年と1946年という異なる時

期に、J・S・ミル『自由論』の同一箇所を弓卜用してみせた。すなわち、保守と革新という「こ

れら二つの考え方のいずれもが効用をもっている所以は、相手方に欠陥が存在しているためであ

るが、しかしまた、二つの考え方のいずれにも、理性を失わさせず常軌を逸させないものは、主

として相手方の反対というものなのである（83）」と。和平交渉に参加した章士別を動機付けてい

たのはこういった自由主義的な信念であった。

独自の組織とイデオロギー・自前の軍隊と根拠地をもつ「政党」同士の敵対という問題は、武

力行使を放棄すれば、公開の自由なる討論で解決できる、と章士別は楽観的に捉えすぎたために、

そして中共側の政権構想自体が、連合政府論と人民民主独裁論という二面性をもち、それが渡江

攻撃直前の「和平交渉」の席上、状況的なレトリックをもって描かれたために、章士別は中共の

論理を誤読した。だが中共体制下で議会政治は実現困難であることも予想されていた。

共産党の主張する「連合政府」の構想がすでに二段階革命を踏まえた人民民主独裁論の文脈に

置き換えられているを悟ったとき、すでに統戦工作に従事していた章士別の現実主義的な観点か

らは、自己の理念の譲歩後退と弓悸替えに、中共の優遇が保障されている大陸へ戻ることが最善

の選択肢であった。人民共和国建国後は毛沢東の手厚い保護を受け、その後の政治の季節を乗り

切ることができたが、最早民初の政治思想を表明することはなく沈黙を守り続けた。

章士別は政協路線の実現を求めて和平交渉に参加したが、交渉決裂と中共軍の江南進攻がその

実現を不可能にしてしまった。章の統戦工作参加は、中共指導下での新政協を国家建設の基盤と

する次善の選択であった。やがて人民民主独裁諭の登場が章の政治的理念をさらに後退させたが、

その後も国内外の統戦工作の象徴的存在であり続けた。

［註］

（1）当時の国民党の政権構想を国民大会路線・政治協商会議路線と概念化し論証した、山田辰雄

「平和と民主主義の段階における中国国民党の戦後政権構想」（『石川忠雄教授還暦記念論文集

一現代中国と世界一その政治的展開』慶応通信、1982年、所収）に多くを教えられた。

（2）広西派の台頭と蒋介石に対する党内闘争については、莫済傑・陳福需主編『新桂系史』第3巻、

広西人民出版社、1995年8月、第4章を参照。

（3）「総統発表元旦文告　和戦関鍵繋於共党」『申報』1949年1月1日。

（4）「中国共産党中央委員会　毛沢東主席発表関於時局的声明」『人民日報』1949年1月15日。
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（5）「総統毅然宣布引退　職権交副総統代行」『申報』1949年1月22日。李宗仁の権限に関する李

と蒋介石との角逐については、李宗仁『李宗仁回憶録』広西人民出版社、1980年11月、922責、

を参照。

（6）李宗仁、前掲、930責。

（7）「京渥両和平代表団　明日分自青海飛平」『申報』1949年2月5日。「留平五日数晴葉剣英等

京代表団返抵首都」『申報』1949年2月12日。「以私人資格来平商談国是　南京人民代表団即

将南返」『人民日報』1949年2月13日。

（8）「李大総統派甘介侯来雇　邁主和人士入京」『申報』1949年1月23日。「甘介侯自京抵雇　遊

孫夫人等晋京」『申報』1949年1月24日。「李代総統昨致電　遮蔽孟余等晋京」『申報』1949年1

月25日。

（9）「郡力子張治中　聯枚由京抵雇」『申報』1949年1月25日。

（10）「郡力子張治中　在遍接触頻繁」『申報』1949年1月26日。

（11）陳志遠主編『中国民主党派史』天津大学出版社、1993年9月、218－219責、227－228責。

（12）「李済深等五十五人　発表時局声明　支持毛沢東八項条件」『申報』1949年1月24日。

（13）「李代総統一度荏遍　訪孫夫人及何応欽後乗飛行機返京」『申報』1949年2月1日。

（14）「哀痛両和平代表団　明日分白青海飛平」『申報』1949年2月5日。

（15）「上海代表団人選決定　任務為和談敲門」『申報』1949年2月6日。

（16）「顔恵慶等赴平商談問題　中共昨有正式答覆」『申報』1949年2月8日。「中共電台広播原文」

『申報』1949年2月8日。中共の甘介侯拒否の理由は「中共発言人声明　和平談判準備工作尚未倣

好」『人民日報』1949年2月9日を参照。

（17）代表になった顔恵慶（1877－1950年）は、アメリカ留学の経験をもつ上海出身の外交官で、

北洋政府の外交部次長、総長、内務部総長などを歴任、段祓瑞失脚後の1926年には国務総理とし

て、大総統の職権を代行した。南京政府成立後は、駐英、駐ソ大使、国際連盟大会出席の首席代

表となり、抗日戦争開始後は、国民参政会参政員、国民政府委員、立法院立法委員を務めた。ま

た江庸（1877－1960年）は、福建省長汀の出身、早稲田大学卒業後、京師法政専門学校校長、京

師高等審判庁庁長などをへて1917年には司法総長となり、その後、修訂法律館総裁、北京法政大

学校長、朝陽大学校長、故宮博物院古物館館長などを歴任した。

（18）「遍代表団今農飛平」『申報』1949年2月9日。張豊曽「一九四九年国共和談的有閑史料」

『文史資料選輯』第32韓、72貢。黄啓漢「一九四九年“和談，，約回憶」『文史資料選輯』第67輯、

16貢。

（19）章含之「我与父親章士別」（戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱瞑、章士別与毛沢東』香港達芸出

版社、1988年10月）42貢。

（20）章士別「政治協商会議」『申報』1945年11月25日。

（21）秋桐「調和立国論上」『甲寅』雑誌、第1巻第4号、1914年11月10日を参照。章士鋸の政治思

想については、拙稿「民国初期における章士別の議会主義政治論」『史境』第17号、1988年10月、

を参照。民初の調和論については、丸山校章「民国初年の調和論」『関西大学中国文学会紀要』

第2号、1969年3月、を参照。

（22）章士別「専論　釈言論自由」『申報』1946年1月2日。

（23）中晩雲・李静之『李宗仁之一生』河南人民出版社、1992年、298責。
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第14章　中華人民共和国における章士別

はじめに

第1節　北京における章士別

第2節　反右派闘争と章士別

第3節　『邁輯指要』の再刊

第4節　文革の中の章士別

第5節　『柳文指要』の出版

第6節　章士別の死

小結

はじめに

1949年9月、香港から北京に戻った章士別は、中国人民政治協商会議に参加した。10月1日の開

国大典に際し章は毛沢東の招待により天安門上で中華人民共和国の成立に立ち会うこととなった。

同年冬、章はやはり毛沢東の招待により中南海の陳年堂での晩餐会に赴いた（1）。人民共和国で

の章土鋸の立場を理解するには、毛沢東との関係を明らかにする必要がある。

人民共和国における章士別は、第1期全国人民代表大会代表、第2期全人大代表、第3期全人大

常務委員、中国人民政治協商会議第1期全国委員会委員、同第2期全国委員会常務委員、同第3期

全国委員会常務委員を勤め、政務院法制委員会委員、中央文史館館長の職を歴任した。また中国

人民大学漢語教研室で「柳文」の講義を行なったこともあった（2）。

中央文史館館長として歴史資料の編纂に対しては、相応の影響力を発揮できたであろうが、し

かし章士別の職歴は名誉職が多く、政治的実権を賦与されることはなかった。

政協会議の発言が原因で反右派闘争では批判の対象となり、文革初期には自宅を紅衛兵に襲撃

された。いずれも毛沢東の保護により事なきを得ている。

1961年に章士別の『遵輯指要』が三聯書店から再刊された。1943年に蒋介石に所望され執筆し

たこの書物が再刊されるには、毛沢東の意志が関わっていた。また、文語で書かれた、およそ

「革命」的ではない章士別の柳宗元研究の大部な書物が、党内部からの反対があったにもかかわ

らず、出版されることになった背景にも毛の配慮があった。

本章では、中華人民共和国における晩年の章士別の足跡を明らかにしたい（3）。

第1節　北京における章士別

元来章土釧と毛沢東との関係はかなり親密なもので、章は毛に直接意見を述べることのできる

数少ない非共産党員の一人であった。毛の岳父楊昌済と章は同郷の友人で、北京大学では同僚で

あった。北京大学時代の毛沢東は楊を通して章士別を知ることになった。

このような縁により建国後の章士別はしばしば毛沢東に招かれた。娘章含之は次のような逸話
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を伝えている。1962年12月26日も章は、毛沢東の古希の祝宴に招かれた。毛は4人の同郷の湖南

出身の老人を招待したのである。章のほかに、程潜、葉恭縛、王季範（弟毛沢民の義父）が招か

れた。毛は予め子女も同伴するように言ってあったので、程潜は長女を、王季範は孫娘の王海容

（毛の姪）を、章士釦は当時外語学院英語科の教師であった娘章含之を連れていった。それがき

っかけとなり、翌週毛の秘書林克から章含之に依頼があり、彼女が毛に英語を教えることになっ

た。章士別は蔵書が多く、毛はしばしば本を借りていた。そのとき章士別は線装本の『智嚢』を

娘に届させた。章含之が定期的に毛沢東のところへ行くようになってからは、彼女が両者の図書

運搬係になった。

あるとき毛と章含之との間で章士別のことが話題になった。章含之が、彼は古い搾取階級を代

表する愛国民主人士であり、共産党員の自分にとっては父であると同時に、統戦対象であると答

えた。その理由としては、魯迅が批難したこと、教育総長となり学生を鎮圧したこと、蒋介石と

関係があったこと、国民党を代表して共産党と談判したことをあげた。毛沢東は「彼の一生は相

当なもの」で、章含之の見方は誤っていると指摘し、辛抱強く『蘇報』事件に始まる革命家とし

ての章士別の経歴を説いたという（4）。

1963年初め、毛は章含之に「還債十年」の話を持ち出した。1920年に毛沢東が湖南から上海へ

赴き、章士別に勤工倹学運動の資金援助を依頼したことがあった。このとき章士別が各界から募

った2万元によって、察和森、徐特立、李富春らがフランス留学をはたし、毛の湖南への旅費も

賄えた。毛はこの負債を、年額2千元、10年かけて返済したいと申し出た。数日後、秘書が最初

の2干元を届けて来て、今後毎年春節に2千元ずつ返すと告げた。章士別はこれを不安に思い、当

時の金は義指金で、本来自分のものではないのだからやめるよう毛に伝えた。これを聞いた毛は、

金は章土釧に対する感謝の念から与える生活補助費で、自分の原稿料から支払われることを告げ

た。これ以後毎年2千元が届けられた。1昨日の1972年に満額になったが、1973年以後は、利息

の還付をするという名目で、章士別が健在である限り支払われることになた（5）。

以上のことは、毛沢東と章士別とが家族くるみの交際をしていたこと、毛が与えた援助は破格

なものであったことを示している。

第2節　反右派闘争と章士別

1957年、整風運動が始まり、民主党派の意見を求める政協の座談会で、章士別は熱心に発言し

た。その主旨は、中国共産党が、廉潔に奉公し私利を求めないというすそれた伝統を、永遠に保

持することを願うというものであった。章は、「物必白腐而畠生」の古語を引用し、果物は表皮

が腐っても中身は果物の味がする。だが、芯が腐敗して虫がわけば、表面は光沢があっても、し

だいに中から腐蝕がすすみ、最後には食えなくなってしまう。果物の芯のように共産党は国家繁

栄の柱石である。社会のその他の面の欠点は治しやすいが、ただ共産党の核心が健全であること

が重要である、と説いた。

反右派闘争が始まると、政協の一部の人が、章士別のこの言葉を猛烈に批判し、これは党と社

会主義を攻撃する反党の言論であると指弾した。その結果、章は自己批判を書くよう迫られた。

当時の政協内部の状況では、章士別を章（伯鈎）羅（隆基）連盟と同じ「大右派」とされかねな

かった。

章の自己批判文はいつも通過せず、章への批判はしだいに激しくなっていった。あるときたま

りかねた章は、毛沢東に手紙を書き、党に意見を出した誠実さに対する批判の不公平さを訴えた。

書簡を受け取った毛沢東は、自ら政協に指示を出し、章士別は座談会で過激な言葉を使ったが、

その意図するところはよい、これ以上彼を批判してはならない、と述べた。この指示のおかげで

章は難関を乗り切った。章含之が毛沢東に礼状を出すよう章士別に勧めたが、章はそれに従わな

かった。幸い自分は助かったが、まだ多くの人が「右派」にされていることに深い心痛を抱いて
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いたという（6）。

反右派蘭争の処理と同様、章士別の住居に対する配慮も、毛沢東の庇護と、そして周恩来の厚

意とに関係していた。

1949年に北京に来た章士別は、朱啓鈴宅の後院の半分に住んだ。1919年の「南北和平」会議の

とき章士別は南方分代表となったが、そのときの北方総代表が朱啓鈴であった（7）。

章含之の回想によれば、1959年、章土別宅を訪問した周恩来は、住居の粗末さを申し訳なく思

い、国務院機関事務管理局に言いっけて燈市口史家朝岡の家を用意させた。史家胡同の建物は1

年かけて修理され、1960年冬に完成した。引っ越しに際して周恩来は章を食事に招待し、「行老

は中国共産党に多くの援助を与えてくれた。この家は行老の必要に応じて建てた、われわれから

の贈り物である」と言う。章は「あなたがたは無産階級だ。私は一生涯、動産もなく、不動産も

なかった。もしこの家を受けとれば、わたしは解放後に却って有産階級の家持ちになってしまう」

と笑った。周は「それでよい。家は永遠にあなたとあなたの家族のもので、私が管理します」と

答えたという（8）。

第3節　『邁輯指要』の再刊

1961年に章士別の『邁輯指要』が三聯書店から再刊された。章によれば「北京解放後のある日」

の毛沢東との問答が再刊の契機となった。まず毛が章に『邁輯指要』の借用を願い出た。章はそ

れが重慶時代の蒋介石の依頼による出版物であることから返答に蹟躇したが、毛の再三の要請で

一部を提供した。3ケ月後、毛が章に告げて日く、「この書物を一字も残さず読んだ。長年にわ

たりこの分野の著作をたくさん読んでいるが、大抵は洋書を訳したもので専著とは言えなかった。

だが、あなたは古籍より材料を取り、それを論理学の枠組みの中に配置している。類書の中でも

読むに価する。私はこれは今日の参考資料として刊行すべきだと思う（9）」と。

唯物弁証法全盛の当時、周谷城が形式論理学を擁護する論説を発表した（「形式邁輯与弁証法」

『新建設』1956年2月号）。ソ連の「雪解け」に対応した動向であると解される。これに対し馬

特が修正主義路線であると周谷城を批判し（「関於遵輯問題的討論」『人民日報』1958年4月15

日）、両者の間で論争が展開した（10）。まもなくこの論争は政治的聞争の前哨戦の様相を帯び始

めた。

毛沢東は過去数十年にわたる論理学の業績を保護する必要を感じていた。1959年7月の康生宛

書簡では「中国の過去数年、過去数十年の論理学に関する文章や小冊子、いくつかの尊者（内容

の如何を問わない）をなるべく早く編集して出版する」という希望を述べている（11）。

こうした動きをうけて、中共中央馬恩列斯著作編訳局が論理学に関する論文集の編集を、中共

中央政治研究室が論理学「専著」の選択と編集を担当し、出版の作業が開始された。論文集の方

は、妻椿芳（馬列著作編訳局副局長）が担当し、1959年8月に、妻椿芳等編『邁輯学論文集』

（全150篇、6集）が印刷された（12）。

「専著」編輯作業はすでに5月には着手されていたようである。章士別は、1959年5月には『邁

輯指要』全文の検討を終わっており、再刊の序文（手稿）では、中央政治研究室と人民出版社哲

学組の「同志」との協議にもとづき、章自身が加筆訂正を行なったことが述べられている（13）。

毛沢東は、1959年6月7日付の章士別宛書簡において、章からの書物の贈呈に感謝しつつ、『邁

輯指要』について説明をつけたほうがよいと述べ、自らその「説明」を代筆した。この書物は昔

の作品だが、1959年に中央政治研究室から出版を求められたこと、校勘に1ケ月かかり苦労した

こと、時勢に合わない点など全体の部を削除し若干の増補を行なったこと、近年の論理学界の論

争に稗益する参考材料となるかもしれないこと、などが記された。その1週間後の6月14日に、章

士別は、新たに「再刊の説明」文を書いた。執筆経過といささかの自己批判を加え、基本的に毛
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沢東の「説明」の内容を盛り込んだものであった。1961年に正式に刊行された『邁輯指要』で序

文に採用されたのはこの「説明」である（14）。

こうした経緯をへて、章士別の『遵輯指要』は中央政治研究室遵輯組編『遵輯叢刊』三聯書店、

全11冊の一部として刊行された。他の10冊とは、渚梓年『遵輯与遵輯学』、金岳震『避輯』、張

子和『新論理学』、屠孝実『名字綱要』、博汎際訳義・李之藻達辞『名理探』、穆勤原著・厳復

訳述『穆勤名字』、耶方斯著・厳復訳『名字浅説』、耶方斯著・王国維訳『斯学』、十時弥著・

田呉焙訳『論理学綱要』、斉亨等著・王憲鈎等訳『邁稗史選訳』であった。毛はそのすべてを手

もとに保存しておいたようである（15）。

第4節　文革の中の章士別

文化大革命の開始後、章士別は真っ先に批判の対象となった1人であった。

1966年8月29日、夜10時半ごろ、章土別宅の門が破られ、「新北大紅衛兵」の腕章を付けた乙

30名の男女が庭に入って来た。女の紅衛兵が章を庭に引き出した。紅衛兵は2時間ほど「革命行

動」を行ない「戦利品」をもって引き上げた。半時間後、寝室を出て机に向った章士別は、毛沢

東に手紙を書き北大紅衛兵の破壊ぶりを訴えた。31日、総理所公室から電話があり、毛沢東が章

士別の手紙を周恩来に渡して処理させることにしたので、北大紅衛兵は厳しく批判され、奪った

物品を即刻返却するよう命令された、と伝えてきた。さらに9月1日、総理は2名の私服の警衛を

章士別宅に派遣し宿直させた（16）。

8月30日、周恩来は、知名人士は「保護を与えるべきである」という毛沢東の指示に基づき

「保護すべき幹部の名簿」を作成した。章の書簡とともに周に与えた毛の指示は「総理に送り処

置をまかせる。保護を与えるべきである」であったという。

これに応じた周恩来は、章士別以外にも保護すべき民主人士と幹部の名簿を作成した。すなわ

ち、宋慶齢、郭沫若、章士別、程潜、何香凝、博作義、張治中、郡力子、蒋光魚、察廷緒、沙千

里、張実若。そのほかに（1）人大副委員長、人大常妻、副主席、（2）部長、副部長、（3）政副（政

協副主席）、（4）国副（国務院副主席）、（5）各民主党派負貴人、（6）両高（最高人民法院院長、

最高人民検察院検察長）、李宗仁、が保護の対象に挙げられた（17）。

9月1日、毛沢東の章士別宛の書簡が届いた。「行厳先生：手紙を戴きました。たいへん気が

かりです。すでに総理に手配するよう要請しました。どうかご心配なきらぬよう。健康をお祈り

します。　毛沢東　9月1日」。同日、章士別、程潜、博作義、蕪廷錆、李宗仁らを三〇一医院に

収容し保護するよう周恩来の指示が出された（18）。

1965年に帰国したばかりだった前南京国民政府代総統の李宗仁は宴会続きの生活を送っていた

が、すでに被害にあった章士別は8月31日に李宗仁に忠告の書簡を送り、李宗仁と程思遠に対し、

日々賓客を呼び酒宴を開いていると大衆に疾祝されてしまうこと、毛沢東と一緒に写った写真を

客間に掛けておくこと、紅衛兵が来た場合は機関事務管理局に救援を要請すること、運動が進展

しているので李宗仁先生は用心深く慎重に振る舞うこと、などを勧告した。やがて李宗仁も9月

半ばに周恩来の指示で軍の病院に保護された（19）。

3ケ月後の1966年12月、章士別は三〇一医院から自宅に戻り、平静のうちに1967年の元旦と春

節を迎えた。だが、文革の闘争の矛先が「劉鄭司令部」に向けられ、「二月逆流」への攻撃と

「打倒劉少奇」のスローガンが全国に広まった。章士別は娘に紅衛兵小報を買って来させて、ひ

がなそれを読んでは国家の前途を憂えていた。

3月初め、章士別は「この運動がこれ以上続けば、国はおしまいだ。劉少奇を打倒してはなら

ない。こやつら（江青一派をさす）は中国を破壊してしまう」と言い、「毛主席に手紙を書こう。

そして劉少奇の打倒をやめさせてもらおう。毛劉の分裂は国家の分裂だ」と主張した。娘の制止

を振り切り章士別は毛沢東に書簡を送った。章士別はさらに劉少奇に宛て、誠意を尽くして毛沢
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東に謝罪するよう長文の書簡をしたためたがこれは劉のもとには届かなかった（20）。

3月10日、毛沢東から章士別へ返信があった。「行厳先生：書簡を拝受しました。大局のため

に計ることでは、彼我、心を同じくしておりますが、若干の人の情況は複雑で、すくには肯定L

がたいものがあります。お考えはじっくりと実現させるつもりです。安寧をお祈りします。毛沢

東　3月10日」（21）。ここにいう「若干の人」とは劉少奇を指している。

毛は劉少奇関係の資料を章士別に届けて閲覧させた。届けた人は、これらの資料はまだ公開さ

れていない党内機密であること、章士別が劉少奇問題に関心があるので毛沢東が特別に指示を出

し例外的に章に閲覧させることを伝えた。読み終えた章士別は、劉少奇に被せられた「罪状」は

彼を死地に追いやるものだと落胆し、「国家が難に会おうとしているのに、私は老いてしまった。

私の意見は役に立たない。ただ国のために憂えるだけだ」と語ったという（22）。

第5節　『柳文指要』の出版

196時、史家胡同の新居に移った章士別は、生涯にわたる柳宗元研究の取りまとめを開始し、

5年後の1965年に『柳文指要』として完成した。毛沢東は最初からこの仕事を援助し、自ら原稿

を精読した。この著作は1966年に出版する予定であった（23）。上・饅要之部が全41巻、下・通要

之部が全15巻の大作であった。だが、出版にあたっては党内からの反対を受けることになった。

『柳文指要』の完成した6月に、章士別は毛沢東に上の部を送り届けたと推測される。1965年6

月26日の、毛沢東の章士別宛書簡では、「行厳先生：大作を受けとりました。正当な道理を踏ま

え、言葉遣いも厳しく、敬服の至りです。古人日く、桃を送られたら詩文でお返しをすると。今

桃と杏を5斤ずつ献上します。どうかご笑納ください。送るのとお返しとが反対になりますが、

ご了解ください。含之同志は元気ですか。よろしく伝えてください。彼女が努力して進歩するよ

う願っています。毛沢東1965年6月26日」（24）と綴られている。

章が上の部に続けて下の部を毛に送ったことが、7月18日付けの毛の章宛書簡から窺える。書

簡において毛は、下の部をすでに一読し、上の部ともども再読するつもりであること、他の友人

にも読んでもらいたいこと、大きな問題としては唯物史観の問題があり、それは主に階級闘争の

問題であること、だが世界観のすでに固まった老先生にそれを求めることはできないので改める

必要はないことを語っている（25）。

1965年8月、章士別の『柳文括要』の改定稿が毛沢東のもとに届けられた。毛沢東は1966年1月

12日付けの書簡で、「大著『柳文指要』は康生同志がすでに読み終え返してきたので、ここに送

ります。若干の字句について意見があるので、妥当かどうか適当に定めてほしい」と伝えた。毛

沢東は康生が出版に反対しているのを知り、1965年暮れに自ら康生に書簡を書き、本書の出版に

賛成であることを記したメモを『柳文指要』の原稿に附しておいた。これで康生も出版に同意し、

毛の8月5日の書簡でのこの書物に対する評価はまったく正しいこと、だがこの書には欠点があり、

著者は唯物弁証法の観点を用いて柳文を解釈していないこと、柳宗元という人物に対しても階級

分析が欠けていること、社会の進化に対して、新と旧は円環のようであるのが進化の必然の道理

であると考えていることを毛に対して指摘した。毛沢東はこの康生の書簡を章士別に送った。こ

れで章士別は、『柳文指要』の印刷を妨害していたのが誰であるかを知った（26）。

『柳文指要』は文革の開始で出版が遅れたが、1970年に章士別は再び出版を要請した。すでに

毛沢東が同意批准し中華書局も排版していたのだが、康生は「中央文革」の要職にあり、マルク

ス・レーニン主義・毛沢東思想による書き換えを要求して来た。章士別は再び毛と康生に書簡を

送り、書き換えの意志のないことを明確にした。本来なら政治的に危うい結果をまねく書簡であ

ったが、そのときも毛の支持を得て、翌1971年に出版することができた。章士針は自ら10増βを

購入し、毛沢東、周恩来はじめ各方面に贈呈した（27）。

この『柳文指要』には次のような後日談がついている。1972年2月、ニクソン訪中のおり、周
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恩采は『柳文指要』を紹介し、随行の一人、国務院のフリーマン（後のアメリカ駐華公使）に

『柳文指要』を1セット贈呈することとした。27日の中米共同声明発表（上海）後、上海友誼大

慶で晩餐会が行われ。周恩来はフリーマンが中国語をよくし、『史記』、『二十四史』を読んで

いることを知り、章含之に一部贈呈するように言った。章含之は北京から送ることにすると、周

は上海で探してすくに贈るように手配した。だが、当時上海は四人組の牙城で、容易には手に入

らないことが予想された。

宴会終了後の10時、章含之は上海の外事弁公室の責任者に、夜を徹して1部探すように依頼し

た。翌朝の1、2時に彼は探し出して来たが、新刊ではなく中古であった。某がはさんであり、魯

迅の引用がある。この書の所有者は魯迅の「水に落ちた犬を打つ」（魯迅が章を批判したときの

ことば）の精神で章士別を攻撃する準備をしていたところであったことが予見された。結局、章

含之はこれをフリーマンに贈らないことにした（28）。

章士別の著作が、文革期の責重な文化遺産として言及されたことは、政府首脳部の『柳文指要』

に対する評価がいかなるものであったかをよく示している。

第6節　章士別の死（29）

章士別は生涯3人の妻をもった（30）。最初の妻である呉弱男とは1909年にロンドンで結婚した。

呉弱男は青山女学院への留学経験をもち、「同盟会の英文書記で、孫中山博士と議論を上下し、

極端な欧化説を持し、気炎万丈たり」と章は書いたことがあった（31）。呉弱男は『蘇報』の章士

別の論説を集めて英訳して「自由鐘」と名付けており、これが2人を結びつける因縁となったと

章土釧は回想している。章可・章用・章因の3男をもうけた。章とは2時代未に別居し、3人の息

子とヨーロッパへ行くが、戦争の勃発で帰国し、その後は上海に住み続けた。

2番目の夫人は実翠貞で、20年代末に章士別と結婚し、娘の章含之を生んだ。抗戦中は上海に

住み、1949年に章とともに北京へ移り、1970年に逝去した。3番目は殿徳貞で、章士別が重慶に

いる間に結婚し、娘章眉をもうけた。抗戦後は一時上海に住んだ。章士別が重慶から上海に帰っ

たとき、3人の夫人はともに上海に住みしばしば往来したが、1949年に章士別が実夫人を同行し

て北京に移ったのち、呉弱男は上海に残り、殿夫人は香港に移った。

長男の章可は、幼いころ北京で育ったので北京の歴史古跡をよく知っており、1930年代はその

母呉東男にしたがってヨーロッパにおり、ドイツ・イタリアで油絵を学んだ。1949年に章ととも

に北京に住み、1950年当時は京華美術学院院長を務めたが、文革中、友人の告発で隔離審査をう

け、院長を辞職した。徐女土と結婚したが子どもはなく、1987年に逝去した。

次男の章用はその才能を李大別に愛されたが、抗戦時期漸江大学在学中に逝去し（32）、三男の

章因も青年時代に病死したようである。

章眉は幼いときから母愚民とともに海外に住み、アメリカに居住した。

章含之は実夫人の娘で、抗戦中は母とともに上海で育ち、49年以後は北京に住んだ。1952年に

青年団に加入し、1957年には共産党員となった。高校卒業後は、北京外国語学校（1954年北京外

語学院と改称）へ入学、洪君彦と結婚し娘洪晃を生んだ。1971年11月の国連総会に中国代表団と

して出席。1972年外交部でニクソンの訪中の受け入れにあたった。1973年に喬冠華と再婚した。

章士別は1962年と1964年に香港へ赴いたが、1972年の終わりには、香港へ行き祖国統一のため

に最後の力を注ぎたいという考えをもらしていた。また、9年間会っていない香港の殿徳貞夫人

に会ってみたい旨も口にしていた。章含之がこれを周恩来に取り次くと、周恩来は高齢で長い旅

行に病身が耐えないのではないかと心配した。章土釧は、一旦香港行きをあきらめるが、国共和

平交渉と祖国の統一を見ないのは最大の遺憾事であることを常に訴えていた。章含之は台湾の復

帰が章士別の人生最後の望みであることを悟ったという（33）。
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1973年の春、毛沢東は章士別が香港に行き国共和平交渉を行ないたいという希望をもっている

と言い出した。章含之と周恩来は高齢で無理ではないかと考えていることを告げるが、毛は専用

機を提供するなどしっかり準備をすれば行けるといい、周に章の香港行きを周到に準備させた
（34）

1973年5月25日、章士別は、周恩来が手配した中国民航のトライデント専用機で香港に出発し

た。北京空港では、関係方面の責任者、親族、友人、靡承志、経普椿、喬冠華らが見送った（35）。

警衛と医師、看護婦、章含之と章可と孫娘、秘書、料理人、生活係の女中が随行した（36）。

一行は、同日午後、香港啓徳空港に到着し、殿徳貞夫人、李菊生と朱毅の新華社香港分社両副

社長、チモシー・ジョージ香港英当局副政治顧問らの出迎えを受けた（37）。

当時、台湾籍の航空機は香港に飛来していたが、中国民航はまだ航路が開かれていなかった。

このときの章士別の専用機が、香港啓徳空港に着陸した中華人民共和国の最初の航空機となった。

香港イギリス政庁と外交部闇であらかじめ細かな打ち合わせがなされていた。

前国民政府和平交渉団代表の章士別が専用機で香港を訪れ親族を訪問するということ自体が、

台湾に対する大きな和平交渉の信号となり、香港を驚かせた。当時中米関係は好転して来ていた

が、「文革」はまだ終結しておらず、全体的には中国はまだ外国とは接触の少なかった時期であ

った。長年、闘争と暴力にあけくれた人びとには、祖国の和平統一というスローガンは馴染みの

薄いものであった。到着した最初の数日間は、香港の中文英文の新聞が大きな紙幅をさいて章士

別の香港訪問のニュースを報道し、その多くは、「章行厳は台湾との和平交渉の使命を帯びてい

る」と評諭した。まさに毛沢東の予想した影響を与えたようである（38）。

英字紙『サウスチャイナ・モーニング・ポスト』は「蒋介石氏の側近である張群氏が近く香港

を訪れることになっており、章氏と会談することも考えられる」と報じた。台湾に対する姐A

（アジア、アフリカ、ラテンアメリカ）卓球大会への参加招請と同様の方針にもとづくもので、

台湾の要人との会談、和平工作を進めるためではないかと観測された。また香港で統一戦線結成

が熱を帯びてきている時期に、中共側要人が異例の来訪をしたこと、かつ新華社通信がこれを公

表したことは、関係方面に大きな影響をあたえるだろうと推測された（39）。

章士別は到着の翌日から各方面の旧友との会見を手配し、章含之と殿夫人を心配させた。1週

間後、用務のため北京に帰る章含之に対して、章士別は長くても3ケ月後には北京に帰る予定で

あることを周恩来に伝えるよう依頼した（40）。

だが章士別は、6月末に倒れ、李菊生（新華社香港分社副社長）、費葬民（『大公報』社長）

らの見舞を受けた（41）。北京の外交部では6月28日に章士別重病の連絡があり、周恩来は専用機

と医師、看護婦を用意し7月2日に香港に迎えに出すことにしたが、その矢先、7月1日早朝に、章

士別の逝去が伝えられた（42）。享年92才であった。

翌2日、周恩来のもとで葬儀委員会が組織され、政協の講堂で会合が行われた。連貫（人大常

委会副秘書長）が人大常委会を代表して香港に行くことが決まり、章含之および章士別の友人黎

明嘩らともに7月4日香港に到着した。全人代の実質的な秘書長とみられる連貫のような大物が香

港入りするのは人民共和国成立後初めてのことであった。遺体は香港で茶毘に付された（43）。

香港での章土釧の葬儀は、香港・襖門の各界人士140人が葬儀委員会を組織し、7月7日午前、

香港濱儀館で行われ、各界代表1300名あまりが参列した。

葬儀では、葬儀委員長の費葬民が、朱徳、周恩来、博作義（政協全国委員会副主席）、人大常

委会、国務院、政協全国委員会、中共中央統戦部が7月1日に章士別の遺族にあてた弔電を朗読し、

新華社の李菊生が哀悼の辞を述べた（44）。

章士別の遺骨は、周恩来が派遣した専用機で親族・関係者とともに7月11日北京に帰った。北

京空港では、靡承志、喬冠華らが遺骨を出迎えた。周恩来と部穎超が24年ぶりの帰郷をはたした

殿夫人と章眉と会見した（45）。

追悼会は翌7月12日午後、北京の八宝山草命公墓礼堂において行われた。章士別の肩書は「第3

期全国人民代表大会常務委員会委員・中国人民政治協商会議第4期全国委員会委員・中央文史館

館長」であった。追悼会には、朱徳、周恩来、葉剣英、李先念、部小平、郭沫若、アペイ・アワ
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ンジンメイ（阿柿・阿旺晋美）、周建人、博作義、許徳桁らが参加した。博作義が司会をつとめ、

郭沫若（全人代常務委員会副委員長）が弔辞を述べた。

「20余年来、章士別先生は中国人民の偉大な指導者毛主席を熱愛し、中国共産党を擁護し、社

会主義建設と内外の情勢に関心を寄せ、晩年には又高齢にもかかわらず、祖国の文化遺産の整理

と著述の仕事に熱心にうむことなく従事し、学術問題では異なった見解を受け入れるにやぶさか

でなかった。こうした精神は敬服に値するものである。章士釧先生は国家統一の大業のために、

労苦をいとわず、全力を尽くされた。また、終始台湾省の解放に関心をもち、祖国統一の早期実

現を心から待ち望んでおられた。」

「章士別先生はわれわれと永別された。われわれは悲しみを力に変え、積極的に仕事に取り組

み、学習にはげみ、毛主席のプロレタリア革命路線の導きのもとに、毛主席をはじめとする党中

央の指導の下に、社会主義祖国の繁栄富強のため、帝国主義の侵略陰謀に反対するため、台湾同

胞を含めた全中国人民の、一致団結し、心を一つにして協力し、さまざまの妨害を排除して、台

湾省を解放し祖国を統一するという歴史的任務を実現するために、奮闘努力しなければならない」

章士別の遺骨は八宝山草命公墓に安置された（46）。

小結

人民共和国における章士別は毛沢東の庇護のもとにあった。それなくしては建国初期のうちに

打倒されていたであろう。章は、北洋政府の閣僚、南京政府代表、魯迅の批判対象であったなど、

政治的動乱を生き延びるには「傷」を負い過ぎていた。

毛沢東が章士別を保護する理由としては、まず毛沢東自身にとって章は同郷の先輩であり、か

っての義父の友人であり、経済的援助を受けた恩人であった。また、たとえば論理学や柳文など、

章士別が豊富な学識を持っていたことは、文人皇帝たる毛沢東には学問上からの敬意を払うべき

対象であったであろう。そして章士別はその経歴ゆえに共産党以外の勢力、とくに中国国民党の

内部に友人を多くもつゆえに、対台湾の統一戦線工作の展開上重要な駒でありつづけた。

章士別の青壮年時代の政治思想が、毛沢東に魅力あるものと見なされたようには思われない。

民主同盟の自由主義的な政治論が抑圧される状況にあって、章は「ブルジョア」的な政治思想を

表明したこともなかったし、党派を組むこともなかったことは、抑圧を免れるのに有利であった。

死の直前の香港行は、専用機の手配、香港政庁との連絡など、やはり毛沢東の意志のもとでな

されたことであった。それも毛の章に対する個人的な好意からなされたことであるよりも、むし

ろ米中国交回復以後の共産党の対外政策の展開と大きく関わるものであったと理解すべきである。

章士別は毛沢東存命中の中華人民共和国にとっては、過去の歴史を代表する人物であり、その

意味において「保護」すべき存在であったのであり、もはや政治的存在ではありえなかったとい

えるのではないだろうか。
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終　章

1．［民国時期における政治統合論］

民国時期における中国政治の課題は、国家建設のための政治統合の達成にあり、それは前近代

的伝統社会を近代的な国民国家へと編成してゆくこと、国際的にも主権国家としての政治的自立

を達成することであった。そして政治統合を達成するための政治的凝集力を産み出す場を用意す

ること、これが民国時期の政治発展の条件であった。

民国初期という時点では、清朝の遺産継承者でもある蓑世凱の、軍事力と官僚制による伝統的

政治体制の回復という政治統合の方法、孫文のように強力な指導権をもった領袖を有する革命政

党による軍事的一党独裁体制の樹立という方法、そして一元的政治体制を否定し競合する政治勢

力の協議による共存という過去の中国にはまったく未経験の方向を目指す議会主義政治の方法が

存在していた。

2．［章士別の議会主義政治論］

章士別の場合、中国の国家建設と政治発展のモデルは留学先で体得した英国の政治制度であっ

た。すなわち議会主権にもとづく責任内閣制であり、ダイシーやバジョットの所論がそれを理論

づけていた。それは軍事力や一党制による統合とはことなり、国民代表による公開の討論によっ

て達成される統合であった。換言すれば、異質性の暴力的な排除による同質性の獲得という方法

ではなく、不一致を前提として一致可能な場を獲得する方法であり、頭数を勘定する方が頭を叩

き割るよりよいという原理の表明であった。

章士別の理念である議会主義の本質は自由主義であり（必ずしも民主主義ではない）、それは

国内の政治上の紛争を議会（公開の討論）を通じて解消しようとする立場であり、具体的には政

党政治、議院内閣制、憲法の制定といった主張となって現われ、すぐれて法治化、制度化を志向

するものであった。

この議会主義の定着を阻害したのが、反自由主義的、権威主義的な政治運営の伝統であった。

その伝統は、領袖個人への恭順、領袖による家父長制的支配、前近代的な価値体系、暴力行使に

よる紛争解決、党派主義、派閥主義、軍閥主義、専制政治または独裁制を志向するといった特徴

を有する。それは「敵」との共存を可能にする政治体制を望まぬ思想であった。

20世紀中国の政治史を振り返りみて気付かされるのは、公的領域としての「政治」の未確立で

ある。登場する政治権力の多くは、その私権性において非難攻撃されてしまった。清朝に代わっ

て成立した中華民国は、家産制国家からアジア最初の共和制国家（レス・プブリカ＝共同のもの）

へ移行する、すなわち君主の私物としての政治社会ではなく、構成員全体の共同の利益を保護す

る政治社会を樹立するという課題を担った。中華民国から中華人民共和国にいたるまでに樹立さ

れた政権の多くは軍事力によって作られたが、専制君主に代わり、公共性の観念が国家を持続さ

せる核として共有されねばならなかった。その意味において、今世紀の中国の歴史は、私的な政

治権力とは異なる公共性の獲得を目指す歴史であった。章士別の説く、政党政治と責任内閣制、

反対の制度化と政治的寛容という議会主義政治論による国家建設の主張は、「政治」というもの

に公共性を付与する努力であったと評価することができる。

しかしながら、章士別の説く議会主義的方法による統合論は、軍事力管理の問題を捨象したう
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えで成立するという大きな欠点をもっていた。その意味において、章の説く「統合」はまさに

Imi差止ionとしての「調和」であった（1）。その点、孫文、蒋介石、毛沢東の「統合」論が、

統合を実現する権力中心を問題視し軍事力掌握を重要課題となったのとは対照的であった。

章士別の統合の方法にはエリート主義という特徴があった。そのエリート主義的発想ゆえに、

国民国家の担い手となる国民の創出（ネイション・ビルディング）の問題はなおざりにされた。

章士別の議会主義による国家建設の試みは、王朝体制から近代国家への転換にあたり、まず法的

構造体としての国家を確立すること（ステイト・ビルディング）が優先され、政党や議会のもつ

啓蒙的機能によって将来的に漸次国民形成をおこなってゆくという方法の提起であった。それゆ

え、骨組みとしての国家を内部から充填し、共通の文化・歴史・民族意識に根差す政治的共同体

としての国家を建設する主体となる国民を創出する問題は彼の政治思想の主要な対象とはならな

かった。だが、それは当時の知識人の大多数と共有可能な思想と方法であった。章士別の場合、

清末民初の政治変動の担い手となった社会階層（財産と教養をもった名望家層）を具体的な政治

主体とすることが想定されていた。名望家は、社会正義の体現者として社会の公共性を担ってゆ

く階層であるはずだった。民初の議会主義の担い手として名望家層が想定されていた点を踏まえ

て言えば、「臨時約法」を国家の法的枠組とする「約法体制」とは、中華民国を名望家共和国と

して建設する構成原理であったといえるであろう。

しかしながら、章のエリート主義は、逆に、民族自決諭を背景とした第1次世界大戦後の学生

運動、市民運動、労働運動といった大衆民主主義的参加要求が噴出した際には、彼にきわめて硬

直した対応をとらせることとなった。ここに章士別の自由主義思想のもつ保守主義的な特徴の顕

在をみる。192時代の農民運動・労働運動によって名望家支配は「土豪劣紳」として攻撃され瓦

解するにいたるが、ために民初議会主義はその基盤を失ってしまったと考えられる。

3．［武力解決と議会主義政治論の挫折］

民国初年において、政党が組織され、議員選挙が行われ、正式国会が召集されたが、議会政治

の発展が順調だと思われたのは、民国の最初の1年間にすぎなかった。宋教仁の暗殺から第二革

命にいたる過程は、議会主義制度の直輸入による政治統合が困難であったことを意味していた。

その後、章士別は、議会主義政治が成立する原理を考究し、「政治的寛容」と「反対の制度化」

という多元主義的な政治論へと到達した。そしてそれは調和論として概括された。真実は反対意

見との論争を通じて現れるという自由主義的な哲学と歴史観とがその前提となっていた。章とし

てはこの原理の成立を阻害する専制的権力は、実力をもってでも排除し、共和国と公共性とを擁

護しなければならなかった。

第二革命と第三革命は、直接的な武力行使であったという点では、反議会主義的行動であり、

民初の議会主義政治はここに挫折することになった。章士鋸は最初は江蘇討東軍総司令部秘書長

として、次には軍務院秘書長としてこの内戦に直接参加した。参戦にあたって、章士別は「国家

の解散」という契約論的理論を展開した。圧政への抵抗は主権を有する国民の権利であり、一旦

国家を白紙に還元し、一般意志の獲得と代表の選出、議会と根本法の獲得という、国家建設のプ

ログラムを示してみせたのである。したがって専制政治に対する武力による抵抗は、章士鋸にと

ってはなお議会主義的政治統合の一部であると理解されていたのである。

第二革命・第三革命の参加者は、専制政治の攻撃から約法を防衛するという観念に鼓舞されて

いた。この点においてこの武力行使は非議会主義的な方法による議会主義政治の確立を目的とし

た事件でもあった。第二革命は失敗してしまったが、帝制復活を阻止しえた第三革命の場合、約

法と国会を復活させ再び民国元年の状態へ回帰することに成功した。

しかしながら、契約が成立する土壌と、成立した契約の遵守を義務づける権威とが未成熟であ

ったために、辛亥革命以来たびたび繰り返された国家建設の試みは、挫折するのが常であった。

靖夫以来の政治社会内部の「分裂」を克服することなしに、「法の支配」の確立は不可能であっ

た。第二革命と第三革命が意味するのは、「国家の解散」と国家建設の再履行であると同時に、
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地方の軍事力、すなわち「地方主義」と「軍閥主義」の顕在化であった。

現実問題が議会主義の枠内で解決しうる領域を越え、「一致」のための基盤すら獲得できない

とき、基本的に「不一致」を前提とする議会主義政治は、利害調整と紛争解決の手段たる資格を

喪失した。そして議会主義的方法に代わり、武力による統合が出現することになる。かくして対

抗しあう各政権は軍事力の拡充に努めることになった。

「約法体制」の特徴は、各政権の行政的実行力が、軍事力のみではなく、議会から選出された

大総統であり政府であることによって保障されていた点である。だがその場合、張勲の復辟事件

後、段祓瑞が旧国会を回復せず安福国会を新規召集したように、また南北和平会議において北方

と南方の各々が自らの議会を製造したように、議会は軍事力同様政治的党派の従属物に堕してし

まっていた。そのような意味において、「約法体制」の原理はなお維持されていたが、しかしそ

の機能は形骸化せざるをえなかった。国民形成を棚上げし実質的な担い手不在のまま形式論理的

な国家論を強調し、当為を所与とみなしたところに「約法体制の虚構性」を求めることができる。

4．［議会主義の挫折と代替する統合論の台頭］

第一次世界大戦後、北京政府と広東政府との間で、内戦を停止し双方の合議による統一の実現

を目指す和平会議が開催され、章士別は広東政府代表として参加した。世界大戦の講和会議にお

いて中国の主権が尊重されなかったことに反発する民族主義的・愛国主義的な気運が全国に弥漫

しており、中国の再統合が強く求められていた。だが和平会議は南北両政府の法的正統性の衝突

の場となり、何ら成果のないまま立ち消えとなった。かくして軍事力による統合も議会主義によ

る統合も現実の中国においては有効ではないことが判明し、それを克服する新たな統合の方法が

模索された。

章士別も中国における議会主義政治の導入には悲観的な見解を抱き、それに代替する方法とし

て連邦統一論を説くにいたった。そして訪欧後の章士別はギルド社会主義を踏まえた農業立国論

を主張し、国家レベルの政治統合に先んじて省以下の地域的統合と政治経済的な発展を経由する

必要があると考えた。このような観点から湖南省の発展に期待した章士別は当時の連省自治推進

派と同じ軌道を歩もうとしていた。

孫文の場合、当時の国内の政治党派を次のように批判していた。①「立憲派」は憲法による国

家統一を主張するが、民衆の支持を欠いていおり、列強と軍閥が存在するかぎり、紙に書いた条

文にすぎない。②「連省自治派」の主張では軍閥主義的分裂をもたらすにすぎない。③「平和会

議派」の主張も実現困難であり、実現しえてもそれは軍閥間の利益の調和にすぎず民衆とは関わ

りのないものであり、その調和も軍閥同士の勢力均衡という暫時的なものにすぎない。④「商人

政府派」の主張では、軍閥官僚の支配を資本家の支配に代えるだけであり、商人政府が民衆を代

表し外国と結託しないという保障はない（2）。

この孫文の批判の多く（とくに①から③まで）は章士別の主張にも当てはまる。孫文にとって

章士別の政治論は自らの批判対象にはかならないと見えたであろう。

5．［章士別の挫折］

章士釧が段棋瑞側に加担したのは、政治的実力者の智嚢を自負してのことであった。また、保

守主義者である章士別は急激で大規模な変草を望まず、都市計画立案者のように社会工学的な発

想をするのが常であったことも、段祓瑞支持に傾く要因であった。段祓瑞政権の閣僚としての章

士別にとって「善後会議」とは、自説である「邦連」から「連邦」へという地域的統合の漸次的

拡大を実現するものであったと考えられる。段祓瑞政権は民国初年の「約法体制」の正統性を破

壊しようと努めたが、近い将来の「国民代表会議」の開催と憲法の制定を謳う「善後会議」構想

は、新たな「約法体制」の樹立でもあった。
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章士別としては孫文との合作は望ましい事態であったが、共産党の支持を受けた孫文の「国民

会議」運動とは対立関係に陥ってしまった。確かに、伝統文化を擁護し大衆の政治参加の拡大を

望まないエリート主義志向の章士別は、時代の潮流を読みとれぬ政治思想家としての限界点を露

呈しており、帝国主義批判と民衆の政治参加とを高らかに宣伝する孫文の前ではくすんでみえた。

事実、反帝国主義、反軍閥支配を掲げた大衆運動の政府攻撃のさなか、行政当局を担う章士別は

恰好の攻撃目標となり、追われるように政治の舞台から降りることになった。

孫文の「国民会議」構想と自覚の軍隊による「国民革命」、および中国国民党の「訓政体制」

こそが1920年代以後の中国の国家建設を可能にする方法であった。章士別の挫折は、北京政府

（衰世凱、段棋瑞、直隷派）が担った「約法体制」と、民国前期を特徴づける構成原理としての

「約法体制」と、二重の意味での「約法体制」の終蔦を意味していた。

6．［政治と知識人］

民国政治を特徴づけるのはその派閥性である。党派政治においては、党派的存在のみが政治的

でありうる。政治的でありえないものは重要なものとはみなされなかった。公的領域の不明確な

政治空間では、軍隊はもちろん、議会も憲法も党派の従属物になってしまっていた。「訓政体制」

に対する批判は、その「以党治国」諭、すなわち国家建設のあらゆるプログラムが一党派の占有

物となっている点を指摘した。地方自治完成時期の認定、国民大会の代表指名とその召集、憲法

草案の作成と審査、そして公布と実施。すべてが一党派とその領袖の私有物となっている、と見

なされた。

陳独秀裁判において国家建設諭としての「訓政体制」を批判することはあったが、すでに「水

に落ちた犬」（魯迅）として政治生命を失った章士別は、その後は政治問題に直接介入すること

はなかった。また、章士別は自ら新聞雑誌を発行したが、自前の政治勢力は形成しなかった。そ

の結果、政敵や権力中枢に敵視され葬り去られることはなかったが、逆に、自己の政治理念を実

現するには、時の指導者・政治的領袖の保護が必要であった。1912－13年には衰世凱に、1924－26

年には段祓瑞に、1930－31年には張学良に、1930年代と1940年代には杜月笠に、それぞれの程度

で保護を受け、1949年以後は毛沢東に保護された。毛の庇護なくしては反右派運動や文革を生き

延びることは困難であったであろう（3）。

このことは逆に、領袖たちにとって章士別は保護するにたる能力や価値をもつ人物であったこ

とを意味している。章が近代的政治制度、政治思想に通暁しており、とくに憲法制定など法制度

の確立には重要な知見をもっているとみなされたこと、そして墨子や柳宗元の研究などまことに

広範な学識を具えた中国の学術文化の担い手とみなされたこと、これらが章士別保護の理由とな

った。文人章士別の価値は政治的党派性をこえて尊重された。1949年の国共和平交渉の代表に指

名されたゆえんである。

中華民国の歴史を通じて「親日」的な政治家は批判攻撃の対象となりほとんどが失脚した。民

国政治の特徴としては、衰世凱の時代から反日、排日の気運や政治運動が底流に存在し続けたこ

とが指摘できる。

帝国主義の廃除と国内の政治統合を要求するナショナリズムは、議会（代表者会議）を派閥の

道具と捉え政治統合の阻害要因だと敵視した。日本の援助を受けた段祓瑞政権、安内接外を政策

とする蒋介石の国民政府、対日和平論をとる江兆銘の南京政府など「親日」的政策を実施すると

見なされた政権は、その派閥性とともに批判され正統性の獲得が困難になった。

とくに193時代以降、章士別は党派的存在でもなく政局に大きな影響を与えるような発言力も

なかったことに加えて、決して「親日」的ではなかった。そのために章士釧は、段祓瑞政権の閣

僚としては批判を被ったが、その後政治的批判を被り粛清されることはなかった。1949年に南京

政府代表となった経歴は、中国共産党首脳部にとっては、対台湾・旧国民党人士を視野にいれた

統一戦線工作の有力な人材であることを意味した。章士別は、毛沢東・周恩来の意向により文革

の迫害をまぬがれたが、同様の人物にはほかに宋慶齢、郭沫若、程潜、何番凝、博作義、張治中、

郡力子、蒋光魚、察廷緒、沙千里、張葵若、李宗仁がおり、章は民主党派・旧国民党幹部に並ぶ
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重要人物であったといえよう。

7．［議会主義政治の土壌の問題］

議会主義的な方法は、結局は国家統一を達成し、中国の政治的近代化を醸成してゆくという成

果をもたらすことに成功しなかった。章士別としては1920年代半ばまでには、議会主義政治の中

国への適用を一旦否定していた。

章士別はある演説において、中国人の思想ではみな自らが君王になろうとし、社会の一分子と

して他者と共同で国家を形成することができず、独善的で「公共善皿画」を考えない、

と「中国の道徳の堕落」が公共善の欠如をもたらしていることを指摘している（4）。

議会政治進展の最大の阻害因は、中国社会の内部にあった。すなわち、政党を結成すれば朋党

となって党派主義に流れてしまい、政党指導者は猟官に走る。人民はこのような政党を批判する

こともできず、議会外の特別な勢力が政権の独占をはかり私権化してゆく、という中国の政治社

会の負の側面である。章は「一致」が成立するための基盤を縮小することで、エリートの集結に

活路を求めた。しかしエリートすらが政治というものに公共性を与えることができなかったこと

は、議会主義政治の定着にとっては悲劇であった。

とはいえ、議会主義政治論が民国初期の一時期においてその歴史的役割を終えたと断言するこ

とはできない。民国時期の国家統合は、北伐と訓政という、一党体制下において、軍事力を起点

に国家建設を敢行する試みによって進展をみた。そして抗日戦をへて台頭してきた共産党にみる

ように、同質的な人民の存在を前提とする人民主義的なナショナリズムを獲得したとき、中国の

自立を達成しうるほど強力な政治的凝集力を産み出すことに成功したといえよう。いずれも全国

民的なレベルでの代表原理を標梼したが、その本質において、非議会主義的な国家建設であった。

だがしかし、民国後期の歴史的展開に見るように、一党体制下での国家建設が兵端建設と同一

視され、政治統合の原理が、異質分子の廃除を原則とすると認知されたとき、一党制に対する信

念の危機とともに参加拡大の要求が噴出する。抗日戦勝利後の新たな政治環境を展望することが

可能となった一時期に、章士別は議会主義政治の到来を待望した一人であった。

8．［章士別の政治論の現代的意義］

章士釧の政治思想の本質をあえて簡潔に概括すれば、反対意見の存在が必要とされ、政権の制

度的交代を可能にするような、自由主義の主張であるといえる。

例えば、章士別が段祓瑞臨時執政の崩壊を目の前にして述べた次のことばに、その具体的な表

現が兄い出せる。

「近代の憲政では執政権が交代するのが根本的意義をもつ。この根本的意義が成立すると、国

民で政治に従事する者の道徳・知識・能力が一律に水準以上にあれば、どの派閥が国政を担って

も、いずれも国を治めることができる」。

そして「権力を掌握していて敗北を認めない者は、かならずや心の潔白でない者である。敗北

を認めず敵と対決してゆくことは、他人の政治的人格を抹殺することである」。章の過去の経験

からいって、敗北できる者と敗北できない者とには、重要な違いがあった。敗北できる者は、

「敗北してからも政略を立てて、堅い友情を保ち、堂々と国民に示してみせ、時機がくれば再挙

する用意をする」のであり、一方、敗北できない者は、「人に提示できるような十分な政略がな

く、友人関係はすべて利害を同じくするものであり、時の世論には非難され、敗北後は自身でも

慨悦にたえない。いったん敗北すれば道理も勢力も回復できない」のであると章は説いた（5）。

専制や独裁といった一元的な政治支配の危険性を章士別は熟知していた。その背景には「人間

が不完全である間は、異なった意見の存在していることが有益である（6）」というJ．S．ミルの

言葉を自己の論文中に引用するような、自由主義に対する信念が存在した。
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章士別の自由主義の主張は、民国初年における政党政治論と責任内閣制諭の根拠となった思想

である。興味深いことに章士別は、中国において権力の制度的交替が行われない理由について考

察し、権力者が、（1）汚職により私腹を肥やしており、その露呈を恐れていること、（2）とくに抱

負もなく、時流に乗じて位に就いたので流れが変わっても転向の余地がないこと、（3）極端な政

策によって敵党を押さえてきたので、権力の掌握と生命の維持とが一つになっていることを指摘

している（7）。政治家としての経歴を終えるにあたり、章士別としては、自らをも含め、上の3つ

のいずれでもないことを証明するために、いったんは「敗北」することが必要であった。

章士別の生涯をたどることは、上の主張を中国に定着すべく奮闘し、挫折した経過をたどるこ

とである。第二革命の勃発、南北和平会議の決裂、善後会議の破産などは、章が想定するような、

最低限度の「一致」の基盤さえ確立されていないことを意味している。また、それは1949年の国

共和平交渉の失敗にも通じている。

章士別は「反対の制度化」と「政治的寛容」の必要を、異なる形でことあるごとに表明して見

せた。それは「専制」を「野蛮」とみる文明論的な見地から、中国の後進性を脱却する方法の提

示でもあった。「敵と、それどころか、弱い敵と共存する決意を宣言する」ことを「地球上にこ

だましたもっとも高貴な叫びである」とオルテガは賞賛した（8）。

これまでみてきた章の主張は、いわば章士別の「高貴な叫び」であり、それは絶えず多元化を拒

む中国政治に対する鋭い批評であった。

小さな例であるが、張振武の不当逮捕事件に際して、章士別は、約法には人身保護の規定はあ

るが手続きについての規定がない点を指摘し、不当逮捕をなくすために参議院は「出廷状」案を

可決すべきであると提唱した（9）。イギリスのへピアス・コーパス（Ⅰ血　as coqMS、人身保護法）

の導入を求めたのである。その後、胡適・蒋夢麟・陶覆恭・王徴・張祖訓・李大別・高一滴ら北

京大学教員らが連名で発表した「争自由的宣言」は、中国において市民的政治的諸自由（リバテ

ィーズ）の要求を明確にしたという点で画期的な意義をもつ文書であった。彼らは当時の不当逮

捕、不当拘留に反対し「人身保護法」を実施すべきであるとして、これは章士別の「出廷状」で

あると言及している（10）。以来、人身保護法が顧みられることは稀であった。だが決して不要と

なったわけではない。

専制や独裁に抵抗する章士別の自由主義は、保守主義的な歴史観・文化観に支えられていた。

バークを近代的保守主義の父とする英国においては、自由主義と保守主義とはともに個人主義

（自由放任主義）と権威主義（社会主義）との中間を歩み、密接な関係にあった（11）。章士別の

政治論の基底には、伝統文化の規範に対する憧憶と、エリート主義的発想が横たわっており、そ

れが学生運動など人民主義的な大衆運動に背を向けさせることになった。それは、従来章士別に

対する低い評価を産み出す要因であった。

確かに章士別は急進主義的な伝統破壊に反対し、大衆の無原則な政治参加を嫌悪したが、しか

し章の保守主義は政治的反動主義とは異なるものであった。章は、旧から新への必然的な変化は

むしろ歓迎していた。例えば、謂歳の章士別は、ある講演の最後にあたって、五四時期の学生運

動を鼓舞して、次のように述べた。

「今日の国家の存亡は、社会全体によって占われる。国政がどのようになり、社会道徳がどの

ように滴養されるかは、いずれも社会の自決によっている。したがって、これまでのように、あ

る人が生きているうちは政治が行われ、その人が死ぬと政治もすたれるという昔からの言い方は、

もはや通用しない」と述べ、バランスのとれた市民社会の発展をうたいあげた。そして「一国の

優良な政治とは、国民が努力して経営することでもたらされる。こうしてこそ、その国は第一等

の存在価値がある。そのような責任は青年諸君にある」と期待を披露した（12）。

従来の歴史記述では1949年に国家建設の問題は解決したように理解され評価されてきたが、し

かし本研究の視野から見ると、国民党と共産党の両政権に共通する未解決の問題があることが指

摘できる。それは、上の小さな例に見るような「人身保護法」の実施要求など、従来重視される

ことのまれであった近代国家建設を遂行する諸要因の重要性であり、章士釦が固執した、議会、

憲法、政党政治、責任内閣制と、それを成り立たせる政治的多元主義（自由主義）と「法の支配」

の確立である。
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今後、中国の政治体制を法的構造として考察するさい、近代国家としての発展の歴史が回顧さ

れることになるであろう。そして、議会主義的統治機構による国民国家建設の主張者としての

章士別の業績が再検討されるはずである。章士別の主張した議会主義政治は、中国における経済

発展のための政治的環境要因として、今後いよいよ必要とされて来るであろう。

［註］
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決意を宣言する。人間という種族が、これほど美しい、これほど逆接的な、これほど優雅な、こ

れほど軽業に似た、これほど反自然的なことを思いついたとは、信じがたいことだ」。

（9）行厳「張振武案解決法」『民立報』1912年8月20日。「出廷状」について、後藤延子「民立報

期の章士別（完）」（『信州大学人文学部人文科学論集』第23号、1989年3月）に教えられた。

（10）「争自由的宣言」『東方雑誌』第17巻第16号、1920年8月25日。

（11）ヒュ一・セシル、栄田卓弘訳『保守主義とは何か』早稲田大学出版部、1979年、205貢。イ

ギリス政治思想における自由主義と保守主義とが密接な関係にあったことについては、栄田卓弘

『イギリス自由主義の展開－古い自由主義の連続を中心に－』早稲田大学出版部、1991年、

を参照。

（12）章士別「新時代之青年」『東方雑誌』第16巻第11号、1919年11月、164貢。

終章　晦217



文献一覧

（1）註において直接言及したものに限定した。

（2）言語別に五十音順、またはアルファベット順に配列した。ただし定期刊行物は年代順とした0

（3）参考文献においては章士別に関する文献を先にあげた。

1．【史料】

a．［定期刊行物］

『蘇報』（1903年4月－6月）

『民立報』（1912年2月－8月）

『申報』（1912年10月－1949年4月）

『民国日報』（1917年7月－1925年1月）

『虚報』（1919年10月－1932年10月）

『大公報』（長沙）（1922年10月）

『大公報』（天津）（1932年10月一11月）

『人民日報』（1973年7月）

『甲寅』雑誌（1914年5月－1915年10月）

『東方雑誌』（1916年2月－1943年9月）

『青年雑誌』（1916年2月－1915年12月）

『新青年』（1917年4月－1918年5月）

『甲寅』周刊（1925年7月－1927年3月）

b．［資料集］

王拭主編『厳復集』第2冊、中華書局、1986年。

中国社会科学院近代史研究所中華民国史研究室・中山大学歴史系孫中山研究室・広東省社会科学

院合編『孫中山全集』全11巻、中華書局、1981－1985年。

強重華他編『陳独秀被捕資料匪編』河南人民出版社、1982年。

『建国以来毛沢東文稿』第4冊、中央文献出版社、199時9月。

侃墨炎編著『魯迅署名宣言与函電輯考』書目文献出版社、1985年4月。

黄中黄『黄帝魂』（中央文物供応社、台北、1968年）。

公安部楢案館編注『周仏海獄中日記』中国文史出版社、1991年9月。

江長仁編『三一八惨案資料彙編』北京出版社、1985年5月。

故宮博物院明清楢案部編『清末筆備立憲楷案資料』中華書局、1979年7月。

湖南省社会科学院編『黄興集』中華書局、1981年。

『周恩来選集』人民出版社、1984年。

朱宗震他編『民初政争与二次革命』上海人民出版社、1983年。

章柄麟『太炎先生自走年譜』文海出版社。

重慶市政協文史資料研究委員会・中共重慶市委党校編・孟広滴主編『国民参政会紀実』上下巻、

重慶出版社、1985年8月。

文献一覧　晦218



純水編『陳独秀書信集』新華出版社、1987年11月。

中央枯案館編『中共中央文件選集』第1冊、中共中央党校出版社、1989年8月。

中共重慶市党委史工作委員会・重慶市政協文史資料研究委員会・紅岩革命紀念館編『垂慶談判紀

実（1945年8－10月）』重慶出版社、1983年。

中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編訳局研究室編『五四時期期刊介紹』第3集、生活・読書

・新知三聯書店、1959年。

中国科学院近代史研究所・近代史資料編輯組編輯『一九一九年南北議和資料』中華書局、1962年0

中国国民党中央委員会党史史料編纂委員会編『戴季陶先生文存三続編』中央文物供応社、1971年0

中国史学会・中国社会科学院近代史研究所編・章伯鋒主編『北洋軍閥1912－1928』全6巻、武漢

出版社、1990年。

中国社会科学院近代史研究所・文化史研究室丁守和主編『辛亥革命時期期刊介紹』第一集、人民

出版社、1982年7月。

中国人民政治協商会議湖北省璧武漢市委員会・中国社会科学院近代史研究所・湖北省博物館・武

漢市楷案館編『武昌起義楷案資料選編』上巻、湖北人民出版社、1981年。

中国第二歴史楷案館・雲両省楢案館合編『護法運動』枯案出版社、1993年12月。

中国第二歴史楢案館編『善後会議』楢案出版社、1985年3月。

張土超編『国民大会録』近代中国資料叢刊第79輯、文海出版社。

張柵・王忍之編『辛亥革命前十年時論選集』全3巻、生活・読書・新知三聯書店、1960年、1963

年、1977年。

陳旭麓主編『宋教仁集』上下冊、中華書局、1981年。

陳錫蔵主編『孫中山年譜長編』上下巻、中華書局、1991年8月。

陳掟『五四前後東西文化問題論戦文選』中国社会科学出版社、1989年3月。

程道徳、鄭月明、餞曳平編『中華民国外交史資料選編1919－1931』北京大学出版社、1985年11月0

南京市楢案館編『蕃訊江偽漢粁筆録』上下巻、江蘇古籍出版社、1992年7月。

渇自由『革命逸史』全5巻、台湾商務印書館、1969年。

毛沢東『毛沢東書信選集』人民出版社、1983年12月。

毛青注・李贅・陳新憲編『察鍔集』湖南人民出版社、1983年。

李希泌他編『護国運動資料選編』上、中華書局、1984年。

李大別『李大別文集』上下、人民出版社、1984年10月。

劉招唐主編『民国大事日誌』第1冊、伝記文学出版社、1978年。

梁啓超『飲氷室合集』上海中華書局、1936年（中華書局、1989年、影印版）。

『魯迅全集』第3巻「華蓋集」「華蓋集続編」、人民文学出版社、1981年。

『魯迅全集』第14巻「日記」、人民文学出版社、1981年。

『魯迅全集』4華蓋集・華蓋集続編、相浦呆訳（代表）、学習研究社、1984年11月0

C．［回想録］

欧陽武「江西光復和二次革命的親身経歴」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会

編『辛亥革命回憶録』第4集、中華書局、1965年。

王輔宜「讃国軍起義時期与日本密談借款購械的内幕」政協文史資料研究委員会ほか編『護国討衰

親歴記』文史資料出版社、1985年。

贅師曾「辛亥革命前後約回憶」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革

命回憶録』第4集、中華書局、1965年。

黄啓漢「一九四九年“和談”約回憶」『文史資料選輯』第67韓。

高一滴「回憶五四時期的李大別同志」中国社会科学院近代史研究所編『五四運動回憶録』中国社

会科学出版社、1979年。

文献一覧　晦219



秋毅「発丑討蓑回憶録」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第6集、上海人民出

版社、1957年。

伍硫瑞「湖口起義的回憶」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革命回

憶録』第4集、中華書局、1965年。

周寒僧「記李烈鈎先生」『文史資料選輯』第16韓。

蒋維喬「中国教育会之回憶」『東方雑誌』第33巻第1号。

鄭魯「回憶録」第3冊（朱宗震他編『民初政争与二次革命』所収）。

卓仁機「我所知道的李烈鈎」『文史資料選輯』第16輯。

卓仁機「辛亥革命的凡個片断回憶」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛

亥革命回憶録』第4集、中華書局、1965年。

張治中「北平和談前的幾個片断」『文史資料選輯』第13韓。

張豊曽「一九四九年国共和談的有閑史料」『文史資料選輯』第32輯。

張笠漢「蘇報案実録」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集。

陳雪涛「二次革命時的第八師」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革

命回憶録』第8集、中華書局、1965年。

程潜「護国之役善後回憶」『文史資料選集』第亜輯。

部漢祥「我赴江西了解李烈鈎反義動向的経過」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委

員会編『辛亥革命回憶録』第8集、中華書局、1965年。

包恵僧「我所知道的陳独秀」王樹棟・強重華・楊淑嫡・李学文編『陳独秀評論選編』下、河南人

民出版社、1982年8月。

彰程万「江西光復和光復後的政局」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛

亥革命回憶録』第4集、中華書局、1965年。

濃清泉「我所知道的陳独秀」王樹棟・強重華・楊淑嫡・李学文編『陳独秀評論選編』下、河南人

民出版社、1982年8月。

由雲龍「護国史稿」『近代史資料』1957年第4期、存草学社編集『護国運動』崇文書店、1973年。

愈子夷「回憶察元培先生和創草時的光復会」『文史資料選輯』第77輯。

余湛邦「一九四九年国共北平和談始末記」『文史資料選輯』第67韓。

楊思義「二次革命失敗後国民党人的形形色色」『文史資料選輯』第亜韓。

葉恭縛「一九一九年南北和議之経過及其内幕」『文史資料選輯』第26韓。

「劉亜雄同志談女師大風漸」北京魯迅博物館魯迅研究室編『魯迅研究資料（2）』文物出版社、

1977年11月。

李吉城「辛亥革命前後黄克強先生的革命活動」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委

員会編『辛亥革命回憶録』第1集、中華書局、1961年。

梁淑浜「有閑民国初年政史的見聞紀実」『文史資料選輯』第1韓。

琴春煙『楽筆漫筆』近代中国史料叢刊第66輯、文海出版社版。

程思遠『李宗仁先生晩年』文史資料出版社、1980年12月。

余湛邦『張治中一張治中機要秘書約回憶』書林文史出版社、1992年8月。

余湛邦『張治中与中国共産党一張治中機要秘書回憶録』中共中央党校出版社、1991年10月。

李根源『雪生年録・民国五年丙辰』、『護国運動資料選編』下。

李宗仁『李宗仁回憶録』広西人民出版社、1980年11月。

d．［年譜］

王光遠編『陳独秀年譜』重慶出版社、1987年。

高平叔編著『察元培年譜』中華書局、1980年。

張静和・馬模貞・慶英・銭自強編『李大別生平史料編年』上海人民出版社、1984年8月。
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丁文江・趨豊田編『梁啓超年譜長編』上海人民出版社、1988年。

唐宝林・林茂生『陳独秀年譜』上海人民出版社、1988年12月。

湯志鈎編『章太炎年譜長編』上下冊、中華書局、1979年。

編写組『李大別年譜』甘粛人民出版社、1984年12月。

毛注青『黄興年譜』湖南人民出版社、1980年。

毛注青編著『黄興年譜長編』中華書局、1991年。

魯迅博物館・魯迅研究室編『魯迅年譜』第1巻、人民文学出版社、1981年。

魯迅博物館・魯迅研究室編『魯迅年譜』第2巻、人民文学出版社、1983年。

e．［その他］

黄中黄「沈蓋」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集。

康有為「廃省論」『民国経世文編』巻16第2葉。

鐘凛之「護国軍軍務院活動概況」政協文史資料研究委員会ほか編『護国討蓑親歴記』文史資料出

版社、1985年。

沈寂「関於陳独秀自撰的《弁訴状》」（強重華他編『陳独秀被捕資料彙編』河南人民出版社、

1982年6月）。

「争自由的宣言」『東方雑誌』第17巻第16号、1920年8月25日。

愴父「静的文明与動的文明」『東方雑誌』第13巻第1け号（1916年10月）。

陳英士「致黄克強勧一致服従中山先生継続革命書」民国4年2月4日、中国国民党中央委員会党史

委員会編『陳英士先生文集』中央文物供応社、1977年。

陳独秀「菓子民先生逝世後感言」（原載『中央日報』1940年3月24日）『陳独秀文章選編』下、

生活・読書・新知三聯書店、1984年6月、所収。

梁啓超「在中国公学之演説」『東方雑誌』第17巻第6号、1920年3月。

f．［章士別関係］

高承元「高序」章士別『邁輯指要』時代精神出版社、1943年6月。

呉椎嘩「章土釦、陳独秀、梁啓超」『呉稚嘩先生全集』巻10、中国国民党中央委員会党史史料編

纂委員会、1967年。

章含之「我与父親章士別」『文匪月刊』1988年第3期・第4期（のち戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱

浜、章士別与毛沢東』香港達芸出版社、1988年10月、所収）。

章行厳「新時代之青年」『東方雑誌』第16巻第11号、1919年11月。

章士別「《〈申報〉与史量才》書後」『文史資料選輯』第23韓。

章士別「欧事研究会拾遺」『文史資料選輯』第24稗。

章士別「我之上海会議観為葉道庵作」『文史資料選輯』第26輯。

章士別「書甲辰三暗殺案」『文史資料選輯』第19輯。

章士別「書秦江獄」『文史資料選輯』第7韓。

章士別「新時代之青年」『東方雑誌』第16巻第11号、1919年11月。

章士別「疏『黄帝魂』」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革命回憶

録』第1集、中華書局、1961年。

章士釧「与黄克強相交始末」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革命

回憶録』第2集、中華書局、1962年。

章士別「蘇報案始末記叙」中国史学会主編『中国近代史資料叢刊　辛亥革命』第1集。

章士別「李大別先生伝章序」張次渓『李大別先生伝』神州図書公司、1951年8月。

張君勤「張序」章士別『邁輯指要』時代精神出版社、1943年6月。

文献一覧】ね辟221



梁漱浜「訪章行厳先生談話記」戴晴・鄭直淑・章含之『梁漱瞑、章士別与毛沢東』香港達芸出版

社、1988年10月。

章士別『邁輯指要』時代精神出版社、1943年6月。

章土釧『柳文指要』（上41巻、下15巻）中華書局、1971年。

2．【邦文】

後藤延子「民立報期の章士別」（信州大学人文学部特定研究報告書『文化受容とその展開』1985

年3月）

後藤延子「民立報期の章士別（続）」（『信州大学人文学部人文科学論集』第20号、1986年3月）

後藤延子「民立報期の章士別（完）」（『信州大学人文学部人文科学論集』第23号、1989年3月）

高田淳「中国近代の『論理』研究」宇野精一ほか編『講座東洋思想4中国思想ⅠⅡ』東京大学出版

会、1967年。

高田淳「章士針について」『思想』589号、1973年（のち高田淳『章柄麟・章士釧・魯迅』龍渓

書舎、1974年、所収）。

高田淳「章士別の死」高田淳『章柄麟・章士別・魯迅』龍渓書舎、1974年。

高田淳「蘇報事件の章士別」『季刊とうてん』2号、1975年。

味岡徹「南北対立と連省自治運動」中央大学人文科学研究所篇『五・四運動史像の再検討』中央

大学出版部、1986年。

石川禎浩「東西文明論と日中の論壇」（古屋哲夫編『近代日本のアジア認識』京都大学人文科学

研究所、1994年所収）。

石川忠雄「清呆及び民国初年における連邦制と省制論」『法学研究』第亜巻第9・10号、1951年。

マックス・ウェーバー、世良晃志郎訳『支配の諸類型』創文社、1970年。

オットー・キルヒハイマ一、岩永健一郎・高木誠訳「議会主義の政治体制における反対（派）機

能の衰退」、岩永健一郎『西欧の政治社会［第二版］』東大出版会、1977年。

オルテガ「大衆の反逆」寺田和夫訳、『世界の名著68　マンハイム　オルテガ』中央公論社、

1979年。

金子肇「1920年代前半における各省『法団』勢力と北京政府」横山英編『中国の近代化と地方自

治』勒草書房、1985年4月。

川上哲正「梁啓超と反義運動について」『学習院史学』15、1979年1月。

菊池一隆「『国民会議』を巡る政治力学－一九二d年代から三〇年代への連動－」狭間直樹

編『一九二〇年代の中国』汲古書院、1995年9月。

菊池一貴「中国トロッキー派の生成、動態、及びその主張－一九二七年から三四年を中心に一

一」『史林』第79巻2号、199時3月。

木村英一「梁漱浜の思想－『東西文化及其哲学』について」『東亜人文学報』第3巻第3号、19亜

年1月。

楠瀬正明「梁啓超の国家論の特質」『史学研究』第132号、1976年。

楠瀬正明「靖夫における立憲構想－梁啓超を中心として－」『史学研究』第143号、1979年。

久保田文治「辛亥革命と孫文・宋教仁一中国革命同盟会の解体過程－」『歴史学研究』408号。

後藤延子「李大別の東西文化論一東西文化論争中の位置と思想史的意義－」『信州大学人文学部

文学科人文科学論集』第11号、1977年3月。

坂出祥伸「梁啓超の政治思想一日本亡命から革命派との論戦まで」『関西大学文学論集』23－1、

1973年。
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笹川裕史「1920年代前半の湖南省政民主化運動－省憲法構想をめくって－」横山英編『中国

の近代化と地方政治』勤草書房、1985年4月。

篠崎守利「楊篤生小論－ナロドニキの彷径と絶命－」印旬沫集』第2集、1980年。

末次玲子「五・四運動と国民党勢力」中央大学人文科学研究所篇『五・四運動史像の再検討』中

央大学出版部、1986年。

田中比呂志「宋教仁の『革命』論」『歴史学研究』609号、1990年8月。

田中比呂志「民国元年の政治と宋教仁」『歴史学研究』615号、1991年1月。

田中比呂志「近代中国における国家建設の模索－天壇憲法草案制定時期を中心として－」

『歴史学研究』646号、1993年6月。

土田哲夫「南京政府期の国家統合－張学良東北政権（1928～31年）との関係の例－」中国現

代史研究会編『中国国民政府史の研究』汲古書院、1986年。

寺広映雄「中華革命党と孫文革命思想の形成」『中国革命の史的展開』汲古書院、1979年。

永井算巳「所謂呉孫事件に就いて」『史学雑誌』第62篇第7号、『中国近代政治史論叢』汲古書

院、1988年、所収。

中村英勝「バジョットの『イギリス国制諭』について」『イギリス議会政治史論集』東京書籍、

1976年。

中村義「南京臨時政府とその時代一宋教仁・胡漢民論争を中心にして」『東京学芸大学紀要（社

会科学）』24号、1972年。

野沢豊・中村義・渡部惇「辛亥革命期の指導者をめくって」『歴史学研究』258、1961年。

野沢豊「民国初期の政治過程と日本の対華投資－とくに中日実業会社の設立をめくって－」

『史学研究』第16号、1958年3月。

野沢豊「中国における統一戦線の形成過程－第一次国共合作と国民会議－」『思想』477号、

1964年3月。

野沢豊「中国の国民革命についての序論的考察」『中国国民革命史の研究』青木書店、1975年5

月。

野沢豊「第一次国共合作と孫文－国民会議の運動を中心として－」辛亥革命研究会編『中国

近現代史論集－菊池責晴先生追悼論集－』汲古書院、1985年9月。

狭間直樹「孫文思想における民主と独裁－中華革命党創立時における孫文と黄興の対立を中心

に－」『東方学報』第58冊、1986年3月。

狭間直樹「宋教仁にみる伝統と近代－《日記》を中心に－」『東方学報』第62冊、1990年3

月。

バジョット「イギリス憲政論」小松春雄訳、『世界の名著72』中央公論社、1980年。

坂野良書「国民会議の構想ならびに運動と陳独秀主義－1923年から1926年までの推移に焦点を

合わせながら－」『名古屋大学東洋史研究報告』18号、1994年3月。

古厩忠夫「省憲法体制下湖南の労働運動と統一戦線」野沢豊編『中国国民革命史の研究』青木書

店、1974年5月。

藤谷博「章柄麟の代議政論について」『阪大法学』第49号、1969年1月。

丸山校章「民国初年の調和論」『関西大学中国文学会紀要』第2号、1969年3月。

松本英紀「孫文とその周辺」狭間直樹・森時彦編『中国歴史学の新しい波－辛亥革命研究につ

いて－』霞山会、1985年。

山田辰雄「平和と民主主義の段階における中国国民党の戦後政権構想」『石川忠雄教授還暦記念

論文集　現代中国と世界－その政治的展開』慶鷹通信、1982年。

横山英「国民革命期における中国共産党の政治的統合構想」横山英・曽田三郎編『中国の近代化

と政治的統合』渓水社、1992年12月。

横山宏章「孫文の憲政論と国民党独裁」（藤井昇三・横山宏章編『孫文と毛沢東の遺産』研文出

版、1992年4月、所収）。

横山宏章「中国における議会政党政治の挫折－民国初期の革命政党と議会政党－」『法学研

究（明治学院大学）』第5け号、1993年3月。
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劉豊容「1924年の孫中山の北上と日本との関係」（貴志俊彦訳）日本孫文研究会編『孫文とアジ

ア』汲古書院、1993年6月。

阿部洋『中国の近代教育と明治日本』福村出版、1990年。

阿部洋『中国近代学校史研究』福村出版、1993年2月。

池田誠『孫文と中国革命』法律文化社、1983年。

石川一雄『ェスノナショナリズムと政治統合』有信堂、1995年。

栄田卓弘『イギリス自由主義の展開－古い自由主義の連続を中心に－』早稲田大学出版部、

1991年。

加地伸行『中国人の論理学』中公新書、1977年9月。

木下秀明『兵式体操からみた軍と教育』杏林書院、1982年1月。

厳安正『日本留学精神史一近代中国知識人の軌跡』岩波書店、1991年。

近藤邦康『辛亥革命』紀伊国屋新書、1972年。

近藤春雄『現代支那の文学』京都印書館、1945年。

佐藤三郎輯『民国之精華』近代中国史料叢刊第5輯、文海出版社版。

サルトーリ『現代政党学Ⅰ－政党システム論の分析枠組－』岡沢憲芙・川野秀之訳、早稲田

大学出版部、1980年。

島田虚次、小野信爾編『辛亥革命の思想』筑摩書房、1968年。

章聞流、藤岡喜久男訳『張書伝稿－中国近代化のパイオニア－』東方書店、1989年。

鈴江言一『孫文伝』岩波書店、1950年。

ヒュ一・セシル、栄田卓弘訳『保守主義とは何か』早稲田大学出版部、1979年。

ダイシー『ダイシーと行政法』猪股弘貴訳、成文堂、1992年。

ダイシー『憲法序説』伊藤正己・田島裕共訳、学陽書房、1983年。

ダイシー『法律と世論』清水金二郎訳、法律文化社、1972年。

高橋勇次『孫文』日本評論社、19亜年。

A．P．ダントレーヴ『国家とは何か』石上良平訳、みすず書房、1972年。

中央大学人文科学研究所編『五・四運動史像の再検討』中央大学出版部、1986年。

J．チェン、守川正道訳『蓑世凱と近代軍閥』岩波書店、1980年。

塚本元『中国における国家建設の試み－湖南1919－1923年－』東京大学出版会、1994年。

中村哲夫『同盟の時代－中国同盟会の成立過程の研究－』人文書院、1992年3月。

日本国際問題研究所中国部会編『新中国資料集成』第1巻、日本国際問題研究所、1963年12月0

日本政治学会編『年報政治学1978年　国民国家の形成と政治文化』岩波書店、1980年。

西村成雄『中国ナショナリズムと民主主義－20世紀中国政治史の新たな視界－』研文出版、

1991年。

R．ニスベット、富沢克・谷川昌幸訳『保守主義－現実と夢』昭和堂、1990年5月。

波多野乾一『中国国民党通史』大東出版社、1944年。

波多野善大『中国近代軍閥の研究』河出書房新社、1973年7月。

S．ハンチントン、内山秀男訳『変革期社会の政治秩序』サイマル出版会、1968年。

パーカー『イギリス政治思想Ⅳ』堀豊彦・机正夫訳、岩波現代叢書、1954年5月。

バーク、中野好之訳『現在の不満の原因・崇高と美の観念の起源』（バーク著作集1）みすず書

房、1973年。

平野正『中国民主同盟の研究』研文出版、1983年12月。

平野正『北京一二・九学生運動－救国運動から民族統一戦線へ－』研文出版、1988年。

藤井昇三『孫文の研究』動学書房、1966年4月。

益井康一『漢粁裁判史1946－1948』みすず書房、1977年4月。

丸山昇『魯迅－その文学と革命』平凡社、1965年。

カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』鈴木二郎訳、未来社、1968年。

宮本吉夫『プライスの「近代民主政治」』井上書房、1959年。
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モンテスキュー『法の精神』全3巻、野田良之・稲本洋之助・上原行雄・田中治男・三辺博之・

横田地弘訳、岩波書店、1987－1988年。

横山宏章『陳独秀』朝日選書、1983年5月。

横山宏章『孫中山の革命と政治指導』研文出版社、1983年10月。

横山宏章『現代アジアの肖像1孫文と衰世凱　　中華統合の夢　』岩波書店、1996年。

吉富重夫『政治的統一の理論』有斐閣、1955年。

G．ヨネスク、Ⅰ．マダリアーガ『反対党の研究－制度としてのその過去と現在－』宮沢健訳、

未来社、1983年。

若松繁信『イギリス自由主義史研究－T．H．グリーンと知識人政治の季節－』ミネルヴァ書

房、1991年。

和田英夫『ダイシーとデュギー』動学書房、1994年。

3．【欧文】
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軸blicanα血，Ⅰ血エVadt血iversityPress，1976，
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t止versityof払1ifomiaPress，1974．

Ⅰ脚Ⅱ，L・T・，腿mq′amIRbaction，N如Ybrk，G．P．Putmnn，S鮎Ⅰ鳩，1905．

HSU”EH，Clm，一n－tu，應盟曙飽izqazdt始動meSe飴Wlution，StanfordthversityPress，
1961．
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UniversityPress，1993．
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軸blicHl仇血，Ⅱ妃thiversityofMichiganPress，1977．

4．【中文】

王森然「章士別先生評伝」（『近代二十家評伝』否厳書屋、1934年6月）。

夏鷺「対一個人要看他全面的一生－毛沢東和章士別」（鐘辰・夏鷺・葉蘭編『領袖交往実録系

列　毛沢東』四川人民出版社、1992年）。

金淑琴「李大別与章士別」、中共中央党史研究室料研局編『李大別研究文集』新華書店、1991年。

厳静文「大清客章士別的一生」『明報月刊』第8巻第8期（総第92期）、1973年8月。

呉相湘「章士別侶『新旧調和論』」（呉相湘『民国百人伝』（三）、伝記文学出版社、1982年10
月）。

施光享「章士釧」《中国語言学家》編著組『中国現代語言学家』第1分冊、河北人民出版社、
1981年11月。

銭基博「近百年湖南学風」八讃嗣同素鍔章土釧（銭基博・李肖聴『近百年湖南学風・湘学略』
岳麓書社、1985年）。

銭基博「現代中国文学史」（沈雲龍主編『近代中国史料叢刊続編』第83韓、文海出版社、所収）。

陳漱漁「魯迅与章士別約一場訴訟」北京魯迅博物館魯迅研究室編『魯迅研究資料（7）』天津人

民出版社、1980年12月。

白書庵「記章土釧先生」『長沙県文史資料』第3輯、1986年。

白吉庵「章士別」『民国人物伝』第4巻、中華書局、1984年。

白書庵「風雨槍桑九二春一記章土釧先生」『人物』1985年第4期。

劉景富「章士別与『甲寅』周刊」王維礼主編『中国現代史大事紀事本末』上、黒竜江人民出版社、
1987年。

殿海光「自由主義的趨向」『中国文化的展望』第8章、中国和平出版社、北京、1988年。鄭朝敏

「再談陳独秀」『昆明師専学報』1981年第1期（『複印報刊中国現代史』払竜1－24所収）。

鄭朝敏「再談陳独秀」『昆明師専学報』1981年第1期（『複印報刊中国現代史』終卜別ト24所収）。

王永昌「歴史的見証－「楷案所見女師大学生運動高潮」北京魯迅博物館魯迅研究室編『魯迅研究
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資料（15）』天津人民出版社、1986年4月。

王金錆「論国民会議運動」『書林大学社会科学学報』1985年第5期。

王健民「陳独秀下獄章士別出廷」上・下『中華月報』1973年7月号・8月号。

王樹椀「国会問題与南北和会」『中華民国初期歴史研討会1912－1927』中央研究院近代史研究所、

1984年4月。

王振乾「張学良時代的東北大学」方正・愈興茂・紀紅民編『張学良和束北軍』中国文史出版社、

1986年12月。

王仲「黄興与欧事研究会」辞君度編『黄興新諭』武漢大学出版社、1988年。

何葬「民国廿一年国難会議与訓政憲政之争」『国立台湾師範大学歴史学報』第20期、1992年6月0

楽正「従学堂看清末新字的興起」『中華近代文化史叢書』編委会編『中国近代文化問題』中華書

局、1989年。

弄泳峯「清季梁啓超的言論及其転変」中華文化復興運動推行委員会編『中国近代現代史論集』第

16編清季立憲与改制、台湾商務印書館、1986年。

金沖及「護国運動中的幾種政治力量」『歴史研究』1986年第2期、『復印報刊資料中国近代史』

1986年第6期。

金雄白「梁鴻志死前両憾事－細説江偽之一章－」『伝記文学』第65巻第2期、1994年8月0

魂明「察鍔出京与衰世凱的智聞及史実訂正」『中州学刊』1986年第1期、『復印報刊資料中国近

代史』1986年3月。

胡春恵「辛亥前後的地方分権主義」『辛亥革命研討会論文集』中央研究院近代史研究所、1983年0

胡春恵「民初反蓑運動与地方主義之消長関係」『中国近代現代史論集』第20編台湾商務印書館、

1986年。

侯健「梅光辿与儒家思想」博楽詩等著『保守主義』時報出版公司、民国69年。

洪喜美「李烈鈎先生与二次革命」『近代中国』第21期、民国70年2月訪日。

洪喜美「民立報与辛亥革命」『国史館館刊』復刊第16期、1994年6月。

高平叔「秦元培与“蘇報案”」『南開学報』暫社販、1985年第6期。

高路「毛沢東与邁輯学」贅育之、逢先知、石仲泉編『毛沢東読書生活』北京、三聯書店、1986年。

黄遠生「最近之大勢」『黄遠生遺著』巻乙文星書店、1962年。

黄道焙「30年代中国政治出路的討論」『近代史研究』1992年第5号。

濃清泉「中国托派的産生和滅亡」王樹枝・強重華・楊淑娼・李学文編『陳独秀評論選編』下、河

南人民出版社、1982年8月。

史微「三十年代‘‘全盤西化論”初探」贅書鐸・劉桂生・王俊義編『民族文化虚無主義評析』中国

人民出版社、1990年。

朱啓鈴「関於南北和議事復業退庵」『文史資料選輯』第26稗、印．62－63

周永林・周勇・劉景修「論国民参政会」重慶市政協文史資料研究委員会・中共重慶市委党校編・

孟広滴主編『国民参政会紀実』続編、重慶出版社、1987年。

周玉和「金法郎案」『中国現代史大事紀事本末』黒竜江人民出版社、1987年。

徐輝慶「論第一届国会選挙」『近代史研究』1988年第2期。

常凱・察徳全「試論巽察政務委員会」『近代史研究』1985年第4期。

石彦陶「黄興拒絶参加中華革命党新議」『史学月刊』1987年第3期、『復印報刊資料中国近代史』

1987年第7期。

宋徳華「論‘‘君民共主”」『華南師範大学学報』社科版、1987年第1期。

孫瑛「一九一二年至一九二六年教育部総次長的更迭情況」北京魯迅博物館魯迅研究室編『魯迅研

究資料（15）』天津人民出版社、1986年4月。

張玉法「国民党与進歩党的比較研究」『中央研究院近代史研究集刊』第10期、1981年。

張国法「孫中山与蓑世凱町闘争」『北洋軍閥史料選輯』所収。

張子清「宋哲元再起及英日人之周旋」『天津社会科学』1993年第2斯。

張朋園「靖夫民初的両次議会選挙」『中国現代史専題研究報告』第5輯、中華民国史料研究中心、

1976年1月。
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張朋園「進歩党之結合与権力分配」『中華民国史料研究中心十周年紀念論文集』中華民国史料研

究中心、1979年。

張朋園「立憲派的『階級』背景」『中央研究院近代史研究所集刊』第22韓、中央研究院近代史研

究所、1993年6月。

陳港「前言」陳塔編『五四前後東西文化問題論戦文集』中国社会科学出版社、1989年増訂本。

趨守仁「張学良与東北大学」漠箇編『張学良生涯論集』光明日報出版社、1991年11月。

過失元「辛亥革命与〝二次革命〝之間的孫中山」『東北師大学報』1981年第5斯、復印報刊資料

『E3中国近代史』1981年第10期所収。

趨矢元「論“二次革命”与辛亥革命」『紀年辛亥革命七十周年学術討論会論文集』（上冊）中華

書局、1983年。

丁偉志「重評“文化調和論，，」（中国社会科学院科研局・『中国社会科学』雑誌社編『五四運動

与中国文化建設一五四運動七十周年学術討論会諭文選』上、社会科学文献出版社、1989年10月、

所収）。

鄭玉純「従“華北五省自治”策劃到“巽察政務委員会”成立的始末」『北京師範大学学報』1985

年第5期。

鄭大草「現代中国保守主義思潮的歴史考察」『社会科学戦線』1992年第2期。

清光偉「“五四”文化保守思潮興盛的原因及地位」『中国人民大学学報』1993年第1期（『復印

報刊資料　中国現代史』1993年第4期）。

博菓「関於女師大事件的一束書信」北京魯迅博物館魯迅研究室編『魯迅研究資料（4）』天津人

民出版社、1980年1月。

武育文・王椎遠・楊玉芝著『張学良将軍伝略』遼寧大学出版社、1987年3月。

方覚「“通下情”与“開民智”的歴史作用－従清末変法運動的議会観看中国近代議会史」『政

治学研究』1986年3月。

方克立、曹輝明「梁漱瞑非理性主義哲学思想述評」周陽山主編『従五四到新五四』時報文化出版

企業有限公司、台北、1989年。

宝成閲「民初国会述論」『社会科学戦線』1985年第4期。

宝成関「論辛亥時期西方政治学説的引進与伝播」『近代史研究』1992年第6期。

毛振発「諭“二次革命”的幾個軍事問題」『辛亥革命史叢刊』第3輯、中華書局、1981年。

楊洪章「早期李大別対改良派和革命派態度的演変」中共中央党史研究室料研局編『李大別研究文

集』新華書店、1991年。

李雲漢「政学会与護法運動」『中華民国初期歴史研討会1912－1927』中央研究院近代史研究所、

1984年4月。

李益然「宋教仁力主責任内閣制及其失敗」『史学月刊』1981年第5期。
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